
添付書類目次の一部補正



－1－ 

添付書類目次を以下のとおり補正する。 

頁 行 補正前 補正後 

－  （記載変更） 別紙１に変更する。 

 

  



 

別紙１ 

添付書類目次 

 

今回の変更申請に係る島根原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（２号

発電用原子炉施設の変更）の添付書類は以下のとおりである。 

 

添付書類一 変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書 

島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（２号発

電用原子炉施設の変更）(令和３年９月15日，原規規発第2109152

号をもって設置変更許可)の添付書類一の記載内容と同じ。 

 

添付書類二 変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書 

島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（２号発

電用原子炉施設の変更）(令和３年９月15日，原規規発第2109152

号をもって設置変更許可)の添付書類二の記載内容と同じ。 

 

添付書類三 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類 

別添１に示すとおりである。 

 

添付書類四 変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得

計画を記載した書類 

島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（２号発

電用原子炉施設の変更）(令和３年９月15日，原規規発第2109152

号をもって設置変更許可)の添付書類四の記載内容と同じ。 

 

添付書類五 変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的 

能力に関する説明書 

別添２に示すとおりである。 



 

添付書類六 変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、

地震、社会環境等の状況に関する説明書 

別添３に示すとおりである。 

別添３に示す記載内容以外は，次のとおりである。 

島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（２号発

電用原子炉施設の変更）(令和３年９月15日，原規規発第2109152

号をもって設置変更許可)の添付書類六の記載内容と同じ。 

 

添付書類七 変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点

から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地

図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 

島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（２号発

電用原子炉施設の変更）(令和３年９月15日，原規規発第2109152

号をもって設置変更許可)の添付書類七の記載内容と同じ。 

 

添付書類八 変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書 

別添４に示すとおりである。 

別添４に示す記載内容以外は，次のとおりである。 

島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（２号発

電用原子炉施設の変更）(令和３年９月15日，原規規発第2109152

号をもって設置変更許可)の添付書類八の記載内容と同じ。 

 

添付書類九 変更後における発電用原子炉の放射線の管理に関する説明書 

島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（２号発

電用原子炉施設の変更）(令和３年９月15日，原規規発第2109152

号をもって設置変更許可)の添付書類九の記載内容と同じ。 

 

 



 

添付書類十 変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合

における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備

に関する説明書 

別添５に示すとおりである。 

別添５に示す記載内容以外は次のとおりである。 

島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（２号発

電用原子炉施設の変更）(令和３年９月15日，原規規発第2109152

号をもって設置変更許可)の添付書類十の記載内容と同じ。 

 

添付書類十一 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

別添６に示すとおりである。 



 

 

 

 

 

 

添付書類三の一部補正 

 

 

 

 

 

  



－1－ 

添付書類三を以下のとおり補正する。 

頁 行 補正前 補正後 

3-1 

 

 （記載変更） 別紙１に変更する。 

 

  



3－1 

1. 変更の工事に要する資金の額 

本変更に係る所内常設直流電源設備（３系統目）の設置工事に要する資

金は約 53 億円である。 

本変更に係る特定重大事故等対処施設の設置工事に要する資金は約

1,200 億円である。 

 

2. 変更の工事に要する資金の調達計画 

変更の工事に要する資金については，自己資金，社債及び借入金により

安定的に確保していく。 

 

別紙１ 



 

 

 

 

 

 

添付書類四の一部補正 

 

 

 

  



－1－ 

添付書類四を以下のとおり補正する。 

頁 行 補正前 補正後 

－ 

 

  （削除） 

 



添付書類五の一部補正 



－1－ 

添付書類五を以下のとおり補正する。 

頁 行 補正前 補正後 

－ （記載変更） 別紙１に変更する。 



 

〔 別 添 ２〕 

 

添 付 書 類 五 

 

変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術

的能力に関する説明書 

 

 

 

 

  

別紙１ 
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本変更に係る発電用原子炉施設の設計及び工事，並びに運転及び保守（以

下「設計及び運転等」という。）のための組織，技術者の確保，経験，品質保

証活動，技術者に対する教育・訓練及び有資格者等の選任・配置については

次のとおりである。 

 

1. 組 織 

本変更に係る設計及び運転等は第１図に示す既存の原子力関係組織に

て実施する。 

これらの組織は，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律」第四十三条の三の二十四第一項の規定に基づく島根原子力発電所原子

炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）等で定められた業務所掌に基

づき，明確な役割分担のもとで島根原子力発電所の設計及び運転等に係る

業務を適確に実施する。 

本変更に係る設計及び工事の業務については，大規模な原子力設備工事

に関する設計方針の策定を電源事業本部（原子力管理，原子力安全技術，

電源土木，電源建築）が実施し，本設計方針に基づく，現地における具体

的な設計及び工事の業務については島根原子力発電所において実施する。 

本変更に係る運転及び保守の業務については，運転管理及び保守管理に

関する基本的な方針を電源事業本部（原子力管理）が策定し，現地におけ

る具体的な運転及び保守の業務は島根原子力発電所の担当する組織が実

施する。島根原子力発電所の発電用原子炉施設の運転管理に関する業務は

発電部（第一発電，第二発電）が，施設管理に関する業務は技術部（技術，

燃料技術），廃止措置・環境管理部（放射線管理），保修部（保修管理，保

修技術，電気，計装，３号電気，原子炉，タービン，３号機械，土木，建

築，ＳＡ工事プロジェクト）が，燃料管理に関する業務は技術部（燃料技

術），廃止措置・環境管理部（放射線管理），発電部（第一発電，第二発電）

が， 放射線管理に関する業務は廃止措置・環境管理部（放射線管理），保

修部（計装，３号電気）が，放射性廃棄物管理に関する業務は技術部（燃
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料技術），廃止措置・環境管理部（放射線管理），発電部（第一発電，第二

発電）が，緊急時の措置に関する業務は技術部（技術，燃料技術），発電部

（第一発電，第二発電）が実施する。 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ，原子力安全関連

業務の一元化による安全重視の体制を確立するため，本社組織を再編し，

原子力安全維持・向上活動を行う電源事業本部（原子力安全技術）を設置

し，原子力安全に関わる活動の強化を図っている。 

原子力部門における人材育成に関する取組みを強化することを目的に，

「電源事業本部 原子力人材育成センター」を本社組織として設置した。原

子力人材育成センターでは，原子力部門全体（島根原子力発電所，本社）

の教育訓練業務及び原子力部門の要員養成計画の総括業務を行い，社員の

計画的な育成に取り組んでいる。 

特定重大事故等対処施設については，大規模損壊時のほか，重大事故等

時においても使用するため，特定重大事故等対処施設の施設管理等に関す

る業務は，島根原子力発電所にて上記と同様の組織で実施する。
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運転及び保守の業務のうち，自然災害や重大事故等にも適確に対処する

ため，発電所長（原子力防災管理者）を緊急時対策本部長（以下「本部長」

という。）とした原子力防災組織を構築し対応する。本部長が緊急時体制を

発令した場合は緊急時対策本部を設置し，平時の業務体制から速やかに移

行する。 

島根原子力発電所の原子力防災組織を第 2.1 図，本社の原子力防災組織

を第 2.2 図に示す。 

島根原子力発電所の原子力防災組織は，島根原子力発電所及び島根原子

力発電所に勤務する本社組織所属の技術系社員（以下「技術者」という。），

事務系社員及び協力会社社員により構成され，業務所掌に基づき原子力災

害の発生又は拡大の防止に加え，緩和するために必要な活動を行う。自然

災害又は重大事故等が発生した場合は，重大事故等に対処する要員にて初

期活動を行い，発電所外から参集した緊急時対策要員を加えて島根原子力

発電所の原子力防災組織が構成され，役割分担に応じて対応する。また，

自然災害と重大事故等の発生が重畳した場合においても，原子力防災組織

にて適確に対応する。本社の原子力防災組織は，原子力部門のみでなく関

係する他部門も含めた全社（全社とは，中国電力株式会社及び中国電力ネ

ットワーク株式会社のことをいう。）での体制となっており，重大事故等の

拡大防止を図り，事故により放射性物質を環境に放出することを防止する

ために，特に中長期の対応について緊急時対策本部の活動を支援する。 

発電用原子炉施設の保安に関する重要事項を審議する委員会として，原

子力発電保安委員会を本社に，発電用原子炉施設の保安運営に関する重要

事項を審議する委員会として，原子力発電保安運営委員会を発電所に設置

している。原子力発電保安委員会は，原子炉設置変更許可申請書又は保安

規定の変更等に関する事項を審議し，原子力発電保安運営委員会は，島根

原子力発電所が所管する社内規程類の変更方針，原子炉設置変更許可申請

を要する保全工事等，設計及び工事計画認可申請・届出を要する保全工事

等に関する事項を審議することで，役割分担を明確にしている。 
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2. 技術者の確保

(1) 技術者数

令和３年４月１日現在，電源事業本部（原子力品質保証，原子力管理，

原子力安全技術，電源土木，電源建築）及び島根原子力発電所の技術者

（業務出向者は除く。）数は，663 名であり，そのうち，10 年以上の経験

年数を有する管理者が 88 名在籍している。また，島根原子力発電所及び

島根原子力発電所に勤務する本社組織所属の技術者の人数は 461 名であ

る。 

(2) 有資格者数

令和３年４月１日現在，電源事業本部（原子力品質保証，原子力管理，

原子力安全技術，電源土木，電源建築）及び島根原子力発電所の有資格

者の人数は次のとおりであり，そのうち島根原子力発電所及び島根原子

力発電所に勤務する本社組織所属の有資格者の人数を括弧書きで示す。 

原子炉主任技術者 21 名（６名） 

第一種放射線取扱主任者 81 名（36 名） 

第一種ボイラー・タービン主任技術者 13 名（12 名） 

第一種電気主任技術者 11 名（７名） 

運転責任者として原子力規制委員会が 

定める基準に適合した者 20 名（20 名） 

特定重大事故等対処施設を運用する上で必要となる特殊な資格はな

い。 

電源事業本部（原子力品質保証，原子力管理，原子力安全技術，電源

土木，電源建築）及び島根原子力発電所の技術者及び有資格者の人数を

第１表に示す。現在，確保している技術者数にて本変更に係る設計及び

運転等の対応が可能であるが，今後とも設計及び運転等を適切に行い，
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安全を確保し，円滑かつ確実な業務遂行を図るため，採用を通じ技術者

を確保し，必要な教育及び訓練を行うことにより継続的に育成し，各工

程において必要な技術者及び有資格者を配置する。 

電源事業本部（原子力品質保証，原子力管理，原子力安全技術）におい

ては，各専門分野を産業界全体の最高レベルに到達させるため，管理者自

らがパフォーマンス目標に対するギャップを把握し，解決すべき問題点等

を明確とするとともに，発電所への指導・助言（オーバーサイト）を行う

活動を開始しており，これにより，パフォーマンスを向上させることを目

指している。 

3. 経 験

当社は，昭和 31 年以来，原子力発電に関する諸調査，諸準備等を進める

とともに，技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遣し，技術

的能力の蓄積に努めている。 

また，昭和 49 年３月に沸騰水型軽水炉（以下「ＢＷＲ」という。）を採

用した島根原子力発電所１号炉の営業運転を開始して以来，計２基の原子

力発電所を有し，平成 29 年４月に廃止措置に着手した１号炉を除き，今日

において１基の原子力発電所を有している。 

なお，３号炉についても平成 17 年 12 月に建設工事に着工している。 

原子力発電所 原子炉熱出力(MW) 営業運転の開始 

島根第１号炉 1,380 昭和 49 年３月 29 日 

（平成 29 年４月 19 日廃止措置計画認可） 

２号炉 2,436 平成元年２月 10 日 

３号炉 3,926 （平成 17 年 12 月着工） 
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当社は，これら原子力発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通し

て豊富な経験を有し，技術力を維持している。また，営業運転開始以来，

計２基の原子力発電所において，約 45 年に及ぶ運転並びに島根原子力発

電所１号炉での廃止措置を行っており，運転及び保守について十分な経験

を有している。 

本変更に関して，設計及び工事の経験として，島根原子力発電所におい

て平成 19 年から平成 20 年にかけて，非常用炉心冷却系ストレーナの取替

工事，平成 22 年から平成 24 年にかけて，原子炉再循環系配管の取替工事

等の設計及び工事を順次実施している。 

また，耐震安全性向上工事として，平成 21 年からは残留熱除去系配管等

の支持構造物，原子炉建物屋根トラス，原子炉建物天井クレーン，燃料取

替機等について設計及び工事を実施している。 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降は，重大事故等の事故

状況下においても復旧を迅速に実施するため，普段から保守点検活動を当

社社員自らが行い，知識・技能の向上を図り，緊急時に当社社員自らが直

営で実施できるよう取組みを行っている。 

更なる安全性向上の観点からアクシデントマネジメント対策として，再

循環ポンプトリップ設備の追加，代替制御棒挿入設備の追加，原子炉又は

格納容器への代替注水設備の追加，原子炉自動減圧設備の追加，耐圧強化

ベント設備の追加及び非常用電源のユニット間融通設備の追加を検討し，

対策工事を実施している。また，経済産業大臣の指示に基づき実施した緊

急安全対策により，高圧発電機車，消防ポンプ等の配備に関する設計検討

を行い，対策工事を実施している。 

新規制基準施行を踏まえ，自然災害等対策及び重大事故等対策に関する

検討，設備改造工事等を一部実施している。また，これらの対策を運用す

る体制，手順についても整備している。 
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運転及び保守に関する社内規程の改正対応や習熟訓練による運転の知

識・技能の向上を図るとともに，工事と保守経験を継続的に積み上げてい

る。 

また，運転の経験として，当社で発生したトラブル対応や国内外のトラ

ブル情報の水平展開要否に係る判断等を通じて，トラブルに関する経験や

知識についても継続的に積み上げている。 

以上のとおり，本変更に係る設計及び運転等の経験を十分に有しており，

今後も継続的に経験を積み上げていく。 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では，設計基準を超える事

象が発生し，炉心溶融，さらには広域に大量の放射性物質を放出させると

いう深刻な事故となった。 

これを踏まえ，従来の安全対策に対する考え方を見直し，経営トップの

コミットメントのもと，原子力リスクマネジメントを強力に推進していく

ための社内体制の整備・強化を図ることとし，平成 26 年６月 13 日に「原

子力安全に係るリスクマネジメント体制の強化について」を公表した。本

取組みを着実に実施し，定着させていくことにより，常に現状に満足する

ことなく，更なる安全レベルの向上，さらには，安全を第一に考える安全

文化の浸透を図っていく。 

4. 品質保証活動

当社における設計及び運転等の各段階における品質保証活動は，原子力

発電所の安全を達成，維持及び向上させるために，「原子力施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」に従い，健全

な安全文化を育成し及び維持するための活動，関係法令及び保安規定の遵

守に対する意識の向上を図るための活動を含めた品質マネジメントシス

テムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善している。

この品質マネジメントシステムに基づき品質保証活動を実施するため

の基本的実施事項について，品質マニュアルとして「保安規定第３条（品
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質マネジメントシステム計画）」，「原子力品質保証規程」，「原子力品質保証

細則」及び「原子力安全管理監査細則」に定めている。 

本変更に係る設計及び運転等を適確に遂行するために必要な品質保証

活動を行う体制が適切に構築されていることを以下に示す。 

なお，本申請における設計及び運転等の各段階における品質保証活動の

うち，「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき変更

認可された保安規定の施行までに実施した活動については，「原子力発電

所における安全のための品質保証規程（ＪＥＡＣ4111－2009）」及び「実用

発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理

の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」に従い実施し

ている。 

(1) 品質保証活動の体制

当社における品質保証活動は，業務に必要な社内規程を定めるととも

に，文書体系を構築している。品質保証活動に係る文書体系を第３図に

示す。 

品質保証活動に係る体制は，社長を最高責任者（トップマネジメント）

とし，実施部門である電源事業本部（原子力品質保証，原子力管理，原

子力安全技術，電源土木，電源建築，燃料），島根原子力発電所及び調達

本部，並びに実施部門から独立した監査部門である内部監査部門（以下

「各業務を主管する組織」という。）で構築している。 

各業務を主管する組織の長は，社内規程に基づき，責任をもって個々

の業務を実施し，評価確認し，要求事項への適合及び品質マネジメント

システムの実効性を実証する記録を作成し管理する。

社長は，品質マネジメントシステムの最高責任者（トップマネジメン

ト）として原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，品質マネジ

メントシステムを確立し，実施し，評価確認し，実効性を維持すること

の責任と権限を有し，品質方針を設定している。この品質方針は，東京
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電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ，「確実な品質保

証活動を主体的に行うことで，世界最高水準の原子力安全を目指す」と

いう決意のもと，安全の確保，品質の向上，企業倫理の浸透，透明性の

確保を基本として活動することを表明しており，原子力の安全を確保す

ることの重要性が組織内に伝達され，理解されることを確実にするとと

もに，要員が健全な安全文化を育成し及び維持することに貢献できるよ

うにするため，組織全体に周知している。 

実施部門の各業務を主管する組織の長は，品質マニュアルに従いマネ

ジメントレビューのインプットに関する情報を評価確認し，作成し，実

施部門の管理責任者である電源事業本部長は，その情報をとりまとめ，

評価確認し，マネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する。

また，内部監査部門長は，監査部門の管理責任者として，実施部門から

独立した立場で内部監査を実施し，評価確認し，監査結果をマネジメン

トレビューのインプットとして社長へ報告する。

社長は，管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシステム

の有効性をレビューし，マネジメントレビューのアウトプットを決定す

る。 

管理責任者は，社長からのマネジメントレビューのアウトプットを基

に各業務を主管する組織の長に必要な対応を指示する。 

各業務を主管する組織の長は，マネジメントレビューのアウトプット

に対する処置事項及び品質保証活動の実施状況を評価確認し，次年度の

年度業務計画に反映し，活動している。また，管理責任者はそれらの状

況を確認している。 

電源事業本部長は，実施部門管理責任者として，各部所に共通する事

項である品質マニュアル等の社内規程の改訂に関する事項，品質方針の

変更提案，マネジメントレビューのインプット及びアウトプットに基づ

く品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。 
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また，島根原子力発電所及び本社の各部所においては，各部所長を主

査とするレビューを実施し，実施部門における品質保証活動に基づく社

内規程の改訂に関する事項，年度業務計画（品質目標）及び実施部門管

理責任者レビューのインプットに関する情報等をレビューする。 

各レビューのアウトプットについては，社長のマネジメントレビュー

へのインプットとしているほか，品質目標等の業務計画の策定／改訂，

社内規程の制定／改訂等により業務へ反映している。 

さらに，品質マネジメントシステムの有効性を維持・向上させるため

に，本社の原子力品質保証委員会では，実施部門の品質マネジメントシ

ステム活動の実施状況の評価及び管理に関する事項等を審議し，品質マ

ネジメントシステムが実効性のあることを評価するとともに，その結果

を業務に反映させる。また，島根原子力発電所の品質保証運営委員会で

は，島根原子力発電所における品質マネジメントシステム活動の実施状

況の評価及び管理に関する事項等を審議し，品質マネジメントシステム

が実効性のあることを評価するとともに，その結果を業務に反映させる。 

なお，発電用原子炉施設の保安に関する基本的重要事項に関しては，

本社にて保安規定第６条に基づく原子力発電保安委員会を，また，発電

用原子炉施設の保安運営に関する具体的重要事項に関しては，発電所に

て保安規定第７条に基づく原子力発電保安運営委員会を開催し，その内

容を審議し，審議結果は業務へ反映させる。 

(2) 設計及び運転等の品質保証活動

各業務を主管する組織の長は，設計及び工事を品質マニュアルに従い，

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針に

基づく重要性を基本とした品質マネジメントシステム要求事項の適用

の程度に応じて管理し，実施し，評価を行い，継続的に改善する。また，

製品及び役務を調達する場合は，供給者において品質保証活動が適切に

遂行されるよう要求事項（原子力規制委員会の職員による工場等への立
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入りに関することを含む。）を提示し，製品及び役務やその重要度等に応

じたグレード分けに従い調達管理を行う。 

なお，許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は，当該業務に係

る調達要求事項を追加している。 

各業務を主管する組織の長は，調達製品等が調達要求事項を満足して

いることを，検査及び試験等により検証する。 

各業務を主管する組織の長は，運転及び保守を適確に遂行するため，

品質マニュアルに従い，関係法令等の要求事項を満足するよう個々の業

務を計画し，実施し，評価を行い，継続的に改善する。また，製品及び

役務を調達する場合は，設計及び工事と同様に管理する。 

新規制基準の施行前に調達した製品等は，当時の品質マネジメントシ

ステムに基づき，上記と同様に管理している。これらについても，新規

制基準における設備的な要求事項を満足していること（実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則への適合性）を確認してい

く。 

各業務を主管する組織の長は，設計及び運転等において不適合が発生

した場合，不適合を除去し，再発防止のために原因を特定した上で，原

子力安全に対する重要性に応じた是正処置を実施する。また，製品及び

役務を調達する場合は，供給者においても不適合管理が適切に遂行され

るように要求事項を提示し，不適合が発生した場合には，各業務を主管

する組織の長はその実施状況を確認する。 

(3) 品質保証活動の強化

当社は，東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故のような極めて深

刻な事故を起こさないために，「確実な品質保証活動を通じて，世界最高水

準の原子力安全を目指す」という決意を品質方針に示している。 
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上記のとおり，品質保証活動に必要な文書を定め，品質保証活動に関する

計画，実施，評価及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構

築している。 

 

5. 教育・訓練

技術者は，原則として入社後一定期間，島根原子力発電所等において，

原子力発電所の仕組み，発電所各系統の構成機器に関する基礎知識及び安

全衛生に関する基礎知識等の教育・訓練を受け，原子力発電に関する基礎

知識を習得する。 

技術者の教育・訓練は，当社原子力発電所の訓練施設のほか，国内の原

子力関係機関（株式会社ＢＷＲ運転訓練センター，一般社団法人原子力安

全推進協会及び東京大学大学院工学系研究科原子力専攻等）において，各

職能，目的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し，一般及び専門

知識・技能の習得及び習熟に努める。 
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また，島根原子力発電所においては，原子力安全の達成に必要な技術的

能力を維持・向上させるため，保安規定等に基づき，対象者，教育内容，

教育時間及び教育実施時期について教育の実施計画を策定し，それに従っ

て教育を実施する。 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では，設計基準を超える事

象が発生し，炉心溶融，さらには広域に大量の放射性物質を放出させると

いう深刻な事故となったことを踏まえ，重大事故等対処設備に関わる知

識・スキルの習得に併せて，プラント冷却系統等重要な施設の設計や許認

可，運転，保守に精通する技術者や，耐震技術，安全評価技術等専門分野

の技術者を育成して，原子力安全の確保，技術力の向上を図る取組みも進

めている。 

本変更に係る業務に従事する技術者，事務系社員及び協力会社社員に対

しては，各役割に応じた原子炉建物及び制御建物への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等の対応に必要となる技能

の維持と知識の向上を図るため，計画的，かつ継続的に教育・訓練を実施

する。 

また，教育・訓練を統括的に管理する原子力人材育成センターを設置し，

原子力部門全体の技術力向上に取り組む。 

6. 有資格者等の選任・配置

発電用原子炉主任技術者は，原子炉主任技術者免状を有する者のうち，

発電用原子炉施設の工事又は施設管理に関する業務，運転に関する業務，

設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務，燃料体の設計又は管理に

関する業務の実務経験を３年以上有する者の中から職務遂行能力を考慮

した上で発電用原子炉ごとに選任する。 

発電用原子炉主任技術者は，発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督

を誠実かつ最優先に行い，保安のための職務が適切に遂行できるよう独立
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性を確保するために，発電所長の人事権が及ばない電源事業本部長が選任

し配置する。 

発電用原子炉主任技術者を他の職位（職務）と兼務させる場合，平常時

及び非常時において，その職位（職務）に基づく判断と発電用原子炉主任

技術者としての保安の監督を誠実に行うための判断が相反する立場にな

ることが予想される職位（職務）への配置は除く。 

発電用原子炉主任技術者不在時においても，発電用原子炉施設の運転に

関し保安上必要な指示ができるよう，代行者を発電用原子炉主任技術者の

選任要件を満たす課長以上の職位から選任し，職務遂行に万全を期してい

る。 

運転責任者は，原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選

任し，発電用原子炉の運転を担当する当直の責任者である当直長の職位と

している。 
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第１表 電源事業本部（原子力品質保証，原子力管理，原子力安全技術， 

電源土木，電源建築）及び島根原子力発電所の技術者の人数 

 

（令和３年４月１日現在） 
 

技術者 
の 

総人数 

技術者
のうち
管理者
の人数 

技術者のうち有資格者数 

原子炉
主任技
術者有
資格者
の人数 

第 1種 
放射線
取扱主
任者有
資格者
の人数 

 
第 1種 
ﾎﾞｲﾗｰ･ 
ﾀｰﾋﾞﾝ 
主任技
術者有
資格者
の人数 

 

第 1種 
電 気 
主任技
術者有
資格者
の人数 

運転責
任者の
基準に
適合し
た者の
人数 

本 
 
 
社 

 
電源事業本部 
(原子力品質 
保証，原子力 
管理，原子力
安全技術） 
 

168 
27 
(27) 

16 48 1 4 1 

 
電源事業本部 
( 電 源土 木 ， 
 電 源 建 築 ） 

 

51 
12 
(12) 

0 0 0 0 0 

 
島 根 原 子 力 
発 電 所 

 

444 
[17] 

49 
(49) 
[3] 

5 
[1] 

33 
[3] 

12 
[0] 

7 
[0] 

19 
[1] 

 
 

合  計 
 
 

663 
88 
(88) 

21 81 13 11 20 

(  ) 内は，管理者のうち，技術者としての経験年数が10年以上の人数を示す。 

  [ ] 内は，島根原子力発電所に勤務する本社組織所属の人数を示す。 
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第１図 原子力関係組織図（令和３年７月１日現在） 
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ＳＡ工事 

プロジェクト
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第2.1図 原子力防災組織（島根原子力発電所） 

（新規制基準として申請している組織を示す）  
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第2.2図 原子力防災組織（本社）  
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第３図 品質保証活動に係る文書体系（令和３年７月１日現在） 



 

 

 

 

 

 

添付書類六の一部補正 

 

 

 

  



－1－ 

添付書類六を以下のとおり補正する。 

頁 行 補正前 補正後 

－  （記載変更） 別紙１に変更する。 

 

 

 



 

〔 別 添 ３ 〕 

 

添 付 書 類 六 

 

変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、

水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 

 

 

 

  

別紙１ 
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添付書類六の項目区分について，別表のとおり読み替え又は追加する。ま

た，下記項目の記述及び関連図面等を以下のとおり変更又は追加する。 

 

1. 敷地 

第 1.1－1 図 敷地の概況図 

 

3. 地盤 

3.4 敷地の地質・地質構造 

3.4.1 調査内容 

3.4.1.3 ボーリング調査 

3.4.2 調査結果 

3.4.2.4 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設設置位置付近の地質・地

質構造 

3.7 特定重大事故等対処施設設置位置付近の地質・地質構造及び地盤 

3.8 特定重大事故等対処施設設置位置付近の地盤の安定性評価 

第 3.6－1 表(1) 影響要因等の比較検討結果（グループＡ） 

第 3.9－1 表(1) 地質調査実施会社一覧表（その１） 

第 3.9－1 表(2) 地質調査実施会社一覧表（その２） 

第 3.9－1 表(3) 地質調査実施会社一覧表（その３） 

第 3.4－14 図 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設直下のシームの分

布 

第 3.4－15 図 シーム分布水平断面図 

第 3.6－1 図 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の配置図 

第 3.6－2 図 評価対象施設の分類結果 

第 3.6－4 図(1) 影響要因の確認に用いた地質断面図 グループＡ 

第 3.6－4 図(2) 影響要因の確認に用いた地質断面図 グループＡ 

第 3.6－10 図 耐震重要施設等に影響するおそれのある斜面の抽出結果 

第 3.6－14 図 評価対象斜面の分類結果 
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第 3.6－16 図(1) 影響要因の確認に用いた地質断面図 グループＡ 

第 3.6－16 図(2) 影響要因の確認に用いた地質断面図 グループＢ 

第 3.6－16 図(3) 影響要因の確認に用いた地質断面図 グループＣ 

第 3.6－17 図 評価対象斜面の断面位置 

 

5. 地震 

5.1 概要 

5.6 基準地震動Ｓｓ 

5.6.2 震源を特定せず策定する地震動 

(1) 評価方法 

(3) 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

ｂ．「全国共通に考慮すべき地震動」（Ｍｗ6.5 程度未満の地震） 

(4) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル 

5.7 参考文献 

第 5.6－8 表(1) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（基本震源モデ

ル，破壊開始点の不確かさを考慮したケース，短周期の地震

動レベルの不確かさ（1.5 倍）を考慮したケース） 

第 5.6－8 表(2) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（断層傾斜角の

不確かさを考慮したケース，断層傾斜角の不確かさと短周期

の地震動レベルの不確かさ（1.25 倍）の組合せケース） 

第 5.6－8 表(3) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（破壊伝播速度

の不確かさを考慮したケース，破壊伝播速度の不確かさと短

周期の地震動レベルの不確かさ（1.25 倍）の組合せケース） 

第 5.6－8 表(4) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（すべり角の不

確かさを考慮したケース） 

第 5.6－8 表(5) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（アスペリティ

の不確かさ（一塊：正方形）を考慮したケース） 

第 5.6－8 表(6) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（アスペリティ
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の不確かさ（一塊：縦長）を考慮したケース） 

第 5.6－8 表(7) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（断層傾斜角の

不確かさと破壊伝播速度の不確かさの組合せケース） 

第 5.6－9 表(1) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（基本震源モデル，破壊開始点の不確かさを考

慮したケース，短周期の地震動レベルの不確かさ（1.5 倍）

を考慮したケース）－その１－ 

第 5.6－9 表(2) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（基本震源モデル，破壊開始点の不確かさを考

慮したケース，短周期の地震動レベルの不確かさ（1.5 倍）

を考慮したケース）－その２－ 

第 5.6－9 表(3) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（断層傾斜角の不確かさを考慮したケース）－

その１－ 

第 5.6－9 表(4) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（断層傾斜角の不確かさを考慮したケース）－

その２－ 

第 5.6－9 表(5) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（破壊伝播速度の不確かさを考慮したケース）

－その１－ 

第 5.6－9 表(6) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（破壊伝播速度の不確かさを考慮したケース）

－その２－ 

第 5.6－9 表(7) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（すべり角の不確かさを考慮したケース）－そ

の１－ 

第 5.6－9 表(8) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（すべり角の不確かさを考慮したケース）－そ
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の２－ 

第 5.6－9 表(9) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（アスペリティの不確かさ（一塊：横長）を考

慮したケース）－その１－ 

第 5.6－9 表(10) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（アスペリティの不確かさ（一塊：横長）を考

慮したケース）－その２－ 

第 5.6－9 表(11) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（アスペリティの不確かさ（一塊：縦長）を考

慮したケース）－その１－ 

第 5.6－9 表(12) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（アスペリティの不確かさ（一塊：縦長）を考

慮したケース）－その２－ 

第 5.6－9 表(13) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（断層位置の不確かさを考慮したケース）－そ

の１－ 

第 5.6－9 表(14) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断

層パラメータ（断層位置の不確かさを考慮したケース）－そ

の２－ 

第 5.6－18 表 敷地周辺の活断層諸元（宍道断層による地震） 

第 5.6－19 表 敷地周辺の活断層諸元（Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断

層による地震） 

第 5.6－20 表 敷地周辺の活断層諸元（主要な活断層による地震） 

第 5.6－21 表 敷地周辺の活断層諸元（その他の活断層による地震） 

第 5.4－6 図 合同稠密余震観測の観測点，震央分布及び震源鉛直分布 

第 5.5－10 図 原子炉建物基礎上端の地震観測記録による検討で用いた観測

地震の震央分布および地震観測位置 

第 5.6－3 図 断層パラメータの設定フロー 
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第 5.6－22 図(1) 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」による基準

地震動Ｓｓと「震源を特定せず策定する地震動」の応答ス

ペクトル（水平方向） 

第 5.6－22 図(2) 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」による基準

地震動Ｓｓと「震源を特定せず策定する地震動」の応答ス

ペクトル（鉛直方向） 

第 5.6－30 図 宍道断層による地震のロジックツリー 

第 5.6－32 図 主要な活断層及びその他の活断層による地震のロジックツリ

ー 
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別表 

変更前 変更後 

3.7 地質調査に関する実証性   

3.7.1 各種調査・試験の実施会社の

選定   

3.7.2 地質調査の計画   

3.7.3 地質調査・試験工事の実施に

当たっての管理体制 

3.7.4 地質調査結果の評価・とりま

とめ  

3.8 参考文献 

5.6.2 (3) ａ．Ｍｗ6.5 以上の地震 

 

5.6.2 (3) ｂ．Ｍｗ6.5 以上の地震 

 

第 3.7－1 表(1) 

第 3.7－1 表(2) 

第 3.7－1 表(3)  

（追加） 

 

（追加） 

 

 

（追加） 

 

第 5.6－11 表 

第 5.6－12 表 模擬地震波の継続時

3.9 地質調査に関する実証性   

3.9.1 各種調査・試験の実施会社の

選定   

3.9.2 地質調査の計画   

3.9.3 地質調査・試験工事の実施に

当たっての管理体制 

3.9.4 地質調査結果の評価・とりま

とめ  

3.10 参考文献 

5.6.2 (3) ａ．「地域性を考慮する地

震動」（Ｍｗ6.5 程度以上の地震） 

5.6.2 (3) ｂ．「全国共通に考慮すべ

き地震動」（Ｍｗ6.5 程度未満の地震） 

第 3.9－1 表(1)  

第 3.9－1 表(2)  

第 3.9－1 表(3)  

第 5.6－11 表 標準応答スペクトル

のコントロールポイント 

第 5.6－12 表 標準応答スペクトル

に適合する模擬地震波の継続時間

及び振幅包絡線の経時的変化 

第 5.6－13 表 標準応答スペクトル

に適合する模擬地震波の作成結果 

第 5.6－14 表 

第 5.6－15 表 設計用応答スペクト
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変更前 変更後 

間及び振幅包絡線の経時的変化 

 

第 5.6－13 表 模擬地震波の作成結

果 

 

第 5.6－14 表  

第 5.6－15 表  

第 5.6－16 表 

第 5.6－17 表 

第 5.6－18 表 

（追加） 

（追加） 

 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

第 5.6－13 図(1) 

第 5.6－13 図(2) 

第 5.6－14 図(1) 

第 5.6－14 図(2) 

第 5.6－15 図(1) 

第 5.6－15 図(2) 

第 5.6－16 図(1) 

第 5.6－16 図(2) 

ルに適合する模擬地震波の継続時

間及び振幅包絡線の経時的変化 

第 5.6－16 表 設計用応答スペクト

ルに適合する模擬地震波の作成結

果 

第 5.6－17 表  

第 5.6－18 表  

第 5.6－19 表 

第 5.6－20 表 

第 5.6－21 表 

第 5.6－13 図 標準応答スペクトル 

第 5.6－14 図 標準応答スペクトル

に対する模擬地震波の応答スペク

トルの比 

第 5.6－15 図 標準応答スペクトル

の時刻歴波形 

第 5.6－16 図 地盤増幅特性を考慮

した標準応答スペクトル 

第 5.6－17 図(1) 

第 5.6－17 図(2) 

第 5.6－18 図(1) 

第 5.6－18 図(2) 

第 5.6－19 図(1) 

第 5.6－19 図(2) 

第 5.6－20 図(1) 

第 5.6－20 図(2) 
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変更前 変更後 

第 5.6－17 図(1) 

第 5.6－17 図(2) 

第 5.6－18 図(1) 

第 5.6－18 図(2) 

第 5.6－19 図 

第 5.6－20 図 

第 5.6－21 図 

第 5.6－22 図 

第 5.6－23 図(1) 

第 5.6－23 図(2) 

第 5.6－24 図 

第 5.6－25 図 

第 5.6－26 図 

第 5.6－27 図 

第 5.6－28 図 

第 5.6－29 図 

第 5.6－30 図(1) 

第 5.6－30 図(2) 

第 5.6－31 図(1) 

第 5.6－31 図(2) 

第 5.6－32 図(1) 

第 5.6－32 図(2) 

第 5.6－33 図(1) 

第 5.6－33 図(2) 

第 5.6－34 図(1) 

第 5.6－34 図(2)  

第 5.6－21 図(1) 

第 5.6－21 図(2) 

第 5.6－22 図(1) 

第 5.6－22 図(2) 

第 5.6－23 図 

第 5.6－24 図 

第 5.6－25 図 

第 5.6－26 図 

第 5.6－27 図(1) 

第 5.6－27 図(2) 

第 5.6－28 図 

第 5.6－29 図 

第 5.6－30 図 

第 5.6－31 図 

第 5.6－32 図 

第 5.6－33 図 

第 5.6－34 図(1) 

第 5.6－34 図(2) 

第 5.6－35 図(1) 

第 5.6－35 図(2) 

第 5.6－36 図(1) 

第 5.6－36 図(2) 

第 5.6－37 図(1) 

第 5.6－37 図(2) 

第 5.6－38 図(1) 

第 5.6－38 図(2) 
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第1.1－1図 敷地の概況図 
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3. 地盤

3.4 敷地の地質・地質構造 

3.4.1 調査内容 

島根原子力発電所の敷地において，文献調査，変動地形学的調査，地表

地質踏査，地表からの弾性波探査，ボーリング調査及び試掘坑調査を実施

しており，それらの結果に基づき，敷地の地質・地質構造について検討を

実施した。 

3.4.1.3 ボーリング調査 

敷地の地質･地質構造についての資料を得るとともに，原子炉施設の基

本配置を地質学的見地から検討するため，ボーリング調査を実施した。 

特定重大事故等対処施設を構成する設備及びこれらを支持する建物・構

築物である

ボーリング調査は，第 3.4－1 図に示すように原子炉設置位置付近を中

心に格子状の各線上で調査することを基本として実施した。 

調査位置の間隔は，原子炉設置位置付近で 15m～20m とした。 

ボーリングの掘削深度は，平均約 84m，最深約 230m で，孔数 317 孔，総

延長約 26,486m である。 

掘削孔径は 56mm～116mm でロータリ型ボーリングマシンを使用し，オー

ルコア・ボーリングで実施した。

採取したボーリングコアを観察して地質柱状図及び地質断面図を作成

し，敷地の地質・地質構造を把握した。 

3.4.2 調査結果 

3.4.2.4 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設設置位置付近の地質・地

質構造 

耐震重要度分類Ｓクラスの機器及び系統を支持する建物・構築物（以下
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「耐震重要施設」という。）並びに常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（以下「常設重大事故

等対処施設」という。）付近の地質・地質構造について，地質調査結果に基

づき検討した。 

常設重大事故等対処施設には，原子炉建物に設置される特定重大事故等

対処施設を構成する設備が含まれている。 

「3.7 特定重大事故等対処施設設置位置付近の地質・地質構造及び地

盤」には，原子炉建物以外の特定重大事故等対処施設の地質・地質構造及

び地盤について記載する。 

(1) 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設設置位置付近の地質

原子炉建物について，基礎地盤の原縮尺 500 分の１の地質水平断面図

を第 3.4－ 5 図に，基礎地盤及び周辺斜面の地質鉛直断面図を

第 3.4－6 図に示す。また，ガスタービン発電機建物について，基礎地

盤の底面スケッチを第 3.4－7 図に，基礎地盤及び周辺斜面の地質鉛直

断面図を第 3.4－8 図に，緊急時対策所について，基礎地盤の底面スケ

ッチを第 3.4－9 図に，基礎地盤及び周辺斜面の地質鉛直断面図を

第 3.4－10 図に，防波壁基礎地盤の地質鉛直断面図を第 3.4－11 図に，

地質柱状図を第 3.4－12 図に，試掘坑地質展開図を第 3.4－13 図に示す。 

原子炉建物基礎地盤及び周辺斜面，並びにガスタービン発電機建物，

緊急時対策所及び防波壁の基礎地盤及び周辺斜面には，成相寺層のうち，

下部頁岩部層，火砕岩部層及び上部頁岩部層，並びに貫入岩類が分布す

る。 

成相寺層は黒色頁岩，凝灰質頁岩，凝灰岩及び凝灰角礫岩から構成さ

れ，このうち黒色頁岩が最も広く分布する。貫入岩類はドレライトと安

山岩に区分される。 

黒色頁岩は堅硬・緻密な岩石で，凝灰質頁岩の薄層をしばしば挟在す

る。葉理に沿って剥離性を示すことがある。 

凝灰質頁岩は暗灰色～淡灰色を呈する堅硬・緻密な岩石である。平行
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葉理が発達し，部分的に剥離性を示すことがある。黒色頁岩とは漸移す

る場合も多い。 

凝灰岩は上方細粒化の級化層理を示すことが多く，上部は凝灰質頁岩

に漸移することが多い。一部に平行葉理が弱く発達する。 

凝灰角礫岩は安山岩質～流紋岩質の礫を主体とする。一般に上方細粒

化の級化層理を示す。一部で基質が泥質となり，黒色頁岩礫を混入する

場合がある。 

ドレライトは暗緑色～灰緑色の塊状岩で，φ１mm～２mm 程度の斜長石，

輝石を斑晶とする粒子のやや粗いものと，細粒緻密な岩相を示すものが

存在し，後者には方解石脈が多数存在する特徴がある。 

安山岩は暗青灰色～緑灰色の塊状岩で，φ２mm 程度の斜長石と微小な

輝石が斑晶として認められる緻密な岩石である。方解石が脈状に，ある

いは円形～楕円形の空隙を充填して分布することが多い。周辺の岩盤と

の境界には急冷縁が見られ，周辺の岩盤は珪化変質を受けていることが

多い。 
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3.7 特定重大事故等対処施設設置位置付近の地質・地質構造及び地盤 

特定重大事故等対処施設を構成する設備及びこれらを支持する建物・構

築物（以下「特定重大事故等対処施設」という。）は，

特定重大事故等対処施設設置位置付近の地質・地質構造及び地盤につい

て，地質調査結果に基づき検討した。 

3.7.1 調査内容 

3.7.1.1 ボーリング調査 

掘削孔径は 86mm でロータリ型ボーリングマシンを使用し，オールコア・

ボーリングで実施した。 

採取したボーリングコアを観察して地質柱状図及び地質断面図を作成

し，特定重大事故等対処施設設置位置付近の地質・地質構造を把握した。 

3.7.1.2 岩盤試験 

岩盤変形試験，支持力試験及びブロックせん断

試験を実施した。 
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(1) 岩盤変形試験

岩盤変

形試験位置を第3.7－2図に示す。 

試験は，30cmの円形載荷板を使用し，油圧ジャッキにより荷重を段階

的に増減させ，それぞれの荷重段階に対応する変位量を測定した。変位

量の計測は1,000分の１mm読みの変位計を４個設置して行い，それらの

値の平均値を算出して応力－変位曲線を作成した。 

試験装置の概略を第 3.7－3 図に，載荷パターンを第 3.7－4 図に示す。 

(2) 支持力試験

支持力

試験位置を第3.7－2図に示す。 

試験は，直径30cmの円形載荷板を使用して，載荷荷重を段階的に増加

させながら変位量を計測し， 試験装置の概略を

第3.7－3図に，載荷パターンを第3.7－5図に示す。 

(3) ブロックせん断試験

ブロ

ックせん断試験位置を第 3.7－2 図に示す。 

試験は層理に流れ目及び差し目方向で行い，ブロックごとに垂直荷重

を変えて，垂直応力とせん断応力の関係を求め，この関係からせん断強

度及び内部摩擦角を求めた。 

ブロックの変位は，ブロック面に設置した変位計により測定した。 

ブロックせん断試験装置の概略を第 3.7－6 図に，変位計設置位置を

第 3.7－7 図に，せん断載荷パターンを第 3.7－8 図に示す。 
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3.7.2 調査結果 

(1) 特定重大事故等対処施設設置位置付近の地質

等基礎地盤の地質鉛直断面図を第 3.7－9 図に，

周辺斜面の地質鉛直断面図を第 3.7－10 図に，

の地質鉛直断面図を第 3.7－11 図に，地質柱状図を第

3.7－12 図に示す。 

(2) 特定重大事故等対処施設設置位置付近の地質構造

ａ．成相寺層の構造 
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ｂ．シーム 

(a) シームの分布 

 

 

 

 

(b) シームの性状 

 

 

(c) 応力場及びシームの形成に関連するずれの方向に着目した活動性

評価 
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(d) 鉱物脈との接触関係に着目した活動性評価

(3) 特定重大事故等対処施設設置位置付近の地盤

ａ．岩盤分類 

等基礎地盤及び周辺斜面の鉛直岩盤分類図を第 3.7－20 図

及び第 3.7－21 図に示す。

における鉛直岩盤分類図を第 3.7－22 図に示す。 

ｂ．岩盤変形試験 

岩盤変形試験によって得られた変形係数，割線弾性係数及び接線弾
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性係数を第 3.7－2 表に，応力－変位曲線を第 3.7－23 図に示す。 

 

 

ｃ．支持力試験 

支持力試験により得られた応力－変位曲線を第3.7－24図に示す。 

 

ｄ．ブロックせん断試験 

ブロックせん断試

験の結果を第3.7－3表及び第3.7－25図に示す。 

ブロックせん断試験結果から岩盤のせん断強度特性を求めると次の

式で表わされる。 
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3.8 特定重大事故等対処施設設置位置付近の地盤の安定性評価 

3.8.1 基礎地盤の安定性評価 

特定重大事故等対処施設は，

については，

，基礎地盤は十分な支持性能を有していると評価している。 

以下では

の基礎地盤の安定性評価

について検討を実施する。 

3.8.1.1 地震力に対する基礎地盤の安定性評価 

3.8.1.1.1 評価方針 

特定重大事故等対処施設は，

に支持される設計方針とする。 

以上の設計方針を踏まえ，施設直下の基礎地盤のすべり，基礎地盤の支

持力及び基礎底面の傾斜に対する評価を行う。基礎地盤のすべりについて

は，地下水位以深の が地震動により繰返し軟化し，せん断強

度が低下する可能性を考慮する。 

3.8.1.1.2 評価手法 

基礎地盤のすべり，支持力及び基礎底面の傾斜に関する安全性について，

基準地震動Ｓｓに対する動的解析を行い検討した。 

動的解析は，周波数応答解析手法を用い，

については，等価線形化法により動せん断弾性係数及び減衰定数
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のひずみ依存性を考慮した。なお，常時応力は，地盤の自重計算により求

まる初期応力，基礎掘削に伴う解放力及び施設・ の荷重を考慮した

有限要素法による２次元静的解析により求めた。 

基礎地盤のすべりに対する安全性は，動的解析により求まる地震時増分

応力と常時応力を重ね合わせた地震時応力を用い，想定すべり面における

すべり安全率により評価した。すべり安全率は，想定したすべり面上の応

力状態を基に，すべり面上のせん断抵抗力の和をすべり面上のせん断力の

和で除して求めた。ただし，地下水位以深の については，液

状化の発生に伴い，地盤が応力を受け持たずに流動化し，地盤応力は限り

なく小さくなると考えられることから，すべり面上のせん断力及びせん断

抵抗力は考慮しない。 

基礎地盤の支持力に対する安全性は，動的解析により求まる施設底面の

地盤の地震時増分応力と常時の応力を重ね合わせた地震時の最大接地圧

により評価した。 

基礎底面の傾斜に対する安全性は，動的解析により求まる地震時の基礎

底面両端の鉛直相対変位を基礎底面幅で除して求めた傾斜により評価し

た。 

3.8.1.1.3 評価条件 

(1) 代表施設の選定

本評価の対象施設である特定重大事故等対処施設の配置図を第3.8－

1図に示す。 

基礎地盤の安定性評価を実施する代表施設を選定するため，評価対象

施設を設置標高により２つのグループに分類した。評価対象施設の分類

結果を第3.8－2図に示す。 

基礎地盤安定性の影響要因である岩級・地形等，

及び施設重量を評価項目として各グループにおいて比較検討し，安

定性評価が厳しくなると想定される施設を代表施設に選定した。 
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各グループの代表施設として，グループＡから，

，施設総重量が最大となる を，グループＢから，

，施設総重量が最大となる をそれぞれ選

定した。 

の地盤の安定性評価については，  

 

以下では 基礎地盤の安定性評価について検討を実施する。 

 (2) 評価対象断面の選定 

代表施設に対する基礎地盤の安定性評価を行う評価対象断面を選定

した。 

代表施設の評価対象断面位置を第3.8－3図に示す。 

の評価対象断面は， ，簡便

法のすべり安全率が小さいこと等を踏まえ，①－①’断面を選定した。

①－①’断面の地質断面図を第3.8－4図に示す。 

(3) 解析用物性値の設定 

解析用物性値は，「3.5 原子炉設置位置付近の地盤」に示す岩石試験，

岩盤試験，土質試験，「3.7 特定重大事故等対処施設設置位置付近の地

質・地質構造及び地盤」に示す特定重大事故等対処施設設置位置付近に

おける岩盤試験等から得られた各種物性値を基に設定した。 

解析用物性値の設定方法を第3.8－1表に，解析用物性値を第3.8－2表

に示す。 

(4) 解析モデル 

有限要素解析モデルは，岩盤分類図を基に作成した。解析用要素分割

図を第3.8－5図に示す。地盤は，平面ひずみ要素でモデル化し，要素高

さは地盤のＳ波速度を考慮して地震時の挙動を適切に表現可能な高さ

とした。また， は数cm程度以下と薄いことからジョイント要素で

モデル化した。 
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の解析用建物モデルは，はり要素及び平面ひずみ要素でモデ

ル化した。

境界条件の考え方については，「3.6.1.1.3 (4)解析モデル」の記載に

同じ。 

(5) 地下水位

地下水位設定の考え方については，「3.6.1.1.3 (5)地下水位」の記載

に同じ。 

の解析用地下水位を第3.8－6図に示す。 

(6) 入力地震動

「3.6.1.1.3 (6)入力地震動」の記載に同じ。

3.8.1.1.4 評価結果 

(1) 基礎地盤のすべり

動的解析に基づく想定すべり面における最小すべり安全率を，第3.8

－3表に示す。 

基礎地盤における最小すべり安全率は①－①’断面で と

なり，評価基準値1.5を上回る。 

すべり安全率が最小となるケースについて，地盤物性のうち強度のば

らつき（平均値－1.0×標準偏差（σ）強度）を考慮した場合においても，

最小すべり安全率は であることから，評価基準値1.5を上回ってお

り，評価基準値に対し， 倍の余裕を有する。 

以上のことから，基礎地盤のすべりについて，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して余裕を有していることを確認した。 

(2) 基礎地盤の支持力

地震時の最大接地圧を，第3.8－4表に示す。

の地震時の最大接地圧は である。一方，

が設置される基礎地盤支持力の評価基準値は であることか

ら，地震時の最大接地圧は評価基準値を下回っており，評価基準値に対
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し， 倍の余裕を有する。 

以上のことから，基礎地盤の支持力について，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して余裕を有していることを確認した。 

(3) 基礎底面の傾斜

の基礎底面において，地震時に最大となる鉛直相対変位及び

傾斜を第3.8－5表に示す。 

基礎底面の両端において，地震時に最大となる鉛直相対変位

は であり，最大傾斜は， となる。 

の最大傾斜については，評価基準値の目安である1/2,000を

下回っており，評価基準値の目安に対し， 倍の余裕を有する。 

以上のことから，基礎底面の傾斜について，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して余裕を有していることを確認した。 

3.8.1.2 周辺地盤の変状による施設への影響評価 

特定重大事故等対処施設は，

に支持されることから，不等沈下及び揺すり込み沈下による影響

を受けるおそれはない。 

特定重大事故等対処施設は，液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の

変状を考慮した場合においても，施設の安全機能に影響を及ぼさないよう

に設計する。 

3.8.1.3 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 

地震発生に伴う地殻変動によって生じる基礎地盤の傾斜及び撓みの影

響について検討した。 

3.8.1.3.1 評価手法及び条件 

「3.6.1.3.1 評価手法及び条件」の記載に同じ。 
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3.8.1.3.2 評価結果 

の評価結果を第3.8－6表に示す。 

地殻変動による最大傾斜は， である。また，地震動による傾斜

との重畳を考慮した場合の最大傾斜は， である。 

最大傾斜については，いずれも評価基準値の目安である1/2,000を下回

っており，地震動による傾斜との重畳を考慮した場合の最大傾斜は，評価

基準値の目安に対し， 倍の余裕を有する。 

以上のことから，基礎地盤の傾斜について，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対して余裕を有していることを確認した。 

 

3.8.2 周辺斜面の安定性評価 

特定重大事故等対処施設のうち，周辺斜面を有しているのは

である。 

 

以下では

の周辺斜面の安定性評価について検討を実

施する。 

 

3.8.2.1 地震力に対する周辺斜面の安定性評価 

3.8.2.1.1 評価方針 

特定重大事故等対処施設の周辺斜面のすべりに対する評価を行う。 

 

3.8.2.1.2 評価手法 

「3.6.2.1.2 評価手法」の記載に同じ。 
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3.8.2.1.3 評価条件 

(1) 特定重大事故等対処施設に影響するおそれのある斜面の網羅的な抽出

特定重大事故等対処施設と周辺斜面の離隔距離に基づき，特定重大事

故等対処施設に影響するおそれのある斜面を抽出した。 

斜面の抽出方法は，「3.6.2.1.3 (1)耐震重要施設等に影響するおそれ

のある斜面の網羅的な抽出」の記載に同じ。 

抽出した結果を第3.8－7図に示す。 

(2) 評価対象斜面の選定

周辺斜面の安定性評価を実施する評価対象斜面は，

特定

重大事故等対処施設に影響するおそれのある斜面の分類結果を第3.8－

8図に示す。 

グループＡ及びグループＢの斜面については，

グループＣの斜面として を抽出し，評価対象斜面

に設定した。 

評価対象斜面について，斜面高さが最も高くなり，最急勾配方向とな

るすべり方向に検討断面を設定した。 

評価対象斜面の断面位置を第3.8－9図に示す。 

以下では の安定性評価について検討を実施する。 

(3) 解析用物性値の設定

解析用物性値の設定については，「3.8.1.1.3 (3)解析用物性値の設定」

の記載に同じ。 

(4) 解析モデル

有限要素解析モデルは，岩盤分類図を基に作成した。地質断面図を第

3.8－10図に，解析用要素分割図を第3.8－11図に示す。 

境界条件については，「3.6.1.1.3 (4)解析モデル」の記載に同じ。 



6－3－17 

(5) 地下水位

動的解析における周辺斜面の地下水位の設定に当たっては，地下水位

は地表面とする。 

の解析用地下水位を第3.8－12図に示す。 

(6) 入力地震動

「3.6.1.1.3 (6)入力地震動」の記載に同じ。

3.8.2.1.4 評価結果 

動的解析に基づく想定すべり面における最小すべり安全率を第3.8－7

表に示す。 

における最小すべり安全率は①－①’断面で と

なり，評価基準値1.2を上回る。 

すべり安全率が最小となるケースについて，地盤物性のうち強度のばら

つき（平均値－1.0×標準偏差（σ）強度）を考慮した場合においても，最

小すべり安全率は となり，評価基準値1.2を上回る。また，評価基準

値に対し， の余裕を有する。 

以上のことから，周辺斜面のすべりについて，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して余裕を有していることを確認した。 
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第3.7－1表 シーム性状一覧表

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。
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第 3.7－2表 岩盤変形試験結果一覧表 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7－3表 ブロックせん断試験結果一覧表 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.8－3 表 すべり安全率（  ①－①’断面） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

6－3－29



第
3.
8－

4
表
 
地
震
時
の
最
大
接
地
圧

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.9－1表(1) 地質調査実施会社一覧表（その１） 

調  査  名 実 施 年 度 会 社 名 摘  要 

ボーリング調査 

昭和 51年度 

昭和 55～57年度 

平成 7年度 

平成 9～11年度 

平成 14年度 

平成 18～21年度 

平成 23～24年度 

平成 25～26年度 

平成 26～27年度 

平成 27～28年度 

平成 29年度 

令和元年度 

平成 9～10年度 

平成 13年度 

平成 14年度 

平成 18～21年度 

平成 26～27年度 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設㈱ 

中電技術コンサルタント㈱ 

鹿島建設・中電技術コンサル 

タント共同企業体

鹿島建設・中電技術コンサル 

タント共同企業体

中電技術コンサルタント㈱

中電技術コンサルタント㈱

中電技術コンサルタント㈱

中電技術コンサルタント㈱

中電技術コンサルタント㈱

中電技術コンサルタント㈱

中電技術コンサルタント㈱

応用地質㈱ 

総合地質調査㈱ 

応用地質㈱ 

中電技術コンサルタント㈱ 

㈱阪神コンサルタンツ 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

試掘坑調査 

昭和 43年度 

昭和 55年度 

昭和 56年度 

平成 9～11年度 

平成 14年度 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設・中電技術コンサル 

タント共同企業体

鹿島建設・中電技術コンサル 

タント共同企業体

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 
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第 3.9－1表(2) 地質調査実施会社一覧表（その２） 

調  査  名 実 施 年 度 会 社 名 摘  要 

弾性波試験 

昭和 51年度 

昭和 55年度 

昭和 56年度 

平成 7年度 

平成 9～10年度 

平成 9～10年度 

平成 14年度 

平成 19～21年度 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設㈱ 

中電技術コンサルタント㈱ 

鹿島建設・中電技術コンサル 

タント共同企業体

応用地質㈱ 

応用地質㈱ 

中電技術コンサルタント㈱ 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

岩石試験 

昭和 51年度 

昭和 55年度 

昭和 56年度 

平成 9～11年度 

平成 14年度 

平成 18～21年度 

平成 29～30年度 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設・中電技術コンサル 

タント共同企業体

鹿島建設・中電技術コンサル 

タント共同企業体

中電技術コンサルタント㈱

中電技術コンサルタント㈱

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

岩盤試験 

昭和 51年度 

昭和 55年度 

昭和 56年度 

平成 9～11年度 

平成 31～ 

令和元年度 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設・中電技術コンサル 

タント共同企業体

中電技術コンサルタント㈱ 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 

敷地内 
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第 3.9－1表(3) 地質調査実施会社一覧表（その３） 

調  査  名 実 施 年 度 会 社 名 摘  要 

地質調査 

昭和 51年度 

昭和 53年度 

昭和 54年度 

昭和 56～57年度 

昭和 53年度 

昭和 56年度 

昭和 57年度 

平成 9～10年度 

平成 9～11年度 

平成 12～13年度 

平成 14年度 

平成 18～21年度 

平成 19～20年度 

平成 21～22年度 

平成 19～20年度 

平成 19～20年度 

平成 22年度 

平成 26～27年度 

平成 26～27年度 

平成 26～27年度 

平成 26～27年度 

平成 27～28年度 

平成 28～29年度 

平成 29～30年度 

㈱ダイヤコンサルタント 

㈱応用地質調査事務所 

㈱応用地質調査事務所 

㈱応用地質調査事務所 

復建調査設計㈱ 

総合地質調査㈱ 

総合地質調査㈱ 

応用地質㈱ 

総合地質調査㈱ 

総合地質調査㈱ 

応用地質㈱ 

中電技術コンサルタント㈱ 

鹿島建設・中電技術コンサル 

タント共同企業体

中電技術コンサルタント㈱ 

総合地質調査㈱ 

総合地質調査㈱ 

総合地質調査㈱ 

総合地質調査㈱ 

総合地質調査㈱ 

㈱阪神コンサルタンツ 

中電技術コンサルタント㈱ 

鹿島建設㈱ 

中電技術コンサルタント㈱ 

中電技術コンサルタント㈱ 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

敷地内 

敷地前面海域 

敷地前面海域 

敷地周辺陸域 

敷地周辺海域 

敷地周辺海域 

敷地周辺海域 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

敷地周辺陸域 

敷地周辺海域 
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 本資料のうち， 枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 第3. 7-1図 敷地の地質調査位置図
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第 3.7－2 図 岩盤試験実施位置図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

6－3－50



第
3
.
7
－
3
図
 
岩
盤
変
形
及
び
支
持
力

試
験
装
置
概
略
図
 

6－3－51



0
.0

0
.5

1
.0

1
.5

2
.0

2
.5

3
.0

3
.5

0
5
0

1
0
0

1
50

2
00

2
50

3
00

3
50

4
00

垂直応力（N/mm2）

経
過

時
間

（
分

）

載
荷

速
度
：

0
.
1
96
N
/
m
m2
/分

保
持

時
間
：

5
分

第
3
.
7
－
4
図
 
岩
盤
変
形
試
験
載
荷
パ
タ
ー
ン
 

6－3－52



第
3
.
7
－
5
図
 
支
持
力
試
験
載
荷
パ
タ
ー
ン
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第 3.7－7 図 ブロックせん断試験変位計位置図

①～⑫：変位計

（ 単位：cm ）
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第 3.7-12 図(1) 地質柱状図（Ｎｏ．５－２・その１） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7-12 図(2) 地質柱状図（Ｎｏ．５－２・その２） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7-12 図(3) 地質柱状図（Ｎｏ．５－２・その３）

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7-12 図(4) 地質柱状図（Ｎｏ．５－２・その４） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7-12 図(5) 地質柱状図（Ｎｏ．５－２・その５） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7-12 図(6) 地質柱状図（Ｎｏ．５－２・その６） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7-12 図(7) 地質柱状図（Ｎｏ．５－２・その７） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7-12 図(8) 地質柱状図（Ｎｏ．５－２・その８） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7-12 図(9) 地質柱状図（Ｎｏ．５－２・その９） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7-12 図(10) 地質柱状図（Ｎｏ．５－２・その１０） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7－18 図 シーム条線方向図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7－24 図(1) 支持力試験結果図（K-H2 試験面） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7－24 図(2) 支持力試験結果図（K-H3 試験面） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7－24 図(3) 支持力試験結果図（T-H1 試験面） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7－24 図(4) 支持力試験結果図（T-H2 試験面） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7－25 図(1) ブロックせん断試験結果図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.7－25 図(2) ブロックせん断試験結果図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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5. 地震

5.1 概要 

基準地震動Ｓｓは，以下の方針により策定する。 

まず，「3. 地盤」に記載されている敷地周辺における活断層の性質や，

敷地周辺における地震発生状況等を考慮して，その発生様式による地震の

分類を行った上で，敷地に大きな影響を与えると予想される地震（以下「検

討用地震」という。）を選定した後，敷地での地震動評価を，応答スペクト

ルに基づく方法及び断層モデルを用いた手法により実施し，「敷地ごとに震

源を特定して策定する地震動」を評価する。 

ついで，敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施しても，な

お敷地近傍において発生する可能性のある内陸地殻内の地震の全てを事前

に評価しうるとは言い切れないとの観点から，「震源を特定せず策定する地

震動」を評価する。 

最後に，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定

せず策定する地震動」の評価結果に基づき，基準地震動Ｓｓを策定する。 



6－5－2 

5.6 基準地震動Ｓｓ 

5.6.2 震源を特定せず策定する地震動 

(1) 評価方法

「震源を特定せず策定する地震動」の策定にあたっては，「地域性を考

慮する地震動」及び「全国共通に考慮すべき地震動」について検討し，

震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内地震について

得られた震源近傍における観測記録を基に，敷地の地盤物性を踏まえた

応答スペクトルを設定する。 

(3) 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集

震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内地震の震源

近傍の観測記録を収集する。 

「地域性を考慮する地震動」は，震源断層がほぼ地震発生層の厚さ全

体に広がっているものの，地表地震断層としてその全容を表すまでには

至っておらず，震源の規模が推定できないモーメントマグニチュード（以

下「Ｍｗ」という。）6.5 程度以上の地震を対象とする。 

「全国共通に考慮すべき地震動」は，断層破壊領域が地震発生層内部

に留まり，国内においてどこでも発生すると考えられる地震で，震源の

位置及び規模が推定できない地震として地震学的検討から全国共通で考

慮すべきＭｗ6.5 程度未満の地震を対象とする。また，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」

別記２において，震源近傍の多数の地震観測記録に基づいて策定された

地震基盤相当面における標準応答スペクトル（以下「標準応答スペクト

ル」という。）を対象とする。

検討対象地震を第 5.6－10 表，標準応答スペクトルを第 5.6－13 図，

そのコントロールポイントを第 5.6－11 表に示す。 

ｂ．「全国共通に考慮すべき地震動」（Ｍｗ6.5 程度未満の地震） 

第 5.6－10 表に示した検討対象地震のうち，2008 年岩手・宮城内陸

地震及び 2000 年鳥取県西部地震を除いた 14 地震について，震源近傍
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の観測記録を収集して，その地震動レベル及び観測点の地盤情報等に

ついて整理した。その結果，2004 年北海道
ほっかいどう

留萌
る も い

支庁南部地震について

は，震源近傍の K－NET港町
みなとまち

観測点において，加藤ほか（2004）（49）に

よる応答スペクトルを上回る観測記録が得られており，さらにこの

K-NET 港町観測点については佐藤ほか（2013）（50）が詳細な地盤調査に

基づいて基盤地震動の推定を行っており，信頼性の高い基盤地震動が

得られていることから，これらを参考に K－NET 港町観測点の地盤モデ

ルの不確かさ等を踏まえて基盤地震動を評価し，更に保守性を考慮し，

「震源を特定せず策定する地震動」として採用した。 

また，震源近傍における観測記録を基に策定された標準応答スペク

トルを「全国共通に考慮すべき地震動」として考慮する。

第 5.6－13 図に示す標準応答スペクトルは，Ｓ波速度 2.2km/s 以上

の地震基盤相当面で定義されていることを踏まえ，標準応答スペクト

ルを考慮する際の敷地における地震基盤相当面は，第 5.5－4 表に示す

地震動評価に用いる地下構造モデルのＳ波速度 2.73km/s の層の上面

である標高－955m として設定する。 

一方，敷地の解放基盤表面はＳ波速度 1.52km/s，標高－10m である

ことから，第 5.6－13 図に示した標準応答スペクトルに適合するよう，

地震基盤相当面における模擬地震波を作成し，地下構造モデルを用い

て解放基盤表面における地震動（以下「地盤増幅特性を考慮した標準

応答スペクトル」という。）を設定する。地震基盤相当面における模擬

地震波は，複数の方法について検討を行った上で，一様乱数の位相を

もつ正弦波の重ね合わせによって作成する。振幅包絡線の経時的変化

については，Noda et al.（2002）（27）に基づき，第 5.6－12 表に示す

形状とする。地震基盤相当面における模擬地震波の作成結果を第 5.6

－13 表，標準応答スペクトルに対する模擬地震波の応答スペクトルの

比を第 5.6－14 図，時刻歴波形を第 5.6－15 図，地盤増幅特性を考慮

した標準応答スペクトルを第 5.6－16 図に示す。第 5.6－16 図に示す
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地盤増幅特性を考慮した標準応答スペクトルを「震源を特定せず策定

する地震動」として採用した。 

(4) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル

以上の検討を踏まえ，「震源を特定せず策定する地震動」として，加藤

ほか（2004）（49）による応答スペクトルを設定するとともに，2000 年鳥

取県西部地震の賀祥ダム（監査廊）の観測記録，2004 年北海道留萌支庁

南部地震の検討結果に保守性を考慮した地震動の応答スペクトル及び地

盤増幅特性を考慮した標準応答スペクトルを設定した。「震源を特定せず

策定する地震動」の応答スペクトルを第 5.6－17 図に示す。 
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第 5.6－8表(1) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（基本震源モデル， 

      破壊開始点の不確かさを考慮したケース，短周期の地震動 

  レベルの不確かさ（1.5 倍）を考慮したケース） 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断層位置 

断層 

西端 

東経（°） 132.92 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

断層 

折れ点 

東経（°） 132.97 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

走  向 
西側（°） N91.2E 地質調査結果に基づき設定 

東側（°） N82.0E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 39.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 18.0 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 702.0 S=L･W 

断層傾斜角 δ（°） 90 地質調査結果等に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 2570 Vr=0.72･Vs Geller(1976)(58) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 2.74×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 112.6 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.59 Δσ=(7π1.5/16)･(M0/S1.5) Eshelby(1957)(61) 

すべり角（°） 180.0 レシピに基づき，右横ずれ断層のすべり角を設定 

短周期レベル A（N･m/s2） 1.60×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

全アスペリティ 面積 Sa（km2） 203.1 
Sa=π･ra2，ra=(7π/4)･{M0/(A・R)}･Vs2，R=(S/π)0.5 

Boatwright(1988)(62)，壇ほか(2001)(55) 

地震モーメント M0a（N･m） 1.59×1019 M0a=μ･Da･Sa 

平均すべり量 Da（cm） 225.3 Da=ξ･D,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa（MPa） 12.4 Δσa=(S/Sa)･Δσ Madariaga(1979)(63) 

第一アスペリティ 面積 Sa1（km2） 147.7 Sa1=Sa･(16/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a1（N･m） 1.29×1019 M0a1=M0a･Sa11.5/(Sa11.5+Sa21.5) 

平均すべり量 Da1（cm） 251.9 Da1=M0a1/(μ・Sa1) 

応力降下量 Δσa1（MPa） 12.4 Δσa1=Δσa 

第二アスペリティ 面積 Sa2（km2） 55.4 Sa2=Sa･(6/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a2（N･m） 2.96×1018 M0a2=M0a･Sa21.5/(Sa11.5+Sa21.5) 

平均すべり量 Da2（cm） 154.3 Da2=M0a2/(μ・Sa2) 

応力降下量 Δσa2（MPa） 12.4 Δσa2=Δσa 

背景領域 面積 Sb（km2） 498.9 Sb=S-Sa 

地震モーメント M0b（N･m） 1.15×1019 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db（cm） 66.8 Db=M0b/(μ・Sb) 

実効応力 σb（MPa） 2.22 σb=(Db/Wb)･(π0.5/Da)･ra･Σγai3･Δσa 壇ほか(2002)(64) 
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第 5.6－8表(2) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（断層傾斜角の不確かさ 

         を考慮したケース，断層傾斜角の不確かさと短周期の地震動レベル 

          の不確かさ（1.25倍）の組合せケース） 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断層位置 

断層 

西端 

東経（°） 132.92 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

断層 

折れ点 

東経（°） 132.97 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

走  向 
西側（°） N91.2E 地質調査結果に基づき設定 

東側（°） N82.0E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 39.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 19.17 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 735.3 S=L･W（断層面の重複を考慮） 

断層傾斜角 δ（°） 70（北傾斜） 全国地震動予測地図 2017 年版（17）を踏まえて設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 2570 Vr=0.72･Vs Geller(1976)(58) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 3.01×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 118.0 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.67 Δσ=(7π1.5/16)･(M0/S1.5) Eshelby(1957)(61) 

すべり角（°） 180.0 レシピに基づき，右横ずれ断層のすべり角を設定 

短周期レベル A（N･m/s2） 1.65×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

全アスペリティ 面積 Sa（km2） 219.4 
Sa=π･ra2，ra=(7π/4)･{M0/(A・R)}･Vs2，R=(S/π)0.5 

Boatwright(1988)(62)，壇ほか(2001)(55) 

地震モーメント M0a（N･m） 1.79×1019 M0a=μ･Da･Sa 

平均すべり量 Da（cm） 236.0 Da=ξ･D,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa（MPa） 12.3 Δσa=(S/Sa)･Δσ Madariaga(1979)(63) 

第一アスペリティ 面積 Sa1（km2） 159.6 Sa1=Sa･(16/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a1（N･m） 1.46×1019 M0a1=M0a･Sa11.5/(Sa11.5+Sa21.5) 

平均すべり量 Da1（cm） 263.9 Da1=M0a1/(μ・Sa1) 

応力降下量 Δσa1（MPa） 12.3 Δσa1=Δσa 

第二アスペリティ 面積 Sa2（km2） 59.8 Sa2=Sa･(6/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a2（N･m） 3.35×1018 M0a2=M0a･Sa21.5/(Sa11.5+Sa21.5) 

平均すべり量 Da2（cm） 161.6 Da2=M0a2/(μ・Sa2) 

応力降下量 Δσa2（MPa） 12.3 Δσa2=Δσa 

背景領域 面積 Sb（km2） 515.9 Sb=S-Sa 

地震モーメント M0b（N･m） 1.21×1019 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db（cm） 67.8 Db=M0b/(μ・Sb) 

実効応力 σb（MPa） 2.09 σb=(Db/Wb)･(π0.5/Da)･ra･Σγai3･Δσa 壇ほか(2002)(64) 
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第 5.6－8表(3) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（破壊伝播速度の不確か 

        さを考慮したケース，破壊伝播速度の不確かさと短周期の地震動 

レベルの不確かさ（1.25 倍）の組合せケース） 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断層位置 

断層 

西端 

東経（°） 132.92 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

断層 

折れ点 

東経（°） 132.97 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

走  向 
西側（°） N91.2E 地質調査結果に基づき設定 

東側（°） N82.0E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 39.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 18.0 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 702.0 S=L･W 

断層傾斜角 δ（°） 90 地質調査結果等に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 3110 Vr=0.87･Vs 宮腰ほか(2005)(59) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 2.74×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 112.6 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.59 Δσ=(7π1.5/16)･(M0/S1.5) Eshelby(1957)(61) 

すべり角（°） 180.0 レシピに基づき，右横ずれ断層のすべり角を設定 

短周期レベル A（N･m/s2） 1.60×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

全アスペリティ 面積 Sa（km2） 203.1 
Sa=π･ra2，ra=(7π/4)･{M0/(A・R)}･Vs2，R=(S/π)0.5 

Boatwright(1988)(62)，壇ほか(2001)(55) 

地震モーメント M0a（N･m） 1.59×1019 M0a=μ･Da･Sa 

平均すべり量 Da（cm） 225.3 Da=ξ･D,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa（MPa） 12.4 Δσa=(S/Sa)･Δσ Madariaga(1979)(63) 

第一アスペリティ 面積 Sa1（km2） 147.7 Sa1=Sa･(16/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a1（N･m） 1.29×1019 M0a1=M0a･Sa11.5/(Sa11.5+Sa21.5) 

平均すべり量 Da1（cm） 251.9 Da1=M0a1/(μ・Sa1) 

応力降下量 Δσa1（MPa） 12.4 Δσa1=Δσa 

第二アスペリティ 面積 Sa2（km2） 55.4 Sa2=Sa･(6/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a2（N･m） 2.96×1018 M0a2=M0a･Sa21.5/(Sa11.5+Sa21.5) 

平均すべり量 Da2（cm） 154.3 Da2=M0a2/(μ・Sa2) 

応力降下量 Δσa2（MPa） 12.4 Δσa2=Δσa 

背景領域 面積 Sb（km2） 498.9 Sb=S-Sa 

地震モーメント M0b（N･m） 1.15×1019 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db（cm） 66.8 Db=M0b/(μ・Sb) 

実効応力 σb（MPa） 2.22 σb=(Db/Wb)･(π0.5/Da)･ra･Σγai3･Δσa 壇ほか(2002)(64) 



6― 5― 16 

第 5.6－8表(4) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ 

（すべり角の不確かさを考慮したケース） 

項 目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断層位置 

断層 

西端 

東経（°） 132.92 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

断層 

折れ点 

東経（°） 132.97 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

走  向 
西側（°） N91.2E 地質調査結果に基づき設定 

東側（°） N82.0E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 39.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 18.0 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 702.0 S=L･W 

断層傾斜角 δ（°） 90 地質調査結果等に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 2570 Vr=0.72･Vs Geller(1976)(58) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

地震モーメント M0（N･m） 2.74×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 112.6 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.59 Δσ=(7π1.5/16)･(M0/S1.5) Eshelby(1957)(61) 

すべり角（°） 150.0 地質調査結果に基づき設定 

短周期レベル A（N･m/s2） 1.60×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

全アスペリティ 面積 Sa（km2） 203.1 
Sa=π･ra2，ra=(7π/4)･{M0/(A・R)}･Vs2，R=(S/π)0.5

Boatwright(1988)(62)，壇ほか(2001)(55) 

地震モーメント M0a（N･m） 1.59×1019 M0a=μ･Da･Sa 

平均すべり量 Da（cm） 225.3 Da=ξ･D,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa（MPa） 12.4 Δσa=(S/Sa)･Δσ Madariaga(1979)(63) 

第一アスペリティ 面積 Sa1（km2） 147.7 Sa1=Sa･(16/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a1（N･m） 1.29×1019 M0a1=M0a･Sa11.5/(Sa11.5+Sa21.5) 

平均すべり量 Da1（cm） 251.9 Da1=M0a1/(μ・Sa1) 

応力降下量 Δσa1（MPa） 12.4 Δσa1=Δσa 

第二アスペリティ 面積 Sa2（km2） 55.4 Sa2=Sa･(6/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a2（N･m） 2.96×1018 M0a2=M0a･Sa21.5/(Sa11.5+Sa21.5) 

平均すべり量 Da2（cm） 154.3 Da2=M0a2/(μ・Sa2) 

応力降下量 Δσa2（MPa） 12.4 Δσa2=Δσa 

背景領域 面積 Sb（km2） 498.9 Sb=S-Sa 

地震モーメント M0b（N･m） 1.15×1019 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db（cm） 66.8 Db=M0b/(μ・Sb) 

実効応力 σb（MPa） 2.22 σb=(Db/Wb)･(π0.5/Da)･ra･Σγai3･Δσa 壇ほか(2002)(64) 
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第 5.6－8表(5) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（アスペリティの 

      不確かさ（一塊：正方形）を考慮したケース） 
 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断層位置 

断層 

西端 

東経（°） 132.92 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

断層 

折れ点 

東経（°） 132.97 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

走  向 
西側（°） N91.2E 地質調査結果に基づき設定 

東側（°） N82.0E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 39.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 18.0 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 702.0 S=L･W 

断層傾斜角 δ（°） 90 地質調査結果等に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 2570 Vr=0.72･Vs Geller(1976)(58) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 2.74×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 112.6 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.59 Δσ=(7π1.5/16)･(M0/S1.5) Eshelby(1957)(61) 

すべり角（°） 180.0 レシピに基づき，右横ずれ断層のすべり角を設定 

短周期レベル A（N･m/s2） 1.60×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

アスペリティ 面積 Sa（km2） 203.1 
Sa=π･ra2，ra=(7π/4)･{M0/(A・R)}･Vs2，R=(S/π)0.5 

Boatwright(1988)(62)，壇ほか(2001)(55) 

地震モーメント M0a（N･m） 1.59×1019 M0a=μ･Da･Sa 

平均すべり量 Da（cm） 225.3 Da=ξ･D,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa（MPa） 12.4 Δσa=(S/Sa)･Δσ Madariaga(1979)(63) 

背景領域 面積 Sb（km2） 498.9 Sb=S-Sa 

地震モーメント M0b（N･m） 1.15×1019 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db（cm） 66.8 Db=M0b/(μ・Sb) 

実効応力 σb（MPa） 2.86 σb=(Db/Wb)/(Da/Wa)･Δσa 壇ほか(2002)(64) 
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第 5.6－8表(6) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（アスペリティの 

    不確かさ（一塊：縦長）を考慮したケース） 
 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断層位置 

断層 

西端 

東経（°） 132.92 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

断層 

折れ点 

東経（°） 132.97 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

走  向 
西側（°） N91.2E 地質調査結果に基づき設定 

東側（°） N82.0E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 39.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 18.0 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 702.0 S=L･W 

断層傾斜角 δ（°） 90 地質調査結果等に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 2570 Vr=0.72･Vs Geller(1976)(58) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 2.74×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 112.6 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.59 Δσ=(7π1.5/16)･(M0/S1.5) Eshelby(1957)(61) 

すべり角（°） 180.0 レシピに基づき，右横ずれ断層のすべり角を設定 

短周期レベル A（N･m/s2） 1.60×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

アスペリティ 面積 Sa（km2） 203.1 
Sa=π･ra2，ra=(7π/4)･{M0/(A・R)}･Vs2，R=(S/π)0.5 

Boatwright(1988)(62)，壇ほか(2001)(55) 

地震モーメント M0a（N･m） 1.59×1019 M0a=μ･Da･Sa 

平均すべり量 Da（cm） 225.3 Da=ξ･D,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa（MPa） 12.4 Δσa=(S/Sa)･Δσ Madariaga(1979)(63) 

背景領域 面積 Sb（km2） 498.9 Sb=S-Sa 

地震モーメント M0b（N･m） 1.15×1019 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db（cm） 66.8 Db=M0b/(μ・Sb) 

実効応力 σb（MPa） 2.45 σb=(Db/Wb)/(Da/Wa)･Δσa 壇ほか(2002)(64) 
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第 5.6－8表(7) 「宍道断層による地震」の断層パラメータ（断層傾斜角の不確かさ 

と破壊伝播速度の不確かさの組合せケース） 
 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断層位置 

断層 

西端 

東経（°） 132.92 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

断層 

折れ点 

東経（°） 132.97 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.52 

走  向 
西側（°） N91.2E 地質調査結果に基づき設定 

東側（°） N82.0E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 39.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 19.17 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 735.3 S=L･W（断層面の重複を考慮） 

断層傾斜角 δ（°） 70（北傾斜） 全国地震動予測地図 2017 年版（17）を踏まえて設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 3110 Vr=0.87･Vs 宮腰ほか(2005)(59) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 3.01×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 118.0 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.67 Δσ=(7π1.5/16)･(M0/S1.5) Eshelby(1957)(61) 

すべり角（°） 180.0 レシピに基づき，右横ずれ断層のすべり角を設定 

短周期レベル A（N･m/s2） 1.65×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

全アスペリティ 面積 Sa（km2） 219.4 
Sa=π･ra2，ra=(7π/4)･{M0/(A・R)}･Vs2，R=(S/π)0.5 

Boatwright(1988)(62)，壇ほか(2001)(55) 

地震モーメント M0a（N･m） 1.79×1019 M0a=μ･Da･Sa 

平均すべり量 Da（cm） 236.0 Da=ξ･D,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa（MPa） 12.3 Δσa=(S/Sa)･Δσ Madariaga(1979)(63) 

第一アスペリティ 面積 Sa1（km2） 159.6 Sa1=Sa･(16/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a1（N･m） 1.46×1019 M0a1=M0a･Sa11.5/(Sa11.5+Sa21.5) 

平均すべり量 Da1（cm） 263.9 Da1=M0a1/(μ・Sa1) 

応力降下量 Δσa1（MPa） 12.3 Δσa1=Δσa 

第二アスペリティ 面積 Sa2（km2） 59.8 Sa2=Sa･(6/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a2（N･m） 3.35×1018 M0a2=M0a･Sa21.5/(Sa11.5+Sa21.5) 

平均すべり量 Da2（cm） 161.6 Da2=M0a2/(μ・Sa2) 

応力降下量 Δσa2（MPa） 12.3 Δσa2=Δσa 

背景領域 面積 Sb（km2） 515.9 Sb=S-Sa 

地震モーメント M0b（N･m） 1.21×1019 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db（cm） 67.8 Db=M0b/(μ・Sb) 

実効応力 σb（MPa） 2.09 σb=(Db/Wb)･(π0.5/Da)･ra･Σγai3･Δσa 壇ほか(2002)(64) 
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第 5.6－9表(1) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（基本震源モデル，破壊開始点の不確かさを考慮したケース， 

短周期の地震動レベルの不確かさ（1.5倍）を考慮したケース） 

－その１－ 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断 

層 

位 

置 

西側セグメント 

西端 

東経（°） 132.46 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

西端 

東経（°） 132.66 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

折れ点 

東経（°） 132.89 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

走 

向 

西側セグメント（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（西）（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（東）（°） N53.4E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 48.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 19.17 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 970.4 S=L･W（離隔部に断層面を考慮） 

断層傾斜角 δ（°） 70（南傾斜） 敷地周辺の横ずれ断層の傾斜角等に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 2570 Vr=0.72･Vs Geller(1976)(58) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 5.24×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 155.7 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.1 Fujii and Matsu’ura（2000)（65） 

すべり角（°） 180.0 レシピに基づき，右横ずれ断層のすべり角を設定 

（参考）短周期レベル A（N･m/s2） 1.98×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

 つづく 
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第 5.6－9表(2) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（基本震源モデル，破壊開始点の不確かさを考慮したケース， 

短周期の地震動レベルの不確かさ（1.5倍）を考慮したケース） 

－その２－ 

項    目 設定値 設定根拠 

西 

側 

セ 

グ 

メ 

ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L1（km） 18.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S1（km2） 345.1 S=L1･W 

地震モーメント M01（N･m） 1.52×1019 M01=M0･S11.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D1（cm） 127.3 D1=M01/(μ・S1) 

アスペリティ 面積 Sa1（km2） 75.9 Sa1=0.22･S1 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a1（N･m） 6.70×1018 M0a1=μ･Da1･Sa1 

平均すべり量 Da1（cm） 254.6 Da1=ξ･D1,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa1（MPa） 14.1 Δσa1=(S1/Sa1)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

背景領域 面積 Sb1（km2） 269.1 Sb1=S1-Sa1 

地震モーメント M0b1（N･m） 8.53×1018 M0b1=M01-M0a1 

平均すべり量 Db1（cm） 91.4 Db1=M0b1/(μ・Sb1) 

実効応力 σb1（MPa） 2.39 σb1=(Db1/Wb1)/(Da1/Wa1)･Δσa1 壇ほか(2002) (64) 

東 

側 
セ 
グ 

メ 

ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L2（km） 30.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S2（km2） 625.3 S=L2･W（離隔部に断層面を考慮） 

地震モーメント M02（N･m） 3.71×1019 M02=M0･S21.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D2（cm） 171.4 D2=M02/(μ・S2) 

全アスペリティ 

 

面積 Sa2（km2） 137.6 Sa2=0.22･S2 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a2（N･m） 1.63×1019 M0a2=μ･Da2･Sa2 

平均すべり量 Da2（cm） 342.7 Da2=ξ･D2,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa2（MPa） 14.1 Δσa2=(S2/Sa2)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

第一アスペリティ 面積 Sa21（km2） 100.0 Sa21=Sa2･(16/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a21（N･m） 1.33×1019 M0a21=M0a2･Sa211.5/(Sa211.5+Sa221.5) 

平均すべり量 Da21（cm） 383.3 Da21=M0a21/(μ・Sa21) 

応力降下量 Δσa21（MPa） 14.1 Δσa21=Δσa2 

第二アスペリティ 面積 Sa22（km2） 37.5 Sa22=Sa2･(6/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a22（N･m） 3.05×1018 M0a22=M0a2･Sa221.5/(Sa211.5+Sa221.5) 

平均すべり量 Da22（cm） 234.7 Da22=M0a22/(μ・Sa22) 

応力降下量 Δσa22（MPa） 14.1 Δσa22=Δσa2 

背景領域 面積 Sb2（km2） 487.7 Sb2=S2-Sa2 

地震モーメント M0b2（N･m） 2.08×1019 M0b2=M02-M0a2 

平均すべり量 Db2（cm） 123.0 Db2=M0b2/(μ・Sb2) 

実効応力 σb2（MPa） 2.36 
σb2=(Db2/Wb2)･(π0.5/Da2)･ra2･Σγa2i3･Δσa2 

壇ほか(2002)(64) 

  

つづき 
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第 5.6－9表(3) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（断層傾斜角の不確かさを考慮したケース）－その１－ 

 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断 

層 

位 

置 

西側セグメント 

西端 

東経（°） 132.46 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

西端 

東経（°） 132.66 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

折れ点 

東経（°） 132.89 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

走 

向 

西側セグメント（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（西）（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（東）（°） N53.4E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 48.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 31.5 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 1836.5 S=L･W（離隔部に断層面を考慮） 

断層傾斜角 δ（°） 35（南傾斜） 地質調査結果に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 2570 Vr=0.72･Vs Geller(1976)(58) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 1.84×1020 M0=S･1017 Murotani et al.(2015) (67) 

平均すべり量 D（cm） 288.5 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.1 Fujii and Matsu’ura（2000)（65） 

（参考）短周期レベル A（N･m/s2） 3.01×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

 つづく 
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第 5.6－9表(4) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（断層傾斜角の不確かさを考慮したケース）－その２－ 

 

項    目 設定値 設定根拠 

西 

側 

セ 

グ 

メ 

ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L1（km） 18.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S1（km2） 567.0 S=L1･W 

地震モーメント M01（N･m） 5.67×1019 M01=M0･S1/(S1+S2) 

平均すべり量 D1（cm） 288.5 D1=M01/(μ・S1) 

すべり角（°） 180 
現在の東西圧縮応力場，断層走向及び断層周辺の 

主な地震のすべり角に基づき設定 

全アスペリティ 面積 Sa1（km2） 124.7 Sa1=0.22･S1 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a1（N･m） 2.49×1019 M0a1=μ･Da1･Sa1 

平均すべり量 Da1（cm） 576.9 Da1=ξ･D1,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa1（MPa） 14.1 Δσa1=(S1/Sa1)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

背景領域 面積 Sb1（km2） 442.3 Sb1=S1-Sa1 

地震モーメント M0b1（N･m） 3.18×1019 M0b1=M01-M0a1 

平均すべり量 Db1（cm） 207.1 Db1=M0b1/(μ・Sb1) 

実効応力 σb1（MPa） 1.61 σb1=(Db1/Wb1)/(Da1/Wa1)･Δσa1 壇ほか(2002) (64) 

東 
側 

セ 

グ 

メ 

ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L2（km） 30.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S2（km2） 1269.5 S=L2･W（離隔部に断層面を考慮） 

地震モーメント M02（N･m） 1.27×1020 M02=M0･S2/(S1+S2) 

平均すべり量 D2（cm） 288.5 D2=M02/(μ・S2) 

すべり角（°） 
180（F-Ⅳ断層） 

150（F-Ⅲ断層） 

現在の東西圧縮応力場，断層走向及び断層周辺の 

主な地震のすべり角に基づき設定 

全アスペリティ 

 

面積 Sa2（km2） 279.3 Sa2=0.22･S2 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a2（N･m） 5.59×1019 M0a2=μ･Da2･Sa2 

平均すべり量 Da2（cm） 576.9 Da2=ξ･D2,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa2（MPa） 14.1 Δσa2=(S2/Sa2)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

第一アスペリティ 面積 Sa21（km2） 203.1 Sa21=Sa2･(16/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a21（N･m） 4.54×1019 M0a21=M0a2･Sa211.5/(Sa211.5+Sa221.5) 

平均すべり量 Da21（cm） 645.1 Da21=M0a21/(μ・Sa21) 

応力降下量 Δσa21（MPa） 14.1 Δσa21=Δσa2 

第二アスペリティ 面積 Sa22（km2） 76.2 Sa22=Sa2･(6/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a22（N･m） 1.04×1019 M0a22=M0a2･Sa221.5/(Sa211.5+Sa221.5) 

平均すべり量 Da22（cm） 395.1 Da22=M0a22/(μ・Sa22) 

応力降下量 Δσa22（MPa） 14.1 Δσa22=Δσa2 

背景領域 面積 Sb2（km2） 990.2 Sb2=S2-Sa2 

地震モーメント M0b2（N･m） 7.11×1019 M0b2=M02-M0a2 

平均すべり量 Db2（cm） 207.1 Db2=M0b2/(μ・Sb2) 

実効応力 σb2（MPa） 2.05 
σb2=(Db2/Wb2)･(π0.5/Da2)･ra2･Σγa2i3･Δσa2 

壇ほか(2002)(64) 

  

つづき 
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第 5.6－9表(5) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（破壊伝播速度の不確かさを考慮したケース）－その１－ 

 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断 

層 

位 

置 

西側セグメント 

西端 

東経（°） 132.46 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

西端 

東経（°） 132.66 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

折れ点 

東経（°） 132.89 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

走 

向 

西側セグメント（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（西）（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（東）（°） N53.4E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 48.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 19.17 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 970.4 S=L･W（離隔部に断層面を考慮） 

断層傾斜角 δ（°） 70（南傾斜） 敷地周辺の横ずれ断層の傾斜角等に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 3110 Vr=0.87･Vs 宮腰ほか(2005)(59) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 5.24×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 155.7 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.1 Fujii and Matsu’ura（2000)（65） 

すべり角（°） 180.0 レシピに基づき，右横ずれ断層のすべり角を設定 

（参考）短周期レベル A（N･m/s2） 1.98×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

 
つづく 
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第 5.6－9表(6) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（破壊伝播速度の不確かさを考慮したケース）－その２－ 

 

項    目 設定値 設定根拠 

西 

側 

セ 

グ 

メ 

ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L1（km） 18.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S1（km2） 345.1 S=L1･W 

地震モーメント M01（N･m） 1.52×1019 M01=M0･S11.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D1（cm） 127.3 D1=M01/(μ・S1) 

アスペリティ 面積 Sa1（km2） 75.9 Sa1=0.22･S1 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a1（N･m） 6.70×1018 M0a1=μ･Da1･Sa1 

平均すべり量 Da1（cm） 254.6 Da1=ξ･D1,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa1（MPa） 14.1 Δσa1=(S1/Sa1)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

背景領域 面積 Sb1（km2） 269.1 Sb1=S1-Sa1 

地震モーメント M0b1（N･m） 8.53×1018 M0b1=M01-M0a1 

平均すべり量 Db1（cm） 91.4 Db1=M0b1/(μ・Sb1) 

実効応力 σb1（MPa） 2.39 σb1=(Db1/Wb1)/(Da1/Wa1)･Δσa1 壇ほか(2002) (64) 

東 

側 

セ 

グ 
メ 
ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L2（km） 30.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S2（km2） 625.3 S=L2･W（離隔部に断層面を考慮） 

地震モーメント M02（N･m） 3.71×1019 M02=M0･S21.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D2（cm） 171.4 D2=M02/(μ・S2) 

全アスペリティ 

 

面積 Sa2（km2） 137.6 Sa2=0.22･S2 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a2（N･m） 1.63×1019 M0a2=μ･Da2･Sa2 

平均すべり量 Da2（cm） 342.7 Da2=ξ･D2,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa2（MPa） 14.1 Δσa2=(S2/Sa2)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

第一アスペリティ 面積 Sa21（km2） 100.0 Sa21=Sa2･(16/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a21（N･m） 1.33×1019 M0a21=M0a2･Sa211.5/(Sa211.5+Sa221.5) 

平均すべり量 Da21（cm） 383.3 Da21=M0a21/(μ・Sa21) 

応力降下量 Δσa21（MPa） 14.1 Δσa21=Δσa2 

第二アスペリティ 面積 Sa22（km2） 37.5 Sa22=Sa2･(6/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a22（N･m） 3.05×1018 M0a22=M0a2･Sa221.5/(Sa211.5+Sa221.5) 

平均すべり量 Da22（cm） 234.7 Da22=M0a22/(μ・Sa22) 

応力降下量 Δσa22（MPa） 14.1 Δσa22=Δσa2 

背景領域 面積 Sb2（km2） 487.7 Sb2=S2-Sa2 

地震モーメント M0b2（N･m） 2.08×1019 M0b2=M02-M0a2 

平均すべり量 Db2（cm） 123.0 Db2=M0b2/(μ・Sb2) 

実効応力 σb2（MPa） 2.36 
σb2=(Db2/Wb2)･(π0.5/Da2)･ra2･Σγa2i3･Δσa2 

壇ほか(2002)(64) 

 

つづき 
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第 5.6－9表(7) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（すべり角の不確かさを考慮したケース）－その１－ 

 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断 

層 

位 

置 

西側セグメント 

西端 

東経（°） 132.46 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

西端 

東経（°） 132.66 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

折れ点 

東経（°） 132.89 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

走 

向 

西側セグメント（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（西）（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（東）（°） N53.4E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 48.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 19.17 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 970.4 S=L･W（離隔部に断層面を考慮） 

断層傾斜角 δ（°） 70（南傾斜） 敷地周辺の横ずれ断層の傾斜角等に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 2570 Vr=0.72･Vs Geller(1976)(58) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 5.24×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 155.7 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.1 Fujii and Matsu’ura（2000)（65） 

すべり角（°） 150.0 
宍道断層による地震の不確かさと同様のすべり角を 

設定 

（参考）短周期レベル A（N･m/s2） 1.98×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

 
つづく 
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第 5.6－9表(8) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

   （すべり角の不確かさを考慮したケース）－その２－ 

 

項    目 設定値 設定根拠 

西 

側 

セ 

グ 

メ 

ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L1（km） 18.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S1（km2） 345.1 S=L1･W 

地震モーメント M01（N･m） 1.52×1019 M01=M0･S11.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D1（cm） 127.3 D1=M01/(μ・S1) 

アスペリティ 面積 Sa1（km2） 75.9 Sa1=0.22･S1 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a1（N･m） 6.70×1018 M0a1=μ･Da1･Sa1 

平均すべり量 Da1（cm） 254.6 Da1=ξ･D1,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa1（MPa） 14.1 Δσa1=(S1/Sa1)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

背景領域 面積 Sb1（km2） 269.1 Sb1=S1-Sa1 

地震モーメント M0b1（N･m） 8.53×1018 M0b1=M01-M0a1 

平均すべり量 Db1（cm） 91.4 Db1=M0b1/(μ・Sb1) 

実効応力 σb1（MPa） 2.39 σb1=(Db1/Wb1)/(Da1/Wa1)･Δσa1 壇ほか(2002) (64) 

東 

側 

セ 

グ 
メ 
ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L2（km） 30.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S2（km2） 625.3 S=L2･W（離隔部に断層面を考慮） 

地震モーメント M02（N･m） 3.71×1019 M02=M0･S21.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D2（cm） 171.4 D2=M02/(μ・S2) 

全アスペリティ 

 

面積 Sa2（km2） 137.6 Sa2=0.22･S2 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a2（N･m） 1.63×1019 M0a2=μ･Da2･Sa2 

平均すべり量 Da2（cm） 342.7 Da2=ξ･D2,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa2（MPa） 14.1 Δσa2=(S2/Sa2)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

第一アスペリティ 面積 Sa21（km2） 100.0 Sa21=Sa2･(16/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a21（N･m） 1.33×1019 M0a21=M0a2･Sa211.5/(Sa211.5+Sa221.5) 

平均すべり量 Da21（cm） 383.3 Da21=M0a21/(μ・Sa21) 

応力降下量 Δσa21（MPa） 14.1 Δσa21=Δσa2 

第二アスペリティ 面積 Sa22（km2） 37.5 Sa22=Sa2･(6/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a22（N･m） 3.05×1018 M0a22=M0a2･Sa221.5/(Sa211.5+Sa221.5) 

平均すべり量 Da22（cm） 234.7 Da22=M0a22/(μ・Sa22) 

応力降下量 Δσa22（MPa） 14.1 Δσa22=Δσa2 

背景領域 面積 Sb2（km2） 487.7 Sb2=S2-Sa2 

地震モーメント M0b2（N･m） 2.08×1019 M0b2=M02-M0a2 

平均すべり量 Db2（cm） 123.0 Db2=M0b2/(μ・Sb2) 

実効応力 σb2（MPa） 2.36 
σb2=(Db2/Wb2)･(π0.5/Da2)･ra2･Σγa2i3･Δσa2 

壇ほか(2002)(64) 

 

つづき 
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第 5.6－9表(9) 「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（アスペリティの不確かさ（一塊：横長）を考慮したケース）

－その１－ 

項 目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断 

層 

位 

置 

西側セグメント 

西端 

東経（°） 132.46 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

西端 

東経（°） 132.66 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

折れ点 

東経（°） 132.89 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

走 

向 

西側セグメント（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（西）（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（東）（°） N53.4E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 48.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 19.17 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 970.4 S=L･W（離隔部に断層面を考慮） 

断層傾斜角 δ（°） 70（南傾斜） 敷地周辺の横ずれ断層の傾斜角等に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 2570 Vr=0.72･Vs Geller(1976)(58) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

地震モーメント M0（N･m） 5.24×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 155.7 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.1 Fujii and Matsu’ura（2000)（65） 

すべり角（°） 180.0 レシピに基づき，右横ずれ断層のすべり角を設定

（参考）短周期レベル A（N･m/s2） 1.98×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

つづく 
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第 5.6－9表(10)「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（アスペリティの不確かさ（一塊：横長）を考慮したケース） 

－その２－ 

 

項    目 設定値 設定根拠 

西 

側 

セ 

グ 

メ 

ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L1（km） 18.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S1（km2） 345.1 S=L1･W 

地震モーメント M01（N･m） 1.52×1019 M01=M0･S11.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D1（cm） 127.3 D1=M01/(μ・S1) 

アスペリティ 面積 Sa1（km2） 75.9 Sa1=0.22･S1 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a1（N･m） 6.70×1018 M0a1=μ･Da1･Sa1 

平均すべり量 Da1（cm） 254.6 Da1=ξ･D1,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa1（MPa） 14.1 Δσa1=(S1/Sa1)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

背景領域 面積 Sb1（km2） 269.1 Sb1=S1-Sa1 

地震モーメント M0b1（N･m） 8.53×1018 M0b1=M01-M0a1 

平均すべり量 Db1（cm） 91.4 Db1=M0b1/(μ・Sb1) 

実効応力 σb1（MPa） 2.09 σb1=(Db1/Wb1)/(Da1/Wa1)･Δσa1 壇ほか(2002) (64) 

東 

側 

セ 

グ 

メ 

ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L2（km） 30.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S2（km2） 625.3 S=L2･W（離隔部に断層面を考慮） 

地震モーメント M02（N･m） 3.71×1019 M02=M0･S21.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D2（cm） 171.4 D2=M02/(μ・S2) 

アスペリティ 

 

面積 Sa2（km2） 137.6 Sa2=0.22･S2 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a2（N･m） 1.63×1019 M0a2=μ･Da2･Sa2 

平均すべり量 Da2（cm） 342.7 Da2=ξ･D2,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa2（MPa） 14.1 Δσa2=(S2/Sa2)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

背景領域 面積 Sb2（km2） 487.7 Sb2=S2-Sa2 

地震モーメント M0b2（N･m） 2.08×1019 M0b2=M02-M0a2 

平均すべり量 Db2（cm） 123.0 Db2=M0b2/(μ・Sb2) 

実効応力 σb2（MPa） 2.53 σb2=(Db2/Wb2)/(Da2/Wa2)･Δσa2 壇ほか(2002)(64) 

 

  

つづき 
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第 5.6－9表(11)「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（アスペリティの不確かさ（一塊：縦長）を考慮したケース） 

－その１－ 

 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断 

層 

位 

置 

西側セグメント 

西端 

東経（°） 132.46 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

西端 

東経（°） 132.66 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

折れ点 

東経（°） 132.89 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

走 

向 

西側セグメント（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（西）（°） N89.6E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（東）（°） N53.4E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 48.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 19.17 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 970.4 S=L･W（離隔部に断層面を考慮） 

断層傾斜角 δ（°） 70（南傾斜） 敷地周辺の横ずれ断層の傾斜角等に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 2570 Vr=0.72･Vs Geller(1976)(58) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 5.24×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 155.7 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.1 Fujii and Matsu’ura（2000)（65） 

すべり角（°） 180.0 レシピに基づき，右横ずれ断層のすべり角を設定 

（参考）短周期レベル A（N･m/s2） 1.98×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

 

  

つづく 
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第 5.6－9表(12)「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（アスペリティの不確かさ（一塊：縦長）を考慮したケース） 

－その２－ 

 

項    目 設定値 設定根拠 

西 

側 

セ 

グ 

メ 

ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L1（km） 18.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S1（km2） 345.1 S=L1･W 

地震モーメント M01（N･m） 1.52×1019 M01=M0･S11.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D1（cm） 127.3 D1=M01/(μ・S1) 

アスペリティ 面積 Sa1（km2） 75.9 Sa1=0.22･S1 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a1（N･m） 6.70×1018 M0a1=μ･Da1･Sa1 

平均すべり量 Da1（cm） 254.6 Da1=ξ･D1,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa1（MPa） 14.1 Δσa1=(S1/Sa1)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

背景領域 面積 Sb1（km2） 269.1 Sb1=S1-Sa1 

地震モーメント M0b1（N･m） 8.53×1018 M0b1=M01-M0a1 

平均すべり量 Db1（cm） 91.4 Db1=M0b1/(μ・Sb1) 

実効応力 σb1（MPa） 2.25 σb1=(Db1/Wb1)/(Da1/Wa1)･Δσa1 壇ほか(2002) (64) 

東 

側 

セ 

グ 

メ 

ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L2（km） 30.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S2（km2） 625.3 S=L2･W（離隔部に断層面を考慮） 

地震モーメント M02（N･m） 3.71×1019 M02=M0･S21.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D2（cm） 171.4 D2=M02/(μ・S2) 

アスペリティ 

 

面積 Sa2（km2） 137.6 Sa2=0.22･S2 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a2（N･m） 1.63×1019 M0a2=μ･Da2･Sa2 

平均すべり量 Da2（cm） 342.7 Da2=ξ･D2,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa2（MPa） 14.1 Δσa2=(S2/Sa2)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

背景領域 面積 Sb2（km2） 487.7 Sb2=S2-Sa2 

地震モーメント M0b2（N･m） 2.08×1019 M0b2=M02-M0a2 

平均すべり量 Db2（cm） 123.0 Db2=M0b2/(μ・Sb2) 

実効応力 σb2（MPa） 2.64 σb2=(Db2/Wb2)/(Da2/Wa2)･Δσa2 壇ほか(2002)(64) 

 

つづき 
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第 5.6－9表(13)「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（断層位置の不確かさを考慮したケース）－その１－ 

 

項    目 設定値 設定根拠 

巨視的断層面 

断 

層 

位 

置 

西側セグメント 

西端 

東経（°） 132.46 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.56 

東側セグメント 

西端 

東経（°） 132.66 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.53 

東側セグメント 

折れ点 

東経（°） 132.90 
地質調査結果に基づき設定 

北緯（°） 35.54 

走 

向 

西側セグメント（°） N100.7E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（西）（°） N86.4E 地質調査結果に基づき設定 

東側セグメント（東）（°） N39.8E 地質調査結果に基づき設定 

断層上端深さ H（km） 2.0 地震発生層の検討結果に基づき設定 

断層長さ L（km） 53.0 地質調査結果に基づき設定 

断層幅 W（km） 19.17 地震発生層及び断層傾斜角に基づき設定 

断層面積 S（km2） 1101.4 S=L･W（離隔部に断層面を考慮） 

断層傾斜角 δ（°） 70（南傾斜） 敷地周辺の横ずれ断層の傾斜角等に基づき設定 

破壊伝播様式 放射状 レシピに基づき，放射状の破壊伝播を設定 

Ｓ波速度 Vs（m/s） 3570 
地震発生層の S波速度から設定 

（微動アレイ探査結果） 

破壊伝播速度 Vr（m/s） 2570 Vr=0.72･Vs Geller(1976)(58) 

剛性率 μ（N/m2） 3.47×1010 μ=ρ･Vs2 

密度 ρ（kg/m3） 2720 
ρ=1.2475+0.399･Vp-0.026･Vp2  Ludwig et al.（1970）（60） 

Vp=1.73･Vs 

 地震モーメント M0（N･m） 6.75×1019 M0={S/(4.24×10-11)}2 入倉・三宅(2001)(54) 

平均すべり量 D（cm） 176.7 D=M0/(μ･S) 

平均応力降下量 Δσ（MPa） 3.1 Fujii and Matsu’ura（2000)（65） 

すべり角（°） 180.0 レシピに基づき，右横ずれ断層のすべり角を設定 

（参考）短周期レベル A（N･m/s2） 2.16×1019 A=2.46×1017×M01/3 壇ほか(2001)(55) 

 
つづく 
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第 5.6－9表(14)「Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震」の断層パラメータ 

（断層位置の不確かさを考慮したケース）－その２－ 

 

項    目 設定値 設定根拠 

西 

側 

セ 

グ 

メ 

ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L1（km） 19.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S1（km2） 373.9 S=L1･W（離隔部に断層面を考慮） 

地震モーメント M01（N･m） 1.82×1019 M01=M0･S11.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D1（cm） 140.2 D1=M01/(μ・S1) 

アスペリティ 面積 Sa1（km2） 82.3 Sa1=0.22･S1 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a1（N･m） 7.99×1018 M0a1=μ･Da1･Sa1 

平均すべり量 Da1（cm） 280.3 Da1=ξ･D1,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa1（MPa） 14.1 Δσa1=(S1/Sa1)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

背景領域 面積 Sb1（km2） 291.6 Sb1=S1-Sa1 

地震モーメント M0b1（N･m） 1.02×1019 M0b1=M01-M0a1 

平均すべり量 Db1（cm） 100.6 Db1=M0b1/(μ・Sb1) 

実効応力 σb1（MPa） 2.40 σb1=(Db1/Wb1)/(Da1/Wa1)･Δσa1 壇ほか(2002) (64) 

東 

側 

セ 

グ 
メ 
ン 

ト 

セグメント全体 断層長さ L2（km） 34.0 地質調査結果に基づき設定 

面積 S2（km2） 727.6 S=L2･W（離隔部に断層面を考慮） 

地震モーメント M02（N･m） 4.93×1019 M02=M0･S21.5/(S11.5+S21.5) 

平均すべり量 D2（cm） 195.5 D2=M02/(μ・S2) 

全アスペリティ 

 

面積 Sa2（km2） 160.1 Sa2=0.22･S2 Somerville et al.(1999) (66) 

地震モーメント M0a2（N･m） 2.17×1019 M0a2=μ･Da2･Sa2 

平均すべり量 Da2（cm） 391.1 Da2=ξ･D2,ξ=2.0 

応力降下量 Δσa2（MPa） 14.1 Δσa2=(S2/Sa2)･Δσ Madariaga(1979) (63) 

第一アスペリティ 面積 Sa21（km2） 116.4 Sa21=Sa2･(16/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a21（N･m） 1.76×1019 M0a21=M0a2･Sa211.5/(Sa211.5+Sa221.5) 

平均すべり量 Da21（cm） 437.3 Da21=M0a21/(μ・Sa21) 

応力降下量 Δσa21（MPa） 14.1 Δσa21=Δσa2 

第二アスペリティ 面積 Sa22（km2） 43.7 Sa22=Sa2･(6/22) 入倉・三宅(2001)(54) 

地震モーメント M0a22（N･m） 4.05×1018 M0a22=M0a2･Sa221.5/(Sa211.5+Sa221.5) 

平均すべり量 Da22（cm） 267.8 Da22=M0a22/(μ・Sa22) 

応力降下量 Δσa22（MPa） 14.1 Δσa22=Δσa2 

背景領域 面積 Sb2（km2） 567.5 Sb2=S2-Sa2 

地震モーメント M0b2（N･m） 2.76×1019 M0b2=M02-M0a2 

平均すべり量 Db2（cm） 140.4 Db2=M0b2/(μ・Sb2) 

実効応力 σb2（MPa） 2.55 
σb2=(Db2/Wb2)･(π0.5/Da2)･ra2･Σγa2i3･Δσa2 

壇ほか(2002)(64) 

 

 

  

つづき 
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第 5.6－11 表 標準応答スペクトルのコントロールポイント 

 

標準応答スペクトル（水平方向） 

 

コントロールポイント（減衰定数ｈ＝５％） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ 

周期（秒） 0.02 0.03 0.04 0.06 0.09 0.15 0.30 0.60 5.00 

Ｓｖ（cm/s） 1.910 3.500 6.300 12.000 20.000 31.000 43.000 60.000 60.000 

 

標準応答スペクトル（鉛直方向） 

 

コントロールポイント（減衰定数ｈ＝５％） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ 

周期（秒） 0.02 0.03 0.04 0.06 0.09 0.15 0.30 0.60 5.00 

Ｓｖ（cm/s） 1.273 2.500 4.400 7.800 13.000 19.000 26.000 35.000 35.000 

 

ＳＶ：速度応答スペクトル値 
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第 5.6－12表 標準応答スペクトルに適合する模擬地震波の継続時間 

及び振幅包絡線の経時的変化 

 

模擬地震波 Ｍ Ｘｅｑ（km） 

振幅包絡線の経時的変化（秒） 

Ｔｂ Ｔｃ Ｔｄ 

水平方向 
鉛直方向 

6.9 10.0 3.3 15.1 28.0 

 

 

 

 

Ｔｂ＝100.5Ｍ－2.93 

              Ｔｃ-Ｔｂ＝100.3Ｍ－1.0 

                      Ｔｄ-Ｔｃ＝100.17Ｍ＋0.54logXeq－0.6 

 

（Ｔ/Ｔｂ）２    ０≦Ｔ≦Ｔｂ 

 

 

振幅包絡線：Ｅ（Ｔ）=    1.0        Ｔｂ≦Ｔ≦Ｔｃ 

 

ｅｌｎ（0.1）×（Ｔ－Ｔｃ）/（Ｔｄ－Ｔｃ）    Ｔｃ≦Ｔ≦Ｔｄ 

 

 

 

1

0.1

Tb Tc Td0
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第 5.6－13表 標準応答スペクトルに適合する模擬地震波の作成結果 

 

模擬地震波 

作成条件 作成結果 

応答スペクトル 
最大 
加速度 
(cm/s2) 

応答スペクトル比 

継続時間 ＳＩ比※ 

 最小値 

水平方向 第 5.6－13図 600 第 5.6－14図 0.93 第 5.6－15図 1.00 

鉛直方向 第 5.6－13図 400 第 5.6－14図 0.92 第 5.6－15図 1.00 

 

 

 

 

ここで，  ＳＩ：応答スペクトル強さ（減衰定数ｈ＝５％） 

vS (Ｔ)：模擬地震波の速度応答スペクトル（cm/s） 

vS (Ｔ)：目標とする設計用速度応答スペクトル（cm/s） 

Ｔ：固有周期（秒） 

 

ＳＩ比： 




5.2

1.0

5.2

1.0

)(

)(

dTTS

dTTS

v

v

※ ＳＩ比の算定式 
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年
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断
層
傾
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角
の
不
確
か
さ
を
考
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し
た
 

ケ
ー
ス
 

6.
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7
.
1 

2
.
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破
壊
伝
播
速
度
の
不
確
か
さ
を

考
慮
し
た
 

ケ
ー
ス
 

―
※

１
 

す
べ
り
角
の
不
確
か
さ
を
考
慮

し
た
ケ
ー
ス
 

―
※

１
 

ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
の
不
確
か
さ
（

一
塊
：
正
方
形
）

を
考
慮
し
た
ケ
ー
ス
 

―
※

１
 

ア
ス

ペ
リ

テ
ィ

の
不

確
か

さ
（

一
塊

：
縦

長
）

を
考
慮
し
た
ケ
ー
ス
 

―
※

１
 

短
周

期
の

地
震

動
レ

ベ
ル

の
不

確
か

さ
（

1.
5

倍
）

を
考
慮
し
た
ケ
ー
ス
 

―
※

１
 

断
層

傾
斜

角
の

不
確

か
さ

と
破

壊
伝

播
速

度
の

不
確
か
さ
の
組
合
せ
ケ
ー
ス
 

―
※

１
 

断
層

傾
斜

角
の

不
確

か
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地
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の
不
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不
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ケ
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―
※

１
 

※
１

 断
層
モ
デ
ル
を
用
い
た
手
法
に
お
い
て
設
定
す
る
微
視
的
パ
ラ
メ
ー
タ
の
不
確
か
さ
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
距
離
減
衰
式
の
評
価
ケ
ー
ス
と
し
て
は
考
慮
し
な
い
。
 

※
２

 活
動
度
を
用
い
る
場
合
は
，
松
田
（
19
75
）（

34
）
及
び
奥
村
・
石
川
（
19
98
）（

70
）
に
基
づ
き
平
均
活
動
間
隔
を
設
定
。
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19
表

 
敷
地
周
辺
の
活
断
層
諸
元
（
Ｆ
－
Ⅲ
断
層
＋
Ｆ
－
Ⅳ
断
層
＋
Ｆ
－
Ⅴ
断
層
に
よ
る
地
震
）
 

No
. 

断
層
名
 

評
価
ケ
ー
ス
 

断
層
長
さ
 

(k
m)
 

Ｍ
 

X
e
q(
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平
均
活
動
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隔

 

（
活
動
度
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※
２
 

松
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00
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Ⅲ
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＋
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基
本
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の
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,
7
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級
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8
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,
7
0
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級
) 

※
１

 距
離
減
衰
式
と
し
て
用
い
る
耐
専
式
の
適
用
範
囲
外
の
評
価
ケ
ー
ス
及
び
断
層
モ
デ
ル
を
用
い
た
手
法
に
お
い
て
設
定
す
る
微
視
的
パ
ラ
メ
ー
タ
の
不
確
か
さ
で
あ
る
こ
と

か
ら
，
評

価
ケ
ー
ス
と
し
て
は
考
慮
し
な
い
。
 

※
２

 活
動
度
を
Ｂ
，
Ｃ
級
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仮
定
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松
田
（
19
75
）（

34
）
及
び
奥
村
・
石
川
（
19
98
）
（
70
）
に
基
づ
き
平
均
活
動
間
隔
を
設
定
。
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よ
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の
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仮
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※
２
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新
編
］
日
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活
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1
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度
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用
し
，
活
動
度
が
示
さ
れ
て
い
な
い
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は
Ｂ
級
，
Ｃ
級
に
仮
定
し
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松
田
（
1
97
5）

（
34
）
及
び
奥
村
・
石
川
 

（
19
98
）（
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）
に
基
づ
き
平
均
活
動
間
隔
を
設
定
。
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第5.6－21表 敷地周辺の活断層諸元（その他の活断層による地震） 

No 断層名 
断層長さ

（km） 
Ｍ※１ Xeq(km) ※２ 

 平均活動間隔 

（活動度）※３ 

10 田の戸断層 5 6.9 16.0 29,400年（Ｃ級） 

11 大船山東断層 4 6.9 16.1 29,400年（Ｃ級） 

12 仏経山北断層 5 6.9 26.2 29,400年（Ｃ級） 

13 東来待－新田畑断層 11 6.9 20.2 29,400年（Ｃ級） 

14 柳井断層 2 6.9 18.3 29,400年（Ｃ級） 

15 三刀屋北断層 7 6.9 32.1 29,400年（Ｃ級） 

16 半場－石原断層 5 6.9 25.7 29,400年（Ｃ級） 

17 布部断層 8 6.9 32.1 29,400年（Ｃ級） 

18 東忌部断層 3 6.9 17.3 29,400年（Ｃ級） 

19 山王寺断層 3 6.9 22.2 29,400年（Ｃ級） 

20 大井断層 5 6.9 16.0 29,400年（Ｃ級） 

21 Ｆｈ－１断層 7 6.9 34.3  29,400年（Ｃ級） 

22 Ｆｈ－２断層 5 6.9 44.2  29,400年（Ｃ級） 

23 Ｆｈ－３断層 5.5 6.9 43.2  29,400年（Ｃ級） 

24 Ｆｈ－４断層 4.5 6.9 50.4  29,400年（Ｃ級） 

25 鹿野－吉岡断層 26 7.2 105.8  6,900年 

26 那岐山断層帯 32 7.3 100.3 38,500年 

27 筒賀断層 58 7.8 123.1 12,000年 

28 日南湖断層 13 6.9 48.5 20,000年 

29 岩坪断層 10 6.9 101.0 20,000年 

30 安田断層 5 6.9 90.5 20,000年 

31 角ヶ山南断層 6 6.9 99.1 29,400年（Ｃ級） 

32 債原断層 3.3 6.9 91.9 29,400年（Ｃ級） 

33 尾田断層 2.5 6.9 72.4 29,400年（Ｃ級） 

34 大立断層 1 6.9 67.3 29,400年（Ｃ級） 

35 庄原断層 10 6.9 75.5 29,400年（Ｃ級） 

36 上布野・二反田断層 7 6.9 75.2 29,400年（Ｃ級） 

37 山内断層 8 6.9 78.5 29,400年（Ｃ級） 

38 畠敷南断層 5 6.9 82.0 29,400年（Ｃ級） 

39 船佐断層 6 6.9 89.0 29,400年（Ｃ級） 

※１ 孤立した短い活断層（断層長さ18km未満）については，震源断層が地震発生層（深さ２～20km） 
の上限から下限まで拡がっているものと仮定し，断層幅18km，断層長さ18kmでモデル化し， 
松田（1975）（34）に基づきＭ6.9として設定。 

※２ 断層傾斜角90°の矩形断層を仮定して算定。 
※３ 地震調査研究推進本部（2016）（23）又は［新編］日本の活断層（15）に示される平均活動 

間隔及び活動度を採用し，示されていないものは活動度をＣ級に仮定する。活動度を用 
いる場合は，松田（1975）（34）及び奥村・石川（1998）（70）に基づき平均活動間隔を設定。 
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第 5.4－6図 合同稠密余震観測の観測点，震央分布及び震源鉛直分布  

(ａ) 観測点 

［京都大学防災研究所附属 地震予知研究センターＨＰ（71）による。］ 

［片尾・吉井（2002）（19）による。］ 

(ｂ) 震央分布及び震源鉛直分布 
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（a）観測地震の震央分布 

 

  

（b）地震観測位置 
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   Ｍ＜5.0

第 5.5－10図 原子炉建物基礎上端の地震観測記録による検討で用いた観測地震の 

震央分布及び地震観測位置 

２号炉原子炉建物基礎上端（標高＋1.3m） 

３号炉原子炉建物基礎上端（標高－4.2m） 

島根原子力発電所 

[Ｎｏ．５] 
2016 年鳥取県中部の地震(Ｍ6.6) 

[Ｎｏ．６] 
2018年島根県西部の地震(Ｍ6.1) 

[Ｎｏ．１] 
2011年島根県東部の地震(Ｍ5.2) 

[Ｎｏ．２] 
2011年広島県北部の地震(Ｍ5.4) 
[Ｎｏ．３] 
2011年広島県北部の地震(Ｍ4.7) 

[Ｎｏ．４] 
2013年淡路島付近の地震(Ｍ6.3) 
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第 5.6－13図 標準応答スペクトル 
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第 5.6－15図 標準応答スペクトルの時刻歴波形 
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第 5.6－16図 地盤増幅特性を考慮した標準応答スペクトル 
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第 5.6－17図(1) 「震源を特定せず策定する地震動」の応答スペクトル 

（水平方向） 
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第 5.6－17図(2) 「震源を特定せず策定する地震動」の応答スペクトル 

（鉛直方向） 
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第 5.6－22図(1) 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」による基準地震動 

Ｓｓと「震源を特定せず策定する地震動」の応答スペクトル 

（水平方向） 
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第 5.6－22図(2) 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」による基準地震動 
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添付書類八の一部補正 

 



－1－ 

添付書類八を以下のとおり補正する。 

頁 行 補正前 補正後 

－ （記載変更） 別紙１に変更する。 



 

〔 別 添 ４ 〕 

 

添 付 書 類 八 

 

変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する

説明書 

 

  

別紙１ 



8－目－1 

添付書類八の項目区分について，別表のとおり読み替える。 

また，下記項目の記述及び関連図面等を以下のとおり変更又は追加する。 

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の方針 

1.1.13 特定重大事故等対処施設に関する基本方針 

1.4 耐震設計 

1.4.3 特定重大事故等対処施設の耐震設計 

1.4.4 主要施設の耐震構造 

1.4.4.5  

1.5 耐津波設計 

1.5.3 特定重大事故等対処施設の耐津波設計 

1.6 火災防護に関する基本方針 

1.6.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

1.6.2.2 火災発生防止 

1.6.2.2.1 重大事故等対処施設の火災発生防止 

 (1) 発火性又は引火性物質 

ｃ．換気 

(b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

1.6.3 特定重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.10.2 発電用原子炉設置変更許可申請（平成28年７月４日申請）に係る実

用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則への適合 

第1.1.7－1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（21／46） 

第1.1.7－1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（39／46） 

第1.4.2－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（５／13） 

第1.4.2－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（９／13） 



8－目－2 

第1.4.2－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（11／13） 

第1.1.7－1図 重大事故等対処設備配置及び保管場所図（その１） 

第1.1.7－3図 重大事故等対処設備配置及び保管場所図（その３） 

第1.1.7－5図 重大事故等対処設備配置及び保管場所図（その５） 

第1.1.7－6図 重大事故等対処設備配置及び保管場所図（その６） 

 

2. プラント配置 

2.3  主要設備 

(15） 特定重大事故等対処施設 

2.5 建物及び構築物 

2.5.16 特定重大事故等対処施設 

2.6 特定重大事故等対処施設に関するプラント配置 

第2.4－1図 発電所一般配置図 

 

6. 計測制御系統施設 

6.4 計装設備（重大事故等対処設備） 

6.4.2 設計方針 

(2) 計器電源喪失時に使用する設備 

6.4.2.5 環境条件等 

6.4.2.6 操作性の確保 

第6.4－4表 重大事故等対処設備を活用する手順の着手の判断基準として用

いる補助パラメータ 

第6.4－3図 計装設備（重大事故等対処設備）系統概要図（3）（計器電源喪

失時に使用する設備） 

 

10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.2 代替電源設備 

10.2.2 設計方針 



8－目－3 

(2) 代替直流電源設備による給電

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

(5) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替直流電源設備による給電

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

10.2.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

10.2.2.2 悪影響防止 

10.2.2.3 容量等 

10.2.2.4 環境条件等 

10.2.2.5 操作性の確保 

10.2.3 主要設備及び仕様 

10.2.4 試験検査 

10.4 火災防護設備 

10.4.3 特定重大事故等対処施設 

10.5 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備 

10.5.1 津波に対する防護設備 

10.5.1.3 特定重大事故等対処施設 

10.16 特定重大事故等対処施設 

10.17 参考文献 

第10.1－3図 直流電源単線結線図 

第10.2－10図 代替電源設備系統概要図（所内常設蓄電式直流電源設備及び

常設代替直流電源設備による給電）（Ｂ-115Ｖ系蓄電池，Ｂ1-115

Ｖ系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電池による給電） 

第10.2－11図 代替電源設備系統概要図（所内常設蓄電式直流電源設備及び

常設代替直流電源設備による給電）（Ｂ1-115Ｖ系蓄電池（ＳＡ），

ＳＡ用115V系蓄電池による給電） 

第10.2－12図 代替電源設備系統概要図（所内常設蓄電式直流電源設備によ

る給電）（230Ｖ系蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電） 

第10.2－16図 代替電源設備系統概要図（可搬型直流電源設備による給電）
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（充電器（Ｂ1-115Ｖ系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V 系充電器を

経由による給電）） 

第10.2－17図 代替電源設備系統概要図（可搬型直流電源設備による給電）

（充電器（230Ｖ系充電器（常用）を経由による給電）） 

第10.2－21図 代替電源設備系統概要図（所内常設直流電源設備（３系統目）

による給電）（Ｂ－115V系直流盤及びＢ－115V系直流盤（ＳＡ）

への給電の場合） 
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別表 

変更前 変更後 

1.4.3 主要施設の耐震構造 

1.4.3.1 原子炉建物 

1.4.3.2 タービン建物 

1.4.3.3 廃棄物処理建物 

1.4.3.4 制御室建物 

1.4.3.5 防波壁及び防波扉 

1.4.3.6 原子炉格納容器 

1.4.3.7 原子炉圧力容器 

1.4.3.8 原子炉圧力容器内部構造

物 

1.4.3.9 再循環系 

1.4.3.10 その他 

1.4.4 地震検知による耐震安全性

の確保 

1.4.4.1 地震感知器 

1.4.4.2 地震観測等による耐震性

の確認 

1.4.5 参考文献 

 

10.2.2(2) ｂ．可搬型直流電源設備

による給電 

10.2.2(5) ｂ．可搬型直流電源設備

による給電 

1.4.4 主要施設の耐震構造 

1.4.4.1 原子炉建物 

1.4.4.2 タービン建物 

1.4.4.3 廃棄物処理建物 

1.4.4.4 制御室建物 

1.4.4.6 防波壁及び防波扉 

1.4.4.7 原子炉格納容器 

1.4.4.8 原子炉圧力容器 

1.4.4.9 原子炉圧力容器内部構造

物 

1.4.4.10 再循環系 

1.4.4.11 その他 

1.4.5 地震検知による耐震安全性

の確保 

1.4.5.1 地震感知器 

1.4.5.2 地震観測等による耐震性

の確認 

1.4.6 参考文献 

 

10.2.2(2) ｃ．可搬型直流電源設備

による給電 

10.2.2(5) ｃ．可搬型直流電源設備

による給電 
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1. 安全設計 

1.1 安全設計の方針 

1.1.13 特定重大事故等対処施設に関する基本方針 

特定重大事故等対処施設は，原子炉建物及び制御建物への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム（以下「原子炉建物等への故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズム」という。）に対してその重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがなく，原子炉格納容器

の破損を防止するために必要な設備を有し，発電用原子炉施設の外からの

支援が受けられるまでの間，使用できる設計とする。 

また，特定重大事故等対処施設を構成する設備は，「10.16.1 特定重大

事故等対処施設に係る故意による大型航空機の衝突等の設計上の考慮事項」

を考慮した設計とする。 

加えて，特定重大事故等対処施設は，「1.10.2 発電用原子炉設置変更許

可申請（平成 28 年７月４日申請）に係る実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への適合」に基づく地盤上へ

の設置並びに「1.4.3 特定重大事故等対処施設の耐震設計」及び「1.5.3 

特定重大事故等対処施設の耐津波設計」を一の施設で満たす設計とする。 

1.1.13.1 多重性又は多様性，独立性，位置的分散，悪影響防止等 

(1) 多重性又は多様性，独立性，位置的分散 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，設計基準事故対処設備の

安全機能及び重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成する

ものを除く。）の重大事故等に対処するための機能と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り，多重性又

は多様性及び独立性を有し，位置的分散を考慮して適切な措置を講じた

設計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又はその周辺に

おいて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（外部人為事象），溢水，火
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災及びサポート系の故障を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽出するため

に，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に

かかわらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，

森林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，特

定重大事故等対処施設を構成する設備への影響度，事象進展速度や事象

進展に対する時間余裕の観点から，特定重大事故等対処施設を構成する

設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響及

び生物学的事象を選定する。 

また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備（特定重大事故

等対処施設を構成するものを除く。）及び特定重大事故等対処施設を構

成する設備に対する共通要因としては，地震，津波，洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響及び生物

学的事象を選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火や

タバコ等の人為によるものが大半であることを考慮し，森林火災につい

ては，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，津波，風（台風），積雪及び火

山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

のについては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での

発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛

来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガ

ス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズム等の事象を考慮する。 
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これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，特

定重大事故等対処施設を構成する設備への影響度，事象進展速度や事象

進展に対する時間余裕の観点から，特定重大事故等対処施設を構成する

設備に影響を与えるおそれがある事象として，飛来物（航空機落下），

ダムの崩壊，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機

落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

また，設計基準事故対処設備等，重大事故等対処設備（特定重大事故

等対処施設を構成するものを除く。）及び特定重大事故等対処施設を構

成する設備に対する共通要因としては，飛来物（航空機落下），ダムの

崩壊，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火

災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムを選定する。 

については，地

震，津波，火災及び外部からの衝撃による損傷を防止できる設計又は設

計基準事故対処設備の安全機能及び重大事故等対処設備（特定重大事故

等対処施設を構成するものを除く。）の重大事故等に対処するための機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，設計基準事故対

処設備及び重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するも

のを除く。）を設置，若しくは保管する建物と位置的分散が図られた設

計とする。 
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環境条件に対しては，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重及びその他の使用条件を考慮する。原子炉建物等への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等時の環境

条件における健全性については「1.1.13.3 環境条件等」に記載する。 

風（台風），凍結，降水，積雪及び電磁的障害に対して，特定重大事

故等対処施設を構成する設備は，環境条件にて考慮し機能が損なわれる

ことのない設計とする。 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，「1.10.2 発電用原子炉

設置変更許可申請（平成 28 年７月４日申請）に係る実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への適合」

に基づく地盤に設置する。 

地震，津波及び火災に対して，特定重大事故等対処施設を構成する設

備は，「1.4.3 特定重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.5.3 特定重

大事故等対処施設の耐津波設計」及び「1.6.3 特定重大事故等対処施

設の火災防護に関する基本方針」に基づく設計とする。 

地震，津波，溢水及び火災に対して，特定重大事故等対処施設を構成

する設備は，設計基準事故対処設備の安全機能及び重大事故等対処設備

（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）の重大事故等に対

処するための機能と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限

り設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備（特定重大事故等対処

施設を構成するものを除く。）と位置的分散を図る。 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の

影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災等），飛来物（航空機落下），有毒ガス，船舶の衝突及び

電磁的障害に対して，特定重大事故等対処施設を構成する設備は，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置するか，又は設

計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設
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を構成するものを除く。）を設置，若しくは保管する建物と位置的分散

が図られた建物等内又は屋外に設置する。 

生物学的事象のうち，ネズミ等の小動物に対して屋外の特定重大事故

等対処施設を構成する設備は，侵入防止対策により原子炉建物等への故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対処するために必要

な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

に対して，特定重大事故等対処施設を構成する設備は，「10.16.1 特定

重大事故等対処施設に係る故意による大型航空機の衝突等の設計上の

考慮事項」を考慮して設置する。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計上考慮

する必要はない。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，空気，

油，冷却水を考慮し，特定重大事故等対処施設を構成する設備は設計基

準事故対処設備及び重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構

成するものを除く。）と可能な限り異なる駆動源及び冷却源を用いる設

計とする。 

(2) 悪影響防止 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，発電用原子炉施設（他号

炉を含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

（当該の特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。））に対して悪

影響を及ぼさない設計とする。 

他の設備への悪影響としては，特定重大事故等対処施設を構成する設

備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタ

ービン・ミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他の設備の

機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，特定重大事故等対処施設を構成する設備は，

弁等の操作によって設計基準対象施設又は重大事故等対処設備（特定重
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大事故等対処施設を構成するものを除く。）として使用する系統構成か

ら特定重大事故等対処施設を構成する設備としての系統構成とするこ

と，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設計基準対象施設又

は重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除

く。）として使用する場合と同じ系統構成で特定重大事故等対処施設を

構成する設備として使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

同一設備の機能的な影響に対しては，特定重大事故等対処施設を構成

する設備は，要求される機能が同時に複数ある場合は，必要容量を確保

することで兼用できる設計とする。 

地震による影響に対しては，特定重大事故等対処施設を構成する設備

は，地震により他の設備へ悪影響を及ぼさないように，また，地震によ

る火災源及び溢水源とならないように，耐震設計を行う。 

地震に対する耐震設計については，「1.4.3 特定重大事故等対処施設

の耐震設計」に示す。 

地震起因以外の火災による影響に対しては，特定重大事故等対処施設

を構成する設備は，火災発生防止，感知及び消火による火災防護を行う。 

火災防護については，「1.6.3 特定重大事故等対処施設の火災防護に

関する基本方針」に示す。 

地震起因以外の溢水による影響に対しては，特定重大事故等対処施設

を構成する設備の破損等により生じる溢水により，他の設備へ悪影響を

与えない設計とする。 

風（台風）及び竜巻による影響について，特定重大事故等対処施設を

構成する設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内

に設置するか，又は設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備（特

定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）を設置，若しくは保管

する建物と位置的分散が図られた建物等内又は屋外に設置することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする（「1.1.13.3 環境条件等」）。 
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内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギの高い流体

を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破損，ガス爆発並びに重

量機器の落下を考慮し，特定重大事故等対処施設を構成する設備がター

ビン・ミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

(3) 共用の禁止 

特定重大事故等対処施設を構成する設備の各機器については，２以上

の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

ただし，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（原子炉建物等

への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重

大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，２以上の発電用

原子炉施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，同一の発電所

内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共用で

きる設計とする。 

1.1.13.2 容量等 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，原子炉建物等への故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等が発生した場合

に原子炉格納容器の破損を防止する目的を果たすために，事故対応手段と

して機能別に設計を行う。発電用原子炉施設の外からの支援が受けられる

までの７日間にわたっての原子炉格納容器の破損防止は，これらの機能の

組合せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，弁吹出量，発電機容量，蓄

電池容量，計装設備の計測範囲等とする。 

特定重大事故等対処施設を構成する設備のうち設計基準対象施設又は重

大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）の系

統及び機器を使用するものについては，設計基準対象施設又は重大事故等

対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）の容量等の仕

様が，機能の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であることを確
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認した上で，設計基準対象施設又は重大事故等対処設備（特定重大事故等

対処施設を構成するものを除く。）としての容量等と同仕様の設計とする。 

特定重大事故等対処施設を構成する設備のみの系統及び機器を使用する

ものについては，機能の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

1.1.13.3 環境条件等 

(1) 環境条件

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，原子炉建物等への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等が発生し

た場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，そ

の機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）又は保管場

所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計と

する。 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による重大事故等時の環境条件については，原子炉建物等への故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等時における

温度（環境温度，使用温度）, 放射線，荷重に加えて，その他の使用条

件として環境圧力，湿度による影響，自然現象による影響，発電所敷地

又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。）の影響及び周辺機器等からの悪影響を考慮する。 

荷重としては，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる重大事故等が発生した場合における機械的荷重に

加えて，環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，地震，津波

に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無にかかわらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の

事象を考慮する。 
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これらの事象のうち，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる重大事故等時における発電所敷地及びその

周辺での発生の可能性，特定重大事故等対処施設を構成する設備への影

響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，原子炉建

物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大

事故等時に特定重大事故等対処施設を構成する設備に影響を与えるお

それがある事象として，地震，風（台風），凍結，降水及び積雪を選定

する。これらの事象のうち，凍結及び降水については，屋外の天候によ

る影響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）及び積雪

の影響を考慮する。 

これらの環境条件のうち，原子炉建物等への故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる重大事故等時における環境温度，環境圧

力，湿度による影響，屋外の天候による影響，原子炉建物等への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等時の放射

線による影響及び荷重に対しては，特定重大事故等対処施設を構成する

設備を設置（使用）又は保管する場所に応じて，以下の設備分類ごとに

必要な機能を有効に発揮できる設計とする。 
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発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）の選定にあたっては，網羅的に抽出する

ために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内

外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩

壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害を考

慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能

性，特定重大事故等対処施設を構成する設備への影響度，事象進展速度

や事象進展に対する時間余裕の観点から，特定重大事故等対処施設を構

成する設備に影響を与えるおそれがある事象として選定する電磁的障

害に対しては，特定重大事故等対処施設を構成する設備は，原子炉建物

等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事

故等時においても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，事故対応のために配置・

配備している自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能

を損なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては，地震，火

災，溢水による波及的影響を考慮する。 

溢水に対しては，特定重大事故等対処施設を構成する設備は，想定さ

れる溢水により機能を損なわないように，特定重大事故等対処施設を構

成する設備の設置区画の止水措置等を実施する。 

地震による荷重を含む耐震設計については，「1.4.3 特定重大事故等

対処施設の耐震設計」に，火災防護については，「1.6.3 特定重大事故
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等対処施設の火災防護に関する基本方針」に示す。 

 (2) 特定重大事故等対処施設を構成する設備の設置場所 

 

 

1.1.13.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保 

ａ．操作の確実性 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，原子炉建物等への故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等が発生

した場合においても操作を確実なものとするため，原子炉建物等への

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等時

の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする。 

操作するすべての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，

確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。

 

 

操作内容として，電源操作は，感電防止のため充電露出部への近接

防止を考慮した設計とする。 
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現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とする。 

また，他の操作を必要とする機器及び弁の操作は，必要な時間内に

操作できるように での操作が可能な設計とする。

は特定重大事故等対処施設を構成する設備を操作する

ために必要な要員の操作性を考慮した設計とする。 

ｂ．系統の切替性 

特定重大事故等対処施設を構成する設備のうち，本来の用途以外の

用途として原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時

に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要な

弁等を設ける設計とする。 

 (2) 試験・検査性 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，健全性及び能力を確認

するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の

確認，分解点検等ができる構造とする。また，接近性を考慮して必要

な空間等を備え，構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なく

する。 

試験及び検査は，使用前検査，使用前事業者検査及び定期事業者検

査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検が実施可能な設計

とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある特定重大事故等対処施設を

構成する設備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除

き，運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。また，

多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して

試験又は検査ができる設計とする。代替電源設備は，電気系統の重要

な部分として，適切な定期試験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則と
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して分解・開放又は非破壊検査が可能な設計とする。なお，機能・性

能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，機

器の健全性が確認可能な設備については，外観の確認が可能な設計と

する。 

1.1.13.5 特定重大事故等対処施設を構成する設備の基本設計方針 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

って，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備（特定重大事故等対

処施設を構成するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止する

機能が喪失した場合に，原子炉格納容器の破損による発電用原子炉施設外

への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するため，以下の(1)～(8)の機

能を有する特定重大事故等対処施設を構成する設備を設置する。 

(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能 

(2) 炉内の溶融炉心の冷却機能 

(3) 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能 

(4) 格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能 

(5) 原子炉格納容器の過圧破損防止機能 

(6) 水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能 

(7) サポート機能（電源設備，計装設備，通信連絡設備） 

(8) 上記設備の関連機能（減圧弁，配管等） 

また，(1)～(8)の機能を制御する を設ける。 
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1.4 耐震設計 

発電用原子炉施設の耐震設計は，「設置許可基準規則」に適合するように，

「1.4.1 設計基準対象施設の耐震設計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐

震設計」，「1.4.3 特定重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.4 主要施

設の耐震構造」及び「1.4.5 地震検知による耐震安全性の確保」に従って

行う。 

1.4.3 特定重大事故等対処施設の耐震設計 

1.4.3.1 特定重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

特定重大事故等対処施設については，設計基準対象施設の耐震設計にお

ける動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，特定重大事故

等対処施設の構造上の特徴，重大事故等（原子炉建物等への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等を除く。）における運

転状態，重大事故等（原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる重大事故等を除く。）時の状態で施設に作用する荷重

等を考慮し，適用する地震力に対して，原子炉建物等への故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムに対して，その重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下の項目

に従って耐震設計を行う。 

なお，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる重大事故等は，人為的な事象であり地震との確率論的な組合せの

議論は困難であるが，特定重大事故等対処施設により早期に原子炉格納容

器の圧力を低減させ，その後原子炉格納容器を長期的に安定状態に維持す

るために大規模損壊時の手順を用いた対応に移行し，原子炉格納容器の圧

力を大気圧近傍まで低減させることから，原子炉建物等への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等の状態で施設に作用

する荷重と基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄに相当する地震力と

を組み合わせないこととする。 

(1) 特定重大事故等対処施設は，耐震重要度分類のＳクラスの施設に適用
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される弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか

大きい方の地震力に対して，おおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えら

れるよう，かつ，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，原子炉建物等

への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう

に設計する。 

特定重大事故等対処施設の機能を維持するために必要な間接支持構

造物は，特定重大事故等対処施設に求められる地震力に対してその機能

を喪失しない設計とする。 
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(2) 特定重大事故等対処施設は，耐震重要度分類のＳクラスの施設に適用

される地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力

を有する地盤に設置する。 

(3) 特定重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛

直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。なお，水平２

方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用し，影響が考えられる施設及び

設備については許容限界の範囲内にとどまることを確認する。 

静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せ

で作用するものとする。 

(4) 特定重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設，浸

水防止設備及び津波監視設備並びにこれらが設置された建物・構築物は，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して， それぞれの施設及び設備に要

求される機能が保持できるように設計することとし，「1.4.1 設計基

準対象施設の耐震設計」に示す津波防護施設，浸水防止設備及び津波監

視設備並びにこれらが設置された建物・構築物の設計方針に基づき設計

する。 

(5) 特定重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設の機能を維持

するために必要な間接支持構造物は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常

設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が

Ｂクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設，可搬

型重大事故等対処設備並びに常設重大事故防止設備，常設重大事故緩和
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設備及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない

常設の重大事故等対処施設の波及的影響によって，原子炉建物等への故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故

等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

(6) 特定重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の

影響が低減されるように考慮する。 

(7) 特定重大事故等対処施設については，防波壁の設置及び地盤改良を実

施したことにより地下水の流れが遮断され地下水位が上昇するおそれ

があることを踏まえ，地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設

備を設置し，同設備の効果が及ぶ範囲においては，その機能を考慮した

設計地下水位を設定し水圧の影響を考慮する。地下水位低下設備の効果

が及ばない範囲においては，自然水位より保守的に高く設定した水位又

は地表面にて設計地下水位を設定し水圧の影響を考慮する。 

(8) 特定重大事故等対処施設については，液状化，揺すり込み沈下等の周

辺地盤の変状の影響を考慮した場合においても，原子炉建物等への故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計す

る。 

1.4.3.2 地震力の算定方法 

特定重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地震力の算定方法は ,

「1.4.1.3 地震力の算定方法」に示す設計基準対象施設の静的地震力，動

的地震力及び設計用減衰定数について，以下のとおり適用する。 

(1) 静的地震力 

特定重大事故等対処施設について，「1.4.1.3 地震力の算定方法」の

「(1) 静的地震力」に示すＳクラスの施設に適用する静的地震力を適用

する。 

(2) 動的地震力 

特定重大事故等対処施設について，「1.4.1.3 地震力の算定方法」の
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「(2) 動的地震力」に示す入力地震動を用いた地震応答解析による地

震力を適用する。 

特定重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設，浸

水防止設備及び津波監視設備並びにこれらが設置された建物・構築物に

ついては，「1.4.1.3 地震力の算定方法」の「(2) 動的地震力」に示

す屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

並びにこれらが設置された建物・構築物に適用する地震力を適用する。 

なお，特定重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の基本構造

と異なる施設については，適用する地震力に対して，要求される機能及

び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切

にモデル化したうえでの地震応答解析，加振試験等を実施する。 

(3) 設計用減衰定数 

「1.4.1.3 地震力の算定方法」の「(3) 設計用減衰定数」を適用す

る。 

1.4.3.3 荷重の組合せと許容限界 

各施設及び特定重大事故等対処施設の機能を維持するために必要な間接

支持構造物の耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。 

ａ．建物・構築物 

(a) 運転時の状態 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態ａ．建物・構築物」に示す「(a) 運転時の状態」を適用す

る。 

(b) 設計基準事故時の状態 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態ａ．建物・構築物」に示す「(b) 設計基準事故時の状態」

を適用する。 
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(c) 重大事故等（原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる重大事故等を除く。）時の状態で特定重大事故

等対処施設が待機している状態 

(d) 重大事故等（原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる重大事故等を除く。）時の状態で特定重大事故

等対処施設を使用している状態 

(e) 設計用自然条件 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態 a. 建物・構築物」に示す「(c) 設計用自然条件」を適用

する。 

ｂ．機器・配管系 

(a) 通常運転時の状態 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態ｂ．機器・配管系」に示す「(a) 通常運転時の状態」を適

用する。 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態ｂ．機器・配管系」に示す「(b) 運転時の異常な過渡変化

時の状態」を適用する。 

(c) 設計基準事故時の状態 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態ｂ．機器・配管系」に示す「(c) 設計基準事故時の状態」

を適用する。 

(d) 重大事故等（原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる重大事故等を除く。）時の状態で，特定重大事

故等対処施設が待機している状態 

(e) 重大事故等時（原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる重大事故等を除く。）時の状態で，特定重大
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事故等対処施設が使用している状態 

(f) 設計用自然条件 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(1) 耐震設計上考慮

する状態ｂ．機器・配管系」に示す「(d) 設計用自然条件」を適用

する。 

(2) 荷重の種類 

ａ．建物・構築物 

(a) 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している

荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気象条

件による荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(d) 重大事故等（原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる重大事故等を除く。）時の状態で施設に作用す

る荷重 

(e) 地震力，風荷重，積雪荷重等 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等（原

子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる重大事故等を除く。）時の状態での荷重には，機器・配管系から

作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，機器・

配管系からの反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとす

る。 

ｂ．機器・配管系 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(d) 重大事故等（原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる重大事故等を除く。）時の状態で施設に作用す
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る荷重 

(e) 地震力，風荷重，積雪荷重等 

(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは次による。 

ａ．建物・構築物（c．に記載のものを除く。） 

(a) 特定重大事故等対処施設の建物・構築物及び特定重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物については，常時作用している荷重及

び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

(b) 特定重大事故等対処施設の建物・構築物及び特定重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物については，常時作用している荷重，

設計基準事故時の状態及び重大事故等（原子炉建物等への故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等を除く。）

時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれのある事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせ

る。重大事故等（原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる重大事故等を除く。）が地震によって引き起

こされるおそれがある事象であるかについては，設計基準対象施設

の耐震設計の考え方に基づくとともに，確率論的な考察も考慮した

うえで設定する。 

(c) 特定重大事故等対処施設の建物・構築物及び特定重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物については，常時作用している荷重，

設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重及び重大事故等（原子

炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る重大事故等を除く。）時の状態で特定重大事故等対処施設が待機状

態において施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれがない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準

地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせ
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る。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地

震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案のうえ設

定する。なお，継続時間については，対策の成立性も考慮したうえ

で設定する。 

以上を踏まえ，重大事故等（原子炉建物等への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等を除く。）時の状態

で特定重大事故等対処施設が待機状態において施設に作用する荷重

と地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）

との組合せについては，以下を基本設計とする。 

原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原子炉格納容器内の

圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）につい

ては，一旦事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，その状態から

さらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地

震力とを組み合わせる。 

(d) 特定重大事故等対処施設の建物・構築物及び特定重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物については，重大事故等（原子炉建物

等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大

事故等を除く。）時の状態で特定重大事故等対処施設が運転状態にお

いて施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそ

れがない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及

び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動

Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。こ

の組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案のうえ設定する。

なお，継続時間については，特定重大事故等対処施設の原子炉施設

の外からの支援が受けられるまでの７日間の使命期間及び設置目的

並びに対策の成立性も考慮したうえで設定する。 
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以上を踏まえ，重大事故等（原子炉建物等への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等を除く。）時の状態

で特定重大事故等対処施設が運転状態において施設に作用する荷重

と地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）

との組合せについては，以下を基本設計とする。 

原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原子炉格納容器内の

圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）につい

ては，一旦事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と，

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせる。 

ｂ．機器・配管系（c．に記載のものを除く。） 

(a) 特定重大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時

の状態で作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

(b) 特定重大事故等対処施設の機器・配管系については，運転時の異

常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等（原

子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる重大事故等を除く。）時の状態で施設に作用する荷重のうち，地

震によって引き起こされるおそれがある事象によって施設に作用す

る荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等（原子炉建物等への

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等

を除く。）が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるか

については，設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基づくととも

に，確率論的な考察も考慮したうえで設定する。 

(c) 特定重大事故等対処施設の機器・配管系については，運転時の異

常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等（原

子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる重大事故等を除く。）時の状態で特定重大事故等対処施設が待機

状態において施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こさ

れるおそれのない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継
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続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基

準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わ

せる。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案のうえ

設定する。なお，継続時間については，対策の成立性も考慮したう

えで設定する。 

以上を踏まえ，重大事故等（原子炉建物等への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等を除く。）時の状態

で特定重大事故等対処施設が待機状態において施設に作用する荷重

と地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）

との組合せについては，以下を基本設計とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備については，一旦事

故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と，弾性設計用

地震動Ｓｄによる地震力を組み合わせ，その状態からさらに長期的

に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合

わせる。また，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉

格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を

含む。）については，一旦事故が発生した場合，長時間継続する事象

による荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を組み合わせ，

その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動

Ｓｓによる地震力を組み合わせる。その他の施設については，一旦

事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と基準地震動

Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

(d) 特定重大事故等対処施設の機器・配管系については，重大事故等

（原子炉建物への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる重大事故等を除く。）時の状態で特定重大事故等対処施設

が運転状態において作用する荷重のうち，地震によって引き起こさ

れるおそれがない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継
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続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基

準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わ

せる。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設

定する。なお，継続時間については，特定重大事故等対処施設の原

子炉施設の外からの支援が受けられるまでの７日間の使命期間及

び設置目的並びに対策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ,重大事故等（原子炉建物等への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等を除く。）時の状

態で特定重大事故等対処施設が運転状態において施設に作用する

荷重と地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力）との組合せについては,以下を基本設計とする。 

を除く原子炉格納容器バウンダ

リを構成する設備（原子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて

評価を行うその他の施設を含む。）については，一旦事故が発生し

た場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力を組み合わせる。また，

については，一旦事故が発生した場合，長時間継続する事象による

荷重を算出し，適切な地震力と組み合わせる。 

ｃ．特定重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備並びにこれらが設置された建物・構築

物 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(3) 荷重の組合せ」に

示す津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びにこれらが設

置された建物・構築物の荷重の組合せを適用する。 

ｄ．荷重の組合せ上の留意事項 

(a) 特定重大事故等対処施設に作用する地震力のうち動的地震力につ

いては，水平２方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせて算
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定するものとする。 

(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明して

いる場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないこと

がある。 

(c) 複数の荷重が同時に作用する場合，それらの荷重による応力の各

ピークの生起時刻に明らかなずれがあることが判明しているならば，

必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。 

 (4) 許容限界 

各施設及び特定重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の地震力

と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし，

安全上適切と認められる規格及び基準，試験等で妥当性が確認されてい

る許容応力等を用いる。 

ａ．建物・構築物（ｃ．に記載のものを除く。） 

(a) 特定重大事故等対処施設の建物・構築物及び特定重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物については，「1.4.1.4 荷重の組合せ

と許容限界」の「(4) 許容限界」に示すＳクラスの建物・構築物の

許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の重大事故等

（原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる重大事故等を除く。）時の状態における長期的荷重と弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せに対する許容限界は，

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

Ｓクラスの建物・構築物の基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合

わせに対する許容限界を適用する。 

特定重大事故等対処施設を支持する建物・構築物については，変

形等に対してその支持機能を損なわないものとする。なお，支持機

能が損なわれないことを確認する際の地震動は，特定重大事故等対

処施設に適用される地震動とする。 
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(b) 建物・構築物の保有水平耐力（(c)に記載のものを除く。） 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

す建物・構築物の保有水平耐力に対する許容限界を適用する。 

なお，適用に当たっては，「耐震重要度分類に応じた」を「耐震重

要度分類Ｓクラスの施設に対する」に読み替える。  

(c) 特定重大事故等対処施設の土木構造物及び特定重大事故等対処施

設を支持する土木構造物 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

す屋外重要土木構造物の基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに

対する許容限界を適用する。 

特定重大事故等対処施設を支持する土木構造物については，変形

等に対してその支持機能を損なわないものとする。なお，支持機能

が損なわれないことを確認する際の地震動は，特定重大事故等対処

施設に適用される地震動とする。 

ｂ．機器・配管系（c.に記載のものを除く。） 

(a) 特定重大事故等対処施設の機器・配管系 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示

すＳクラスの機器・配管系の基準地震動Ｓｓによる地震力との組合

せに対する許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常用炉

心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄと重大事故等（原子炉建物等

への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事

故等を除く。）時の状態における長期的荷重との組合せに対する許容

限界は，「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」

に示すＳクラスの機器・配管系の基準地震動Ｓｓによる地震力との

組合せに対する許容限界を適用する。 

ｃ．特定重大事故等対処施設を津波から防護するための津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備並びにこれらが設置された建物・構築
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物 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示す

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びにこれらが設置さ

れた建物・構築物の許容限界を適用する。 

ｄ．基礎地盤の支持性能 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示すＳ

クラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，屋外重要土木構造

物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに津波防護施

設，浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物の基礎

地盤の許容限界を適用する。 

1.4.3.4 設計における留意事項 

「1.4.1.5 設計における留意事項」を適用する。 

ただし，適用に当たっては，「耐震重要施設」を「特定重大事故等対処施

設」に，「安全機能」を「原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能」

に読み替える。 

なお，下位クラス施設の波及的影響については，Ｂクラス及びＣクラス

の施設に加え，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設，

可搬型重大事故等対処設備並びに常設重大事故防止設備，常設重大事故緩

和設備及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない

常設の重大事故等対処施設の影響についても評価する。 

また，特定重大事故等対処施設の機能を維持するために必要な間接支持

構造物については,下位クラス施設の波及的影響を考慮しても支持機能を

維持する設計とすることで，特定重大事故等対処施設の機能を維持する設

計とする。 

1.4.3.5 構造計画と配置計画 
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特定重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影

響が低減されるように考慮する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震

力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・

構築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構

造強度を有する設計とする。配置に自由度があるものは，耐震上の観点か

らできる限り重心位置を低くし，かつ，安定性のよい据付け状態になるよ

う配置する。  

また，建物・構築物の建物間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び

機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重

大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備並びに常設重大事故防止設

備，常設重大事故緩和設備及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）の

いずれにも属さない常設の重大事故等対処施設は，原則，特定重大事故等

対処施設に対して離隔をとり配置する，若しくは基準地震動Ｓｓに対し構

造強度を保つようにし，特定重大事故等対処施設の原子炉建物等への故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対

処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

1.4.4 主要施設の耐震構造 

1.4.4.5  

は，鉄筋コンクリート造とする。 は，その平面形状，

高さ，構造種別，振動特性等を考慮し，地震時の力の流れが単純，明快と

なるように計画する。 
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1.5 耐津波設計 

1.5.3 特定重大事故等対処施設の耐津波設計 

1.5.3.1 特定重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針 

特定重大事故等対処施設は，基準津波に対して原子炉建物等への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

(1) 津波防護対象の選定 

「設置許可基準規則第四十条（津波による損傷の防止）」においては，

「重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」こと

を要求している。 

このため，津波から防護する設備は，特定重大事故等対処施設（以下

1.5.3 において「特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備」という。）

とし，これらを内包する建物及び区画について第 1.5－6 表に分類を示

す。 

なお，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，「設置許可

基準規則」の解釈別記３で入力津波に対して機能を十分に保持できるこ

とが要求されており，同要求を満足できる設計とする。 

(2) 敷地及び敷地周辺における地形，施設の配置等 

ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高並びに河川の存在の把握 

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

ｂ．敷地における施設の位置，形状等の把握 

特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区

画として，  

を設置する。 

ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等の把握 
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「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

(3) 入力津波の設定 

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

1.5.3.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

津波防護の基本方針は，以下の(1)～(3)のとおりである。 

(1) 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区

画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部から到達

又は流入させない設計とする。また，取水路，放水路等の経路から流入

させない設計とする。 
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(2) 上記(1)の方針のほか，特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備

を内包する建物及び区画については，流入防止の対策を行うことにより，

津波による影響等から隔離可能な設計とする。 

(3) 津波監視設備については，入力津波に対して津波監視機能が保持でき

る設計とする。 

敷地の特性に応じた津波防護としては，基準津波による遡上波を地上

部から到達又は流入させない設計とするため，数値シミュレ－ションに

基づき，外郭防護として防波壁及び防波壁通路防波扉を設置する。 

また，取水路，放水路等の経路から，特定重大事故等対処施設の津波

防護対象設備を内包する建物及び区画に津波を流入させない設計とす

るため，外郭防護として１号炉取水槽に流路縮小工，屋外排水路に屋外

排水路逆止弁，取水槽に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を設置する。

また，取水槽及び屋外配管ダクト（タ－ビン建物～放水槽）の貫通部に

対して止水処置を実施する。 

特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区

画については，津波による影響等から隔離可能な設計とするため，内郭

防護として，タ－ビン建物（復水器を設置するエリア）と浸水防護重点

化範囲との境界に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を設置し，貫通部
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止水処置を実施する。 

また，地震により損傷した場合に浸水防護重点化範囲へ津波が流入す

る可能性がある経路に対して，隔離弁を設置するとともに，バウンダリ

機能を保持するポンプ及び配管を設置する。 

地震発生後，津波が発生した場合に，その影響を俯瞰的に把握するた

め，津波監視設備として，取水槽に取水槽水位計，２号炉排気筒及び３

号炉北側の防波壁上部（東側・西側）に津波監視カメラを設置する。 

 

津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.5－2 表及び第 1.5－7 表

に示す。また，敷地の特性に応じた津波防護の概要を第 1.5－17 図に示

す。 

1.5.3.3 敷地への流入防止（外郭防護１） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を設置する建物及び区

画のうち，
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遡上波の地上部からの到達防止に当たっての検討は，「1.5.1 設計基

準対象施設の耐津波設計」を適用する。 

特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区

画のうち，

であり，基準津波

による遡上波は到達,流入しない。 

(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

取水路又は放水路等の経路から，津波が流入する可能性のある経路

（扉，開口部，貫通口等）を特定し，必要に応じて実施する流入防止の

対策については「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」を適用する。 

1.5.3.4 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び

区画の隔離（内郭防護） 

(1) 浸水防護重点化範囲の設定 

浸水防護重点化範囲として，  
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(2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

浸水防護重点化範囲のうち，設計基準対象施設と同じ範囲については，

  

 

 

 

1.5.3.5 津波監視 

津波の来襲を監視するために設置する津波監視設備の機能については，

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」を適用する。 

(1) 津波監視カメラ 

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。  

(2) 取水槽水位計 
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「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 
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1.6 火災防護に関する基本方針 

1.6.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

1.6.2.2 火災発生防止 

1.6.2.2.1 重大事故等対処施設の火災発生防止 

 (1) 発火性又は引火性物質 

ｃ．換気 

 (b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備である蓄電

池及び水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の

発生を防止するために，以下に示す換気空調設備による機械換気に

より換気を行う設計とする。 

・蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行う設計

とする。特に，重大事故等対処施設である主蒸気逃がし安全弁

用蓄電池（補助盤室），Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及びＳＡ用

115V 系蓄電池を設置する火災区域は，常設代替交流電源設備か

らも給電できる非常用母線に接続される耐震Ｓクラス又は基準

地震動Ｓｓに対して機能維持可能な設計とする排風機による機

械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とす

るよう設計する。 

・第３バッテリ格納槽の蓄電池を設置する火災区域又は火災区画

は，ガスタービン発電機からも給電できる基準地震動Ｓｓに対

して機能維持可能な設計とする換気空調設備による機械換気を

行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計

する。 

・ガスタービン発電機建物の蓄電池を設置する火災区域又は火災

区画は，ガスタービン発電機からも給電できる基準地震動Ｓｓ

に対して機能維持可能な設計とする換気空調設備による機械換

気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう
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設計する。 

・緊急時対策所の蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，緊

急時対策所用発電機からも給電できる基準地震動Ｓｓに対して

機能維持可能な設計とする換気空調設備による機械換気を行う

ことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

・格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区

域又は火災区画は，常用電源から給電される原子炉棟送風機及

び排風機による機械換気を行うことにより水素濃度を燃焼限界

濃度以下とするよう設計する。 

水素ガスを内包する機器を設置する火災区域又は火災区画は，水

素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるよう送風機及び排風機で

換気されるが，送風機及び排風機は多重化して設置する設計とする

ため，動的機器の単一故障を想定しても換気は可能である。 

 

1.6.3 特定重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

1.6.3.1 基本事項 

特定重大事故等対処施設を構成する設備（以下 1.6.3 において「特定重

大事故等対処施設」という。）は，火災により原子炉建物等への故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なうおそれがないよう，火災防護対策を講じる設計

とする。火災防護対策を講じる設計を行うに当たり，特定重大事故等対処

施設を設置する区域を火災区域及び火災区画に設定する。設定する火災区

域及び火災区画に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火のそれぞ

れを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。 

火災防護対策を講じる設計とするための基本事項を，以下の「(1) 火災

区域及び火災区画の設定」から「(3) 火災防護計画」に示す。 

(1) 火災区域及び火災区画の設定 
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火災区域及び火災区画の設定に当たっては，特定重大事故等対処施設

及びその他の発電用原子炉施設の配置並びに壁を考慮して，火災区域及

び火災区画を設定する。 

の火

災区域は，耐火壁により囲まれ，他の区域と分離されている区域を特定

重大事故等対処施設及びその他の発電用原子炉施設の配置並びに壁を

考慮し，火災区域として設定する。 

の火災区域及び火災区画は，

「1.6.1.1(1) 火災区域及び火災区画の設定」に基づき設定した火災区

域を適用する。 

については，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，

特定重大事故等対処施設を設置する区域を，特定重大事故等対処施設及

びその他の発電用原子炉施設の配置も考慮して火災区域として設定す

る。 

の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮

して，資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行

う。本管理については，火災防護計画に定める。 

また，火災区画は， で設定した火災区域を特定重大事

故等対処施設及びその他の発電用原子炉施設の配置も考慮し，分割して

設定する。 

(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

特定重大事故等対処施設を構成する設備及び当該設備に使用してい

るケーブルを火災防護対象とする。 
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(3) 火災防護計画 

発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火

災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，

責任の所在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教

育・訓練，火災から防護すべき機能を有する構築物，系統及び機器，火

災発生防止のための活動，火災防護設備の保守点検及び火災情報の共有，

火災防護を適切に実施するための対策並びに火災発生時の対応といっ

た火災防護対策を実施するために必要な手順等について定めるととも

に，発電用原子炉施設の特定重大事故等対処施設については，火災の発

生防止，火災の早期感知及び消火の深層防護の概念に基づき，必要な火

災防護対策を行うことについて定める。 

 

1.6.3.2 火災発生防止 

1.6.3.2.1 特定重大事故等対処施設の火災発生防止 

特定重大事故等対処施設の火災発生防止については，発火性又は引火性

物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に

対する火災の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉

に対する対策，発火源への対策，水素ガスに対する換気及び漏えい検出対

策，放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策，並びに電気系

統の過電流による過熱及び焼損の防止対策等を講じた設計とする。具体的

な設計を「(1) 発火性又は引火性物質」から「(6) 過電流による過熱防

止対策」に示す。 

(1) 発火性又は引火性物質 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する

火災区域又は火災区画には，以下の火災の発生防止対策を講じる設計と

する。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，「消防法」で定められて



8－1－42 

いる危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並びに「高圧ガス保安法」

で定められている水素ガス，窒素ガス，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等

のうち，可燃性である「水素ガス」を対象とする。 

ａ．漏えいの防止，拡大防止 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

ｂ．配置上の考慮 

火災区域に対する配置については，以下を考慮した設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃

料油を内包する設備の火災により，原子炉建物等への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処

するために必要な機能を損なわないよう，潤滑油又は燃料油を内包

する設備と特定重大事故等対処施設は，壁等の設置又は離隔による

配置上の考慮を行う設計とする。 

(b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内

包する設備の火災により，原子炉建物等への故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわないよう，水素ガスを内包する設備と特定重

大事故等対処施設は，壁等の設置による配置上の考慮を行う設計と

する。 

ｃ．換気 

火災区域に対する換気については，以下の設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備が

ある火災区域の建物等は，火災の発生を防止するために，換気空調

設備による機械換気又は自然換気により換気を行う設計とする。 
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(b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備である蓄電

池を設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を防止するため

に，以下に示す換気空調設備による機械換気により換気を行う設計

とする。 

・蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行う設計

とする。

 

 

ｄ．防爆 

火災区域に対する防爆については，以下の設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃

料油を内包する設備は，「a. 漏えいの防止，拡大防止」に示すよう

に，溶接構造，シール構造の採用による潤滑油又は燃料油の漏えい

防止対策を講じる設計とするとともに，万一，漏えいした場合を考

慮し堰等を設置することで，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大す

ることを防止する設計とする。 

なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は

油内包設備を設置する室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度

よりも高いものを選定する設計とするため，可燃性の蒸気とならな

い。 
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 (b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

火災区域に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包

する設備は，「ｃ．換気」に示す機械換気により水素濃度を燃焼限界

濃度以下とするよう設計する。 

以上の設計により，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第

六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気

とならないため，当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置

する電気・計装品を防爆型とせず，防爆を目的とした電気設備の接

地も必要としない設計とする。 

なお，電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気

設備に関する技術基準を定める命令」第十条及び第十一条に基づく

接地を施す設計とする。 

ｅ．  

 

 

 

(2) 可燃性の蒸気及び微粉への対策 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 
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(3) 発火源への対策 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(4) 水素ガス対策 

火災区域に対する水素ガス対策については，以下の設計とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火

災区域又は火災区画は，「(1) ｃ．換気」に示すように，機械換気を行

うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池か

ら水素ガスが発生するおそれがあることを考慮して，水素濃度検知器を

設置し，水素ガスの燃焼限界濃度である４vol％の

に警報を発する設計とする。 

(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(6) 過電流による過熱防止対策 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

1.6.3.2.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

特定重大事故等対処施設に対しては，不燃性材料又は難燃性材料を使用

する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料が使用できない場合は，以下の

いずれかの設計とする。 

・代替材料を使用する設計とする。 

・特定重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使

用が技術上困難な場合には，当該構築物，系統及び機器における火災

に起因して他の特定重大事故等対処施設及びその他の発電用原子炉施

設において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計と

する。 
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(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

特定重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，機

器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物

の主要な構造材は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，

ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の

不燃性材料を使用する設計とする。 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替

材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接

火炎にさらされることはなく，これにより他の特定重大事故等対処施設

及びその他の発電用原子炉施設を構成する構築物，系統及び機器におい

て火災が発生するおそれはないことから不燃性材料又は難燃性材料で

はない材料を使用する設計とする。また，金属で覆われたポンプ及び弁

等の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器躯体内部に設置される

電気配線は，発火した場合でも，他の特定重大事故等対処施設及びその

他の発電用原子炉施設を構成する構築物，系統及び機器に延焼しないこ

とから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。 

(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

特定重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，屋

内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないも

のを使用する設計とする。 

(3) 難燃ケーブルの使用 

特定重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験により自

己消火性（UL 垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケーブ

ルの場合は IEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブル

を使用する設計とする。 

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 
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(5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(6) 建物内装材に対する不燃性材料の使用 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

1.6.3.2.3 自然現象による火災の発生防止 

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象とし

ては，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象のうち，津波及び地滑り・土石流については，それぞ

れの現象に対して，特定重大事故等対処施設に必要な機能が損なわれない

ように防護することで火災の発生を防止する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の特定重大事故等

対処施設は侵入防止対策により影響を受けない設計とする。 

洪水，凍結，降水，積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の

影響については，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響について

も，火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されるこ

とを考慮すると，火災が発生する自然現象ではない。 

したがって，落雷，地震，竜巻（風（台風）を含む。）について，これら

の現象によって火災が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講

じる設計とする。 

また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を講じる設計と

する。 

(1) 落雷による火災の発生防止 

特定重大事故等対処施設を設置する建物等は，落雷による火災発生を

防止するため，「建築基準法」に基づき「JIS A 4201 建築物等の避雷設

備（避雷針）」又は「JIS A 4201 建築物等の雷保護」に準拠した避雷設
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備を設置する設計とする。 

送電線については架空地線を設置する設計とするとともに，

「1.6.3.2.1(6) 過電流による過熱防止対策」に示すとおり，故障回路

を早期に遮断する設計とする。 

【避雷設備設置箇所】 

・原子炉建物 

・  

(2) 地震による火災の発生防止 

特定重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性能をも

つ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊することによる火災の

発生を防止する設計とする。 

なお，耐震については「設置許可基準規則」第三十九条に示す要求を

満足するよう，「設置許可基準規則」の解釈に従い耐震設計を行う設計

とする。 

(3) 竜巻（風（台風）を含む。）による火災の発生防止 

 

(4) 森林火災による火災の発生防止 

 

 

1.6.3.3 火災の感知及び消火 

火災の感知及び消火については，特定重大事故等対処施設に対して，早

期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する

設計とする。具体的な設計を「1.6.3.3.1 火災感知設備」から「1.6.3.3.4 
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消火設備の破損，誤作動又は誤操作による特定重大事故等対処施設への影

響」に示し，このうち，火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象

に対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，特定重大事

故等対処施設の区分に応じて，機能を維持できる設計とすることを

「1.6.3.3.3 自然現象の考慮」に示す。また，消火設備は，破損，誤作動

又は誤操作が起きた場合においても，原子炉建物等への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわない設計とすることを「1.6.3.3.4 消火設備の破損，

誤作動又は誤操作による特定重大事故等対処施設への影響」に示す。 

1.6.3.3.1 火災感知設備 

火災感知設備は，特定重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画の火災を早期に感知できるよう設置する設計とする。 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，

以下を踏まえて設置する設計とする。 

(1) 火災感知器の環境条件等の考慮 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(2) 固有の信号を発する異なる感知方式の感知器の設置 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件等を考慮し，火災感知器を設

置する火災区域又は火災区画の特定重大事故等対処施設の種類に応じ，

火災を早期に感知できるよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知

器，アナログ式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる感

知方式の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所及び

屋外等は，非アナログ式も含めた組合せで設置する設計とする。炎感知

器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するた

め，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知が可能であ

る。 
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ここで，アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，

かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができ

る」ものと定義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）

を監視することはできないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇

等）を把握することができる」ものと定義する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち，特徴的な火災区

域又は火災区画を示す。 

ａ．原子炉格納容器 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

ｂ．蓄電池室 

充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度

の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆

型で，かつ固有の信号を発する異なる感知方式の煙感知器及び熱感知

器を設置する設計とする。 

ｃ．  

 

ｄ．  

 



8－1－51 

これら a.～d.のうち非アナログ式の火災感知器は，以下の環境条件

等を考慮することにより誤作動を防止する設計とする。 

・煙感知器は蒸気等が充満する場所に設置しない。 

・熱感知器は作動温度が周囲温度より高い温度で作動するものを選

定する。 

・炎感知器は平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象 

（急激な環境変化）を把握でき，感知原理に「赤外線３波長式」

（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギの波長帯を３つ検

知した場合にのみ発報する）を採用するものを選定する。さらに，

屋内に設置する場合は外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇

所に設置することとし，屋外に設置する場合は，屋外仕様を採用

するとともに，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを

設けることにより，火災発生時の特有な波長帯のみを感知するこ

とで誤作動を防止する設計とする。 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，発火源となる可燃物がな

く可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災感

知器を設置しない，若しくは発火源となる可燃物が少なく火災により特

定重大事故等対処施設へ影響を及ぼすおそれはないことから，「消防法」

又は「建築基準法」に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

ｅ．  

 

 

ｆ．不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護

対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属

により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物
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については流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受ける

ことは考えにくいため，「消防法」又は「建築基準法」に基づく火災感

知器を設ける設計とする。 

(3) 火災受信機盤 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

なお，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムに対してその重大事故等に対処する場合を考慮して，

で監視できる設計とする。 

(4) 火災感知設備の電源確保 

火災区域又は火災区画に設置する火災感知設備は，全交流動力電源喪

失時においても火災の感知が可能となるよう消防法を満足する蓄電池

を設ける設計とする。 

 

1.6.3.3.2 消火設備 

消火設備は，特定重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。 

消火設備は，以下を踏まえた設計とする。 

(1) 特定重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置す

る消火設備 

特定重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置す

る消火設備は，当該火災区域又は火災区画が，火災発生時の煙の充満又

は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画で

あるかを考慮して設計する。 

ａ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

る火災区域又は火災区画の選定 

建物内の特定重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画
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は，「ｂ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難とならない火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火

災区画を除き，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となるものとして選定する。 

ｂ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない火災区域又は火災区画の選定 

(a) 

(b) 原子炉格納容器

原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，原

子炉格納容器の空間体積（約 7,900m3）に対してパージ用排風機の容

量が 25,000m3/h であり，排煙が可能な設計とすることから，消火活

動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

(c)
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(d) 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満しない火災

区域又は火災区画 

以下に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少なくすることで

煙の発生を抑える設計とし，煙の充満により消火困難とはならない

箇所として選定する。各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を

持ち込まないよう持込み可燃物管理を実施するとともに，点検に係

る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は，不燃性のシート

による養生を実施し火災発生時の延焼を防止する。 

なお，可燃物の状況については，特定重大事故等対処施設以外の

構築物，系統及び機器も含めて確認する。 

ⅰ  

 

 

ｃ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

る火災区域又は火災区画に設置する消火設備 
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これらの固定式消火設備に使用するガスは，「消防法施行規則」を踏

まえハロゲン化物消火剤とする設計とする。 

全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，当該火災

区域又は火災区画に設置した「固有の信号を発する異なる感知方式の

感知器」とする。 

ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行

う設計とする。 

(a) 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防

護対象機器のみを設置する火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金

属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構

築物については流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を

受けることは考えにくいため，「消防法」又は「建築基準法」に基づ

く対策を行う設計とする。 

ｄ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

(a)  
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(b) 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，原

子炉格納容器の空間体積（約 7,900m3）に対してパージ用排風機の容

量が 25,000m3/h であることから，煙が充満しないため，消火活動が

可能である。 

したがって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用い

て行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

(c) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

ならない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少ない火災区域又

は火災区画については，消火器で消火を行う設計とする。 

(d) 屋外の火災区域 

屋外の火災区域については，消火器又は移動式消火設備により消

火を行う設計とする。 

(2) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

消火用水供給系の水源は，消火水槽を２基設置し，多重性を有する設

計とする。 

消火用水供給系の消火ポンプは，電動機駆動消火ポンプを２台設置し，

多重性を有する設計とする。なお，電動機駆動消火ポンプについては外

部電源喪失時であっても機能を喪失しないよう，非常用電源より受電す

る設計とする。 

(3) 火災に対する二次的影響の考慮 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(4) 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(5) 移動式消火設備の配備 
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「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(6) 消火用水の最大放水量の確保 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(7) 水消火設備の優先供給 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(8) 消火設備の故障警報 

 

(9) 消火設備の電源確保 

 

 

 

(10) 消火栓の配置 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(11) 固定式消火設備等の職員退避警報 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(12) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 
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「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(13) 消火用非常照明 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

1.6.3.3.3 自然現象の考慮 

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象とし

ては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の

有無にかかわらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これ

らの事象のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，特定重大事故等対

処施設への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点か

ら，特定重大事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象として，地

震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土

石流，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象のうち，落雷については，「1.6.3.2.3(1) 落雷による

火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計とする。凍結に

ついては，「(1) 凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計と

する。風（台風）に対しては，「(2) 風水害対策」に示す対策により機能

を維持する設計とする。地震については，「(3) 地震対策」に示す対策に

より機能を維持する設計とする。 

上記以外の津波，竜巻，洪水，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影

響及び生物学的事象については，「(4) 想定すべきその他の自然現象に対

する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

 

 

(1) 凍結防止対策 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 
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(2) 風水害対策 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(3) 地震対策 

ａ．地震対策 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

ｂ．地盤変位対策 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

1.6.3.3.4 消火設備の破損，誤作動又は誤操作による特定重大事故等対処施

設への影響 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用する。 

1.6.3.4 その他 

以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮した火災防

護対策を実施する設計とする。 

(1) 電気室 

 

(2) 蓄電池室 

蓄電池室は以下のとおり設計する。 

・

 

・蓄電池室の換気空調設備は，一般社団法人電池工業会「蓄電池室に

関する設計指針（SBA G 0603）」に基づき，水素ガスの排気に必要

な換気量以上となるよう設計することによって，蓄電池室内の水素
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濃度を２vol％以下の約 0.8vol％程度に維持する設計とする。 

・蓄電池室の換気空調設備が停止した場合には， に警報を

発する設計とする。 

(3) ポンプ室 

「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」を適用す

る。 

(4)  
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1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.10.2 発電用原子炉設置変更許可申請（平成28年７月４日申請）に係る実

用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則への適合 

発電用原子炉施設は，「設置許可基準規則」に十分適合するように設計

する。各条文に対する適合のための設計方針は次のとおりである。 
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（重大事故等対処施設の地盤）  

第三十八条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める地盤に設けなければならない。  

一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止設

備」という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設

備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大事故防止

設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した場合におい

ても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤 

三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和設

備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対

処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した場合において

も当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤 

四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により算定する地

震力が作用した場合及び基準地震動による地震力が作用した場合に

おいても当該特定重大事故等対処施設を十分に支持することができ

る地盤 

２ 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除く。次

項及び次条第二項において同じ。）は、変形した場合においても重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設

けなければならない。 

３ 重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなけ

ればならない。 

適合のための設計方針 

１．特定重大事故等対処施設 

１ 四 について 

特定重大事故等対処施設は，耐震重要度分類のＳクラスの施設に適用

される地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力
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を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによ

って弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

２ について 

特定重大事故等対処施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる

支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈

下，液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，原子炉建物

等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に

設置する。 

３ について 

特定重大事故等対処施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭

がない地盤に設置する。 

 

２．重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）である所内常設

直流電源設備（３系統目） 

１ 一 について 

常設耐震重要重大事故防止設備である所内常設直流電源設備（３系統

目）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）

は，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に

対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによ

って弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

１ 三 について 

常設重大事故緩和設備である所内常設直流電源設備（３系統目）が設

置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，基
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準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによ

って弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

２ について 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内

常設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。）は，地震発生に伴う地殻変動によって生じ

る支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等

沈下，液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設置す

る。 

３ について 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内

常設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。）は，将来活動する可能性のある断層等の露

頭がない地盤に設置する。 
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（地震による損傷の防止） 

第三十九条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。 

一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力

に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して

重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

ものであること。 

四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により算定する

地震力に十分に耐えることができ、かつ、基準地震動による地震

力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないものであること。 

２ 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によって生ず

るおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

適合のための設計方針 

１．特定重大事故等対処施設 

１ 四 について 

特定重大事故等対処施設について，以下の設計方針に従って耐震設計

を行う。 

特定重大事故等対処施設は，耐震重要度分類のＳクラスの施設に適用

される静的地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力に対しておお

むね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるよう，かつ，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対して，必要な機能が損なわれるおそれがないよう設計
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する。 

また，特定重大事故等対処施設の機能を維持するために必要な間接支

持構造物は，上記の地震力に対してその機能を喪失しない設計とする。 

 

  

  

 

なお，上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直

方向について適切に組み合わせたものとして算定する。 

加えて，特定重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設の機能
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を維持するために必要な間接支持構造物は，Ｂクラス及びＣクラスの施

設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常

設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設，可

搬型重大事故等対処設備並びに常設重大事故防止設備，常設重大事故緩

和設備及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）のいずれにも属さな

い常設の重大事故等対処施設の波及的影響によって，原子炉建物等への

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故

等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

２ について 

特定重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力に

よって生じるおそれがある周辺斜面の崩壊に対して，原子炉建物等への

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。 

 

２．重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）である所内常

設直流電源設備（３系統目） 

１ 一 について 

常設耐震重要重大事故防止設備である所内常設直流電源設備（３系統

目）が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないように設計する。 

１ 三 について 

常設重大事故緩和設備である所内常設直流電源設備（３系統目）が設

置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよ

うに設計する。 
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 ２ について 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内

常設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設につい

ては，基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるおそれがある周辺斜

面の崩壊に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがない場所に設置する。  
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（津波による損傷の防止）  

第四十条 重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならな

い。 

適合のための設計方針 

基準津波及び入力津波の策定に関しては，第五条の「適合のための設計

方針」を適用する。 

耐津波設計としては以下の方針とする。 

１．特定重大事故等対処施設について 

(1) 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区

画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部から到

達又は流入させない設計とする。また，取水路，放水路等の経路から

流入させない設計とする。 
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(2) (1)に規定するもののほか，特定重大事故等対処施設の津波防護対象

設備を内包する建物及び区画については，浸水防護を行うことにより津

波による影響等から隔離する。そのため，浸水防護重点化範囲を明確化

するとともに，地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水範囲

及び浸水量を安全側に想定した上で，浸水防護重点化範囲への浸水の可

能性のある経路及び浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それら

に対して必要に応じ流入防止の対策を施す設計とする。 

(3) 津波防護施設及び浸水防止設備については，入力津波に対して津波防

護機能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。また，津波監視設備

については，入力津波に対して津波監視機能が保持できる設計とする。 

(4) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに

の設計に当たっては，地震による敷
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地の隆起・沈降，地震（本震及び余震）による影響，津波の繰り返し

の来襲による影響，津波による二次的な影響（洗掘，砂移動，漂流物

等）及び自然条件（風，積雪等）を考慮する。 

 

２．重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）である所内常

設直流電源設備（３系統目） 

  所内常設直流電源設備（３系統目）は，基準津波に対して重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう以下の方針とす

る。 

(1) 津波の敷地への流入防止 

所内常設直流電源設備（３系統目）を内包する建物及び区画の設置さ

れた敷地において，基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入さ

せない設計とする。また，取水路，放水路等の経路から流入させない設

計とする。 

(2) 漏水による安全機能への影響防止 

取水･放水施設及び所内常設直流電源設備（３系統目）を内包する地

下部等において,漏水する可能性を考慮の上,漏水による浸水範囲を限

定して,重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止する設

計とする。 

(3) 津波防護の多重化 

(1)(2)に規定するもののほか,所内常設直流電源設備（３系統目）を

内包する建物及び区画については,浸水防護を行うことにより津波によ

る影響等から隔離する。そのため,浸水防護重点化範囲を明確化すると

ともに,必要に応じて実施する流入防止の対策については,第五条の｢適

合のための設計方針｣を適用する。 
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適合のための設計方針 

１．特定重大事故等対処施設 

特定重大事故等対処施設は，火災により原子炉建物等への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なうおそれがないよう，火災発生防止，火災感知及び

消火の措置を講じるものとする。 

(1) 火災発生防止 

潤滑油等の発火性又は引火性物質を内包する設備は，漏えいを防止す

る設計とする。万一，潤滑油等が漏えいした場合に，漏えいの拡大を防

止する堰等を設ける設計とする。 

特定重大事故等対処施設は，不燃性材料若しくは難燃性材料と同等以

上の性能を有するものである場合又は他の特定重大事故等対処施設及

びその他の原子炉施設において火災が発生することを防止するための

措置が講じられている場合を除き，不燃性材料若しくは難燃性材料を使

用した設計とする。 

電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保護装置と遮

断器の組み合わせ等により，過電流による過熱，焼損の防止を図るとと

もに，必要な電気設備に接地を施す設計とする。 

落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避雷設備を

設けるとともに，特定重大事故等対処施設の区分に応じた耐震設計を行

う。 

(2) 火災感知及び消火 

特定重大事故等対処施設に対して，早期の火災感知及び消火を行うた

（火災による損傷の防止）  

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止すること

ができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければなら

ない。 
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め異なる感知方式の感知器を設置する設計とする。 

消火設備は，自動消火設備，手動操作による固定式消火設備，水消火

設備及び消火器を設置する設計とし，特定重大事故等対処施設を設置す

る火災区域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難なところには，自動消火設備又は手動操作による固定式消火

設備を設置する設計とする。 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，特定重大事故

等対処施設の区分に応じて，地震発生時に機能を維持できる設計とする。 

(3) 消火設備の破損，誤作動又は誤操作について 

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が起きた場合においても，消火設

備の消火方法，消火設備の配置設計等を行うことにより，原子炉建物等

への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重

大事故等に対処する機能を損なわない設計とする。 

 

２．重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）である所内常設

直流電源設備（３系統目） 

  所内常設直流電源設備（３系統目）は，火災により重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なうおそれがないよう，火災発生防止，火災感知

及び消火の措置を講じるものとする。 

(1) 火災発生防止 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，不燃性材料若しくは難燃性材

料と同等以上の性能を有するものである場合又は他の重大事故等対処

施設，設計基準事故対処設備等に火災が発生することを防止するための

措置が講じられている場合を除き，不燃性材料若しくは難燃性材料を使

用した設計とする。 

電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保護装置と遮

断器の組み合わせ等により，過電流による過熱，焼損の防止を図るとと

もに，必要な電気設備に接地を施す設計とする。 
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落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避雷設備を

設けるとともに，施設の区分に応じた耐震設計を行う。 

(2) 火災感知及び消火 

所内常設直流電源設備（３系統目）に対して，早期の火災感知及び消

火を行うため異なる感知方式の感知器を設置する設計とする。 

消火設備は，自動消火設備，手動操作による固定式消火設備，水消火

設備及び消火器を設置する設計とし，重大事故等対処施設を設置する火

災区域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難なところには，自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備

を設置する設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画

の火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設の区分に応じて，

地震発生時に機能を維持できる設計とする。 

(3) 消火設備の破損，誤作動又は誤操作について 

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が起きた場合においても，消火設

備の消火方法，消火設備の配置設計等を行うことにより，所内常設直流

電源設備（３系統目）の重大事故等に対処する機能を損なわない設計と

する。 
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適合のための設計方針 

特定重大事故等対処施設は，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがなく，原子炉格納容器の破損を防止するために必要な

設備を有し，発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間，使用

できる設計とする。 

また，特定重大事故等対処施設を構成する設備は，「10.16.1 特定重大事

故等対処施設に係る故意による大型航空機の衝突等の設計上の考慮事項」を

考慮した設計とする。 

加えて，特定重大事故等対処施設は，「1.10.2 発電用原子炉設置変更許可

申請（平成28年７月４日申請）に係る実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置，構造及び設備の基準に関する規則への適合」に基づく地盤上への設置

並びに「1.4.3 特定重大事故等対処施設の耐震設計」及び「1.5.3 特定重

大事故等対処施設の耐津波設計」を一の施設で満たす設計とする。 

 

 

（特定重大事故等対処施設） 

第四十二条 工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故等対

処施設を設けなければならない。 

一 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないものであること。 

二 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するも

のであること。 

三 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムの発生後、発電用原子炉施設の外から支援が受けられるまでの

間、使用できるものであること。 
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(1) 多重性又は多様性，独立性，位置的分散，悪影響防止等 

ａ．多重性又は多様性，独立性，位置的分散 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，設計基準事故対処設

備の安全機能及び重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を

構成するものを除く。）の重大事故等に対処するための機能と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能

な限り，多重性又は多様性及び独立性を有し，位置的分散を考慮し

て適切な措置を講じた設計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又はその周

辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるもの（外部人為事

象），溢水，火災及びサポート系の故障を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象として，地震，津波，洪水，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の

影響及び生物学的事象を選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，津波，風（台風），積雪及

び火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるものとして，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，火災・爆

発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有

毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムを選定する。 

につい

ては，地震，津波，火災及び外部からの衝撃による損傷を防止でき

る設計又は設計基準事故対処設備の安全機能及び重大事故等対処

設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）の重大事
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故等に対処するための機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備（特

定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）を設置，若しくは

保管する建物と位置的分散が図られた設計とする。 

 

環境条件に対しては，原子炉建物等への故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる重大事故等が発生した場合におけ

る温度，放射線，荷重及びその他の使用条件を考慮する。原子炉建

物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.13.3 環

境条件等」に記載する。 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，「第三十八条 重大

事故等対処施設の地盤」に基づく地盤に設置するとともに，地震，

津波及び火災に対して，「第三十九条 地震による損傷の防止」，「第

四十条 津波による損傷の防止」及び「第四十一条 火災による損

傷の防止」に基づく設計とする。 

地震，津波，溢水及び火災に対して特定重大事故等対処施設を構

成する設備は，設計基準事故対処設備の安全機能及び重大事故等対

処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）の重大

事故等に対処するための機能と同時に機能を損なうおそれがない

ように，可能な限り設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備

（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）と位置的分散

を図る。 
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風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火

山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火

災・爆発，航空機落下火災等），飛来物（航空機落下），有毒ガス，

船舶の衝突及び電磁的障害に対して，特定重大事故等対処施設を構

成する設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等

内に設置するか，又は設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）を設置，若

しくは保管する建物と位置的分散が図られた建物等内又は屋外に

設置する。 

生物学的事象のうち，ネズミ等の小動物に対して屋外の特定重大

事故等対処施設を構成する設備は，侵入防止対策により原子炉建物

等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムに対して，特定重大事故等対処施設を構成する設備は，

「10.16.1 特定重大事故等対処施設に係る故意による大型航空機

の衝突等の設計上の考慮事項」を考慮して設置する。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，

空気，油，冷却水を考慮し，特定重大事故等対処施設を構成する設

備は設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備（特定重大事故

等対処施設を構成するものを除く。）と可能な限り異なる駆動源及

び冷却源を用いる設計とする。 

ｂ．悪影響防止 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は発電用原子炉施設（他

号炉を含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び重大事故等対

処設備（当該の特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。））

に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

他の設備への悪影響としては，特定重大事故等対処施設を構成す
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る設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）

並びにタービン・ミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮

し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，特定重大事故等対処施設を構成する設

備は，弁等の操作によって設計基準対象施設又は重大事故等対処設

備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）として使用

する系統構成から特定重大事故等対処施設を構成する設備として

の系統構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこ

と，設計基準対象施設又は重大事故等対処設備（特定重大事故等対

処施設を構成するものを除く。）として使用する場合と同じ系統構

成で特定重大事故等対処施設を構成する設備として使用すること

等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

同一設備の機能的な影響に対しては，特定重大事故等対処施設を

構成する設備は，要求される機能が同時に複数ある場合は，必要容

量を確保することで兼用できる設計とする。 

地震による影響に対しては，特定重大事故等対処施設を構成する

設備は，地震により他の設備へ悪影響を及ぼさないように，また，

地震による火災源及び溢水源とならないように，耐震設計を行う。 

地震に対する耐震設計については，「1.4.3 特定重大事故等対処

施設の耐震設計」に示す。 

地震起因以外の火災による影響に対しては，特定重大事故等対処

施設を構成する設備は，火災発生防止，感知及び消火による火災防

護を行う。 

火災防護については「1.6.3 特定重大事故等対処施設の火災防

護に関する基本方針」に示す。 

地震起因以外の溢水による影響に対しては，特定重大事故等対処

施設を構成する設備の破損等により生じる溢水により，他の設備へ

悪影響を与えない設計とする。 
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風（台風）及び竜巻による影響について，特定重大事故等対処施

設を構成する設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物等内に設置するか，又は設計基準事故対処設備及び重大事故等

対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）を設

置，若しくは保管する建物と位置的分散が図られた建物等内又は屋

外に設置することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする

（「1.1.13.3 環境条件等」）。 

内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギの高い

流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破損，ガス爆発

並びに重量機器の落下を考慮し，特定重大事故等対処施設を構成す

る設備がタービン・ミサイル等の発生源となることを防ぐことで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ｃ．共用の禁止 

特定重大事故等対処施設を構成する設備の各機器については，２

以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

ただし，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（原子炉建

物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対し

てその重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，２

以上の発電用原子炉施設と共用することにより安全性が向上し，か

つ，同一の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼ

さない場合は，共用できる設計とする。 

(2) 容量等 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，原子炉建物等への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等が発生し

た場合に原子炉格納容器の破損を防止する目的を果たすために，事故対

応手段として機能別に設計を行う。発電用原子炉施設の外からの支援が

受けられるまでの７日間にわたっての原子炉格納容器の破損防止は，こ

れらの機能の組合せにより達成する。 
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「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，弁吹出量，発電機容量，

蓄電池容量，計装設備の計測範囲等とする。 

特定重大事故等対処施設を構成する設備のうち設計基準対象施設又

は重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除

く。）の系統及び機器を使用するものについては，設計基準対象施設又

は重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除

く。）の容量等の仕様が，機能の目的に応じて必要となる容量等に対し

て十分であることを確認した上で，設計基準対象施設又は重大事故等対

処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）としての容

量等と同仕様の設計とする。 

特定重大事故等対処施設を構成する設備のみの系統及び機器を使用

するものについては，機能の目的に応じて必要な容量等を有する設計と

する。 

(3) 環境条件等 

ａ．環境条件 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，原子炉建物等への故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等

が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件

において，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用

場所）又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするととも

に，操作が可能な設計とする。 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる重大事故等時の環境条件については，原子炉建物等への

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故

等時における温度（環境温度，使用温度）, 放射線，荷重に加えて，

その他の使用条件として環境圧力，湿度による影響，自然現象によ

る影響，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって
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人為によるもの（故意によるものを除く。）の影響及び周辺機器等

からの悪影響を考慮する。荷重としては，原子炉建物等への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等が発

生した場合における機械的荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然

現象による荷重を考慮する。 

自然現象について，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる重大事故等時に特定重大事故等対処

施設を構成する設備に影響を与えるおそれがある事象として，地

震，風（台風），凍結，降水及び積雪を選定する。これらの事象の

うち，凍結及び降水については，屋外の天候による影響として考慮

する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）及び

積雪の影響を考慮する。 

これらの環境条件のうち，原子炉建物等への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等時における環境温

度，環境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響，原子炉建

物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

重大事故等時の放射線による影響及び荷重に対しては，特定重大事

故等対処施設を構成する設備を設置（使用）又は保管する場所に応

じて，以下の設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計と

する。 
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発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるもの（故意によるものを除く。）のうち特定重大事故等対処

施設を構成する設備に影響を与えるおそれがある事象として選定

する電磁的障害に対しては，特定重大事故等対処施設を構成する設

備は，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる重大事故等時においても電磁波により機能を損なわ

ない設計とする。 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，事故対応のために配

置・配備している自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響によ

り機能を損なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響として

は，地震，火災及び溢水による波及的影響を考慮する。 

溢水に対しては，特定重大事故等対処施設を構成する設備は，想

定される溢水により機能を損なわないように，特定重大事故等対処

施設を構成する設備の設置区画の止水措置等を実施する。 

ｂ．特定重大事故等対処施設を構成する設備の設置場所 
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(4) 操作性及び試験・検査性 

ａ．操作性の確保 

(a) 操作の確実性 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，原子炉建物等への故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等が

発生した場合においても操作を確実なものとするため，原子炉建物

等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大

事故等時の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする。 

操作するすべての設備に対し，十分な操作空間を確保するととも

に，確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。

 

 

操作内容として，電源操作は，感電防止のため充電露出部への近

接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とす

る。 

また，他の操作を必要とする機器及び弁の操作は，必要な時間内
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に操作できるように での操作が可能な設計とする。

は特定重大事故等対処施設を構成する設備を操

作するために必要な要員の操作性を考慮した設計とする。 

(b) 系統の切替性 

特定重大事故等対処施設を構成する設備のうち，本来の用途以外

の用途として原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる重大事故等に対処するために使用する設備は，

通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統

に必要な弁等を設ける設計とする。 

ｂ．試験・検査性 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，健全性及び能力を確認

するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の

確認，分解点検等ができる構造とする。また，接近性を考慮して必要

な空間等を備え，構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なく

する。 

試験及び検査は，使用前検査，使用前事業者検査及び定期事業者検

査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検が実施可能な設計

とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある特定重大事故等対処施設を

構成する設備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除

き，運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。また，

多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して

試験又は検査ができる設計とする。代替電源設備は，電気系統の重要

な部分として，適切な定期試験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則と

して分解・開放又は非破壊検査が可能な設計とする。なお，機能・性能

確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，機器
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の健全性が確認可能な設備については，外観の確認が可能な設計とす

る。 

(5) 特定重大事故等対処施設を構成する設備が有する機能

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

によって，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備（特定重大事

故等対処施設を構成するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破損

を防止する機能が喪失した場合に，原子炉格納容器の破損による発電用

原子炉施設外への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するため，以下

のａ．～ｈ．の機能を有する特定重大事故等対処施設を構成する設備を

設置する。 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能 

ｂ．炉内の溶融炉心の冷却機能 

ｃ．原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能 

ｄ．格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能 

ｅ．原子炉格納容器の過圧破損防止機能 

ｆ．水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能 

ｇ．サポート機能（電源設備，計装設備，通信連絡設備） 

ｈ．上記設備の関連機能（減圧弁，配管等） 

また，ａ．～ｈ．の機能を制御する を設ける。 
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（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならな

い。 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、

荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必

要な機能を有効に発揮するものであること。 

二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作でき

るものであること。 

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停

止中に試験又は検査ができるものであること。 

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用

する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替

えられる機能を備えるものであること。 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであるこ

と。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処

設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高

くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講じたものであること。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のう

ち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接

続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続する

ために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルその

他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。）は、前

項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものである

こと。 
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二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。

ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該

二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同

一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさな

い場合は、この限りでない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処

設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う、適切な措置を講じたものであること。 

適合のための設計方針 

１．重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）である所内常設

直流電源設備（３系統目） 

(1) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

ａ．多様性，位置的分散 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又はその周辺

において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（外部人為事象），溢水，

火災及びサポート系の故障を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象として，地震，津波，洪水，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響及

び生物学的事象を選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，津波，風（台風），積雪及び火

山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

のとして，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，火災・爆発（森林火災，

近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選
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定する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，可搬

型重大事故等対処設備による対策を講じることとする。 

建物については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃による損傷

を防止できる設計とする。 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，可能な限

り多様性を有し，位置的分散を図ること考慮する。 

(a) 常設重大事故等対処設備（第２項 第三号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，設計基準事故対処設備等

の安全機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，所内常設

直流電源設備（３系統目）がその機能を確実に発揮できる設計とす

る。重大事故等時の環境条件における健全性については「(3) 環境

条件等」に記載する。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，「第三十八条 重大事故等

対処施設の地盤」に基づく地盤に設置するとともに，地震，津波及

び火災に対して，「第三十九条 地震による損傷の防止」，「第四十条 

津波による損傷の防止」及び「第四十一条 火災による損傷の防止」

に基づく設計とする。 

地震，津波，溢水及び火災に対して所内常設直流電源設備（３系

統目）は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれが

ないように，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図

る。 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火

山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火
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災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障

害に対して，所内常設直流電源設備（３系統目）は，外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建物内に設置するか，又は設計基準

事故対処設備等と同時に機能が損なわれないように，設計基準事故

対処設備等と位置的分散を図り，屋外に設置する。 

落雷に対して所内常設直流電源設備（３系統目）は，避雷設備等

により防護する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の所内常設直

流電源設備（３系統目）は，侵入防止対策により重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

飛来物（航空機落下）に対して所内常設直流電源設備（３系統目）

は，設計基準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置する。 

ｂ．悪影響防止（第１項 第五号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は発電用原子炉施設（他号炉を

含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備

以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機

時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービン・ミサイル

等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，所内常設直流電源設備（３系統目）は，

弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前（通

常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重

大事故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備から独立し

て単独で使用可能なこと，設計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用すること等により，他の
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設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては，所内常設直流電源設備（３

系統目）は，内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁及び配管の破

断，高速回転機器の破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，

重大事故等対処設備がタービン・ミサイル等の発生源となることを防

ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(2) 容量等

ａ．常設重大事故等対処設備（第２項 第一号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される重大事故等の収

束において，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故

等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を

行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せにより達成する。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的と

して設置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目的に

応じて必要な容量等を有する設計とする。 

(3) 環境条件等

ａ．環境条件（第１項 第一号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）又

は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可

能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等時における温度（環

境温度，使用温度）, 放射線，荷重に加えて，その他の使用条件とし

て環境圧力，湿度による影響，重大事故等時に海水を通水する系統へ

の影響，自然現象による影響，発電所敷地又はその周辺において想定

される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがあ

る事象であって人為によるものの影響及び周辺機器等からの悪影響を
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考慮する。荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的

荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

自然現象について，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与

えるおそれがある事象として，地震，風（台風），凍結，降水及び積雪

を選定する。これらの事象のうち，凍結及び降水については，屋外の

天候による影響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）及び積

雪の影響を考慮する。 

これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，環境圧

力，湿度による影響，屋外の天候による影響，重大事故等時の放射線

による影響及び荷重に対しては，所内常設直流電源設備（３系統目）

を設置（使用）又は保管する場所に応じて，以下の設備分類ごとに必

要な機能を有効に発揮できる設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される重大事故等時に

おけるそれぞれの場所の環境条件を考慮した設計とする。 

操作は，中央制御室に隣接する部屋，離れた場所又は設置場所で可

能な設計とする。また，地震，風（台風）及び積雪の影響による荷重

を考慮し，機能を損なわない設計とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

ののうち所内常設直流電源設備（３系統目）に影響を与えるおそれが

ある事象として選定する電磁的障害に対しては，所内常設直流電源設

備（３系統目）は，重大事故等時においても電磁波により機能を損な

わない設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，事故対応のために配置・配

備している自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を

損なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては，地震，火

災及び溢水による波及的影響を考慮する。溢水に対しては，所内常設
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直流電源設備（３系統目）は，想定される溢水により機能を損なわな

いように，重大事故等対処設備の設置区画の止水措置等を実施する。 

ｂ．重大事故等対処設備の設置場所（第１項 第六号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射線

量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所へ

の遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線

の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能

な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中央制御室に隣接する部屋

から操作可能な設計とする。 

(4) 操作性及び試験・検査性 

ａ．操作性の確保 

(a) 操作の確実性（第１項 第二号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作を確実なものとするため，重大事故等

時の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする。 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，

確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，

防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配

備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる

工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工

具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

とする。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計とする。

また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部へ

の近接防止を考慮した設計とする。現場において人力で操作を行う

弁は，手動操作が可能な設計とする。現場での接続操作は，ボルト・



8－1－95 

ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を統

一することにより，確実に接続が可能な設計とする。また，重大事

故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間

内に操作できるように中央制御室に隣接する部屋での操作が可能な

設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計とす

る。 

想定される重大事故等において操作する所内常設直流電源設備

（３系統目）のうち動的機器については，その作動状態の確認が可

能な設計とする。 

(b) 系統の切替性（第１項 第四号） 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として重大事

故等に対処するために使用する所内常設直流電源設備（３系統目）

は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，

系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

ｂ．試験・検査性（第１項 第三号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，健全性及び能力を確認する

ため，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，試

験又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確

認，分解点検等ができる構造とする。また，接近性を考慮して必要な

空間等を備え，構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なくす

る。 

試験及び検査は，使用前検査，使用前事業者検査及び定期事業者検

査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検が実施可能な設計

とする。発電用原子炉の運転中に待機状態にある所内常設直流電源設

備（３系統目）は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を

除き，運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。また，

多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して

試験又は検査ができる設計とする。所内常設直流電源設備（３系統目）
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は，電気系統の重要な部分として，適切な定期試験及び検査が可能な

設計とする。構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備

は，原則として分解・開放又は非破壊検査が可能な設計とする。なお，

機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することに

より，機器の健全性が確認可能な設備については，外観の確認が可能

な設計とする。 
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（電源設備） 

第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪

失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい

損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び

運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電

力を確保するために必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置され

る非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほ

か、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けなければなら

ない。 

適合のための設計方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生し

た場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内

の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止するため，必要な電力を確保するために必要な重大事故等対処設備を設

置及び保管する。 

代替電源設備のうち，重大事故等の対応に必要な電力を確保するための

設備として，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設

蓄電式直流電源設備（常設代替直流電源設備を含む。），所内常設直流電源

設備（３系統目），可搬型直流電源設備及び代替所内電気設備を設ける。ま

た，重大事故等時に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を補給するた

めの設備として，燃料補給設備を設ける。 
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(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．常設代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失，非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の故障（以

下「全交流動力電源喪失」という。））した場合の重大事故等対処設備

として，常設代替交流電源設備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機，ガスタービン発電

機用サービスタンク，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，ガスタ

ービン発電機用軽油タンク，電路，計測制御装置等で構成し，ガスタ

ービン発電機を中央制御室での操作にて速やかに起動し，非常用高圧

母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系，又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタへ接続することで電

力を供給できる設計とする。 

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電機用サービスタン

クより自重でガスタービン発電機に燃料を補給できる設計とする。 

また，ガスタービン発電機用サービスタンクの燃料は，ガスタービ

ン発電機用軽油タンクよりガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用

いて補給できる設計とする。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を

有し，位置的分散を図る設計とする。 

ｂ．可搬型代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）し

た場合の重大事故等対処設備として，可搬型代替交流電源設備を使用

する。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車，ガスタービン発電機用

軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ，電路，計測

制御装置等で構成し，高圧発電機車を非常用高圧母線Ｃ系，非常用高
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圧母線Ｄ系，又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ及び

ＳＡ２コントロールセンタへ接続することで電力を供給できる設計と

する。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とす

る。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性

を有し，位置的分散を図る設計とする。 

(2) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）し

た場合の重大事故等対処設備として，所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備を使用する。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系

蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），ＳＡ用115V系蓄電池，Ｂ

－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩ

Ｃ），ＳＡ用115V系充電器，電路，計測制御装置等で構成し，全交流動

力電源喪失から８時間後に，不要な負荷の切離しを行い，全交流動力

電源喪失から24時間にわたり，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電

池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及びＳＡ用115V系蓄電池から電

力を供給できる設計とする。また，交流電源復旧後に，交流電源をＢ

－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩ

Ｃ）及びＳＡ用115V系充電器を経由し直流母線へ接続することで電力

を供給できる設計とする。 

常設代替直流電源設備は，ＳＡ用115V系蓄電池，ＳＡ用115V系充電

器，電路，計測制御装置等で構成し，全交流動力電源喪失から24時間

にわたり，ＳＡ用115V系蓄電池から電力を供給できる設計とする。ま
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た，交流電源復旧後に，交流電源をＳＡ用115V系充電器を経由し直流

母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

更なる信頼性を向上するため，設計基準事故対処設備の電源が喪失

（全交流動力電源喪失）した場合に，重大事故等の対応に必要な設備

に電力を供給するため，特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設

備（３系統目）を使用する。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，115V系蓄電池（３系統目），

230V系蓄電池（３系統目），第３バッテリ操作盤及び電路等で構成し，

全交流動力電源喪失から30分以内に中央制御室に隣接する部屋におい

て，全交流動力電源喪失から８時間後に，不要な負荷の切り離しを行

い，全交流動力電源喪失から24時間にわたり，115V系蓄電池（３系統

目）及び230V系蓄電池（３系統目）から電力を供給できる設計とする。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）は，特に高い信頼性を有

する直流電源設備とするため，安全機能の重要度分類クラス１相当の

設計とし，耐震設計においては，115V系蓄電池（３系統目），230V系蓄

電池（３系統目），第３バッテリ操作盤及びその電路は，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないことに加え，弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力または静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，おおむ

ね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるように設計する。また，所内

常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）及び230V

系蓄電池（３系統目）は，当該設備設置に伴う耐震性，火災防護対策

等への影響を考慮した第３バッテリ格納槽内に設置する設計とする。 

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，可搬型直流電源設備を使用する。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），
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ＳＡ用115V系充電器及び230V系充電器（常用），ガスタービン発電機用

軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ，電路，計測

制御装置等で構成し，高圧発電機車を代替所内電気設備，Ｂ１－115V

系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器及び230V系充電器（常用）を経

由し直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とす

る。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続することで，設

計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から24時間にわた

り必要な負荷に電力の供給を行うことができる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備に対して，独立性を有

し，位置的分散を図る設計とする。 

(3) 代替所内電気設備による給電 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪失した場合の

重大事故等対処設備として，代替所内電気設備を使用する。 

代替所内電気設備は，緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機

車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，ＳＡロードセンタ，

ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コントロールセンタ，充電器電源切

替盤，ＳＡ電源切替盤，重大事故操作盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常

用高圧母線Ｄ系，計測制御装置等で構成し，常設代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備の電路として使用し電

力を供給できる設計とする。 

代替所内電気設備は，共通要因で設計基準事故対処設備である非常用

所内電気設備と同時に機能を喪失しない設計とする。また，代替所内電

気設備及び非常用所内電気設備は，少なくとも１系統は機能の維持及び
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人の接近性を図る設計とする。 

(4) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源設備による給電 

ａ．常設代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用

ディーゼル発電機の故障）した場合の重大事故等対処設備として，常

設代替交流電源設備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機，ガスタービン発電

機用サービスタンク，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，ガスタ

ービン発電機用軽油タンク，電路，計測制御装置等で構成し，ガスタ

ービン発電機を中央制御室での操作にて速やかに起動し，非常用高圧

母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系，又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタへ接続することで電

力を供給できる設計とする。 

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電機用サービスタン

クより自重でガスタービン発電機に燃料を補給できる設計とする。 

また，ガスタービン発電機用サービスタンクの燃料は，ガスタービ

ン発電機用軽油タンクよりガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用

いて補給できる設計とする。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を

有し，位置的分散を図る設計とする。 

ｂ．可搬型代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用

ディーゼル発電機の故障）した場合の重大事故等対処設備として，可

搬型代替交流電源設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車，ガスタービン発電機用

軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ，電路，計測

制御装置等で構成し，高圧発電機車を非常用高圧母線Ｃ系，非常用高
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圧母線Ｄ系，又はＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ及び

ＳＡ２コントロールセンタへ接続することで電力を供給できる設計と

する。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とす

る。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性

を有し，位置的分散を図る設計とする。 

(5) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用

ディーゼル発電機の故障）した場合の重大事故等対処設備として，所

内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を使用する。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系

蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），ＳＡ用115V系蓄電池，Ｂ

－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩ

Ｃ），ＳＡ用115V系充電器，電路，計測制御装置等で構成し，非常用所

内電気設備への交流電源喪失から８時間後に，不要な負荷の切離しを

行い，交流電源喪失から24時間にわたり，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－

115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及びＳＡ用115V系蓄

電池から電力を供給できる設計とする。また，交流電源復旧後に，交

流電源をＢ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電

器（ＲＣＩＣ）及びＳＡ用115V系充電器を経由し直流母線へ接続する

ことで電力を供給できる設計とする。 

常設代替直流電源設備は，ＳＡ用115V系蓄電池，ＳＡ用115V系充電

器，電路，計測制御装置等で構成し，非常用所内電気設備への交流電

源喪失から24時間にわたり，ＳＡ用115V系蓄電池から電力を供給でき
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る設計とする。また，交流電源復旧後に，交流電源をＳＡ用115V系充

電器を経由し直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

  更なる信頼性を向上するため，設計基準事故対処設備の電源が喪失

（外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障）した場合に，重

大事故等の対応に必要な設備に電力を供給するため，特に高い信頼性

を有する所内常設直流電源設備（３系統目）を使用する。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，115V系蓄電池（３系統目），

230V系蓄電池（３系統目），第３バッテリ操作盤及び電路等で構成し，

交流電源喪失から30分以内に中央制御室に隣接する部屋において，交

流電源喪失から８時間後に，不要な負荷の切り離しを行い，交流電源

喪失から24時間にわたり，115V系蓄電池（３系統目）及び230V系蓄電

池（３系統目）から電力を供給できる設計とする。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）は，特に高い信頼性を有

する直流電源設備とするため，安全機能の重要度分類クラス１相当の

設計とし，耐震設計においては，115V系蓄電池（３系統目），230V系蓄

電池（３系統目），第３バッテリ操作盤及びその電路は，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないことに加え，弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力または静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，おおむ

ね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるように設計する。また，所内

常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）及び230V

系蓄電池（３系統目）は，当該設備設置に伴う耐震性，火災防護対策

等への影響を考慮した第３バッテリ格納槽内に設置する設計とする。 

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失及び非常用

ディーゼル発電機の故障）及び直流電源が喪失した場合の重大事故等

対処設備として，可搬型直流電源設備を使用する。 
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可搬型直流電源設備は，高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），

ＳＡ用115V系充電器及び230V系充電器（常用），ガスタービン発電機用

軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ，電路，計測

制御装置等で構成し，高圧発電機車を代替所内電気設備，Ｂ１－115V

系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器及び230V系充電器（常用）を経

由し直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

高圧発電機車の燃料は，ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とす

る。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の運転を継続することで，設

計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から24時間にわた

り必要な負荷に電力の供給を行うことができる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備に対して，独立性を有

し，位置的分散を図る設計とする。 

(6) 燃料補給設備による給油 

重大事故等時に補機駆動用の軽油を補給する設備として，ガスタービ

ン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ及びホ

ースを使用する。 

大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置は，ガスタービ

ン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリ

を用いて燃料を補給できる設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクから

タンクローリへの軽油の補給は，ホースを用いる設計とする。 
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常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機をガスタービンにより

駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル

発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流

電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用

サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，原子炉建

物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物

内の非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料デイタンク，原子炉建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃

料移送ポンプ，タービン建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機から非常用高圧母線ま

での系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から非常用

高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代

替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計と

する。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とするこ

とで，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性

を有する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流

電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機
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車をディーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆

動するガスタービン発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多

様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の

原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用デ

ィーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，非常用ディー

ゼル発電機燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料

デイタンク，原子炉建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ，

タービン建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，

ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービ

ン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプ

から離れた場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車から非常用高圧母線までの

系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から非常用高圧

母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型

代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計

とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によ

って接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇

所に設置する設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の

非常用直流電源設備３系統のうち２系統と異なる区画に設置すること
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で，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線まで

の系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用直流

電源設備３系統のうち２系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの

系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流

電源設備は非常用直流電源設備３系統のうち２系統に対して独立性を

有する設計とする。 

常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置し，非常用直流電

源設備３系統のうち２系統と異なる区画に設置することで，非常用直流

電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散

を図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統

において，独立した電路で系統構成することにより，非常用直流電源設

備３系統のうち２系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に

対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代替直流電源設

備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）及び

230V系蓄電池（３系統目）は，第３バッテリ格納槽内に設置することで，

原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機，原子炉建物内又は廃棄物処理建物内の非常用直流電源設

備並びに廃棄物処理建物内の常設代替直流電源設備と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）

及び230V系蓄電池（３系統目）は，第３バッテリ格納槽内に設置するこ

とで，第１保管エリア及び第４保管エリアに保管する高圧発電機車並び
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に廃棄物処理建物内に設置するＢ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V

系充電器及び230V系充電器（常用）を用いた可搬型直流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，115V系蓄電池（３系統目）及

び230V系蓄電池（３系統目）から直流母線までの系統において，独立し

た電路で系統構成することにより，非常用直流電源設備及び常設代替直

流電源設備から直流母線までの系統並びに可搬型直流電源設備から直

流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設直流電源設

備（３系統目）は，非常用直流電源設備，常設代替直流電源設備及び可

搬型代替直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対して多様性

を有する設計とする。また，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V

系充電器及び230V系充電器（常用）により交流電力を直流に変換できる

ことで，蓄電池（非常用）を用いる非常用直流電源設備に対して多様性

を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），

ＳＡ用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外

の原子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管す

ることで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク，原子炉建物近傍の非常

用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の非常用ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料
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移送ポンプ，廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器及び所内

常設直流電源設備（３系統目）と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車から直流母線までの系統におい

て，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から直流母線までの系統に

対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型

直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって

接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に

設置する設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，ガスタービン発電機建物内に

設置し，ＳＡロードセンタ及びＳＡ１コントロールセンタは，原子炉建

物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，非常用所

内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分

散を図る設計とする。 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤，ＳＡ電源切替盤及びＳＡ２コン

トロールセンタは，原子炉建物付属棟内に設置し，代替する機能を有す

る非常用所内電気設備とは異なる区画に設置することで，代替する機能

を有する非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱及び緊急用メタ

クラ接続プラグ盤は，屋外に設置することで，非常用所内電気設備と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計と

する。 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は廃棄物処理建物内に設置す
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ることで，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は制御室建物内に設置すること

で，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，代替

する機能を有する非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計と

する。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は

代替する機能を有する非常用所内電気設備に対して独立性を有する設

計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物近傍及びタービン建物近

傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管する

ことで，非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，原子炉建物及びタービン建物か

ら離れた場所に設置することで，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍

の非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 
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（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非

常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場

合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握でき

る設備を設けなければならない。 

適合のための設計方針 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により，

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために

必要なパラメータを計測する設備を設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（炉

心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータ）は，添付書類十-Ⅱの「第

1.1－1表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時

の計装に関する手順等」のパラメータの選定で分類された主要パラメータ

（重要監視パラメータ及び有効監視パラメータ）とする。 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，添付書類十-Ⅱの

「第1.1－1表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事

故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定で分類された代替パラメ

ータ（重要代替監視パラメータ及び有効監視パラメータ）とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大

事故等対処設備）について，設計基準を超える状態における発電用原子炉

施設の状態を把握するための能力（最高計測可能温度等（設計基準最大値

等））を明確にする。 

(1) 監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用原子炉施
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設の状態を推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温

度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量

等）の計測が困難となった場合又は計測範囲を超えた場合は，添付書類

十-Ⅱの「第1.1－1表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，

「1.15 事故時の計装に関する手順等」の計器故障時の代替パラメータ

による推定又は計器の計測範囲を超えた場合の代替パラメータによる

推定の対応手段等により推定ができる設計とする。 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器がある場合，他

チャンネルの計器により計測するとともに，重要代替監視パラメータが

複数ある場合は，推定する重要監視パラメータとの関係性がより直接的

なパラメータ，検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを

考慮し，優先順位を定める。 

(2) 計器電源喪失時に使用する設備

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等により計器電

源が喪失した場合において，計測設備への代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，

常設代替直流電源設備，所内常設直流電源設備（３系統目）又は可搬型

直流電源設備を使用する。 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合，

特に重要なパラメータとして，重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを計測する設備については，温度，圧力，水位及び流量に係る

ものについて，乾電池を電源とした可搬型計測器により計測できる設計

とする。 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選定を行う際

の考え方として，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は，いず

れか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視するものとする。同

一の物理量について，複数のパラメータがある場合は，いずれか１つの
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適切なパラメータを選定し計測又は監視するものとする。 

(3) パラメータ記録時に使用する設備 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等想定

される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータが計測又は監視及び記録できる設計とする。 
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第
1.
1
.
7
－
1
表

 
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類
等
（

21
／

46
）

 

第
57

条
 
電
源
設
備

 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
 

設
備
に
よ
る
給
電
 

Ｂ
－

11
5V

系
蓄
電
池
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
 

（
A
系
及
び

HP
CS

系
）

 

－
 

S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

Ｂ
１
－

11
5V

系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

2
30
V
系
蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電
池
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

Ｂ
－

11
5V

系
充
電
器
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

2
30
V
系
充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

に
よ
る
給
電
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電
池
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
（

A
系
及
び

HP
CS

系
）

 

－
 

S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
 

（
３
系
統
目
）
に
よ
る
給
電
 

1
15
V
系
蓄
電
池
（
３
系
統
目
）
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
（

A
系
及
び

HP
CS

系
）

 
－

 
S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

2
30
V系

蓄
電
池
（
３
系
統
目
）
 

第
３
バ
ッ
テ
リ
操
作
盤
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.
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－
1
表

 
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類
等
（

39
／

46
）

 

 
第

58
条

 
計
装
設
備

 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

設
備

※
１
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

そ
の
他

※
２
 

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
母
線
電
圧
 

（
Ｂ
－
11
5V

系
直
流
盤
母
線
電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

2
30
V
系
直
流
盤
（
常
用
）
母
線
電
圧
 

（
23
0V

系
直
流
盤
（
常
用
）
母
線
電
圧
）

 
（

S）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
蓄
電
池
電
圧

 

Ａ
－
11
5V

系
直
流
盤
母
線
電
圧
 

Ｂ
－
11
5V

系
直
流
盤
母
線
電
圧
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
系
直
流
盤
母
線
電
圧
 

S S S 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

2
30
V
系
直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
母
線
電
圧

 
（

23
0V

系
直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
母
線
電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
（
Ｓ
Ａ
）
母
線
電
圧

 
（
Ｂ
－
11
5V

系
直
流
盤
（
Ｓ
Ａ
）
母
線
電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
母
線
電
圧
 

（
Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
母
線
電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

※
１
：
計
装
設
備
に
つ
い
て
は
計
装
ル
ー
プ
全
体
を
示
す
た
め
要
素
名
を
記
載
 

※
２
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
活
用
す
る
手
順
等
の
着
手
の
判
断
基
準
と
し
て
用
い
る
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
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第1.4.2－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（５／13） 

 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅱ．常設耐震重要

重大事故防止

設備 

常設重大事故防止

設備であって，耐震

重要施設に属する

設計基準事故対処

設備が有する機能

を代替するもの 

(7)非常用電源設備 

・SRV用電源切替盤〔Ｓ〕 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁［燃料流路］ 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁［燃料流路］ 

・Ａ－115V系蓄電池〔Ｓ〕 

・Ａ－115V系充電器〔Ｓ〕 

・Ｂ－115V系蓄電池〔Ｓ〕 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）〔Ｓ〕 

・230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）〔Ｓ〕 

・Ｂ－115V系充電器〔Ｓ〕 

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）〔Ｓ〕 

・230V系充電器（ＲＣＩＣ）〔Ｓ〕 

・ＳＡ用115V系蓄電池 

・ＳＡ用115V系充電器 

・230V系充電器（常用）〔Ｃ〕 

・115V系蓄電池（３系統目） 

・230V系蓄電池（３系統目） 

・第３バッテリ操作盤 

・緊急用メタクラ 

・メタクラ切替盤 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱 

・ＳＡロードセンタ 

・ＳＡ１コントロールセンタ 

・ＳＡ２コントロールセンタ 

・充電器電源切替盤〔Ｓ〕 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク〔Ｓ〕 

・緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

・緊急時対策所 低圧母線盤 

・緊急時対策所用燃料地下タンク 
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第1.4.2－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（９／13） 

 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事故

緩和設備 

重大事故等対処設

備のうち，重大事故

が発生した場合に

おいて，当該重大事

故の拡大を防止し，

又はその影響を緩

和するための機能

を有する設備であ

って常設のもの 

(4)計測制御系統施設（続き） 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧〔Ｓ〕 

・Ａ－115V系直流盤母線電圧〔Ｓ〕 

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧〔Ｓ〕 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・ＳＡ用115V系充電器盤蓄電池電圧 

・230V系直流盤（常用）母線電圧 

・230V系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧〔Ｓ〕 

・Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）母線電圧〔Ｓ〕 

・ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

・無線通信設備（固定型） 

・衛星電話設備（固定型） 

・無線通信設備（屋外アンテナ）［伝送路］ 

・衛星電話設備（屋外アンテナ）［伝送路］ 

・無線通信装置［伝送路］ 

・有線（建物内）（安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に係るもの）［伝

送路］ 

・有線（建物内）（衛星電話設備（固定型）に係るもの）［伝送路］ 

・有線（建物内）（有線式通信設備，無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固

定型）に係るもの）［伝送路］ 

 

(5)放射線管理施設 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）〔Ｓ〕 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）〔Ｓ〕 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・中央制御室遮蔽〔Ｓ〕 

・中央制御室待避室遮蔽 

・再循環用ファン〔Ｓ〕 

・チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン〔Ｓ〕 

・非常用チャコール・フィルタ・ユニット〔Ｓ〕 

・中央制御室換気系ダクト[流路]〔Ｓ〕 

・中央制御室待避室正圧化装置（配管・弁）[流路] 

・中央制御室換気系弁［流路］〔Ｓ〕 

・緊急時対策所遮蔽 

・緊急時対策所空気浄化装置（配管・弁）[流路] 

・緊急時対策所正圧化装置（配管・弁）[流路] 
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第1.4.2－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（11／13） 

 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事故

緩和設備 

重大事故等対処設

備のうち，重大事故

が発生した場合に

おいて，当該重大事

故の拡大を防止し，

又はその影響を緩

和するための機能

を有する設備であ

って常設のもの 

(7)非常用電源設備 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁［燃料流路］ 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク〔Ｓ〕 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁［燃料流路］ 

・Ｂ－115V系蓄電池〔Ｓ〕 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）〔Ｓ〕 

・Ｂ－115V系充電器〔Ｓ〕 

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）〔Ｓ〕 

・ＳＡ用115V系蓄電池 

・ＳＡ用115V系充電器 

・230V系充電器（常用）〔Ｃ〕 

・115V系蓄電池（３系統目） 

・230V系蓄電池（３系統目） 

・第３バッテリ操作盤 

・緊急用メタクラ 

・メタクラ切替盤 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱 

・ＳＡロードセンタ 

・ＳＡ１コントロールセンタ 

・ＳＡ２コントロールセンタ 

・充電器電源切替盤〔Ｓ〕 

・ＳＡ電源切替盤〔Ｓ〕 

・重大事故操作盤 

・非常用高圧母線Ｃ系〔Ｓ〕 

・非常用高圧母線Ｄ系〔Ｓ〕 

・緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

・緊急時対策所 低圧母線盤 

・緊急時対策所用燃料地下タンク 

・Ａ－115V系蓄電池〔Ｓ〕 

・Ａ－115V系充電器〔Ｓ〕 

 

(8)非常用取水設備 

・取水口〔Ｃ〕 

・取水管〔Ｃ〕 

・取水槽〔Ｃ〕 
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第1.5－6表 特定重大事故等対処施設の津波防護対象範囲の分類 
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第 1.5－7表 特定重大事故等対処施設の津波防護対策の設備分類と設置目的 
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第1.1.7－1図 重大事故等対処設備配置及び保管場所図（その１）
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第1.1.7－3図 重大事故等対処設備配置及び保管場所図（その３） 
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第1.1.7－5図 重大事故等対処設備配置及び保管場所図（その５） 
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第1.1.7－6図 重大事故等対処設備配置及び保管場所図（その６）
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第1.1.13－9図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図 

  

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。  



8－1－135 

 

第1.1.13－10図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図 
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第1.1.13－11図 特定重大事故等対処施設を構成する設備の配置図 
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第1.5－17図 敷地の特性に応じた特定重大事故等対処施設の津波防護の概要 
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2. プラント配置

2.3 主要設備 

(15） 特定重大事故等対処施設
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2.5 建物及び構築物 

2.5.16 特定重大事故等対処施設 

特定重大事故等対処施設として，

，その他原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備等を設置

する。 

これらは，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムにより，原子炉建物等と同時に破損することを防ぐために必要な離

隔距離を確保すること，又は故意による大型航空機の衝突に対して頑健な

建物に収納する。 
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2.6 特定重大事故等対処施設に関するプラント配置 

2.6.1 主要設備 

特定重大事故等対処施設の主要な建物及び構築物には，次のものがある。 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

2.6.2 全体配置 

特定重大事故等対処施設を含む発電所一般配置図を第 2.6-1 図に示す。 

2.6.3 建物及び構築物 

2.6.3.1 

を設ける。 

2.6.3.2 

を設ける。 

2.6.3.3 

を設ける。

2.6.3.4 

を設
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ける。 

2.6.3.5  

を設ける。 

2.6.3.6  

を設ける。 
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第2.4－1図  発電所一般配置図



8－2－6 

第2.6－1図 発電所一般配置図（特定重大事故等対処施設を含む。）

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。  
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6. 計測制御系統施設 

6.4 計装設備（重大事故等対処設備） 

6.4.2 設計方針 

(2) 計器電源喪失時に使用する設備 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等により計器電源

が喪失した場合において，計測設備への代替電源設備として常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，

常設代替直流電源設備，所内常設直流電源設備（３系統目）又は可搬型

直流電源設備を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・所内常設直流電源設備（３系統目）（10.2 代替電源設備） 

・可搬型直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直

流電源設備，常設代替直流電源設備，所内常設直流電源設備（３系統目），

可搬型直流電源設備及び代替所内電気設備については，「10.2 代替電源

設備」に記載する。 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合，

特に重要なパラメータとして，重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを計測する設備については，温度，圧力，水位及び流量に係る

ものについて，乾電池を電源とした可搬型計測器により計測できる設計

とする。 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選定を行う際

の考え方として，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は，いず
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れか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視するものとする。同

一の物理量について，複数のパラメータがある場合は，いずれか１つの

適切なパラメータを選定し計測又は監視するものとする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器 

6.4.2.5 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメー

タを計測する設備は，原子炉格納容器内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

・ペデスタル水位 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

・平均出力領域計装 

なお，中性子源領域計装，中間領域計装及び平均出力領域計装について

は，想定される重大事故等時初期における原子炉格納容器内の環境条件を

考慮した設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，原子炉

建物原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。 
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・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

・高圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 
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・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

・ＲＣＷサージタンク水位 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処

設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計測する設備は，付属棟

内及びその他の建物内に設置し，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。 

・代替注水流量（常設） 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

・燃料プール監視カメラ用冷却設備 

・Ｃ－メタクラ母線電圧 

・Ｄ－メタクラ母線電圧 



8－6－5 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

・Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

・ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

・230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

・230V 系直流盤（常用）母線電圧 

・Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

・ＳＡ用対策設備用分電盤（２）母線電圧 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

・Ｎ２ガスボンベ圧力 

・ＲＣＷ熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメー

タを計測する設備は，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

・第１ベントフィルタ出口水素濃度 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のＳＰＤＳデータ収集サーバ

は，廃棄物処理建物内に設置し，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。ＳＰＤＳデータ収集サーバは，想定される重大

事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送サーバは，

緊急時対策所に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮



8－6－6 

した設計とする。ＳＰＤＳ伝送サーバは，想定される重大事故等時に操作

を行う必要がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装

置は，緊急時対策所に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。ＳＰＤＳデータ表示装置の操作は，想定される重

大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内に保管し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。可搬型計測

器の操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計と

する。 

6.4.2.6 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に

示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測する設備は

設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で使用できる設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

・平均出力領域計装 
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・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

・Ｃ－メタクラ母線電圧 

・Ｄ－メタクラ母線電圧 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

・Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

・Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

・230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

・230V 系直流盤（常用）母線電圧 

・Ｂ－115V 系蓄電池（ＳＡ）母線電圧 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

・Ｎ２ガスボンベ圧力 

・ＲＣＷサージタンク水位 

・ＲＣＷ熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，設計基準

対象施設として使用する場合と同じ構成で，重大事故等対処設備として使

用できる設計とする。格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ

系）を計測するためのサンプリング装置は，中央制御室の操作スイッチに
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より操作が可能な設計とする。 

中性子源領域計装及び中間領域計装は，設計基準対象施設として使用す

る場合と同じ構成で，重大事故等対処設備として使用できる設計とする。

中性子源領域計装及び中間領域計装は，中央制御室の操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測する設備は

設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替えることなく使用できる

設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・原子炉圧力（ＳＡ）

・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・代替注水流量（常設）

・低圧原子炉代替注水流量

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）

・格納容器代替スプレイ流量

・ペデスタル代替注水流量

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・ペデスタル水温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・ドライウェル水位
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・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・ペデスタル水位 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含

む。） 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

・ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，想定され

る重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計とする。格納容器水

素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）を計測するためのサンプリ

ング装置は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される重大事故等時に切り替
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えることなく使用できる設計とする。燃料プール監視カメラ用冷却設備は，

付属棟内で弁及び付属の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，想定される重大事故等時に切り替

えることなく使用できる設計とする。第１ベントフィルタ出口水素濃度は，

車両による運搬，移動ができる設計とするとともに，接続規格を統一する

ことにより，確実に接続できる設計とする。第１ベントフィルタ出口水素

濃度を計測するためのサンプリング装置は，屋外でサンプリング装置の弁

及び付属の操作スイッチにより操作が可能な設計とし，中央制御室の操作

スイッチにより操作が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重大事故等時

において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用する設計とする。安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバは，常

時伝送を行うため，通常操作を必要としない設計とする。安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装置は，付属の操作

スイッチにより緊急時対策所内で操作が可能な設計とする。 

可搬型計測器は，設計基準対象施設とは兼用しないため，想定される重

大事故等時に切り替えることなく使用できる設計とする。可搬型計測器は，

運転員が携行して屋内のアクセスルートを通行できる設計とする。可搬型

計測器の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格を統一

することにより，一般的に使用される工具を用いて確実に接続できる設計

とし，付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計とする。 
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第6.4－4表 重大事故等対処設備を活用する手順の着手の判断基準として 

用いる補助パラメータ 

分類 補助パラメータ 

電源関係 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

Ａ－115V系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

230V系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

230V系直流盤（常用）母線電圧 

Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

ＳＡ用115V系充電器盤蓄電池電圧 

その他 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｎ２ガスボンベ圧力 

原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

ＲＣＷ熱交換器出口温度 

ＲＣＷサージタンク水位 
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10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.2 代替電源設備 

10.2.2 設計方針 

代替電源設備のうち，重大事故等の対応に必要な電力を確保するための

設備として，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設

蓄電式直流電源設備（常設代替直流電源設備を含む。），所内常設直流電源

設備（３系統目），可搬型直流電源設備及び代替所内電気設備を設ける。ま

た，重大事故等時に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を補給するた

めの設備として，燃料補給設備を設ける。 

 (2) 代替直流電源設備による給電 

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

更なる信頼性を向上するため，設計基準事故対処設備の電源が喪失

（全交流動力電源喪失）した場合に，重大事故等の対応に必要な設備

に直流電力を供給するため，特に高い信頼性を有する所内常設直流電

源設備（３系統目）を使用する。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，115V 系蓄電池（３系統目），

230V 系蓄電池（３系統目），第３バッテリ操作盤及び電路等で構成し，

全交流動力電源喪失から 30 分以内に中央制御室に隣接する部屋にお

いて，全交流動力電源喪失から８時間後に，不要な負荷の切り離しを

行い，全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり，115V 系蓄電池（３

系統目）及び 230V 系蓄電池（３系統目）から電力を供給できる設計と

する。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）は，特に高い信頼性を有

する直流電源設備とするため，安全機能の重要度分類クラス１相当の

設計とし，耐震設計においては，115V 系蓄電池（３系統目），230V 系

蓄電池（３系統目），第３バッテリ操作盤及びその電路は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないことに加え，弾性設計用地震動Ｓｄによる
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地震力または静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，おお

むね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるように設計する。また，所

内常設直流電源設備（３系統目）の 115V 系蓄電池（３系統目）及び

230V 系蓄電池（３系統目）は，当該設備設置に伴う耐震性，火災防護

対策等への影響を考慮した第３バッテリ格納槽内に設置する設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・115V 系蓄電池（３系統目） 

・230V 系蓄電池（３系統目） 

・第３バッテリ操作盤 

(5) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替直流電源設備による給電 

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

更なる信頼性を向上するため，設計基準事故対処設備の電源が喪失

（外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障）した場合に，重

大事故等の対応に必要な設備に電力を供給するため，特に高い信頼性

を有する所内常設直流電源設備（３系統目）を使用する。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，115V 系蓄電池（３系統目），

230V 系蓄電池（３系統目），第３バッテリ操作盤及び電路等で構成し，

交流電源喪失から 30 分以内に中央制御室に隣接する部屋において，交

流電源喪失から８時間後に，不要な負荷の切り離しを行い，交流電源

喪失から 24 時間にわたり，115V 系蓄電池（３系統目）及び 230V 系蓄

電池（３系統目）から電力を供給できる設計とする。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）は，特に高い信頼性を有

する直流電源設備とするため，安全機能の重要度分類クラス１相当の

設計とし，耐震設計においては，115V 系蓄電池（３系統目），230V 系

蓄電池（３系統目），第３バッテリ操作盤及びその電路は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないことに加え，弾性設計用地震動Ｓｄによる
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地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，おおむ

ね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるように設計する。また，所内

常設直流電源設備（３系統目）の 115V 系蓄電池（３系統目）及び 230V

系蓄電池（３系統目）は，当該設備設置に伴う耐震性，火災防護対策

等への影響を考慮した第３バッテリ格納槽内に設置する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・115V 系蓄電池（３系統目） 

・230V 系蓄電池（３系統目） 

・第３バッテリ操作盤 

10.2.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機をガスタービンにより駆動

することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に

対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サ

ービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，原子炉建物か

ら離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非

常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，非常用デ

ィーゼル発電機燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料デイタンク，原子炉建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ，

タービン建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機から非常用高圧母線まで

の系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー
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ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から非常用高圧母線

までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替

交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計

とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車をディーゼルエ

ンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン

発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディー

ゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発

電機燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタン

ク，原子炉建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ，タービン

建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，位置的分散を図る設計とする。 

また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガ

スタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービン発

電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れ

た場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車から非常用高圧母線までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から非常用高圧母線まで
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の系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代

替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によっ

て接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に

設置する設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非

常用直流電源設備３系統のうち２系統と異なる区画に設置することで，非

常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの

系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用直流電源

設備３系統のうち２系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対

して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電

源設備は非常用直流電源設備３系統のうち２系統に対して独立性を有する

設計とする。 

常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置し，非常用直流電源

設備３系統のうち２系統と異なる区画に設置することで，非常用直流電源

設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設

計とする。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に

おいて，独立した電路で系統構成することにより，非常用直流電源設備３

系統のうち２系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，

独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代替直流電源設備

は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）の 115V 系蓄電池（３系統目）及び
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230V 系蓄電池（３系統目）は，第３バッテリ格納槽内に設置することで，

原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機，原子炉建物内又は廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備並び

に廃棄物処理建物内の常設代替直流電源設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）の 115V 系蓄電池（３系統目）

及び 230V 系蓄電池（３系統目）は，第３バッテリ格納槽内に設置すること

で，第１保管エリア及び第４保管エリアに保管する高圧発電機車並びに廃

棄物処理建物内に設置するＢ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充

電器及び 230V 系充電器（常用）を用いた可搬型直流電源設備と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，115V 系蓄電池（３系統目）及び

230V 系蓄電池（３系統目）から直流母線までの系統において，独立した電

路で系統構成することにより，非常用直流電源設備及び常設代替直流電源

設備から直流母線までの系統並びに可搬型直流電源設備から直流母線まで

の系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設直流電源設備

（３系統目）は，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機，非常用直流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型代替直

流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷

却方式が水冷である非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対して多様性を有する設

計とする。また，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び

230V 系充電器（常用）により交流電力を直流に変換できることで，蓄電池

（非常用）を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とす

る。 
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可搬型直流電源設備の高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ

用 115V 系充電器，230V 系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子

炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，

原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機，非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機燃料デイタンク，原子炉建物近傍の非常用ディーゼル発電

機燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の非常用ディーゼル発電機燃料移送

ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び廃棄物

処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車から直流母線までの系統において，

独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から直流母線までの系統に対して，独

立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直

流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接

続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置

する設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用メタクラは，ガスタービン発電機建物内に設

置し，ＳＡロードセンタ及びＳＡ１コントロールセンタは，原子炉建物外

の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，非常用所内電気

設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

代替所内電気設備のメタクラ切替盤，ＳＡ電源切替盤及びＳＡ２コント

ロールセンタは，原子炉建物付属棟内に設置し，代替する機能を有する非

常用所内電気設備とは異なる区画に設置することで，代替する機能を有す

る非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，
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位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱及び緊急用メタクラ

接続プラグ盤は，屋外に設置することで，非常用所内電気設備と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤は廃棄物処理建物内に設置するこ

とで，非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故操作盤は制御室建物内に設置することで，

非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位

置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，代替す

る機能を有する非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は代

替する機能を有する非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍

の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，非

常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，原子炉建物及びタービン建物から

離れた場所に設置することで，原子炉建物近傍及びタービン建物近傍の非

常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 

10.2.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」
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に示す。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用軽

油タンク，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機

用燃料移送ポンプは，通常時は遮断器等により接続先の系統から隔離し，

重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ガスタービン発電機及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，飛散

物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，接続先の

系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンク，非常用デ

ィーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンクは，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

高圧発電機車は輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池

（ＳＡ），230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充

電器（ＳＡ）及び 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）は，通常時は設計基準事故対

処設備として使用する場合と同じ系統構成とし，重大事故等時に遮断器操

作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備のＳＡ用 115V

系蓄電池及びＳＡ用 115V 系充電器は，通常時は非常用直流電源設備と分離

し，重大事故等時に通常時と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使

用する，及び遮断器等により重大事故等対処設備としての系統構成とする
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ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）の 115V 系蓄電池（３系統目）及び

230V 系蓄電池（３系統目）は，遮断器等により接続先の系統から隔離し，

重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型直流電源設備のＢ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電

器及び 230V 系充電器（常用）は，通常時は非常用直流電源設備と分離し，

重大事故等時に通常時と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用す

る，及び遮断器等により重大事故等対処設備としての系統構成とすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，接続先の系統

と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重

大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンクは，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接

続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，ＳＡロードセンタ，ＳＡ

１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタは，通常時は遮断器

等により接続先の系統から隔離し，重大事故等時に遮断器操作等により重

大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備の充電器電源切替盤，ＳＡ電源切替盤，非常用高圧母

線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系は，重大事故等時に遮断器操作等により重

大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 
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代替所内電気設備の重大事故操作盤は，設計基準対処設備の操作盤と分

離していることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，接続先の系統と分離して保管し，重大

事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成と

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンクは，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，想定される重大事故等時にお

いて，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプで燃料補給するまでの間，ガ

スタービン発電機に燃料を補給可能な容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時にお

いて，ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を

有する設計とする。 

高圧発電機車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備

に電力を供給できる容量を有するものを１セット３台使用する。保有数は，

２セット６台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として１台の合計７台を保管する。 

Ｂ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）は，想定される重大
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事故等時において，負荷の切離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外

を切り離して 16 時間の合計 24 時間にわたり必要な設備に電力を供給でき

る容量を有する設計とする。 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は想定される重大

事故等時において，負荷の切離しを行わず 24 時間にわたり必要な設備に電

力を供給できる容量を有する設計とする。 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電器

（常用）は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電力を供給

できる容量を有する設計とする。 

115V 系蓄電池（３系統目）及び 230V 系蓄電池（３系統目）は，想定され

る重大事故等時において，30 分以内に中央制御室に隣接する部屋において

行う簡易な操作での切り離し以外の負荷の切り離しを行わず８時間，その

後必要な負荷以外を切り離して 16 時間の合計 24 時間にわたり必要な設備

に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊

急用メタクラ接続プラグ盤，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセン

タ及びＳＡ２コントロールセンタは，想定される重大事故等時において，

必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設

計基準事故対処設備としての容量が，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後 7 日間連

続運転するために必要となる燃料を供給できる容量を有しているため，設

計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連

続運転するために必要となる燃料を供給できる容量を有する設計とする。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す
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ることが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するも

のを１セット１台使用する。保有数は，１セット１台に加えて，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保

管する。 

10.2.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスター

ビン発電機用燃料移送ポンプ及び緊急用メタクラは，ガスタービン発電機

建物内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

ガスタービン発電機の操作は，想定される重大事故等時において，中央

制御室で可能な設計とする。 

緊急用メタクラの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御

室で可能な設計とする。 

高圧発電機車は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

高圧発電機車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時

において，設置場所で可能な設計とする。 

Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ），230V 系蓄電池（ＲＣ

ＩＣ），Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）及び 230V 系充電

器（ＲＣＩＣ）は，廃棄物処理建物内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及びＳＡ用 115V 系充電器は，廃棄物処理建物内に

設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

115V 系蓄電池（３系統目）及び 230V 系蓄電池（３系統目）は，第３バッ

テリ格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

115V 系蓄電池（３系統目）及び 230V 系蓄電池（３系統目）の操作は，負
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荷切り離し操作のうち，８時間以内に実施するものについては，中央制御

室に隣接する部屋から可能な設計とし，８時間以降に実施するものは廃棄

物処理建物内で可能な設計とする。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱及び緊急用メタクラ接続プラグ盤は，屋

外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱及び緊急用メタクラ接続プラグ盤の操作

は想定される重大事故等時において設置場所で可能な設計とする。 

メタクラ切替盤，ＳＡ２コントロールセンタ，ＳＡ電源切替盤，非常用

高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系は，原子炉建物付属棟内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

メタクラ切替盤，ＳＡ電源切替盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧

母線Ｄ系の操作は想定される重大事故等時において設置場所で可能な設計

とする。 

ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタは，低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。 

ＳＡロードセンタの操作は，想定される重大事故等時において，中央制

御室で可能な設計とする。 

充電器電源切替盤は，廃棄物処理建物内に設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。 

充電器電源切替盤の操作は想定される重大事故等時において設置場所で

可能な設計とする。 

重大事故操作盤は，制御室建物内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

重大事故操作盤の操作は想定される重大事故等時において設置場所で可

能な設計とする。 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディー
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ゼル発電機燃料貯蔵タンクは，屋外に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンクの系統構成に必要なフランジの開放は，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，屋外に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクの系統構成に必要な弁の操作は，想定

される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

タンクローリは，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

タンクローリの常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時

において，設置場所で可能な設計とする。 

10.2.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に

示す。 

常設代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の

系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

ガスタービン発電機は，中央制御室の操作スイッチ等により，操作が可

能な設計とする。系統構成に必要な遮断器等は，設置場所でのスイッチ操

作等により操作が可能な設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時

の系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

高圧発電機車は，付属の操作スイッチ等により，設置場所での操作が可

能な設計とする。 

系統構成に必要な遮断器等は，設置場所でのスイッチ操作等により操作

が可能な設計とする。 

高圧発電機車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス
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できる設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設

計とする。 

高圧発電機車を接続する接続箇所については，ボルト・ネジ接続又はよ

り簡便な接続とし，一般的な工具を用いてケーブルを確実に接続できる設

計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備（常設代替直流電源設備含む。）は，想定さ

れる重大事故等時において，通常時の系統構成から遮断器操作等により速

やかに切り替えられる設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される重大事故等時におい

て，通常時の系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設

計とする。 

可搬型直流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系

統構成から弁操作及び遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計と

する。 

代替所内電気設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統

構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

緊急用メタクラ，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続

プラグ盤，メタクラ切替盤，ＳＡ電源切替盤，充電器電源切替盤，重大事

故操作盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系は，付属の操作ス

イッチ等により，設置場所での操作が可能な設計とする。 

燃料補給設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成

から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンクは，系統構成に必要なフランジを，設置場所で

の開放が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，系統構成に必要な弁を，設置場所

での手動操作が可能な設計とする。 

タンクローリは，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能
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な設計とし，系統構成に必要な弁は設置場所での手動操作が可能な設計と

する。 

タンクローリは，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス

可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設

計とする。 

タンクローリを接続する接続口については，専用の接続方式とし，接続

治具を用いてホースを確実に接続することができる設計とする。 

 

10.2.3 主要設備及び仕様 

代替電源設備の主要機器仕様を第 10.2－1 表に示す。 

 

10.2.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に

示す。 

ガスタービン発電機は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

及び外観の確認が可能な設計とするとともに，分解が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，発電用原子炉の運転中又は停

止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停

止中に内部の確認が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停

止中に機能・性能検査及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

また，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中

又は停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

高圧発電機車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認

が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。また，

高圧発電機車は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

とする。 

Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ），230V 系蓄電池（ＲＣ
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ＩＣ），ＳＡ用 115V 系蓄電池，115V 系蓄電池（３系統目），230V 系蓄電池

（３系統目），Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），230V 系充

電器（ＲＣＩＣ）及びＳＡ用 115V 系充電器は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱及び緊急用メタクラ接

続プラグ盤は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の

確認が可能な設計とする。 

緊急用メタクラ，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ

２コントロールセンタ，ＳＡ電源切替盤，充電器電源切替盤，重大事故操

作盤，非常用高圧母線Ｃ系，非常用高圧母線Ｄ系及び第３バッテリ操作盤

は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。また，

発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは，発電用

原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設計とする。 

タンクローリは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能

試験，漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替え

が可能な設計とする。また，タンクローリは，車両として運転状態の確認

及び外観の確認が可能な設計とする。 

  



8－10－19 

10.4 火災防護設備 

10.4.3 特定重大事故等対処施設 

10.4.3.1 概要 

発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置される特定重大事故

等対処施設を火災から防護することを目的として，火災の発生防止，火災

の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。 

発電用原子炉施設の火災の発生防止については，発火性又は引火性物質

を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対す

る火災の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対

する対策，発火源への対策，水素ガスに対する換気及び漏えい検出対策，

放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策，並びに電気系統の

過電流による過熱及び焼損の防止対策等を行う。 

火災の感知及び消火については，特定重大事故等対処施設に対して，早

期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する。 

火災感知設備及び消火設備は，想定される自然現象に対して当該機能が

維持され，かつ，特定重大事故等対処施設は，消火設備の破損，誤作動又

は誤操作によって原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムに対してその重大事故等に対処する機能を失うことのないよう

に設置する。 

10.4.3.2 設計方針 

「10.4.2.2 設計方針」を適用する。ただし，「重大事故等対処施設」は，

「特定重大事故等対処施設」に読み替える。 

10.4.3.3 主要仕様 

(1) 火災感知設備 

特定重大事故等対処施設に対する火災感知設備の火災感知器の概略

を第 10.4－4 表に示す。 

(2) 消火設備 

特定重大事故等対処施設に対する消火設備の主要機器仕様を第 10.4
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－5 表に示す。 

10.4.3.4 主要設備 

(1) 火災発生防止設備 

特定重大事故等対処施設は，「1.6.3 特定重大事故等対処施設の火災

防護に関する基本方針」における「1.6.3.2.1 特定重大事故等対処施設

の火災発生防止」に示すとおり，発火性又は引火性物質の漏えい防止，

拡大防止のための堰等を設置する。 

(2) 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画における放射

線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に

発煙すること等，予想される火災の性質を考慮して，火災感知器を設置

する火災区域又は火災区画の特定重大事故等対処施設の種類に応じ，火

災を早期に感知できるよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，

アナログ式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる感知方

式の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所及び

屋外等は，非アナログ式も含めた組合せで設置する設計とする。炎感知

器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するた

め，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知が可能であ

る。 

ａ．一般区域 

一般区域は，アナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器の異な

る感知方式の感知器を組み合わせて設置する。 

ｂ．原子炉格納容器 

原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置

する設計とする。運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間

高温かつ高線量環境となることから，アナログ式の火災感知器が故障

する可能性がある。このため，通常運転中，窒素ガス封入により不活
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性化し火災が発生する可能性がない期間については，原子炉格納容器

内の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運

用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とする。 

ｃ．蓄電池室 

充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度

の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆

型で，かつ固有の信号を発する異なる感知方式の煙感知器及び熱感知

器を設置する設計とする。 

ｄ．  

 

ｅ．  

 

また，火災により特定重大事故等対処施設としての機能への影響が

考えにくい火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画につ

いては，「消防法」又は「建築基準法」に基づく火災感知器を設置する

設計とする。 

(3) 消火設備 

特定重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を

早期に消火するために，すべての火災区域の消火活動に対処できるよう
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に，「1.6.3.3.2(10) 消火栓の配置」に基づき消火栓設備を設置する。

消火栓設備の系統構成を第 10.4－4 図に示す。 

また，その他の消火設備は，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響

により消火活動が困難な火災区域又は火災区画であるかを考慮し，以下

のとおり設置する。 

消火設備は，第 10.4－6 表に示す故障警報を

に発する設備を設置する。 

ａ．特定重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置す

る消火設備 

(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

なる火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

なる火災区域又は火災区画には，自動又は手動起動による消火設備

である全域ガス消火設備を設置する。 

全域ガス消火設備の概要図を第 10.4－5 図に示す。 

火災により特定重大事故等対処施設の機能へ影響を及ぼすおそれ

が考えにくい火災区域又は火災区画には，「消防法」又は「建築基準

法」に基づく消火設備を設置する。 

(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

ならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

ⅰ  

 

 

ⅱ 原子炉格納容器 

原子炉格納容器について，起動中においては所員用エア・ロッ
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ク室及びその近傍の通路に必要な消火能力を満足する消火器を設

置し，低温停止中においては原子炉格納容器内の各フロアに必要

な消火能力を満足する消火器を設置する。 

ⅲ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

可燃物が少ない火災区域又は火災区画には，消火器を設置する。 

ⅳ 屋外の火災区域 

屋外の火災区域については，消火器又は移動式消火設備により

消火を行う設計とする。 

10.4.3.5 試験検査 

(1) 火災感知設備 

「10.4.1.5(1) 火災感知設備」の基本方針を適用する。 

(2) 消火設備 

「10.4.1.5(2) 消火設備」の基本方針を適用する。 

10.4.3.6 体制 

「10.4.1.6 体制」の基本方針を適用する。 

10.4.3.7 手順等 

「10.4.2.7 手順等」の基本方針を適用する。 

ただし,「重大事故等対処施設」は,「特定重大事故等対処施設」に読み

替える。また「中央制御室」は,「 」に読み替え

る。 
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10.5 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備 

10.5.1 津波に対する防護設備 

10.5.1.3 特定重大事故等対処施設 

10.5.1.3.1 概要 

発電用原子炉施設の耐津波設計については，「特定重大事故等対処施設は，

基準津波に対して，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないものでなければならない」ことを目的として，津波の

敷地への流入防止，津波防護の多重化による原子炉建物等への故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処する

ために必要な機能への影響防止を考慮した津波防護対策を講じる。 

津波から防護する設備は，特定重大事故等対処施設（以下 10.5.1.3 にお

いて「特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備」という。）とする。 

津波の敷地への流入防止は，特定重大事故等対処施設の津波防護対象設

備を内包する建物及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡

上波の地上部からの到達，流入の防止及び取水路，放水路等の経路からの

流入の防止対策を講じる。 

津波防護の多重化として，上記の対策のほか，特定重大事故等対処施設

の津波防護対象設備を内包する建物及び区画において，浸水防護をするこ

とにより津波による影響等から隔離する対策を講じる。 

10.5.1.3.2 設計方針 

特定重大事故等対処施設は，基準津波に対して原子炉建物等への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

耐津波設計に当たっては，以下の方針とする。 

(1) 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区

画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部から到達

又は流入させない設計とする。また，取水路及び放水路等の経路から流
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入させない設計とする。 
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ｂ．特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区

画は，基準津波による遡上波が地上部から到達又は流入する可能性が

あるため，津波防護施設及び浸水防止設備を設置し，基準津波による

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とするか，基準津波に

よる遡上波が到達しない十分高い敷地に設置する。 

ｃ．上記ｂ．の津波防護施設及び浸水防止設備による遡上波の到達防止

に当たっての検討は，「10.5.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 

ｄ．取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討

した上で，津波が流入する可能性のある経路（扉，開口部，貫通口等）

を特定し，必要に応じて実施する浸水対策については，「10.5.1.1 設

計基準対象施設」を適用する。 

(2) 上記(1)に規定するもののほか，特定重大事故等対処施設の津波防護

対象設備を内包する建物及び区画については，流入防止の対策を行うこ

とにより，津波による影響等から隔離可能な設計とする。そのため，浸

水防護重点化範囲を明確化するとともに，必要に応じて実施する流入防

止の対策については，「10.5.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 

(3) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持について

は，「10.5.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 
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(4) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては，

「10.5.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 

 

 

(5) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の荷重の組合せを考慮

する自然現象については，「10.5.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 

 

 

(6) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計における入力津

波の評価に当たっては，「10.5.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 

10.5.1.3.3 主要設備 

「10.5.1.1 設計基準対象施設」に加え，以下の設備とする。 
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上記(1)及び(2)の各施設・設備における許容限界は，地震後及び津波

後の再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，止水性の面も踏まえる

ことにより，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよ

う，各施設・設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とする。 

上記(3)の貫通部止水処置については，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，止水性の維持を考慮して，貫通部止水処

置が健全性を維持することとする。 

各施設・設備の設計及び評価に使用する津波荷重の設定については，

入力津波が有する数値シミュレ－ション上の不確かさ及び各施設・設備

の機能損傷モ－ドに対応した荷重の算定過程に介在する不確かさを考

慮する。 

入力津波が有する数値シミュレ－ション上の不確かさの考慮に当た

っては，各施設・設備の設置位置で算定された津波の高さを安全側に評

価して入力津波を設定することで，不確かさを考慮する。 

各施設・設備の機能損傷モ－ドに対応した荷重の算定過程に介在する

不確かさの考慮に当たっては，入力津波の荷重因子である浸水高，速度，

津波波力等を安全側に評価することで，不確かさを考慮し，荷重設定に

考慮している余裕の程度を検討する。 

津波波力の算定においては，津波波力算定式等，幅広く知見を踏まえ

て，十分な余裕を考慮する。 

 

漂流物の衝突による荷重の評価に際しては，津波の流速による衝突速

度の設定における不確実性を考慮し，流速について十分な余裕を考慮す

る。



8－10－30 

 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計において，基準

津波の波源の活動に伴い発生する可能性がある余震（地震）についてそ

のハザ－ドを評価し，その活動に伴い発生する余震による荷重を設定す

る。余震荷重については，基準津波の継続時間のうち最大水位変化を生

起する時間帯を踏まえ過去の地震デ－タを抽出・整理することにより余

震の規模を想定し，余震としてのハザ－ドを考慮した安全側の評価とし

て，この余震規模から求めた地震動に対してすべての周期で上回る地震

動を弾性設計用地震動の中から設定する。 

10.5.1.3.4 主要設備の仕様 

浸水防護設備の主要仕様を第 10.5－1 表に示す。

 

10.5.1.3.5 試験検査 

「10.5.1.1 設計基準対象施設」に同じ。 

10.5.1.3.6 手順等 

「10.5.1.1 設計基準対象施設」に同じ。 
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10.16 特定重大事故等対処施設 

10.16.1 特定重大事故等対処施設に係る故意による大型航空機の衝突等の

設計上の考慮事項 

10.16.1.1 概要 

発電用原子炉施設に特定重大事故等対処施設を設置し，原子炉建物等へ

の故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故

等に対処するために必要な機能（以下 10.16.1 において「必要な機能」と

いう。）が損なわれるおそれがないように，原子炉建物等及び特定重大事故

等対処施設が同時に破損することを防ぐ設計とする。 

10.16.1.2 設計方針 
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10.16.1.2.1 大型航空機の衝突影響を考慮する対象範囲 

 

 

 

10.16.1.2.2 大型航空機等の特性 
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10.16.1.2.3 大型航空機の衝突箇所と大型航空機衝突影響評価の対象範囲

の設定 
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10.16.1.2.4 評価内容の設定 
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10.16.1.2.5 評価の方法 
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10.16.2 原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能 

10.16.2.1 概要 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧操作機能を有する特定重大事故等対処施設を設置する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能の系統概要図を第 10.16.2

－1 図に示す。 

10.16.2.2 設計方針 

 

 

 

 

 

 

  

  



8－10－48 

 

  

10.16.2.2.1 多重性又は多様性，独立性，位置的分散 
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10.16.2.2.2 悪影響防止 

 

 

 

10.16.2.2.3 容量等 
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10.16.2.2.4 環境条件等 

  

 

 

 

 

 

10.16.2.2.5 操作性の確保 

  

 

 

10.16.2.3 主要設備及び仕様 
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10.16.2.4 試験検査 

  

 

 

10.16.2.5 信頼性向上を図るための設計方針 

 

 

 

 

 

 

10.16.3 炉内の溶融炉心の冷却機能 

10.16.3.1 概要 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対
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して，原子炉格納容器の破損を防止するため，炉内の溶融炉心の冷却機能

を有する特定重大事故等対処施設を設置する。 

炉内の溶融炉心の冷却機能の系統概要図を第 10.16.3－1 図に示す。 

10.16.3.2 設計方針 
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10.16.3.2.1 多重性又は多様性，独立性，位置的分散 
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10.16.3.2.2 悪影響防止 
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10.16.3.2.3 容量等 

  

 

 

 

10.16.3.2.4 環境条件等 
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10.16.3.2.5 操作性の確保 

  

 

 

10.16.3.3 主要設備及び仕様 

 

10.16.3.4 試験検査 

  

 

 

10.16.3.5 信頼性向上を図るための設計方針 
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10.16.4 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能 

10.16.4.1 概要 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器下部に落下

した溶融炉心の冷却機能を有する特定重大事故等対処施設を設置する。 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能の系統概要図を第

10.16.4－1 図及び第 10.16.4－2 図に示す。 

10.16.4.2 設計方針 
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10.16.4.2.1 多重性又は多様性，独立性，位置的分散 
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10.16.4.2.2 悪影響防止 

 

 

 

 

10.16.4.2.3 容量等 
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10.16.4.2.4 環境条件等 
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10.16.4.2.5 操作性の確保 

  

 

 

 

 

10.16.4.3 主要設備及び仕様 

 

10.16.4.4 試験検査 

  

 

 

 

 

10.16.4.5 信頼性向上を図るための設計方針 
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10.16.5 原子炉格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能 

10.16.5.1 概要 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の冷却・

減圧・放射性物質低減機能を有する特定重大事故等対処施設を設置する。 

原子炉格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能の系統概要図を第

10.16.5-1 図に示す。 

10.16.5.2 設計方針 
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10.16.5.2.1 多重性又は多様性，独立性，位置的分散 
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10.16.5.2.2 悪影響防止 

 

 

 

 

10.16.5.2.3 容量等 
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10.16.5.2.4 環境条件等 

  

 

 

 

10.16.5.2.5 操作性の確保 

  

 

 

10.16.5.3 主要設備及び仕様 

 

10.16.5.4 試験検査 
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10.16.5.5 信頼性向上を図るための設計方針 

 

 

 

 

 

 

10.16.6 原子炉格納容器の過圧破損防止機能 

10.16.6.1 概要 
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原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器の過圧破損

防止機能を有する特定重大事故等対処施設を設置する。 

原子炉格納容器の過圧破損防止機能の系統概要図を第 10.16.6－1 図に

示す。 

10.16.6.2 設計方針 
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10.16.6.2.1 多重性又は多様性，独立性，位置的分散 
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10.16.6.2.2 悪影響防止 

 

 

 

10.16.6.2.3 容量等 
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10.16.6.2.4 環境条件等 
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10.16.6.2.5 操作性の確保 

  

 

 

 

 

10.16.6.3 主要設備及び仕様 

 

10.16.6.4 試験検査 
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10.16.6.5 信頼性向上を図るための設計方針 

 

 

 

 

 

10.16.7 水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能 

10.16.7.1 概要 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，原子炉格納容器の破損を防止するため，水素爆発による原子炉格納

容器の破損防止機能を有する特定重大事故等対処施設を設置する。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能の系統概要図を第

10.16.7－1 図に示す。 

10.16.7.2 設計方針 
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10.16.7.2.1 多重性又は多様性，独立性，位置的分散 

 

 

 



8－10－80 

 

 

 

 

 

 

  

10.16.7.2.2 悪影響防止 
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10.16.7.2.3 容量等 

  

 

 

  

10.16.7.2.4 環境条件等 

  

 

 

  

10.16.7.2.5 操作性の確保 

  

 

 

  

10.16.7.3 主要設備及び仕様 
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10.16.7.4 試験検査 

  

 

 

  

10.16.7.5 信頼性向上を図るための設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

10.16.8 電源設備 

10.16.8.1 概要 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，原子炉格納容器の破損を防止するために必要な機器へ電力を供給す

るための電源設備を設置する。 

電源設備の系統概要図を第10.16.8－1図に示す。 

10.16.8.2 設計方針 
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10.16.8.2.1 多重性又は多様性，独立性，位置的分散 
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10.16.8.2.2 悪影響防止 

 

 

 

10.16.8.2.3 容量等 
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10.16.8.2.4 環境条件等 

  

 

10.16.8.2.5 操作性の確保 
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10.16.8.3 主要設備及び仕様 

 

10.16.8.4 試験検査 

  

 

 

 

 

 

 

10.16.8.5 信頼性向上を図るための設計方針 
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10.16.9 計装設備 

10.16.9.1 概要 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，原子炉格納容器の破損を防止するために必要なプラント状態を把握

及び特定重大事故等対処施設を構成する設備を監視するための計測機能を

有する計装設備を設置する。 

計装設備の系統概要図を第 10.16.9－1 図及び第 10.16.9－2 図に示す。 

10.16.9.2 設計方針 
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10.16.9.2.1 多重性又は多様性，独立性，位置的分散 
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10.16.9.2.2 悪影響防止 

 

 

 

10.16.9.2.3 容量等 

  

 

10.16.9.2.4 環境条件等 

  

 

10.16.9.2.5 操作性の確保 

  

 

10.16.9.3 主要設備及び仕様 

 

10.16.9.4 試験検査 
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10.16.9.5 信頼性向上を図るための設計方針 

 

 

 

 

10.16.10 通信連絡設備 

10.16.10.1 概要 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

してその重大事故等に対処するための において，発電所内の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設備

を設置する。 

通信連絡設備の概略系統図を第 10.16.10－1 図に示す。 

10.16.10.2 設計方針 
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10.16.10.2.1 多重性又は多様性，独立性，位置的分散 

 

 

 

 

 

10.16.10.2.2 悪影響防止 
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10.16.10.2.3 容量等 

  

 

10.16.10.2.4 環境条件等 

  

 

10.16.10.2.5 操作性の確保 

  

 

10.16.10.3 主要設備及び仕様 

 

10.16.10.4 試験検査 

  

 

10.16.10.5 信頼性向上を図るための設計方針 
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10.16.11 

10.16.11.1 概要 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，原子炉格納容器の破損を防止するために必要な特定重大事故等対処

施設を構成する設備の制御機能を有する を設置する。 

の系統概要図を第 10.16.11－1 図に示す。 

10.16.11.2 設計方針 
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10.16.11.2.1 多重性又は多様性，独立性，位置的分散 
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10.16.11.2.2 悪影響防止 

 

 

 

 

10.16.11.2.3 容量等 
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10.16.11.2.4 環境条件等 

  

 

 

 

10.16.11.2.5 操作性の確保 

  

 

 

10.16.11.3 主要設備及び仕様 

 

10.16.11.4 試験検査 
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10.16.11.5  
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10.16.11.6 信頼性向上を図るための設計方針 
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10.16.12 原子炉圧力容器 

10.16.12.1 概要 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。）については，原子炉建物等へ

の故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより炉心の著しい損

傷が発生するおそれがある場合において，

設計とする。 

また，炉心支持構造物については，原子炉建物等への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムにより炉心の著しい損傷が発生するおそれ

のある事故時において，

設計とする。 

10.16.12.2 設計方針 

10.16.12.2.1 悪影響防止 

 

 

 

10.16.12.2.2 環境条件等 
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10.16.12.3 主要設備及び仕様 

 

10.16.12.4 試験検査 

  

 

 

10.16.13 原子炉格納容器 

10.16.13.1 概要 

原子炉格納容器は，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる重大事故等時において，

設計とする。 

また，原子炉格納容器内に設置される真空破壊装置は，原子炉建物等へ

の故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等時に

おいて，

設計とする。 

10.16.13.2 設計方針 

10.16.13.2.1 悪影響防止 
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10.16.13.2.2 環境条件等 

  

 

10.16.13.3 主要設備及び仕様 

 

10.16.13.4 試験検査 
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第10.2－1表 代替電源設備の主要機器仕様 

(1) 常設代替交流電源設備

ａ．ガスタービン発電機 

ガスタービン 

台  数 １（予備１） 

使用燃料 軽油 

出  力 約5,200kW/台 

発電機 

台  数 １（予備１） 

種  類 同期発電機 

容  量 約6,000kVA/台 

力  率 0.8 

電  圧 6.9kV 

周 波 数 60Hz 

ｂ．ガスタービン発電機用サービスタンク 

基  数 １（予備１） 

容  量 約7.9m3/基 

ｃ．ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約4.0m3/h/台 

ｄ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基  数 １ 

容  量 約560m3 



8－10－113 

(2) 可搬型代替交流電源設備 

ａ．高圧発電機車 

機関 

台  数 ６（予備１） 

使用燃料 軽油 

発電機 

台  数 ６（予備１） 

種  類 同期発電機 

容  量 約500kVA/台 

力  率 0.8 

電  圧 6.6kV 

周 波 数  60Hz 

ｂ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基  数 １ 

容  量 約560m3 

ｃ．非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

基  数 ５ 

容  量 約170m3/基（２基） 

 約100m3/基（３基） 

ｄ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

基  数 １ 

容  量 約170m3 
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ｅ．タンクローリ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約3.0m3/台 

 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備 

ａ．Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

組  数 １ 

電  圧 115V 

容  量 約4,500Ah 

（Ｂ－115V系蓄電池：約3,000Ah  

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）：約1,500Ah） 

ｂ．230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

組  数 １ 

電  圧 230V 

容  量 約1,500Ah 

ｃ．ＳＡ用115V系蓄電池 

組  数 １ 

電  圧 115V 

容  量 約1,500Ah 

ｄ．Ｂ－115V系充電器及びＢ１－115V系充電器（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 
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・非常用電源設備（重大事故等時） 

個  数 ２ 

電  圧 120V 

電  流 約400A及び約200A 

ｅ．230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

個  数 １ 

電  圧 240V 

電  流 約200A 

ｆ．ＳＡ用115V系充電器 

個  数 １ 

電  圧 120V 

電  流 約200A 

 

(4) 所内常設直流電源設備（３系統目） 

ａ．115V系蓄電池（３系統目） 

組  数      １ 

電  圧      115V 

容  量      約4,500Ah 

（115V系蓄電池－１（３系統目）：約3,000Ah  

115V系蓄電池－２（３系統目）：約1,500Ah） 

ｂ．230V系蓄電池（３系統目） 

組  数      １ 

電  圧      230V 

容  量      約1,500Ah 

 



8－10－116 

(5) 可搬型直流電源設備 

ａ．高圧発電機車 

機関 

台  数 ６（予備１） 

使用燃料  軽油 

発電機 

台  数 ６（予備１） 

種  類 同期発電機 

容  量 約500kVA/台 

力  率 0.8 

電  圧 6.6kV 

周 波 数  60Hz 

ｂ．Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

個  数 １ 

電  圧 120V 

電  流 約200A 

ｃ．ＳＡ用115V系充電器 

個  数 １ 

電  圧 120V 

電  流 約200A 

ｄ．230V系充電器（常用） 

個  数 １ 

電  圧 240V 

電  流 約200A 

ｅ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基  数 １ 

容  量 約560m3 

 



8－10－117 

ｆ. 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

基  数 ５ 

容  量 約170m3/基（２基） 

 約100m3/基（３基） 

ｇ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

基  数 １ 

容  量 約170m3 

ｈ．タンクローリ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約3.0m3/台 

 

(6) 燃料補給設備 

ａ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基  数 １ 

容  量 約560m3 

ｂ．非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

基  数 ５ 

容  量 約170m3/基（２基） 

 約100m3/基（３基） 
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ｃ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

基  数 １ 

容  量 約170m3 

ｄ．タンクローリ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約3.0m3/台 
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 第10.4－4表 特定重大事故等対処施設の火災感知設備の火災感知器の概略 
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第10.4－5表 特定重大事故等対処施設の消火設備の主要機器仕様 
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第10.4－6表  特定重大事故等対処施設の消火設備の主な故障警報 

 

設備 主な警報要素 

消火 

ポンプ 
電動機駆動 

・電動機トリップ ・電動機過負荷 

・母線低電圧 

全域ガス 

消火設備 
ハロン1301消火設備 

・火災検知 

・設備異常 

（電源故障，断線，短絡，地絡等） 

※：火災検知については火災区域に設置された感知器又は消火設備のガス放出信号により

に警報発報。また，作動原理を含め極めて単純な構造であることから故障は考えにくいが，

誤作動についてはガス放出信号により確認可能。 
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第10.5－2表  

 

  

        

        

  

        

        

  

        

        

  

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 



8－10－123 

  

 

 

第
10
.1
6.
1－

1表
 
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
構
成
す
る
設
備
と
設
置
場
所

 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 



8－10－124 

   

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 



8－10－125 

   

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 



8－10－126 

   

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 



8－10－127 

第10.16.1－2表  
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第10.16.1－4表  
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第10.16.1－5表  
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第10.16.1－8表 エンジンの主要諸元  
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第10.16.2－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能の主要機器仕様 
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第10.16.3－1表 炉内の溶融炉心の冷却機能の主要機器仕様 
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第10.16.4－1表 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能の主要機器仕様 
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第10.16.5－1表 原子炉格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能の主要機器仕様 
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第10.16.6－1表 原子炉格納容器の過圧破損防止機能の主要機器仕様 

 

  

 

 

 

        

            

 

         

 

 

   

           

            

            

 

        

  

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 



8－10－139 

第10.16.7－1表 水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能の主要機器仕様 
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第 10.16.8－1表 電源設備の主要機器仕様  
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第10.16.9－1表 計装設備の主要機器仕様 
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第10.16.10－1表 通信連絡設備の主要機器仕様 
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第10.16.11－１表 の主要機器仕様 
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第 10.16.11－2表  
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第10.16.11－3表  
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第10.16.12－1表 原子炉圧力容器（原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる重大事故等時）主要仕様 
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第10.16.13－1表 原子炉格納容器（原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる重大事故等時）主要仕様 
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添付書類十の一部補正 

 

 

 

 



－1－ 

添付書類十を以下のとおり補正する。 

頁 行 補正前 補正後 

－  （記載変更） 別紙１に変更する。 



 

〔 別 添 ５ 〕 

 

添 付 書 類 十 

 

変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場

合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の

整備に関する説明書 

 

 

  

別紙１ 



10－目－1 

添付書類十の項目区分について，下記項目の記述及び関連図面等を以下の

とおり変更又は追加する。 

 

Ⅱ 重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故に対処するために必要な

施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を

行うために設定した条件及び評価結果 

 

1. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力 

1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応における事項 

1.2.1 可搬型設備等による対応 

1.2.1.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作 

ｂ. 大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

1.2.2 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備 

第 1.1－1 表 重大事故等対策における手順書の概要（14／19） 

第 1.1－1 表 重大事故等対策における手順書の概要（15／19） 

第 1.1－2 表 重大事故等対策における操作の成立性（７／10） 

第 1.2－4 表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（７／８) 

第 1.2－4 表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（８／８) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故に対処す

るために必要な施設及び体制並びに発生すると想定され

る事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件

及び評価結果 
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1. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力 

1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応における事項

1.2.1 可搬型設備等による対応 

1.2.1.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作

ｂ. 大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷，原子炉格納容

器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中

において原子炉内燃料体の著しい損傷を緩和するため，重大事故

等対策で整備する設備を活用した手順等に加えて中央制御室での

監視及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器による

プラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損傷時の現場

と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に電源の確保手順の例を次に示す（第 1.2－

17 表参照）。 

・外部電源及び非常用交流電源設備による給電が見込めない場

合，非常用高圧母線Ｄ系及び非常用高圧母線Ｃ系の順に復旧

し，常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備へ給電す

る。（緊急用メタクラを経由するため，代替所内電気設備への

給電も同時に行われる）

・当該号炉で外部電源，非常用交流電源設備及び常設代替交流

電源設備による非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系

への給電が見込めない場合，号炉間電力融通ケーブルを使用

して他号炉の非常用高圧母線から当該号炉の非常用高圧母線
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Ｃ系又は非常用高圧母線Ｄ系までの電路を構成し，他号炉か

ら給電する。 

・外部電源，非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備及び

号炉間電力融通ケーブルによる非常用高圧母線Ｃ系及び非常

用高圧母線Ｄ系への給電が見込めない場合，可搬型代替交流

電源設備（高圧発電機車）を高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物西側），高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）又は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続し，非常

用高圧母線Ｃ系又は非常用高圧母線Ｄ系へ給電する。  

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，常設代替

交流電源設備，号炉間電力融通ケーブル及び可搬型代替交流

電源設備による交流入力電源の復旧が見込めない場合，所内

常設直流電源設備（３系統目）又は可搬型直流電源設備(高圧

発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電

器及び 230V 系充電器（常用）)により直流電源を接続し，Ｂ

－115V 系直流盤（ＳＡ），ＳＡ対策設備用分電盤（２），230V

系直流盤（ＲＣＩＣ）へ給電する。 

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，所内常設

蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備及び所内常設直

流電源設備（３系統目）が機能喪失した場合で，かつ可搬型

直流電源設備（高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），

ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電器（常用））による直流

電源の給電ができない場合に，直流給電車をＢ－115V 系直流

盤，230V 系直流盤（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）

及び 230V 系直流盤（常用）に接続し，直流電源を給電する。 

・非常用所内電気設備の電源給電機能が喪失した場合は，代替

交流電源設備である常設代替交流電源設備（又は可搬型代替

交流電源設備）から代替所内電気設備へ給電するとともに，
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代替直流電源設備である可搬型直流電源設備の電路として代

替所内電気設備を使用する。 

 

1.2.2 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備 

原子炉建物及び制御室建物への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズム（以下「原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム」という。）により炉心の著しい損傷が発生するおそれがある場

合又は炉心の著しい損傷が発生した場合（以下，上記により発生する事故

を「原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる重大事故等」という。）において，原子炉格納容器の破損による発電所

外への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するため，特定重大事故等対

処施設の機能を維持するための体制を整備する。この体制は，発電所の外

部からの支援が受けられるまでの間，特定重大事故等対処施設の機能を維

持できるよう整備する。 

また，特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備に関

して，以下の項目に関する手順書を適切に整備し，その活動を行うための

手順書に関する教育及び訓練を実施するとともに，必要な資機材を整備す

る。 

一 特定重大事故等対処施設を用いた原子炉格納容器の破損による発電

所外への放射性物質の異常な水準の放出の抑制に関すること。 

なお，「1.1 重大事故等対策」は共通事項を含む重大事故等の対応に関

する事項を，「1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応における事項」の「1.2.1 可搬型設備等による

対応」は大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合の可搬

型設備等による対応を示しており，ここでは特定重大事故等対処施設に関

する事項について特記すべき内容を示す。 

また，重大事故等又は大規模損壊に対処するための体制において技術的

能力を維持管理していくために必要な事項を，「核原料物質、核燃料物質及
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び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定等において規

定する。 

1.2.2.1 特定重大事故等対処施設の手順書の整備 

特定重大事故等対処施設の手順書を整備するに当たっては，原子炉建物

等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等

が発生した場合を想定する。 

手順書は使用主体に応じて，運転操作手順書，緊急時対策本部用手順書

及び特定重大事故等対処施設を操作するために必要な要員（以下「特重施

設要員」という。）が使用する手順書を整備する。 

(1) 原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる重大事故等が発生した場合への対応における考慮 

ａ．原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による重大事故等が発生し，中央制御室及び緊急時対策所が機能喪失

する過酷な状態において，発電用原子炉施設の状態の把握及び原子炉

建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重

大事故等対策の適切な判断を行うため，必要な情報が速やかに得られ

るように情報の種類及び入手方法を整理するとともに，判断基準を明

確にし，手順書にまとめる。 

ｂ．原子炉格納容器の破損を防ぐために，最優先すべき操作等を迷うこ

となく判断し実施できるよう，判断基準をあらかじめ明確にした手順

書を以下のとおり整備する。 

特定重大事故等対処施設の使用については，原子炉格納容器の破損

を防止するために必要な各操作について，手順着手の判断基準を明確

にした手順を整備する。 

による格納容器ベントについては，

フィルタ装置では除去できない希ガスを含んだ原子炉格納容器内雰囲

気を大気へ放出する手順であるが，原子炉格納容器の破損を防止する

ために による格納容器ベントを実施
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する必要がある場合において，迷わず

を用いた放射性物質の放出を行えるよう判断基準を明確にした手順を

整備する。 

ｃ．特定重大事故等対処施設による対応において，財産（設備等）保護

よりも安全を優先する共通認識を持ち，行動できるよう，社長があら

かじめ方針を示す。 

特定重大事故等対処施設による対応において，原子力防災管理者及

び当直副長が躊躇せず指示できるよう，財産（設備等）保護よりも安

全を優先する方針に基づき定めた判断基準を緊急時対策本部用手順書

及び運転操作手順書に整備する。また，特重施設要員が躊躇せず操作

できるよう，財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づき

定めた判断基準を特重施設要員が使用する手順書に整備する。 

特定重大事故等対処施設による対応時の緊急時対策本部活動におい

て特定重大事故等対処施設による対応を実施する際に，緊急時対策本

部長が，財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に従った判断

を実施する。また，財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に

基づき定めた判断基準を緊急時対策本部用手順書に整備する。 

ｄ．特定重大事故等対処施設による対応に使用する手順書として，発電

所内の実施組織と支援組織が連携し事故の進展状況に応じて実効的に

特定重大事故等対処施設による対応を実施するため，特重施設要員が

使用する手順書，運転操作手順書及び緊急時対策本部用手順書を適切

に定める。 

緊急時対策本部用手順書に，体制，通報及び緊急時対策本部内の連

携等について明確にした手順を定める。 

特重施設要員が使用する手順書及び運転操作手順書は，事故の進展

状況に応じて，構成を明確化し，手順書相互間を的確に移行できるよ

う，移行基準を明確にする。 

ｅ．特定重大事故等対処施設による対応の判断基準として確認される水
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位，圧力等の計測可能なパラメータを整理し，特重施設要員が使用す

る手順書及び緊急時対策本部用手順書に明記する。 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

により想定される重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状

態を直接監視することが必要なパラメータをあらかじめ選定し，特重

施設要員が使用する手順書及び緊急時対策本部用手順書に明記する。 

発電用原子炉施設の状態を監視するパラメータが故障等により計測

不能な場合は，他のパラメータにて当該パラメータを推定する方法を

手順書に明記する。 

また，特定重大事故等対処施設による対応におけるパラメータ挙動

予測，影響評価すべき項目及び監視パラメータ等を手順書に整理する。 

想定する起因事象と特定重大事故等対処施設の効果の評価にて整理

した有効な情報について，特重施設要員及び緊急時対策要員が監視す

べきパラメータの選定，状況の把握及びパラメータ挙動予測並びに影

響評価のための判断情報とし，特重施設要員が使用する手順書及び緊

急時対策本部用手順書に整理する。 

ｆ．原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

の前兆事象を把握できるか，それにより想定される重大事故等を引き

起こす可能性があるかを考慮して，特定重大事故等対処施設の機能の

維持及び事故の緩和対策をあらかじめ検討しておき，前兆事象を確認

した時点で事前の対応ができる体制及び手順を整備する。 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による重大事故等が発生したと原子力防災管理者若しくは当直副長が

判断した場合又は発生するおそれがあると原子力防災管理者若しくは

当直長が判断した場合，原則として原子炉の停止及び冷却操作を行う

手順を整備する。 

ｇ．有毒ガス発生時に，事故対策に必要な各種の操作を行うことができ

るように，特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のた
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めの判断基準値以下とするための手順を整備する。固定源に対しては，

特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基

準値を下回るようにする。可動源に対しては，換気空調設備の隔離等

により，特重施設要員が事故対策に必要な各種の操作を行うことがで

きるようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発生においても，特重施設要員が防護具を着用

することにより，事故対策に必要な各種の操作を行うことができるよ

う手順を整備する。 

有毒ガスの発生による異常を検知した場合は，通信連絡設備により，

発電所内の必要な要員に有毒ガスの発生を周知する手順を整備する。 

ｈ．原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による重大事故等が発生した場合においては，特定重大事故等対処施

設による対応を行う。なお，並行して「1.2.1 可搬型設備等による対

応」で整備した可搬型設備等による対応準備も行い，柔軟で多様性の

ある対応ができるように考慮する。 

(2) 特定重大事故等対処施設の対応手順書の整備及びその対応操作 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる重大事故等が発生した場合の特定重大事故等対処施設による対応

（以下「特定重大事故等対処施設を用いた大規模損壊時の対応」という。）

については，以下に示す項目を目的とした特定重大事故等対処施設を構

成する設備の操作を実施するための手順を整備する。 

・特定重大事故等対処施設の準備操作 

・原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作 

・炉内の溶融炉心の冷却 

・原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

・原子炉格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減 

・原子炉格納容器の過圧破損防止 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損防止 



10－Ⅱ－1－8 

・ の居住性 

・電源設備 

・計装設備 

・通信連絡設備 

本来の用途以外の用途（本来の用途以外の用途とは，設置している設

備の本来の機能とは異なる目的で使用する場合に，本来の系統構成とは

異なる系統構成を実施し設備を使用する場合をいう。）として原子炉建物

等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故

等に対処するために使用する設備を含めて，通常時の系統状態から弁操

作等により切り替えられるようにして当該操作等について明確にし，通

常時の系統状態から速やかに切り替えるために必要な手順等を整備する

とともに，確実に行えるよう訓練を実施する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉

施設の大規模損壊時については，原子炉建物等と特定重大事故等対処施

設は同時に破損しない設計としており，特定重大事故等対処施設の被害

状況の確認は実施しない。 

一方，大規模な自然災害による発電用原子炉施設の大規模損壊時にお

いては，「1.2.1 可搬型設備等による対応」で整備する大規模損壊への

個別対応手段の中で特定重大事故等対処施設の使用可否を緊急時対策本

部で把握するため，特重施設要員が，特定重大事故等対処施設の被害状

況を確認する。 

アクセスルート周辺の機器に対しては，火災の発生防止処置を実施す

る。火災防護対策については「添付書類八 1.6.2.2 火災発生防止」に

示す。 

なお，大規模損壊発生時のプラント全体のアクセスルートの確保及び

被害状況の把握については， による格納

容器ベント手動操作時の現場手動操作機構へのアクセスルートを含めて

「1.1.1(2) アクセスルートの確保」のアクセスルートの確保の対応に
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示すとおり，発電所内の道路及び通路ができる限り確保できるよう，迂

回路も考慮して複数のアクセスルートを確保するとともに，障害物を除

去可能なホイールローダ等の重機を保管し，それらを運転できる要員を

確保する等，実効性のある運用管理を行う。ここに上記で得られたよう

な特定重大事故等対処施設の情報が追加される。「1.1.1(2) アクセスル

ートの確保」のアクセスルートの確保の対応を，1.2.2.4(1)に再掲する。 

また，大規模な火災への対応は，「1.2.1.1(3)ｂ.(a) ５つの活動又は

緩和対策を行うための手順書」と同じ運用管理を実施することとしてお

り，1.2.2.4(2)に再掲する。 

前兆事象を確認し，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる重大事故等が発生するおそれがあると原子力防

災管理者又は当直長が判断した場合は，運転員及び特重施設要員に原子

力防災管理者又は当直副長が特定重大事故等対処施設による対応を指示

する。また，自然災害の場合は，「1.1.4(1)ｆ．」の前兆事象の対応と同

じ運用管理を実施することとしており，1.2.2.4(3)に再掲する。 

ａ．特定重大事故等対処施設の対応手順書の適用条件と判断フロー 

特定重大事故等対処施設を有効かつ効果的に活用することが可能と

なるよう判断フローを整備する。具体的には，原子炉建物等への故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等発生時

に特定重大事故等対処施設により対応する場合に加え，「1.2.1 可搬

型設備等による対応」で整備するその他の起因（大規模な自然災害）

で発生する大規模損壊時の個別対応手段においても緊急時対策本部長

の指揮のもと，特定重大事故等対処施設を活用可能となるよう判断フ

ローを整備する。 

(a) 特定重大事故等対処施設による対応要否の判断基準 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる重大事故等が発生するおそれがあると原子力防災管理者若

しくは当直長が判断した場合又は発生したと原子力防災管理者若し
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くは当直副長が判断した場合，運転員及び特重施設要員に原子力防

災管理者又は当直副長が特定重大事故等対処施設による対応を指示

する。特重施設要員は，特定重大事故等対処施設による対応の指示

を受けた後は，その後緊急時対策本部から指示がなくとも手順着手

の判断基準に基づき手順に従った対応を行い，原子炉格納容器の破

損による発電所外への放射性物質の異常な水準の放出を抑制する。

ただし，特定重大事故等対処施設を用いた大規模損壊時の対応中に

設計基準事故対処設備，重大事故等対処設備（特定重大事故等対処

施設を構成するものを除く。）による対応が可能となり，特定重大事

故等対処施設による対応を実施する必要がないと緊急時対策本部長

が判断した場合は，緊急時対策本部長の指揮のもと，通常のプラン

ト停止操作又は「1.2.1 可搬型設備等による対応」で整備する大規

模損壊時の手順を用いた対応に移行する。 

また，「1.2.1 可搬型設備等による対応」で整備するその他の起

因（大規模な自然災害）で発生する大規模損壊時の個別対応手段に

おいて，緊急時対策本部長が特定重大事故等対処施設による影響緩

和が有効と判断した場合は，緊急時対策本部長の指揮のもと，特重

施設要員が特定重大事故等対処施設の個別機能を用いた対応を行う。 

なお，必要に応じて緊急時対策本部と は通信連絡設備

を用いて情報共有を行う。 

(b) 特定重大事故等対処施設が有する機能を選択するための判断フロ

ー 

原子力防災管理者又は当直副長が，特定重大事故等対処施設を用

いた大規模損壊時の対応を判断後，特重施設要員は手順に従った対

応を行う。特定重大事故等対処施設の個別機能を用いる場合は，可

搬型設備等による大規模損壊時の判断フローに特定重大事故等対処

施設の個別機能を付加した判断フローを用いる。 

ｂ．優先順位に係る基本的な考え方 
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(a) 特定重大事故等対処施設による対応と可搬型設備等による対応 

大規模損壊発生時には，特定重大事故等対処施設による対応とと

もに，可搬型設備等による対応の手順がある。ここでは，特定重大

事故等対処施設による対応と可搬型設備等による対応の関係につい

て記載する。 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる大規模損壊発生時には，特定重大事故等対処施設による対

応と並行して，可搬型設備等による対応準備も行う。特定重大事故

等対処施設は常設設備であることから，可搬型設備等による対応と

比較して即応性及び信頼性が高いため，原子炉格納容器の破損防止

に係る対応については特定重大事故等対処施設を用いた対応を優先

する。なお，中央制御室における特定重大事故等対処施設の準備操

作が実施できなかった場合は，「1.2.1 可搬型設備等による対応」

で整備する大規模損壊時の対応として，特定重大事故等対処施設の

系統を使用するための原子炉格納容器隔離操作を行う。 

また，原子炉格納容器の破損が確認された場合は，特定重大事故

等対処施設を用いた対応を優先せずに「1.2.1 可搬型設備等による

対応」における放射性物質拡散抑制を目標とした対応を行う。 

「1.2.1 可搬型設備等による対応」で整備するその他の起因（大

規模な自然災害）における大規模損壊への個別対応手段において，

設備の被害状況把握により緊急時対策本部長の指揮のもと，特重施

設要員が特定重大事故等対処施設を用いた対応を行う。特定重大事

故等対処施設を用いた対応を行う個別戦略を以下に示す。 

・炉心の著しい損傷を緩和するための戦略 

・原子炉格納容器の破損を緩和するための戦略 

・放射性物資の放出を低減するための戦略 

(b) 特定重大事故等対処施設における各手順の基本的考え方 

特定重大事故等対処施設を用いた大規模損壊時の対応においても，
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可搬型設備等を用いた対応と同様に，大気への放射性物質の放出低

減を最優先に考える。このため，使用する手順の順番としては，原

子炉圧力容器の減圧・原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内

へのスプレイによる冷却・減圧，格納容器ベントの順で実施するこ

ととする。 

また， による格納容器ベントにつ

いては，フィルタ装置では除去できない希ガスを含んだ原子炉格納

容器内雰囲気を大気へ放出する手順であることから，原子炉格納容

器圧力が限界圧力に達する前，又は，原子炉格納容器からの異常漏

えいが発生した場合に実施することを基本とする。また，原子炉格

納容器の破損を防止するために に

よる格納容器ベントを実施する必要がある場合において，迷わず

を用いた放射性物質の放出を行える

よう判断基準を明確にした手順を整備する。 

なお，特定重大事故等対処施設を用いた大規模損壊時の対応中に，

設計基準事故対処設備，重大事故等対処設備（特定重大事故等対処

施設を構成するものを除く。）による対応が可能となり，

による格納容器ベントを実施する必要がな

いと緊急時対策本部長が判断した場合は，緊急時対策本部長の指揮

のもと，「1.2.1 可搬型設備等による対応」で整備する大規模損壊

時の手順を用いた対応に移行する。 

ｃ．特定重大事故等対処施設による対応を行うために必要な手順書 

特定重大事故等対処施設による対応については，「実用発電用原子炉

に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」で規定する

内容に加え，「設置許可基準規則」に基づいて整備する設備の運用手順

等についても考慮した第 1.2－20 表に示す「特定重大事故等対処施設

による対応の手順書の概要」を含めて手順書を適切に整備する。 
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整備する手順書及び想定する起因事象と特定重大事故等対処施設の

効果の評価については「追補２ 想定する起因事象と特定重大事故等

対処施設の効果の評価」にて補足する。 

1.2.2.2 特定重大事故等対処施設による対応の体制の整備 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る重大事故等が発生した場合において，原子炉格納容器の破損による発電

所外への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するため，特定重大事故等

対処施設の機能を維持するための体制を整備する。この体制は，発電所の

外部からの支援が受けられるまでの間，特定重大事故等対処施設の機能を

維持できるよう整備する。また，1.2.2.1 における特定重大事故等対処施

設の手順書を用いた活動を行うための教育及び訓練を実施するとともに，

必要な資機材を整備する。 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る重大事故等に対処するために，発電所の外部からの支援が受けられるま

での７日間，特定重大事故等対処施設は必要な設備が機能できるようにす

る。なお，特定重大事故等対処施設は，原子炉建物等への故意による大型

航空機の衝突に対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないものとするため，特定重大事故等対処施設を構成する

設備は，原子炉建物等及び特定重大事故等対処施設に衝突することによっ

てこれらが同時に破損することを防ぐ設計とするとともに，信頼性向上を

図る設計であることから，特定重大事故等対処施設の復旧作業及びそのた

めに必要な体制の整備は不要である。 

(1) 特定重大事故等対処施設による対応のための要員への教育及び訓練の

実施 

特定重大事故等対処施設による対応のための要員は，原子炉建物等へ

の故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等が

発生した場合に対して，特定重大事故等対処施設による必要な対処を迅

速かつ円滑に実施するために必要な力量を確保するため，教育及び訓練
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を継続的に実施する。 

必要な力量の確保に当たっては，事故時対応の知識及び技能について

要員の役割に応じた教育及び訓練を定められた頻度，内容で計画的に実

施することにより要員の力量の維持及び向上を図る。必要となる力量を

第 1.2－21 表に示す。 

要員の教育及び訓練の頻度と力量評価の考え方は，以下のとおりとし，

この考え方に基づき教育訓練の計画を定め，実施する。 

・要員に対し必要な教育及び訓練項目を年１回以上実施し，評価する

ことにより，力量が維持されていることを確認する。 

・教育訓練の実施結果により，手順，資機材及び体制について改善要

否を評価し，必要により手順，資機材の改善，教育及び訓練計画へ

の反映を行い，力量を含む対応能力の向上を図る。 

特定重大事故等対処施設による対応のための要員の対象者については，

重大事故等発生時における事象の種類及び事象の進展に応じて迅速かつ

円滑に対処できるよう，要員の役割に応じた教育及び訓練を実施し，計

画的に評価することにより力量を付与し，特定重大事故等対処施設の運

用開始前までに力量を付与された要員を必要人数配置する。 

特定重大事故等対処施設による対応のための要員を確保するため，以

下の基本方針に基づき教育及び訓練を実施する。 

計画（Ｐ），実施（Ｄ），評価（Ｃ），改善（Ａ）のプロセスを適切に実

施し，ＰＤＣＡサイクルを回すことで，手順書の改善，体制の改善等の

継続的な重大事故等対策の改善を図る。 

ａ．特定重大事故等対処施設については，原子炉建物等への故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等が発生した場

合に対処する施設であることを踏まえ，特定重大事故等対処施設から

の操作による発電用原子炉施設の挙動に関する知識の向上を図ること

のできる教育及び訓練を実施する。 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム
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による重大事故等が発生した場合に原子炉格納容器の破損による発電

所外への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するための迅速かつ円

滑な対処を実施するために必要な知識について，要員の役割に応じた

教育及び訓練を定期的に実施する。 

ｂ．要員の役割に応じて，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる重大事故等が発生した場合に，原子炉格

納容器の破損による発電所外への放射性物質の異常な水準の放出を抑

制するための迅速かつ円滑な対処ができるよう，過酷事故の内容，基

本的な対処方法等，定期的に知識ベースの理解向上に資する教育を行

う。 

実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確認するため，原子炉

建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重

大事故等発生時のプラント状況の把握，的確な対応操作の選択等，緊

急時対策本部の指揮者，運転員及び特重施設要員の連携等を確認する

ための演習等を定期的に計画する。 

特定重大事故等対処施設の対応を迅速に実施するために，必要に応

じて事象進展による悪条件（高線量下，夜間及び悪天候（降雨，強風

等）及び照明機能低下等）等を想定し，必要な防護具等を使用した訓

練も実施する。 

運転員及び特重施設要員に対しては，原子炉建物等への故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等が発生した場

合に原子炉格納容器の破損による発電所外への放射性物質の異常な水

準の放出を抑制するために必要な特定重大事故等対処施設の操作を習

得することを目的に，手順の内容理解を図るための机上教育，特定重

大事故等対処施設の操作方法を習得するための模擬訓練を実施する。 

特定重大事故等対処施設の対応を迅速に実施するために，特重施設

要員は，役割に応じて特定重大事故等対処施設について熟知しておく

必要があるため，現場を含めた模擬訓練を行う。また，通常時に実施
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する項目を定めた手順書に基づき，設備の定期点検及び運転に必要な

操作を自らが行う。 

保修部員は，訓練施設にてポンプ，弁設備の分解点検，調整，部品

交換等の実習を社員自らが実施することにより技能及び知識の向上を

図る。さらに，設備の点検においては，保守実施方法をまとめた手順

書に基づき，現場において，巡視点検，分解機器の状況確認，組立状

況確認及び試運転の立会確認を行うとともに，作業要領書の内容確認，

作業工程検討等の保守点検活動を社員自らが行う。 

特定重大事故等対処施設の対応を迅速に実施するために，設備及び

事故時用の資機材等に関する情報並びに手順書が即時に利用できるよ

う，普段から保守点検活動等を通じて準備する。特重施設要員は，そ

れらの情報及び手順書を用いて，事故時対応訓練を行うことで，設備

資機材の保管場所，保管状態を把握し，取扱いの習熟を図るとともに，

情報及び手順書の管理を実施する。 

また，緊急時対策本部の要員及び運転員に対しては，特重施設要員

への適切な指示を行うために，役割に応じて机上教育を実施する。 

(2) 特定重大事故等対処施設による対応の体制 

ａ．原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による重大事故等が発生した場合に対して，特定重大事故等対処施設

による必要な対処を迅速かつ円滑に実施するため，「1.1.4(3) 体制の

整備」，「1.2.1.2(2) 大規模損壊発生時の体制」及び「1.2.1.2(3) 大

規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令系統の確立に

ついての基本的考え方」にて整備される体制のもと，特重施設要員は

実施組織として，1.2.2.1 における特定重大事故等対処施設の対応手

順書に従って活動を行うこととしており，1.2.2.4(4)，1.2.2.4(5)及

び 1.2.2.4(6)に再掲する。 

なお，特定重大事故等対処施設設置に伴う基本的な体制は，特定重

大事故等対処施設設置を踏まえた対応を行う。 
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ｂ．特定重大事故等対処施設による対応における指示者は，事象発生前

については原子力防災管理者又は当直副長であり，緊急時対策本部設

置後においては，所長（原子力防災管理者）は，緊急時対策本部長と

して全体指揮者となり原子力防災組織を統括管理する。 

緊急時対策本部は，複数号炉の同時被災の場合において，緊急時対

策本部長の指示により号炉ごとの情報収集や事故対策の検討を行い，

重大事故等対策を実施する。 

ｃ．原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による重大事故等が発生した場合に速やかに対応するために，原子炉

圧力容器に燃料が装荷されている場合における必要な特重施設要員と

して， （原子炉圧力容器に燃料が装荷されていない場合は要員の

確保の必要なし。）を確保する。また，「1.1.4(3) 体制の整備」で整

備される重大事故等が発生した場合に速やかに対応するために，原子

炉圧力容器に燃料が装荷されている場合における必要な要員を常時

47 名確保し，特重施設要員と合わせて合計 （原子炉圧力容器に

燃料が装荷されていない場合は，必要な要員を常時 47 名）を確保する。 

特重施設要員を特定重大事故等対処施設内に常時確保し，中央制御

室（運転員を含む。）又は重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施

設を構成するものを除く。）による原子炉格納容器破損防止対策が有効

に機能しなくなる場合においても，対処できるよう体制を整備する。 

ｄ．病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症等

が発生し，所定の特重施設要員に欠員が生じた場合は，夜間及び休日

（平日の勤務時間帯以外）を含め特重施設要員の補充を行うとともに，

そのような事態に備えた特重施設要員の体制に係る管理を行う。 

特重施設要員の補充の見込みが立たない場合は，発電用原子炉の停

止等の措置を実施し，確保できる要員で，安全が確保できる発電用原

子炉の運転状態に移行する。 

ｅ．特定重大事故等対処施設による対応を開始して以降は，要員の交替
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なしでも７日間継続した対応が可能な設計としているため，特重施設

要員の非常招集については実施しない方針であるが，要員の交替が可

能な状況であれば， での操作を行える力量を持った要員が

緊急時対策本部長の指揮のもと，交替により対応に当たる。なお，要

員の交替の際には，周辺の放射線量に配慮し， 内に汚染物

を持ち込まないようチェンジングエリアを運用し，要員の被ばくの低

減を図る。 

ｆ． による格納容器ベント時における対

応として， による格納容器ベントの開

始前には，最低限必要な緊急時対策要員は緊急時対策所にとどまり，

による格納容器ベントによる被ばく

の影響が低下すれば，活動を再開する。その他の要員は発電所外に一

時退避し，その後の交替要員として発電所へ再度参集する。 

また，特重施設要員は による格納容

器ベント時及びプルーム放出時においても にとどまる。 

なお， による格納容器ベント実施の

現場操作を行う場合，操作要員は，操作後，操作場所から

へ移動しとどまる。 

(3) 特定重大事故等対処施設の対応拠点 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる重大事故等が発生した場合において，特重施設要員の拠点は

とする。 

(4) 原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる重大事故等発生時の支援体制の確立 

ａ．緊急時対策総本部体制の確立 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による重大事故等発生時の緊急時対策総本部体制において「1.1.4(3) 

体制の整備」及び「1.2.1.2(5)ａ．緊急時対策総本部体制の確立」と
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同じ運用管理を実施することとしており，1.2.2.4(4)及び 1.2.2.4(7)

に再掲する。 

ｂ．外部支援体制の確立 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による重大事故等に対処するため，特定重大事故等対処施設内であら

かじめ用意された資機材及び燃料等， 内にとどまり対応す

るために必要な飲料及び食料等により，特定重大事故等対処施設によ

る対応を実施し，発電所の外部からの支援が受けられるまでの７日間，

特定重大事故等対処施設の機能を維持できるようにする。 

また，原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる重大事故等発生時の外部支援体制の確立においては，プ

ラントメーカ，協力会社及び燃料供給会社，他の原子力事業者等関係

機関と協議及び合意のうえ，外部支援計画及び発電所外に保有してい

る重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除

く。）と同種の設備，予備品，燃料等により，事象発生後６日間までに

支援を受けられる計画等を定める「1.1.3 支援に係る事項」及び

「1.2.1.2(5)ｂ．外部支援体制の確立」と同じ運用管理を実施するこ

ととしており，1.2.2.4(8)及び 1.2.2.4(9)に再掲する。 

(5) 有毒ガス防護のための体制 

有毒ガス発生時に，事故対策に必要な各種の操作を行うことができる

よう，特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判

断基準値以下とするための体制を整備する。固定源に対しては，特重施

設要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下

回るようにする。可動源に対しては，換気空調設備の隔離等により，特

重施設要員が事故対策に必要な各種の操作を行うことができるようにす

る。 

予期せぬ有毒ガスの発生においても，特重施設要員に対して防護具を

配備することにより，事故対策に必要な各種の操作を行うことができる
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よう体制を整備する。 

1.2.2.3 特定重大事故等対処施設の資機材の配備に関する基本的な考え方 

原子炉建物等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る重大事故等に対処するために，発電所の外部からの支援が受けられるま

での７日間，特定重大事故等対処施設の機能を維持するため，特重施設要

員 が要員の交替なしに７日間， にとどまり対応活動が可能

なよう資機材を配備する。 

・外部支援が受けられない場合も で対応可能なように，飲料

水，食料等を に備蓄する。 

・特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制に係る資料を配

備する。 

・ は居住性を確保した設計とするためマスク等の個人が用い

る防護具は必要ないが，万一のための防護具として全面マスクを配備

する。 

・要員の交替を行う場合でも対応可能なように，必要な防護具，チェン

ジングエリア用資機材等を配備する。 

また，緊急時対策所等の資機材の配備において「1.1.3 支援に係る事項」

及び「1.2.1.3(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考

え方」と同じ運用管理を実施することとしており， 1.2.2.4(8)及び

1.2.2.4(10)に再掲する。 

1.2.2.4 重大事故等対策及び可搬型設備等による対応 

「1.2.2 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備」

において，「1.1 重大事故等対策」及び「1.2 大規模な自然災害又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事項」のう

ち「1.2.1 可搬型設備等による対応」に従って実施する事項を以下に再掲

する。 

・アクセスルートの確保 

・５つの活動又は緩和対策を行うための手順書 
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・前兆事象の対応 

・体制の整備 

・大規模損壊発生時の体制 

・大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令系統の確立

についての基本的考え方 

・緊急時対策総本部体制の確立 

・支援に係る事項 

・外部支援体制の確立 

・大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

(1) アクセスルートの確保 

アクセスルートの確保については，「1.1.1(2) アクセスルートの確保」

に従って実施することとしている。1.1.1(2)のうち，特定重大事故等対

処施設による対応に関連する記載を抜粋し，以下に再掲する。 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の

道路及び通路が確保できるように，以下の実効性のある運用管理を実施

する。 

屋外及び屋内において，想定される重大事故等の対処に必要な可搬型

重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬する

ための経路又は他の設備の被害状況を把握するための経路（以下「アク

セスルート」という。）は，想定される自然現象，発電用原子炉施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。），溢水及び火災を想定しても，運搬，移動に

支障をきたすことのないように，迂回路も考慮して複数のアクセスルー

トを確保する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象については，網羅的に

抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生

実績の有無にかかわらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，
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風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物

学的事象，森林火災等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所

敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外アクセスルートへの影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスル

ートに影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響及び

生物学的事象を選定する。 

なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為によ

るものが大半であることを考慮し，森林火災については，人為によるも

の（火災・爆発）として選定する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺におい

て想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれ

がある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）について

は，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の

有無にかかわらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航

空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の

衝突及び電磁的障害を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及び

その周辺での発生の可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展

速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに影

響を与えるおそれがある事象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，

火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），

有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害を選定する。 

また，重大事故等時の高線量下環境を考慮する。 

ａ．屋外アクセスルート 

屋外アクセスルートは，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるもの

を除く。）のうち，飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス及び船舶の衝突
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に対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する。 

屋外アクセスルートの周辺構造物等の損壊による障害物については，

ホイールローダ等の重機による撤去あるいは複数のアクセスルートに

よる迂回を行う。 

屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊や道路面

のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイー

ルローダ等の重機による崩壊箇所の復旧を行い，通行性を確保する。 

屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防止策（可

燃物・危険物管理）及び火災の拡大防止策（大量の可燃物を内包する

変圧器の防油堤の設置）については，「火災防護計画」に定める。 

屋外アクセスルートでの被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する。夜間時及び停電時に

おいては，確実に運搬，移動ができるように可搬型照明を配備する。 

また，現場との通信連絡手段を確保し，作業環境を考慮する。 

ｂ．屋内アクセスルート 

屋内アクセスルートは，自然現象として選定する地震，津波，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響，

生物学的事象による影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建物内に確保する。 

また，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性

を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）として選定する飛来物（航空機落下），火

災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），

有毒ガス及び船舶の衝突に対して，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建物内に確保する。 

屋内アクセスルートは，重大事故等時に必要となる現場操作を実施

する場所まで外部事象による影響を考慮しても移動可能なルートを選

定する。 
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また，屋内アクセスルート上の資機材については，必要に応じて固

縛又は転倒防止処置により，通行に支障をきたさない措置を講じる。 

屋内アクセスルート周辺の機器に対しては火災の発生防止処置を実

施する。火災防護対策については「添付書類八 1.6.1.2 火災発生防

止に係る設計方針」に示す。 

機器からの溢水が発生した場合については，適切な防護具を着用す

ることにより，屋内アクセスルートを通行する。 

屋内アクセスルートでの被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する。停電時及び夜間時に

おいては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。

また，現場との連絡手段を確保し，作業環境を考慮する。 

(2) ５つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

５つの活動又は緩和対策を行うための手順書については，「1.2.1.1(3)

ｂ.(a) ５つの活動又は緩和対策を行うための手順書」に従って実施す

ることとしている。1.2.1.1(3)ｂ.(a)のうち，特定重大事故等対処施設

による対応に関連する記載を抜粋し，以下に再掲する。 

ａ．５つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

(a) 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合における消火活

動として，故意による大型航空機の衝突による大規模な航空機燃料

火災を想定し，放水砲等を用いた泡消火についての手順書を整備す

る。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合における対

応手段の優先順位は，放水砲等を用いた泡消火について速やかに準

備するとともに，早期に準備が可能な小型放水砲，小型動力ポンプ

付水槽車及び化学消防自動車による泡消火並びに延焼防止のための

消火を実施する。 

なお，当該の対応において，事故対応を行うためのアクセスルー
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ト又は操作箇所での復旧活動に支障となる火災が発生している場合

は，消火活動を速やかに実施し，操作箇所までのアクセスルート等

を確保する。具体的には，次の手順で対応を行う。 

(ⅰ) アクセスルートに障害がない箇所があれば，その箇所を使用

する。 

(ⅱ) 複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに障害がある場

合，最もアクセスルートを確保しやすい箇所を優先的に確保する。 

(ⅲ) (ⅰ)及び(ⅱ)いずれの場合も，予備としてもう１つの操作箇所

へのアクセスルートを確保する。 

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に示す a)～d)

の区分を基本に消火活動の優先度を判定し，優先度の高い火災より

順次消火活動を実施する。 

a) アクセスルート及び操作箇所の確保のための消火 

・アクセスルート確保 

・車両及びホースルートの設置エリアの確保 

（初期消火に用いる化学消防自動車，小型放水砲等） 

b) 原子力安全の確保のための消火 

・重大事故等対処設備が設置された建物，放射性物質内包の建

物 

・可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及び設置エリアの

確保 

・大型送水ポンプ車，ホースルート及び放水砲の設置エリアの

確保 

c) 火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子力安全に影響

を与える可能性がある火災の消火 

・可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続箇所及び設置エ

リアの確保 

d) その他火災の消火 



10－Ⅱ－1－26 

a)から c)以外の火災は，対応可能な段階になってから，可能

な範囲で消火する。 

建物内外ともに上記の考え方を基本に消火するが，大型航空

機の衝突による建物内の大規模な火災時は，入域可能な状態に

なってから消火活動を実施する。 

消火活動に当たっては，現場間及び現場と緊急時対策本部間

では無線通信設備を使用し，連絡を密にする。無線通信設備で

の連絡が困難な建物内において火災が発生している場合には，

複数ある別の対応手段を選択して事故対応を試みるとともに，

火災に対しては連絡要員を配置する等により外部との通信ルー

ト及び自衛消防隊の安全を確保した上で，対応可能な範囲の消

火活動を行う。 

また，自衛消防隊以外の緊急時対策要員が消火活動の支援を

行う場合は，緊急時対策本部の火災対応の指揮命令系統の下で

活動する自衛消防隊の指揮下で活動する。 

(3) 前兆事象の対応 

前兆事象の対応については，「1.1.4(1)ｆ．」の前兆事象の対応に従っ

て実施することとしている。1.1.4(1)ｆ．のうち，特定重大事故等対処

施設による対応に関連する記載を抜粋し，以下に再掲する。 

前兆事象として把握ができるか，重大事故等を引き起こす可能性があ

るかを考慮して，設備の安全機能の維持及び事故の未然防止対策をあら

かじめ検討しておき，前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体

制及び手順を整備する。 

大津波警報が発令された場合，発電用原子炉を停止し，冷却操作を開

始する手順を整備する。また，所員の高台への避難指示，水密扉の閉止

確認を行い，津波監視カメラ及び取水槽水位計による津波の継続監視を

行う手順を整備する。また，引き波により取水槽水位が低下した場合等，

発電用原子炉の運転継続に支障がある場合に，発電用原子炉を手動停止
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する手順を整備する。 

台風進路に想定される場合には，屋外設備の暴風雨対策の強化及び巡

視点検を強化する手順を整備する。 

竜巻の発生が予想される場合には，車両の退避又は固縛の実施，クレ

ーン作業の中止，外部事象防護対象施設を内包する区画に設置する扉の

閉止状態を確認する手順を整備する。 

その他の前兆事象を伴う事象については，気象情報の収集，巡視点検

の強化及び前兆事象に応じた事故の未然防止の対応を行う手順を整備す

る。 

(4) 体制の整備 

体制の整備については，「1.1.4(3) 体制の整備」に従って実施するこ

ととしている。1.1.4(3)のうち，特定重大事故等対処施設による対応に

関連する記載を抜粋し，以下に再掲する。 

重大事故等時において重大事故等に対応するための体制として，以下

の基本方針に基づき整備する。 

ａ．重大事故等対策を実施する実施組織及びその支援組織の役割分担及

び責任者を定め，効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備す

る。 

重大事故等を起因とする原子力災害が発生するおそれがある場合又

は発生した場合に，事故原因の除去，原子力災害の拡大防止及びその

他の必要な活動を迅速かつ円滑に行うため，所長（原子力防災管理者）

は，事象に応じて緊急時体制を発令し，重大事故等に対処する要員の

非常招集及び通報連絡を行い，所長（原子力防災管理者）を本部長と

する緊急時対策本部を設置して対処する。 

所長（原子力防災管理者）は，緊急時対策本部長として，緊急時対

策本部の統括管理を行い，責任を持って原子力防災の活動方針を決定

する。 

緊急時対策本部における指揮命令系統を明確にするとともに，指揮
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者である緊急時対策本部長（原子力防災管理者）が不在の場合に備え，

副原子力防災管理者の中からあらかじめ定めた順位で代行者を指定す

る。 

緊急時対策本部は，重大事故等対策を実施する実施組織，実施組織

に対して技術的助言を行う技術支援組織及び実施組織が事故対策に専

念できる環境を整える運営支援組織で編成する。 

通常時の発電所体制下での運転，日常保守点検活動の実務経験が緊

急時対策本部での事故対応，復旧活動に活かすことができ，組織が効

果的に重大事故等対策を実施できるように，専門性及び経験を考慮し

た上で機能班の構成を行う。 

また，各班の役割分担，対策の実施責任を有する班長を定め，指揮

命令系統を明確にし，効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整

備する。 

発電用原子炉主任技術者は，重大事故等時の緊急時対策本部におい

て，その職務に支障をきたすことがないように，独立性を確保する。 

発電用原子炉主任技術者は，重大事故等対策における発電用原子炉

施設の運転に関し保安監督を誠実かつ最優先に行うことを任務とする。 

発電用原子炉主任技術者は，重大事故等対策において，発電用原子

炉施設の運転に関し保安上必要な場合は，重大事故等に対処する要員

（緊急時対策本部長を含む。）へ指示を行い，緊急時対策本部長は，そ

の指示を踏まえ方針を決定する。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場

合，重大事故等に対処する要員は発電用原子炉主任技術者が発電用原

子炉施設の運転に関する保安の監督を誠実に行うことができるように，

通信連絡設備により必要の都度，情報連絡（プラントの状況，対策の

状況）を行い，発電用原子炉主任技術者は得られた情報に基づき，発

電用原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は指示を行う。 

発電用原子炉主任技術者は，重大事故等の発生連絡を受けた後，速
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やかに緊急時対策本部に駆けつけられるように，早期に非常招集が可

能なエリア（松江市）に発電用原子炉主任技術者又は代行者を待機さ

せる。 

発電用原子炉主任技術者は，重大事故等対策に係る手順書の整備に

当たって，保安上必要な事項について確認を行う。 

ｂ．実施組織は，プラント監視統括及び復旧統括を配置し，プラント監

視統括のもとプラント監視班及び当直（運転員）を，復旧統括のもと

復旧班及び自衛消防隊を構成し，必要な役割の分担を行い重大事故等

対策が円滑に実施できる体制を整備する。 

プラント監視統括は，事故状況の把握の統括並びに事故の影響緩和

及び拡大防止に必要な運転上の操作への助言を行う。 

プラント監視班は，当直（運転員）からの重要パラメータの入手，

事故対応手段の選定に関する当直（運転員）への情報提供を行う。 

当直（運転員）は，事故の影響緩和及び拡大防止に係るプラントの

運転操作を行う。 

復旧統括は，可搬型設備を用いた対応，不具合設備の復旧及び消火

活動の統括を行う。 

復旧班は，事故の影響緩和及び拡大防止に係る可搬型重大事故等対

処設備の準備と操作並びに不具合設備の応急措置のための復旧作業方

法の作成及び復旧作業の実施を行う。 

自衛消防隊は，消火活動を行う。 

ｃ．実施組織は，複数号炉において同時に重大事故等が発生した場合に

おいても対応できる組織とする。 

緊急時対策本部は，複数号炉の同時被災の場合において，情報の混

乱や指揮命令が遅れることのないよう，緊急時対策本部長が活動方針

を示し，プラント監視統括は，事故状況の把握の統括並びに事故の影

響緩和及び拡大防止に必要な運転上の操作への助言の統括を行い，復

旧統括は可搬型設備を用いた対応，不具合設備の復旧及び消火活動の
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統括を行う。 

複数号炉の同時被災の場合において，必要な緊急時対策要員を発電

所内に常時確保することにより，重大事故等対処設備を使用して２号

炉の炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止の重大事故等対策を実

施するとともに，１号炉については，１号炉の燃料プールに燃料が保

管されているため，１号運転員により１号炉の燃料プールの監視を行

うとともに，対応作業までは時間的余裕があるため，平日の時間帯に

おいては発電所内に勤務する緊急時対策要員，夜間及び休日（平日の

勤務時間帯以外）においては参集する緊急時対策要員で対応する。 

また，複数号炉の同時被災時において，当直（運転員）は号炉ごと

の運転操作指揮を２号炉は当直副長，１号炉は当直主任が行い，号炉

ごとに運転操作に係る情報収集や事故対策の検討等を行うことにより，

情報の混乱や指揮命令が遅れることのない体制とする。 

発電用原子炉主任技術者は，２号炉の保安監督を誠実かつ，最優先

に行う。 

ｄ．緊急時対策本部には，支援組織として技術支援組織と運営支援組織

を設ける。 

実施組織に対して技術的助言を行うための技術支援組織は，技術統

括を配置し，技術班及び放射線管理班で構成する。 

技術統括は，原子炉の運転に関するデータの収集，分析及び評価の

統括，原子炉の運転に関する具体的復旧方法，工程等作成の統括，発

電所内外の放射線，放射性物質濃度の状況把握に係る測定の統括を行

う。 

技術班は，原子炉の運転に関するデータの収集，分析及び評価，原

子炉の事故の影響緩和及び拡大防止に必要な運転に関する技術的措置，

原子炉の運転に関する具体的復旧方法，工程等作成を行う。 

放射線管理班は，発電所内外の放射線及び放射性物質濃度の状況把

握に係る測定，放射性物質の影響範囲の推定，緊急時対策活動に係る
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立入禁止措置，退去措置，除染等の放射線管理並びに重大事故等に対

処する要員・退避者の線量評価及び汚染拡大防止措置・除染を行う。 

実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整えるための運営支

援組織は，広報統括，情報統括及び支援統括を配置し，報道班，対外

対応班，情報管理班，通報班，支援班及び警備班で構成する。広報統

括は，報道機関対応支援，対外対応活動の統括を行う。報道班は，緊

急時対策総本部が行う報道機関対応の支援を行う。対外対応班は，自

治体からの問合せ対応，自治体派遣者の支援を行う。情報統括は，関

係機関への通報連絡，情報管理等の統括を行う。情報管理班は，情報

の収集，共有等を行う。通報班は，関係機関への通報連絡等を行う。

支援統括は，緊急時対策本部の運営支援，警備対応の統括を行う。支

援班は，緊急時対策本部の運営支援，重大事故等に対処する要員の人

員把握，避難誘導，資機材及び輸送手段の確保，救出・医療活動を行

う。警備班は，出入り管理及び警備当局対応，緊急車両の誘導を行う。 

ｅ．所長（原子力防災管理者）は，警戒事態該当事象（その時点では公

衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが，原災

法第十条第一項に該当する事象に至るおそれがある事態），原災法第十

条第一項に該当する事象又は原災法第十五条第一項に該当する事象が

発生した場合においては緊急時体制を発令し，重大事故等に対処する

要員の非常招集及び通報連絡を行い，所長（原子力防災管理者）を本

部長とする緊急時対策本部を設置する。その中に実施組織及び支援組

織を設置し，重大事故等対策を実施する。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故等が発

生した場合でも，速やかに対策を行えるように，発電所内に必要な重

大事故等に対処する要員を常時確保する。 

非常招集する重大事故等に対処する要員への連絡については，要員

招集システム又は電話を活用する。 

なお，地震の影響による通信障害等が発生し，要員招集システム又
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は電話を用いて非常招集連絡ができない場合においても，松江市で震

度６弱以上の地震の発生により，重大事故等に対処する要員は社内規

程に基づき発電所に自動参集する体制を整備する。 

重大事故等が発生した場合に速やかに対応するため，発電所内に緊

急時対策要員 31 名，運転員９名，火災発生時の初期消火活動に対応す

るための自衛消防隊７名の合計 47 名を確保する。 

また，参集する緊急時対策要員として，要員参集の目安としている

被災後８時間以内に 54 名を確保する。 

なお，原子炉運転中においては，運転員を９名とし，また原子炉運

転停止中※においては，運転員を７名とする。 

※ 発電用原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が 100℃未満）

及び燃料交換の期間 

重大事故等が発生した場合，緊急時対策要員は，緊急時対策所に参

集し，要員の任務に応じた対応を行う。 

重大事故等の対応で，高線量下における対応が必要な場合において

も，特定の重大事故等に対処する要員に被ばくが集中しないように，

重大事故等に対処する要員を確保する。 

病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症等

が発生し，所定の重大事故等に対処する要員に欠員が生じた場合は，

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）を含め重大事故等に対処する

要員の補充を行うとともに，そのような事態に備えた重大事故等に対

処する要員の体制に係る管理を行う。 

重大事故等に対処する要員の補充の見込みが立たない場合は，原子

炉停止等の措置を実施し，確保できる重大事故等に対処する要員で，

安全が確保できる発電用原子炉の運転状態に移行する。 

また，あらかじめ定めた連絡体制に基づき，夜間及び休日（平日の

勤務時間帯以外）を含めて必要な重大事故等に対処する要員を非常招

集できるように，定期的に連絡訓練を実施する。 
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ｆ．発電所における重大事故等対策の実施組織及び支援組織の各班並び

に当直（運転員）の機能は，上記ａ項，ｂ項及びｄ項のとおり明確に

するとともに，責任者として配下の各班の監督責任を有する統括，対

策の実施責任を有する班長及び当直副長を配置する。 

ｇ．重大事故等対策の判断については全て発電所にて行うこととし，緊

急時対策本部における指揮命令系統を明確にするとともに，指揮者で

ある緊急時対策本部長の所長（原子力防災管理者）が欠けた場合に備

え，代行者と代行順位をあらかじめ定め明確にする。 

また，統括，班長及び当直副長についても欠けた場合に備え，代行

者と代行順位をあらかじめ明確にする。 

緊急時対策本部長は，緊急時対策本部の統括管理を行い，責任を持

って，原子力防災の活動方針の決定を行う。 

緊急時対策本部長（原子力防災管理者）が欠けた場合は，副原子力

防災管理者が，あらかじめ定めた順位に従い代行する。 

統括及び班長が欠けた場合は，同じ機能を担務する下位の要員が代

行するか，又は上位の職位の要員が下位の職位の要員の職務を兼務す

ることとし，具体的な代行者の配置については上位の職位の要員が決

定することをあらかじめ定める。 

当直副長が欠けた場合は，当直長が当直副長の職務を兼務すること

をあらかじめ定める。 

ｈ．重大事故等に対処する要員が実効的に活動するための施設，設備等

を整備する。 

重大事故等が発生した場合において，実施組織及び支援組織が定め

られた役割を遂行するために，関係箇所との連携を図り，迅速な対応

により事故対応を円滑に実施することが必要なことから，以下の施設

及び設備を整備する。 

支援組織が，必要なプラントのパラメータを確認するための安全パ

ラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），発電所内外に通信連絡を行い関係
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箇所と連携を図るための統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機，ＩＰ－ＦＡＸ），衛星

電話設備，無線通信設備等を備えた緊急時対策所を整備する。 

実施組織が，中央制御室，緊急時対策所及び現場との連携を図るた

め，有線式通信設備，無線通信設備，衛星電話設備等を整備する。 

また，電源が喪失し照明が消灯した場合でも，迅速な現場への移動，

操作及び作業を実施し，作業内容及び現場状況の情報共有を実施でき

るように可搬型照明を整備する。 

これらは，重大事故等時において，初期に使用する施設及び設備で

あり，これらの施設又は設備を使用することによって発電用原子炉施

設の状態を確認し，必要な発電所内外各所へ通報連絡を行い，また重

大事故等対処のため，夜間においても速やかに現場へ移動する。 

ｉ．支援組織は，発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状

況について，本社の原子力施設事態即応センターに設置する緊急時対

策総本部，国，関係自治体等の発電所内外の組織への通報連絡を実施

できるように，衛星電話設備，統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備等を配備し，広く情報提供を行うことができる体制を

整備する。 

発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況に係る情報

は，緊急時対策本部の情報管理班にて一元的に集約管理し，発電所内

外で共有するとともに，緊急時対策総本部と緊急時対策本部間におい

て，衛星電話設備，統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）等を使用することに

より，発電所の状況及び重大事故等対策の実施状況の情報共有を行う。 

また，緊急時対策総本部との情報共有を密にすることで報道発表，

外部からの問い合わせ対応及び関係機関への連絡を緊急時対策総本部

で実施し，緊急時対策本部が事故対応に専念でき，かつ，発電所内外

へ広く情報提供を行うことができる体制を整備する。 
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ｊ．重大事故等時に，発電所外部からの支援を受けることができるよう

に支援体制を整備する。 

発電所において，緊急時体制の発令に該当する事象が発生した場合，

所長（原子力防災管理者）は，緊急時体制を発令するとともに本社電

源事業本部部長（原子力管理）へ報告する。 

報告を受けた本社電源事業本部部長（原子力管理）はただちに社長

に報告し，社長は本社における緊急時体制を発令する。本社電源事業

本部部長（原子力管理）は，本社における緊急時対策要員を非常招集

する。 

社長は，本社における緊急時体制を発令した場合，速やかに本社の

原子力施設事態即応センターに緊急時対策総本部を設置し，緊急時対

策総本部長としてその職務を行う。社長が不在の場合は，あらかじめ

定めた順位に従い，緊急時対策総本部の副総本部長がその職務を代行

する。 

緊急時対策総本部長は，緊急時対策総本部の設置，運営，統括及び

災害対策活動に関する総括管理を行い，副総本部長は，緊急時対策総

本部長を補佐する。 

緊急時対策総本部の各班長は緊急時対策総本部長が行う災害対策活

動を補佐する。 

緊急時対策総本部は，原子力部門のみでなく他部門も含めた全社（全

社とは，中国電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社のこと

をいう。）での体制とし，緊急時対策本部が重大事故等対策に専念でき

るよう技術面及び運用面で支援する。 

緊急時対策総本部は，東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事

故から得られた教訓から原子力防災組織に適用すべき必要要件を定め

た体制とすることにより，社長を緊急時対策総本部長とした指揮命令

系統を明確にし，緊急時対策本部が重大事故等対策に専念できる体制

を整備する。 
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緊急時対策総本部は，緊急時対策本部からの情報収集及び社内関係

箇所への連絡，発電所からの情報及びメーカ等からの情報に基づいた

応急措置の検討等を行う統括班，発電所外の放射線レベル，環境への

放出放射能量及び周辺公衆の線量評価を行う放射線班，プラント状況，

設備損傷の状況，漏えい量等の情報の入手，事故規模の評価等を行う

技術班，プレス発表文の作成，想定Ｑ＆Ａの作成，プレス発表会場の

設置，プレス発表等を行う広報班，食料等の調達，宿泊施設の手配等

を行う総務班，警備関係を行う警備班，応急復旧用資機材及び輸送手

段の確保，その他必要な物品の調達を行う資材班，従業員・応援者の

健康管理，作業服の調達を行う労務班，送電設備被害・復旧状況の把

握，送電設備の応急措置，復旧対策の検討，発電所保安用外部電源の

送電確保に係る需給運用を行う外部電源復旧班，保安通信回線の確保

等を行う通信班，情報共有システムの維持管理を行う情報システム班，

原子力事業所災害対策支援拠点の設営，運営，原子力事業所災害対策

支援拠点から原子力施設への資機材の調達，輸送，その他原子力災害

対策活動の後方支援を行う支援班，原子力防災活動における関係自治

体との連携，原子力事業者間協力協定に基づく他電力との防災活動の

連携を行う地域対応班で構成する。 

緊急時対策総本部長は，発電所における重大事故等対策の実施を支

援するために，「原子力災害対策特別措置法」第十条通報後，原子力事

業所災害対策支援拠点の設営を本社統括班長に指示する。 

本社統括班長は，あらかじめ選定している施設の候補の中から，放

射性物質が放出された場合の影響等を考慮した上で原子力事業所災害

対策支援拠点を指定する。本社支援班長は必要な要員を派遣するとと

もに，発電所の事故収束対応を維持するために必要な燃料，資機材等

の支援を実施する。 

また，緊急時対策総本部は，他の原子力事業者及び原子力緊急事態

支援組織より技術的な支援が受けられる体制を整備する。 
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ｋ．重大事故等発生後の中長期的な対応が必要になる場合に備えて，緊

急時対策総本部が中心となり，プラントメーカ及び協力会社を含めた

社内外の関係各所と連携し，適切かつ効果的な対応を検討できる体制

を整備する。 

重大事故等への対応操作や作業が長期間にわたる場合に備えて，機

能喪失した設備の部品取替えによる復旧手段を整備するとともに，主

要な設備の取替物品をあらかじめ確保する。 

また，重大事故等時に，機能喪失した設備の復旧を実施するための

作業環境の線量低減対策や，放射性物質を含んだ汚染水が発生した場

合の対応等について，事象収束対応を円滑に実施するため，平時から

連絡体制を構築するとともに，必要な対応を検討できる協力体制を継

続して構築する。 

l．有毒ガス発生時に，事故対策に必要な各種の指示，操作を行うことが

できるよう，重大事故等に対処する要員の吸気中の有毒ガス濃度を有

毒ガス防護のための判断基準値以下とするための体制を整備する。固

定源に対しては，重大事故等に対処する要員の吸気中の有毒ガス濃度

を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。可動源に対

しては，換気空調設備の隔離等により，運転員及び緊急時対策要員の

うち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に

必要な各種の指示・操作を行うことができるようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発生においても，運転員及び緊急時対策要員の

うち初動対応において重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員に対して防護具を配備することにより，事故対策に必要な各種の

指示・操作を行うことができるよう体制を整備する。 

(5) 大規模損壊発生時の体制 

大規模損壊発生時の体制については，「1.2.1.2(2) 大規模損壊発生時

の体制」に従って実施することとしている。1.2.1.2(2)を以下に再掲す

る。 
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緊急時対策本部は，大規模損壊の緩和措置を実施する実施組織及びそ

の支援組織から構成されており，それぞれの機能ごとに責任者を定め，

役割分担を明確にし，効果的な大規模損壊の緩和措置を実施し得る体制

とする。また，複数号炉の同時被災の場合においても，重大事故等対処

設備を使用して炉心損傷や原子炉格納容器の破損等に対応できる体制と

する。 

大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の体制が部分的

に機能しない場合（中央制御室の機能喪失を含む。）でも流動性を持って

柔軟に対応できる体制を整備する。 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても発電所構内に緊

急時対策要員 31 名，運転員９名及び火災発生時の初期消火活動に対応

するための自衛消防隊７名の合計 47 名を常時確保し，大規模損壊発生

時は指示者が初動の指揮を執る体制を整備する。 

なお，２号炉原子炉運転停止中※については，中央制御室の２号運

転員を５名とする。 

※ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が 100℃未満）及び

燃料交換の期間 

また，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生によ

り，中央制御室（運転員を含む。）が機能しない場合もあらかじめ想定

し，重大事故等に対処する要員で役割を変更する要員に対して事前に

周知しておくことで混乱することなく迅速な対応を可能とする。 

ｂ．大規模損壊発生時において，重大事故等に対処する要員として参集

が期待される社員寮，社宅等の重大事故等に対処する要員の発電所へ

のアクセスルートは複数確保し，その中から通行可能なルートを選択

し発電所へ参集する。 

なお，プラント状況が確実に入手できない場合は，あらかじめ定め

た構外参集拠点にて，発電所の状況等の確認を行った後，発電所へ参

集する。 
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ｃ．大規模な自然災害が発生した場合には，発電所構内に常時確保する

重大事故等に対処する要員 47 名の中に被災者が発生する可能性があ

ることに加え，社員寮，社宅等からの交替要員参集に時間を要する可

能性があるが，その場合であっても，運転員及び自衛消防隊を含む発

電所構内に常駐する要員により，優先する対応手順を，必要とする要

員数未満で対応することで交替要員が到着するまでの間も事故対応を

行えるよう体制を整備する。 

(6) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令系統の確立

についての基本的考え方 

大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令系統の確立

についての基本的考え方については，「1.2.1.2(3) 大規模損壊発生時の

要員確保及び通常とは異なる指揮命令系統の確立についての基本的考え

方」に従って実施することとしている。1.2.1.2(3)を以下に再掲する。 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命令系統が機

能しない場合も考えられる。このような状況においても，発電所構内に

勤務している重大事故等に対処する要員により指揮命令系統を確立でき

るよう，大規模損壊発生時に対応するための体制を整備する。 

ａ．大規模損壊への対応に必要な要員を常時確保するため，夜間及び休

日（平日の勤務時間帯以外）における重大事故等に対処する要員は，

地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムが発生した場合にも対応できるよう，分散して待機

する。また，地震，津波等の大規模な自然災害によって，待機場所へ

の影響が考えられる場合は，屋外への退避及び高台への避難等を行う。

なお，建物の損壊等により要員が被災するような状況においても，発

電所構内に勤務している他の要員を活用する等の柔軟な対応をとるこ

とを基本とする。 

ｂ．地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムの発生により，通常の原子力防災体制での指揮命
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令系統が機能しない場合も考慮し，原子力防災管理者の代行者をあら

かじめ複数定めることで体制を維持する。 

ｃ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う緊急時対策要員

と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な緊急時対策

要員は緊急時対策所，運転員は中央制御室待避室及び緊急時対策所に

とどまり，その他の緊急時対策要員及び自衛消防隊は発電所構外へ一

時退避し，その後，緊急時対策本部長の指示に基づき再参集する。 

ｄ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，緊急時対策

本部の火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊は消火活動を実施す

る。また，緊急時対策本部長が，事故対応を実施又は継続するために，

放水砲等による泡消火の実施が必要と判断した場合は，緊急時対策要

員を火災対応の指揮命令系統の下で活動する自衛消防隊の指揮下で消

火活動に従事させる。 

(7) 緊急時対策総本部体制の確立 

緊急時対策総本部体制の確立については，「1.2.1.2(5)ａ．緊急時対策

総本部体制の確立」に従って実施することとしている。1.2.1.2(5)ａ．

を以下に再掲する。 

大規模損壊発生時における緊急時対策総本部の設置による発電所への

支援体制は，「1.1.4 手順書の整備，教育及び訓練の実施並びに体制の

整備」で整備する支援体制と同様である。 

(8) 支援に係る事項 

支援に係る事項については，「1.1.3 支援に係る事項」に従って実施

することとしている。1.1.3 を以下に再掲する。 

重大事故等に対して事故収束対応を実施するため，発電所内であらか

じめ用意された手段（重大事故等対処設備，予備品，燃料等）により，

重大事故等対策を実施し，事故発生後７日間は継続して事故収束対応を

維持できるようにする。重大事故等の対応に必要な水源については，淡

水源に加え最終的に海水に切り替えることにより水源が枯渇することが
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ないようにする。 

プラントメーカ，協力会社及びその他の関係機関とは平時から必要な

連絡体制を整備する等の協力関係を構築するとともに，あらかじめ重大

事故等発生に備え，協議及び合意のうえ，外部からの支援計画を定め，

重大事故等時の支援及び燃料の供給の協定を締結する。 

重大事故等発生後，緊急時対策本部が発足し，協力体制が整い次第，

プラントメーカからは事故収束及び復旧対策に関する技術支援，協力会

社からは事故収束及び復旧対策に必要な要員等の支援，燃料及び資機材

の輸送支援並びに燃料供給会社からは燃料の供給支援を受けられるよう

に支援計画を定める。 

資機材等の輸送に関しては，専用の輸送車両を常備した運送会社及び

ヘリコプタ運航会社と協力協定を締結し，迅速な物資輸送を可能とする

とともに，中長期的な物資輸送にも対応できるように支援計画を定める。 

原子力災害における原子力事業者間協力協定に基づき，他の原子力事

業者からは，要員の派遣，資機材の貸与及び環境放射線モニタリングの

支援を受けられるようにするほか，原子力緊急事態支援組織からは，被

ばく低減のために遠隔操作可能なロボット，無線重機等の資機材並びに

資機材を操作する要員及び発電所までの資機材輸送の支援を受けられる

ように支援計画を定める。 

発電所外であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備と同種の

設備（電源車等），予備品，燃料等）について支援を受けることによって，

発電所内に配備する重大事故等対処設備に不具合があった場合の代替手

段及び燃料の確保を行い，継続的な重大事故等対策を実施できるよう事

象発生後６日間までに支援を受けられる体制を整備する。 

また，原子力事業所災害対策支援拠点から，発電所の支援に必要な資

機材として，食料，その他の消耗品及び放射線防護資機材を継続的に発

電所へ供給できる体制を整備する。 

(9) 外部支援体制の確立 
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外部支援体制の確立については，「1.2.1.2(5)ｂ．外部支援体制の確立」

に従って実施することとしている。1.2.1.2(5)ｂ．を以下に再掲する。 

大規模損壊発生時における発電所への外部支援体制は，「1.1.3 支援

に係る事項」で整備する原子力災害発生時の外部支援体制と同様である。 

(10) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方については，

「1.2.1.3(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え

方」に従って実施することとしている。1.2.1.3(2)を以下に再掲する。 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重大事故等対策

で配備する資機材の基本的な考え方を基に，高線量の環境，大規模な火

災の発生及び外部支援が受けられない状況を想定し配備する。また，そ

のような状況においても使用を期待できるよう，原子炉建物，制御室建

物及び廃棄物処理建物から 100m 以上離隔をとった場所に，分散して配備

する。 

ａ．全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために必要な照明機

能を有する資機材を配備する。 

ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク火災，又は

故意による大型航空機の衝突に伴う大規模な航空機燃料火災の発生に

備え，必要な消火活動を実施するために着用する防護具，消火薬剤等

の資機材及び大型送水ポンプ車や放水砲等の消火設備を配備する。 

ｃ．炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境下において，

事故対応のために着用する全面マスク，高線量対応防護服，個人線量

計等の必要な資機材を配備する。 

ｄ．化学薬品等が流出した場合に備えて，マスク，長靴等の資機材を配

備する。 

ｅ．大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合も事故対応を

行うための防護具，線量計，食料等の資機材を確保する。 

ｆ．大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所外等との連絡
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に必要な通信連絡設備を確保するため，多様な複数の通信連絡設備を

整備する。また，通常の通信連絡設備が使用不能な場合を想定した通

信連絡設備として，衛星電話設備，無線通信設備，有線式通信設備及

び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を配備する。

さらに，消火活動専用の通信連絡が可能な無線通信設備を配備する。 

ｇ．大規模損壊に特化した手順に使用する資機材を配備する。 
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第 1.1－1表 重大事故等対策における手順書の概要（14／19） 

1.14 電源の確保に関する手順等 

方
針
目
的 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止する

ため，必要な電力を確保するために重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源

設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，所内常設直流電源設備（３系統目），可搬型直流

電源設備及び代替所内電気設備を確保する手順等を整備する。 

また，重大事故等の対処に必要な設備を継続運転させるため，燃料補給設備により給油する手順等を整備す

る。 

対
応
手
段
等 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備が健全であれ

ば，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付け，重大事故等の対処に用いる。 

交
流
電
源
喪
失
時 

代
替
交
流
電
源
設
備 

に
よ
る
給
電 

全交流動力電源が喪失した場合は，以下の手段により非常用所内電気設備又は代替所内電

気設備へ給電する。 

・常設代替交流電源設備を用いて給電する。 

・常設代替交流電源設備を用いて給電できない場合は，可搬型代替交流電源設備を用いて

給電する。 

直
流
電
源
喪
失
時 

代
替
直
流
電
源
設
備 

に
よ
る
給
電 

全交流動力電源が喪失した場合において，充電器を経由して直流電源設備へ給電できない

場合は，以下の手段により直流電源設備へ給電する。 

・代替交流電源設備等を用いて給電を開始するまでの間，所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備を用いて給電する。 

・所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を用いて給電できない場合は，

所内常設直流電源設備（３系統目），可搬型直流電源設備を用いて給電する。 

非
常
用
所
内
電
気
設
備
機
能
喪
失
時 

代
替
所
内
電
気
設
備 

に
よ
る
給
電 

設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の機能が喪失し，必要な設備へ給電でき

ない場合又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合は，代替所内電

気設備にて電路を確保し，代替交流電源設備等から必要な設備へ給電する。 
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配
慮
す
べ
き
事
項 

負
荷
容
量 

重大事故等対策の有効性を確認する事故シーケンス等のうち必要な負荷が最大となる「全

交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」を想定するシナリオにおいても，常設代替電源設備により必

要最大負荷以上の電力を確保し，発電用原子炉を安定状態に収束するための設備へ給電する。 

重大事故等対処設備による代替手段を用いる場合，常設代替交流電源設備等の負荷容量を

確認し，代替手段が使用可能であることを確認する。 

悪
影
響
防
止 

代替交流電源設備等を用いて給電する場合は，受電前準備として非常用高圧母線，非常用

低圧母線のロードセンタ及びコントロールセンタの負荷の遮断器を「切」とし，動的機器の

自動起動防止のため，操作スイッチを「停止引ロック」又は「停止」とする。 

成
立
性 

所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は所内常設直流電源設備（３系統

目）から給電されている 24時間以内に，代替交流電源設備を用いて非常用所内電気設備又は

代替所内電気設備へ十分な余裕をもって直流電源設備へ給電する。 

作
業
性 

電源内蔵型照明を作業エリアに設置し，建物内照明の消灯時における作業性を確保する。

また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。 

燃
料
補
給 

重大事故等の対処で使用する設備を必要な期間継続して運転させるため，タンクローリ等

の燃料補給設備を用いて各設備の燃料が枯渇するまでに給油する。 

タンクローリの補給は，ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの軽油を使用する。 

多くの給油対象設備が必要となる事象を想定し，重大事故等発生後７日間，それらの設備

の運転継続に必要な燃料（軽油）を確保するため，ガスタービン発電機用軽油タンクは約 560m3

を 1基，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは１基あたり約 170m3を２基及び１基あたり

約 100m3を３基，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは約 170m3を１基とし，

管理する。 
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第 1.1－1表 重大事故等対策における手順書の概要（15／19） 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生し，計測機器の故障等により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパ

ラメータを計測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握す

るため，計器故障時の対応，計器の計測範囲を超えた場合への対応，計器電源喪失時の対応，計測結果を記録

する手順等を整備する。 

パ
ラ
メ
ー
タ
の
選
定
及
び
分
類 

重大事故等に対処するために監視することが必要となるパラメータを技術的能力に係る審査基準1.1～1.15

の手順着手の判断基準及び操作手順に用いるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータ

から抽出し，これを抽出パラメータとする。 

抽出パラメータのうち，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必

要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを主要パラメータとする。 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源の喪失により，主要パラメータを計測

することが困難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパラメータを代替パラメータとする。 

一方，抽出パラメータのうち，発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないが，電源設備の受電

状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に

監視するパラメータを補助パラメータとする。 

 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要監視パラメータ 

 主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計

器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

 主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難となった場合に

その代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータを

いう。 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要代替監視パラメータ 

 主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事項を満たした

計器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

 主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。 
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対
応
手
段
等 

監
視
機
能
喪
失
時 

計
器
故
障
時 

他
チ
ャ
ン
ネ
ル 

に
よ
る
計
測 

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障により計測することが

困難となった場合において，他チャンネルの重要計器により計測できる場合は，当該計器

を用いて計測を行う。 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定 

主要パラメータを計測する計器の故障により主要パラメータの監視機能が喪失した場合

は，代替パラメータにより主要パラメータを推定する。 

推定にあたり，使用する計器が複数ある場合は，代替パラメータと主要パラメータの関

連性，検出器の種類，使用環境条件，計測される値の不確かさ等を考慮し，使用するパラ

メータの優先順位をあらかじめ定める。 

 代替パラメータによる主要パラメータの推定は，以下の方法で行う。 

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度，中性子束，酸素濃度）によ

り推定 

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及びポンプ出口圧力により推定 

・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定 

・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定 

・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定 

・注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定 

・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定 

・酸素濃度をあらかじめ評価したパラメータの相関関係により推定 

・水素濃度を装置の作動状況により推定 

・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事象が発生したことを推定 

・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格納容器内圧力により推定 

・燃料プールの状態を同一物理量（水位），あらかじめ評価した水位と放射線量の相関関

係及びカメラによる監視により，燃料プールの水位又は必要な水遮蔽が確保されてい

ることを推定 

・原子炉圧力容器内の圧力とサプレッション・チェンバの圧力の差圧により原子炉圧力

容器の満水状態を推定 
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対
応
手
段
等 

監
視
機
能
喪
失
時 

計
器
の
計
測
範
囲
（
把
握
能
力
）
を
超
過
し
た
場
合 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定 

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ

の注水量を監視するパラメータのうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは，

原子炉圧力容器内の温度及び水位である。 

原子炉圧力容器内の温度及び水位の値が計器の計測範囲（把握能力）を超過した場合，

発電用原子炉施設の状態を推定するための手順を以下に示す。 

・原子炉圧力容器内の温度のパラメータである原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える

（500℃以上）場合は，可搬型計測器により原子炉圧力容器温度を計測する。 

 ・原子炉圧力容器内の水位のパラメータである原子炉水位が計測範囲を超えた場合は，

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，

高圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポ

ンプ出口流量，高圧原子炉代替注水流量，残留熱代替除去系原子炉注水流量のうち，

機器動作状態にある流量計より崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し，直前まで判明

していた水位に変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位を推定する。 

  なお，原子炉圧力容器内が満水状態であることは，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッシ

ョン・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により，原子炉圧力容器内の水位が燃料棒有効長

頂部以上であることは，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）により推定可能である。 

可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測 

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ

の注水量を計測するパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合は，可搬型計測器によ

り計測することも可能である。 

計
器
電
源
喪
失
時 

全交流動力電源喪失が発生した場合は，以下の手段により計器へ給電し，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを計測又は監視する。 

・所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は所内常設直流電源設備（３系統目）から

給電する。 

・常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電する。 

・直流電源が枯渇するおそれがある場合は，可搬型直流電源設備等から給電する。 

代替電源(交流，直流)からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が不能となった場合

は，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち手順着手の判断基準及び操作に必要なパラ

メータを可搬型計測器により計測又は監視する。 

パ
ラ
メ
ー
タ
記
録 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）によ

り計測結果を記録する。 

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ（使用した計測結果を含む。）の

値，現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器で計測されるパラメータの値は記録用紙に

記録する。 
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配
慮
す
べ
き
事
項 

発
電
用
原
子
炉
施
設 

の
状
態
把
握 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び非常用電源から

の給電の有無を示し，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する能力を明

確化する。 

確
か
ら
し
さ
の
考
慮 

圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定する場合は，水が飽和状態

にないと不確かさが生じるため，計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状況及び事象進展状況

を踏まえ，複数の関連パラメータを確認し，有効な情報を得た上で推定する。 

推定にあたっては，代替パラメータの誤差による影響を考慮する。 

可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測 

又
は
監
視
の
留
意
事
項 

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は，

いずれか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量について複数のパラメ

ータがある場合は，いずれか１つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。 
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第 1.1－2表 重大事故等対策における操作の成立性（７／10） 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.13 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補

給 

運転員 

（中央制御室） 
１ 

２時間 10分以内 

緊急時対策要員 12 

海を水源とした大量送水車（２台）による低圧原子炉

代替注水槽への補給 

運転員 

（中央制御室） 
１ 

２時間 10分以内 

緊急時対策要員 12 

海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

の補給（大量送水車による補給） 
緊急時対策要員 12 ２時間 30分以内 

1.14 

常設代替交流電源設備による給電（Ｍ／Ｃ Ｄ系受

電） 

運転員 

（中央制御室，現場） 
３ 40分以内 

常設代替交流電源設備による給電（Ｍ／Ｃ Ｃ系受

電） 

運転員 

（中央制御室，現場） 
３ １時間 10分以内 

可搬型代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系受電（原子炉建物西側の高圧発電機車接続

プラグ収納箱に接続し，Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＤ系を受電

する場合） 

運転員 

（中央制御室，現場） 
３ 

４時間 35分以内 

緊急時対策要員 ３ 

可搬型代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系受電（原子炉建物南側の高圧発電機車接続

プラグ収納箱に接続し，Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＤ系を受電

する場合） 

運転員 

（中央制御室，現場） 
３ 

４時間 35分以内 

緊急時対策要員 ３ 

可搬型代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系受電（緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続

し，Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合）（故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る影響がある場合） 

運転員 

（中央制御室，現場） 
３ 

４時間 40分以内 

緊急時対策要員 ３ 

所内常設蓄電式直流電源設備による給電（Ｂ－115V系

蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）への受電切替

え） 

運転員 

（中央制御室，現場） 
３ 30分以内 

代替交流電源設備による所内常設蓄電式直流電源設

備への給電（Ａ－115V系充電器盤への受電） 

運転員 

（中央制御室，現場） 
３ １時間 20分以内 

代替交流電源設備による所内常設蓄電式直流電源設

備への給電（Ｂ－115V系充電器盤への受電） 

運転員 

（中央制御室，現場） 
３ １時間 20分以内 

代替交流電源設備による所内常設蓄電式直流電源設

備への給電（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ）への受電） 

運転員 

（中央制御室，現場） 
３ １時間 20分以内 

代替交流電源設備による所内常設蓄電式直流電源設

備への給電（ＳＡ用115V系充電器盤への受電） 

運転員 

（中央制御室，現場） 
３ １時間 20分以内 

代替交流電源設備による所内常設蓄電式直流電源設

備への給電（230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）への受電） 

運転員 

（中央制御室，現場） 
３ １時間 20分以内 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 
運転員 

（中央制御室，現場） 
３ 30分以内 

中央制御室監視計器Ｃ系及びＤ系の復旧 
運転員 

（中央制御室，現場） 
３ 40分以内 
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第 1.2－4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（７／８) 

対応操作 内 容 

技術的能力に係る

審査基準（解釈）

の該当項目 

電源確保 常設代替交流電源設

備による非常用所内

電気設備への給電 

外部電源及び非常用交流電源設備による給電が見

込めない場合，非常用高圧母線Ｄ系及び非常用高

圧母線Ｃ系の順に復旧し，常設代替交流電源設備

から非常用所内電気設備へ給電する。（緊急用メ

タクラを経由するため，代替所内電気設備への給

電も同時に行われる。） 

第３項，第４項 

（1.14） 

第３項，第４項 

（1.15） 

 可搬型代替交流電源

設備による非常用所

内電気設備への給電 

外部電源，非常用交流電源設備，常設代替交流電

源設備及び号炉間電力融通ケーブルによる非常用

高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系への給電が

見込めない場合，可搬型代替交流電源設備（高圧

発電機車）を高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側），高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）又は緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続し，非常用高圧母線Ｃ系又は非常用高

圧母線Ｄ系へ給電する。 

 

 号炉間電力融通ケー

ブルによる電力融通 

当該号炉で外部電源，非常用交流電源設備及び常

設代替交流電源設備による非常用高圧母線Ｃ系及

び非常用高圧母線Ｄ系への給電が見込めない場

合，号炉間電力融通ケーブルを使用して他号炉の

非常用高圧母線から当該号炉の非常用高圧母線Ｃ

系又は非常用高圧母線Ｄ系までの電路を構成し，

他号炉から給電する。 

 

 所内常設直流電源設

備（３系統目）によ

る直流盤への給電 

外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時

に，常設代替交流電源設備，号炉間電力融通ケー

ブル及び可搬型代替交流電源設備による交流入力

電源の復旧が見込めない場合，所内常設直流電源

設備（３系統目）により直流電源をＢ－115V 系直

流盤（ＳＡ），ＳＡ対策設備用分電盤（２），

230V系直流盤（ＲＣＩＣ）へ給電する。 

 

 可搬型直流電源設備

による直流盤への給

電 

外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時

に，常設代替交流電源設備，号炉間電力融通ケー

ブル及び可搬型代替交流電源設備による交流入力

電源の復旧が見込めない場合，可搬型直流電源設

備（高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ），ＳＡ用 115V 系充電器，230V 系充電器（常

用））により直流電源を接続し，Ｂ－115V 系直流

盤（ＳＡ），ＳＡ対策設備用分電盤（２），230V

系直流盤（ＲＣＩＣ）へ給電する。 
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第 1.2－4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（８／８) 

対応操作 内 容 

技術的能力に係る

審査基準（解釈）

の該当項目 

電源確保 直流給電車による直

流盤への給電 

外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時

に，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流

電源設備及び所内常設直流電源設備（３系統目）

が機能喪失した場合で，かつ可搬型直流電源設備

（高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），

ＳＡ用 115V 系充電器，230V 系充電器（常用））

による直流電源の給電ができない場合に，直流給

電車をＢ－115V 系直流盤，230V 系直流盤（ＲＣ

ＩＣ），Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系

直流盤（常用）に接続し，直流電源を給電する。 

第３項，第４項 

（1.14） 

第３項，第４項 

（1.15） 

 代替所内電気設備に

よる給電 

蓄電池及び代替電源（交流，直流）からの給電が

困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が不

能となった場合，可搬型計測器により計測又は監

視を行う。非常用所内電気設備の３系統全てが同

時に機能喪失した場合，又は代替所内電気設備に

接続する重大事故等対処設備が必要な場合に，代

替所内電気設備により，炉心の著しい損傷等を防

止するために必要な設備へ給電する。 

 

水源確保 

 

 

低圧原子炉代替注水

槽への補給 

 

低圧原子炉代替注水槽を水源として低圧原子炉代

替注水ポンプにより各種注水する場合，低圧原子

炉代替注水槽の水が枯渇する前に輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２）の水を大量送水車に

より低圧原子炉代替注水槽に補給する。 

第３項，第４項 

（1.13） 

燃料確保 燃料給油 可搬型重大事故等対処設備等への給油を行う。 第１項 

（1.14） 
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第 1.2－17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順(1.14) 

（１／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク 

非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及

びＤ系電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系電路 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※１ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）※１ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系蓄電池※２ 

高圧炉心スプレイ系充電器 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線

電路 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

Ａ－115V系蓄電池※２ 

Ｂ－115V系蓄電池※２ 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※２ 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２ 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池※２ 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池※２ 

Ａ－115V系充電器 

Ｂ－115V系充電器 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 

Ａ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線

電路 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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第 1.2－17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順(1.14) 

（２／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁 

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

号
炉
間
電
力
融
通 

電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ

系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ

系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）  

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧 

母線Ｃ系及びＤ系電路 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ

／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書  

「号炉間電力融通ケーブルを 

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ 

／Ｃ Ｄ系電源確保」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー

ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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第 1.2－17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順(1.14) 

（３／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備 

に
よ
る
給
電 

Ｂ－115V系蓄電池※２ 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※２ 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２ 

ＳＡ用 115V系蓄電池※２ 

Ｂ－115V系充電器 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

ＳＡ用 115V系充電器 

230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線

電路 

ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）

によるＢ－115V 系直流盤受

電」 

「充電器復旧，中央監視計器復

旧」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（常設直流電源系統喪失） 

常
設
代
替
直
流

電
源
設
備
に 

よ
る
給
電 

ＳＡ用 115V系蓄電池※２ 

ＳＡ用 115V系充電器 

ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＡ用 115V 系蓄電池による

Ｂ－115V系直流盤受電」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（常設直流電源系統喪失） 

所
内
常
設
直
流
電
源 

設
備
（
３
系
統
目
） 

に
よ
る
給
電 

115V系蓄電池－１（３系統目） 

115V系蓄電池－２（３系統目） 

230V系蓄電池（３系統目） 

115V系蓄電池－１（３系統目）～直流母線電路 

115V系蓄電池－２（３系統目）～直流母線電路 

230V系蓄電池（３系統目）～直流母線電路 

第３バッテリ操作盤 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「115V 系蓄電池（３系統目）

による 115V直流電源確保」 

「230V 系蓄電池（３系統目）

による 230V（ＲＣＩＣ）直流

電源確保」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

ＳＡ用 115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～直流母線電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～直流母線電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復

旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「高圧発電機車による直流電

源確保時の可搬ケーブルを使

用した中央制御室排風機電源

確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

直流給電車 115V 

直流給電車 230V 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

直流母線電路 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（廃棄物処理建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南

側）～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「直流給電車による直流盤受

電」 

原子力災害対策手順書 

「直流給電車を使用した直流

盤電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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第 1.2－17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順(1.14) 

（４／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

号炉間連絡ケーブル 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「低圧電源融通」 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用所内電気設備 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

ＳＡ電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ受電」 

「主要弁の電源切替」 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

 

非常用コントロールセンタ切替盤 

 
自
主
対
策
設
備 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁 

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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第 1.2－17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順(1.14) 

（５／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機 

に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）※１ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによる 

Ｃ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高

圧母線Ｃ系電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧

母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

自
主
対
策
設
備 

号
炉
間
電
力
融
通 

電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ

系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ

系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通による Ｃ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系電源確保」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 
高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原
子炉建物西側）電路 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）
～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原
子炉建物南側）電路 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）
～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 
緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ
系及びＤ系電路 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）
～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ
ールセンタ電路 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）
～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ
ールセンタ電路 
緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー
ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 
ガスタービン発電機用軽油タンク 
ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 
非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ
ンク 
ホース 
タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

燃
料
の
補
給 

― 

燃
料
補
給
設
備 

に
よ
る
給
油 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタ

ンクローリへの燃料積載」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(１/12) 

ａ．特定重大事故等対処施設の準備操作の手順 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(２/12) 

 

  

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作の手順 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(３/12) 

 

  

ｃ．炉内の溶融炉心の冷却の手順 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(４/12) 

 

  

ｄ．原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却の手順 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(５/12) 

 

  

ｅ．原子炉格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減の手順 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(６/12) 

 

  

ｆ．原子炉格納容器の過圧破損防止の手順 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(７/12) 

 

  

ｇ．水素爆発による原子炉格納容器の破損防止の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(８/12) 

 

  

ｈ． の居住性に関する手順 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 



10－Ⅱ－1－69 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(９/12) 

 

  

ｉ．電源設備の手順 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(10/12) 

 

  

ｊ．計装設備の手順 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(11/12) 

 

  

ｋ．通信連絡設備の手順 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－20表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要(12/12) 

 

ｌ．原子炉格納容器を長期的に安定状態に維持するための手順 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－21表 特定重大事故等対処施設を用いた大規模損壊時の対応に係る 

発電所要員の力量管理について 

 

要  員 必要な作業 必要な力量 

緊急時対策要員 

・本部長 

・各統括 

○特定重大事故等対処施設

を用いた災害対策活動の

実施 

○的確な指揮 

○特定重大事故等対処施設

に係る知識 

○対応による効果・影響の

評価 

緊急時対策要員 

・原子炉主任技術者 

・実施組織 

・技術支援組織 

○特定重大事故等対処施設

を用いた災害対策活動の

実施 

○特定重大事故等対処施設

に係る知識 

○対応による効果・影響の

評価 

緊急時対策要員 

・運営支援組織 

○特定重大事故等対処施設

を用いた災害対策活動の

実施 

○特定重大事故等対処施設

に係る知識 

運転員 ○事故状況の把握 

○事故拡大防止に必要な運

転上の措置 

○特定重大事故等対処施設

による対応操作 

○的確な指揮 

○確実なプラント状況把握 

○特定重大事故等対処施設

に係る知識 

○特定重大事故等対処施設

による事故対応の操作手

順 

特重施設要員 ○特定重大事故等対処施設

による対応操作 

○特定重大事故等対処施設

に係る知識 

○特定重大事故等対処施設

による事故対応の操作手

順 

自衛消防隊 ○消火活動 ○火災対応手順に関する知

識 

○現場レイアウトに関する

知識 

○消火活動に関する知識・

技能 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

追 補 

（添付書類十）  



 

 

目 次 

 

 

追補1. 「1. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必 

要な技術的能力」の追補 

 

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な 

技術的能力 

 

 

    追補  「1.2.2. 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備」の 

追補 

 

1 特定重大事故等対処施設の手順等について 

2  想定する起因事象と特定重大事故等対処施設の効果の評価  



 

 

 

 

 

追補1 

 

 

「1. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施 

するために必要な技術的能力」の追補 

 

 

 

添付書類十 Ⅱ「1. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する 

ために必要な技術的能力」の記述に次のとおり追補する。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施 

するために必要な技術的能力 

  

追補１ 



 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.1  緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 
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1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の手順等」の記載内容に同じ。 

  



1.2－1 

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための手順等」の記載内容に同じ。 
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1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順

等」の記載内容に同じ。 
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1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための手順等」の記載内容に同じ。 
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1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」の

記載内容に同じ。 
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1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」の記載

内容に同じ。 
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1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順

等」の記載内容に同じ。 
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1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手

順等」の記載内容に同じ。 
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1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの手順等」の記載内容に同じ。 
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1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの手順等」の記載内容に同じ。 
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1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」の記

載内容に同じ。 
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1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

手順等」の記載内容に同じ。 
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1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」

の記載内容に同じ。 
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1.14 電源の確保に関する手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.14.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備 

(a) 代替交流電源設備による給電 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備 

(a) 代替直流電源設備による給電 

(b) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び設備 

(a) 代替所内電気設備による給電 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び

設備 

(a) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備 

(a) 燃料補給設備による給油 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｆ．手順等 

1.14.2 重大事故等時の手順 
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(1) 代替交流電源設備による給電 
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ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電 

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系受電 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

ｄ．直流給電車による直流盤への給電 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ａ．ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電 

ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電 

(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直

流盤受電 

1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及び

ＳＡコントロールセンタ受電 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電 

ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／
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Ｃ Ｄ系受電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系受電 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク等からタンクローリへの補給 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電 

(2) 非常用直流電源設備による給電 

1.14.2.7 その他の手順項目について考慮する手順 

1.14.2.8 重大事故等時の対応手段の選択 
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1.14 電源の確保に関する手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより重大事故等が発

生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下

「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必

要な電力を確保するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保 

ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、

代替電源により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵

槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著し

い損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順

等を整備すること。 

ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十分な余裕

を持って可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できるこ

と。 

ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行える

ようにしておくこと。また、敷設したケーブル等が利用できない状

況に備え、予備のケーブル等を用意すること。 

ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセン

ター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、共通要因で

機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近

性の確保を図ること。 
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電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著

しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力

を確保する対処設備を整備しており，ここでは，この対処設備を活用した

手順等について説明する。 
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1.14.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

外部電源が喪失した場合において，非常用高圧母線及び直流設備へ給

電するための設計基準事故対処設備として，非常用交流電源設備及び非

常用直流電源設備を設置している。 

また，非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備から供給された電

力を各負荷へ分配するための設計基準事故対処設備として，非常用所内

電気設備を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備のうち，非常用交流電源設備並びに非

常用直流電源設備が健全であれば，これらを重大事故等対処設備及び重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付け重大事故等の対処に

用いるが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替す

るために，各設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にし

た（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応

できる対応手段並びに重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設

計基準拡張）を選定する（第 1.14－1 図）。 

重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）のほか

に，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※１を選定す

る。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやす

べてのプラント状況において使用することは困難

であるが，プラント状況によっては，事故対応に

有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）

により，「技術的能力審査基準」（以下「審査基準」という。）だけでなく，

「設置許可基準規則」第五十七条及び「技術基準規則」第七十二条（以

下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されているこ

とを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）である

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備が健全であれば重大事故等

の対処に用いる。 

非常用交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。 

・非常用ディーゼル発電機 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

・非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ 

系電路 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を 

含む。） 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

非常用直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。 

・Ａ－115V 系蓄電池 

・Ｂ－115V 系蓄電池 

・高圧炉心スプレイ系蓄電池 

・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 

・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 
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・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

・Ａ－115V 系充電器 

・Ｂ－115V 系充電器 

・高圧炉心スプレイ系充電器 

・Ａ－原子炉中性子計装用充電器 

・Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 

・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

・230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

・Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路 

機能喪失原因対策分析の結果，設計基準事故対処設備の故障として，

非常用高圧母線への交流電源による給電及び直流設備への直流電源によ

る給電に使用する設備並びに非常用所内電気設備の故障を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応

手段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，そ

の対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重

大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第

1.14－1 表に整理する。 

ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備 

(a) 代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により非

常用高圧母線Ｃ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｃ系」という。），Ｄ系（以下 
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「Ｍ／Ｃ Ｄ系」という。）及び高圧炉心スプレイ系（以下「Ｍ／Ｃ 

ＨＰＣＳ系」という。）への給電ができない場合は，代替交流電源設

備による給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力

を確保する。 

ⅰ 常設代替交流電源設備による給電 

常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備又は代替所内電

気設備へ給電する手段がある。 

また，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び燃料プールの除熱

を実施するため，常設代替交流電源設備を原子炉補機代替冷却系

に接続し，給電する手段がある。 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとお

り。単線結線図を第 1.14－2 図に示す。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁 

・ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロー

ルセンタ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロー

ルセンタ電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子

炉建物西側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉

補機代替冷却系電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子

炉建物南側）電路 



1.14－10 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉

補機代替冷却系電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

なお，原子炉補機代替冷却系への給電の操作手順については，

「1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱」にて整備す

る。 

ⅱ 号炉間電力融通電気設備による給電 

号炉間電力融通ケーブルを用いて他号炉の非常用高圧母線から

当該号炉の非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系までの電路を構築し，他

号炉からの給電により，当該号炉の非常用高圧母線を受電する手

段がある。 

号炉間電力融通電気設備による給電で使用する設備は以下のと

おり。単線結線図を第 1.14－3 図に示す。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常

用高圧母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常

用高圧母線Ｄ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及

びＤ系電路 

なお，号炉間電力融通ケーブル（常設）は他号炉の常用高圧母

線と当該号炉の常用高圧母線間にあらかじめ敷設し， 号炉間電力

融通ケーブル（可搬型）は屋内に配備する。 

ⅲ 可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備又は代替所内電

気設備に接続し，給電する手段がある。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のと
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おり。単線結線図を第 1.14－2 図に示す。 

・高圧発電機車 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用

高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

南側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用

高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１

コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１

コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及

びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，ガスタ

ービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービ
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ン発電機用燃料移送ポンプ，ガスタービン発電機用燃料移送系配

管・弁，ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路，ガスタービン発電機

～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセンタ電路，ガスタービ

ン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセンタ電路，ガ

スタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西

側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原

子炉補機代替冷却系電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続

プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路及びガスター

ビン発電機用軽油タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧

発電機車，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～高圧発電機車

接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路，緊急用メタクラ

接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車接

続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ及

びＳＡ２コントロールセンタ電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コント

ロールセンタ電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロ

ールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電

機用軽油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常

用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク，ホース及びタンクローリは重大事故等対

処設備として位置付ける。 
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これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障

で交流電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止

するために必要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常用

高圧母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常用

高圧母線Ｄ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及び

Ｄ系電路 

耐震性は確保されていないが，当該電路及び１号炉のディーゼル

発電機の健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必

要な電源を確保するための手段として有効である。 

ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備 

(a) 代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により充

電器を経由した直流設備への給電ができない場合は，代替直流電源

設備による給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電

力を確保する。 

ⅰ 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による

給電 

非常用交流電源設備の故障により充電器を経由した直流設備へ
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の給電ができない場合は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備による給電を開始するまでの間，所内常設蓄電式直

流電源設備及び常設代替直流電源設備により 24 時間にわたり直

流設備へ給電する手段がある。 

所内常設蓄電式直流電源設備による給電で使用する設備は以下

のとおり。単線結線図を第 1.14－5 図に示す。 

・Ｂ－115V 系蓄電池 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

・ＳＡ用 115V 系蓄電池 

・Ｂ－115V 系充電器 

・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

・230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

・ＳＡ用 115V 系充電器 

・Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路 

・ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

また，共通要因によって非常用直流電源設備Ａ系及びＨＰＣＳ

系の安全機能と同時に機能が喪失することがないよう物理的に分

離を図った常設代替直流電源設備があり，その常設代替直流電源

設備により重大事故等時の対応に必要な直流設備へ給電する手段

がある。 

常設代替直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとお

り。単線結線図を第 1.14－5 図に示す。 

・ＳＡ用 115V 系蓄電池 

・ＳＡ用 115V 系充電器 

・ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 
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ⅱ 所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

非常用交流電源設備の故障時に可搬型直流電源設備等の準備が

完了するまでに，直流母線電圧が所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備の枯渇等により許容最低電圧値以上を維

持できない場合，所内常設直流電源設備（３系統目）により 24

時間にわたり直流設備へ給電する手段がある。 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電に使用する設備

は以下のとおり。単線結線図を第 1.14－5 図に示す。 

・115V 系蓄電池－１（３系統目） 

・115V 系蓄電池－２（３系統目） 

・230V 系蓄電池（３系統目） 

・115V 系蓄電池－１（３系統目）～直流母線電路 

・115V 系蓄電池－２（３系統目）～直流母線電路 

・230V 系蓄電池（３系統目）～直流母線電路 

・第３バッテリ操作盤 

ⅲ 可搬型直流電源設備による給電 

非常用交流電源設備の故障，所内常設蓄電式直流電源設備，常

設代替直流電源設備及び所内常設直流電源設備（３系統目）の蓄

電池の枯渇により直流設備への給電ができない場合は，高圧発電

機車，代替所内電気設備及び充電器（Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），

ＳＡ用 115V 系充電器，230V 系充電器（常用））を組み合わせた可

搬型直流電源設備により直流設備へ給電する手段がある。 

可搬型直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第 1.14－2 図及び第 1.14－5 図に示す。 

・高圧発電機車 

・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

・ＳＡ用 115V 系充電器 

・230V 系充電器（常用） 
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・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～直流母

線電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

南側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母

線電路 

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

ⅳ 直流給電車による給電 

非常用交流電源設備の故障，所内常設蓄電式直流電源設備，常

設代替直流電源設備及び所内常設直流電源設備（３系統目）の蓄

電池の枯渇により直流設備への給電ができない場合は，直流給電

車及び高圧発電機車の組合せにより直流設備へ給電する手段があ

る。 

直流給電車による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結

線図を第 1.14－5 図に示す。 

・高圧発電機車 

・直流給電車 115V 

・直流給電車 230V 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱 
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（原子炉建物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線

電路 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱 

（廃棄物処理建物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流

母線電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

(b) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

交流電源及び直流電源の喪失により設計基準事故対処設備である

非常用ディーゼル発電機が起動できない場合は，他号炉の非常用低

圧母線から当該号炉の非常用低圧母線へ給電することにより非常用

ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保する

手段がある。 

号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保で使用する設備は以

下のとおり。 

・号炉間連絡ケーブル 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

所内常設蓄電式直流電源設備による給電で使用する設備のうち，

Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ），230V 系蓄電池（Ｒ

ＣＩＣ），ＳＡ用 115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V

系充電器（ＳＡ），230V 系充電器（ＲＣＩＣ），ＳＡ用 115V 系充電

器，Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路，Ｂ１－115V 系蓄
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電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路，230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）

及び充電器～直流母線電路，ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流

母線電路は重大事故等対処設備として位置付ける。 

常設代替直流電源設備による給電で使用する設備のうち，ＳＡ用

115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系充電器，ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充

電器～直流母線電路は重大事故等対処設備として位置付ける。 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電で使用する設備の

うち，115V 系蓄電池－１（３系統目），115V 系蓄電池－２（３系統

目），230V 系蓄電池（３系統目），115V 系蓄電池－１（３系統目）～

直流母線電路，115V 系蓄電池－２（３系統目）～直流母線電路，230V

系蓄電池（３系統目）～直流母線電路及び第３バッテリ操作盤は重

大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型直流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電

機車，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器，230V

系充電器（常用），高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）～直流母線電路，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）～直流母線電路，高圧発電機車～緊急用メタクラ接

続プラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路，ガ

スタービン発電機用軽油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンク

ドレン弁，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，ホース及びタンクローリ

は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障

で直流電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止
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するために必要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・直流給電車 115V 

・直流給電車 230V 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電

路 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（廃

棄物処理建物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流母

線電路 

全交流動力電源喪失時には代替交流電源設備による給電を優先し

て実施しているため，高圧発電機車は配備されており，可搬型直流

電源設備としては，電路構成等により対応することが可能である。

その状態に追加して直流給電車２台（直流給電車 115V 及び直流給電

車 230V）の配備が必要となり時間を要するが，重大事故等の対処に

必要となる直流電源を確保するための手段として有効である。 

・号炉間連絡ケーブル 

号炉間融通によって確保できる電源の容量は小さく，使用用途及

び使用条件が限定されるが，直流電源の喪失が原因で非常用ディー

ゼル発電機を起動することができない場合において，非常用ディー

ゼル発電機の起動のために必要な直流電源（制御電源）を確保する

ための手段として有効である。 

ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び設備 

(a) 代替所内電気設備による給電 
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設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の機能が喪失し，

必要な設備へ給電できない場合又は代替所内電気設備に接続する重

大事故等対処設備が必要な場合は，代替所内電気設備にて電路を確

保し，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電

する手段がある。 

なお，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備は，重大事故等

が発生した場合において，共通要因で同時に機能を喪失することな

く，少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性を確保する設計

とする。 

代替所内電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単

線結線図を第 1.14－2 図に示す。 

・緊急用メタクラ 

・メタクラ切替盤 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱 

・ＳＡロードセンタ 

・ＳＡ１コントロールセンタ 

・ＳＡ２コントロールセンタ 

・充電器電源切替盤 

・ＳＡ電源切替盤 

・非常用コントロールセンタ切替盤 

・重大事故操作盤 

・非常用高圧母線Ｃ系 

・非常用高圧母線Ｄ系 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替所内電気設備による給電で使用する設備のうち，緊急用メタ

クラ，メタクラ切替盤，緊急用メタクラ接続プラグ盤，高圧発電機

車接続プラグ収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセン
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タ，ＳＡ２コントロールセンタ，充電器電源切替盤，ＳＡ電源切替

盤，重大事故操作盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系

は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である

非常用所内電気設備が機能喪失した場合においても，炉心の著しい

損傷等を防止するために必要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・非常用コントロールセンタ切替盤 

非常用コントロールセンタの一次側に接続するものの，非常用コ

ントロールセンタに接続される全ての負荷に対して給電することが

できないため，非常用コントロールセンタ負荷の負荷抑制に時間を

要するが，電路の健全性が確認できた場合において，重大事故等の

対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。 

ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び

設備 

(a) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機の故障によ

りＭ／Ｃ Ｃ系及びＤ系への給電ができない場合は，代替交流電源

設備による給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電

力を確保する。 

ⅰ 常設代替交流電源設備による給電 

常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備又は代替所内電

気設備へ給電する手段がある。 

また，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び燃料プールの除熱
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を実施するため，常設代替交流電源設備を原子炉補機代替冷却系

に接続し，給電する手段がある。 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとお

り。単線結線図を第 1.14－2 図に示す。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁 

・ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロー

ルセンタ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロー

ルセンタ電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子

炉建物西側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉

補機代替冷却系電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子

炉建物南側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉

補機代替冷却系電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

なお，原子炉補機代替冷却系への給電の操作手順については，

「1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱」にて整備す

る。 

ⅱ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｃ系又は 
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Ｍ／Ｃ Ｄ系へ給電する手段がある。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系への給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線

図を第 1.14－4 図に示す。 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰ

ＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰ

ＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧

母線Ｄ系電路 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系

を含む。） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

ⅲ 号炉間電力融通電気設備による給電 

号炉間電力融通ケーブルを用いて他号炉の非常用高圧母線から

当該号炉の非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系までの電路を構築し，他

号炉からの給電により，当該号炉の非常用高圧母線を受電する手

段がある。 

号炉間電力融通電気設備による給電で使用する設備は以下のと

おり。単線結線図を第 1.14－3 図に示す。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常

用高圧母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常

用高圧母線Ｄ系電路 
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・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及

びＤ系電路 

なお，号炉間電力融通ケーブル（常設）は他号炉の常用高圧母

線と当該号炉の常用高圧母線間にあらかじめ敷設し， 号炉間電力

融通ケーブル（可搬型）は屋内に配備する。 

ⅳ 可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備又は代替所内電

気設備に接続し，給電する手段がある。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のと

おり。単線結線図を第 1.14－2 図に示す。 

・高圧発電機車 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用

高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

南側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用

高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１

コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１

コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及
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びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，ガスタ

ービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービ

ン発電機用燃料移送ポンプ，ガスタービン発電機用燃料移送系配

管・弁，ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路，ガスタービン発電機

～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセンタ電路，ガスタービ

ン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセンタ電路，ガ

スタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西

側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原

子炉補機代替冷却系電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続

プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路及びガスター

ビン発電機用軽油タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧

発電機車，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～高圧発電機車

接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路，緊急用メタクラ
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接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車接

続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ及

びＳＡ２コントロールセンタ電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コント

ロールセンタ電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロ

ールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電

機用軽油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常

用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク，ホース及びタンクローリは重大事故等対

処設備として位置付ける。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電で使用する設備

のうち，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは重

大事故等対処設備として位置付け，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク，高

圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。），

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁は重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障

で交流電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止

するために必要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣ

Ｓ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 
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・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣ

Ｓ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線

Ｄ系電路 

耐震性は確保されていないが，常用高圧母線Ａ系（及びＢ系）を

経由する電路の健全性が確認でき，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機が健全であり，かつ高圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能

な場合において，事故対応時に必要な電源を確保するための手段と

して有効である。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常用

高圧母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常用

高圧母線Ｄ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及び

Ｄ系電路 

耐震性は確保されていないが，当該電路及び１号炉のディーゼル

発電機の健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必

要な電源を確保するための手段として有効である。 

ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備 

(a) 燃料補給設備による給油 

重大事故等の対処で使用する設備を必要な期間継続して運転させ

るため，燃料補給設備により給油する手段がある。 

燃料補給設備による給油で使用する設備は以下のとおり。 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 
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・ホース 

・タンクローリ 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

燃料補給設備による給油で使用する設備のうち，ガスタービン発

電機用軽油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非

常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク，ホース及びタンクローリは重大事故等

対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設

備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の対処で使用する

設備の燃料を確保し，必要な期間運転を継続することができる。 

ｆ．手順等 

上記「ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備」，「ｂ．代

替電源（直流）による対応手段及び設備」，「ｃ．代替所内電気設備

による対応手段及び設備」，「ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失

時の代替電源による対応手段及び設備」及び「ｅ．燃料補給のための

対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として「事故時

操作要領書（徴候ベース）」（以下「ＥＯＰ」という。），「原子力

災害対策手順書」，「ＡＭ設備別操作要領書」に定める（第 1.14－1

表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても整理する（第

1.14－2 表）。 

さらに，他の条文にて選定した重大事故等対処設備と本条文にて選

定した給電手段との関連性についても整理する。 
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1.14.2 重大事故等時の手順 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

送電線及び開閉所が破損又は破損する可能性のある大規模自然災害

が発生した場合，並びに外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電が見込めない場合に，発

電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱

に必要となるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系の電源を復旧する。なお，

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電を優先させ，その後にＭ／Ｃ Ｃ系へ給電する。 

Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＤ系受電操作完了後，Ａ－115V 系充電器盤，Ｂ－

115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電

器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流

電源を供給する。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電の

優先順位は以下のとおり。 

なお，原子炉建物西側又は原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱の選択は，操作内容及び想定時間は同一であるものの，原子

炉建物南側エリアは，他の可搬型車両が優先的に配置されるため，他

の可搬型車両との干渉及びケーブル敷設の作業性を考慮し，原子炉建

物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱を優先して使用する。 

１．ガスタービン発電機 

２．号炉間電力融通ケーブル（常設） 

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続） 

４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続） 

５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の
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緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

なお，優先２の手順については「ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常

設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先３，

優先４及び優先５の手順については「ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先６の手順については「ｄ．号

炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電」にて整備する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施

する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて

整備する。なお，ガスタービン発電機への燃料補給は自動給油である。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機の機能喪失によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｍ／Ｃ Ｄ系及び 

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系へ給電できない場合。なお，ガスタービン発電

機の現場起動については，ガスタービン発電機の中央制御室起動が

失敗した場合及び要員が確保されている場合に，他の手段と同時並

行で実施する。 

(b) 操作手順 

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電手

順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.14－6 図及び第

1.14－7 図に，概要図を第 1.14－8 図に，タイムチャートを 

第 1.14－9 図に示す。 

〔優先１．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ 

Ｄ系受電の場合〕 

Ⅰ．ガスタービン発電機の中央制御室からの起動 

①ａ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転
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員にガスタービン発電機の起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ

／Ｃの受電開始を指示する。 

②ａ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断

器以外の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を

起動し，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を電圧確認に

より実施し，ガスタービン発電機の起動，緊急用メタクラ及び

ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電が開始されたことを当直副長に報告する。 

③ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ

系への受電準備開始を指示する。 

④ａ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ

／Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ系の動的機器の自動起動防止のため

操作スイッチ（以下「ＣＳ」という。）を「停止引ロック」又は

「停止」とする。 

⑤ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系及びＬ／Ｃ Ｄ系の負

荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」

とし，当直副長に受電準備完了を報告する。 

⑥ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ

系の受電開始を指示する。 

⑦ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断器を「入」

とし，Ｍ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電操

作を実施する。 

⑧ａ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｄ系を受電するための緊急

用メタクラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑨ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／

Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電状態に異常がないことを確認

後，当直副長に報告する。 

⑩ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ

系への受電準備開始を指示する。 
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⑪ａ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ

／Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の動的機器の自動起動防止のため

ＣＳを「停止引ロック」又は「停止」とする。 

⑫ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｃ系の負

荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」

とし，当直副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。 

⑬ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ

系の受電開始を指示する。 

⑭ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を「入」

とし，Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電操

作を実施する。 

⑮ａ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電するための緊急

用メタクラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑯ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／

Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認

後，当直副長に報告し，Ａ－115V 系充電器盤，Ｂ－115V 系充電

器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤，

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電

源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

Ⅱ．ガスタービン発電機の現場からの起動 

①ｂ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由し

て，緊急時対策本部にガスタービン発電機の現場起動，緊急用

メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を依頼する。 

②ｂ緊急時対策本部は，緊急時対策要員にガスタービン発電機の

現場起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を指示
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する。 

③ｂ緊急時対策要員は，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以

外の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を現場

起動し，緊急用メタクラの受電を電圧確認により，ＳＡ－Ｌ／

Ｃの受電を状態表示確認により実施し，ガスタービン発電機の

現場起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を緊急時

対策本部に報告する。 

④ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機の現場起動，緊急用

メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を当直長に報告する。 

⑤ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／

Ｃの受電確認，Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への受電準備開

始を指示する。 

⑥ｂ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を電圧確認によ

り実施した後，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ系

及びＣ／Ｃ Ｄ系の動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停

止引ロック」又は「停止」とする。 

⑦ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系及びＬ／Ｃ Ｄ系の負

荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」

とする。 

⑧ｂ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ

／Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の動的機器の自動起動防止のため

ＣＳを「停止引ロック」又は「停止」とする。 

⑨ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｃ系の負

荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」

とし，当直副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。 

⑩ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ

系の受電開始を指示する。 

⑪ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断器を「入」
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とし，Ｍ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電操

作を実施する。 

⑫ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｄ系を受電するための緊急

用メタクラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑬ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／

Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電状態に異常がないことを確認

後，当直副長に報告する。 

⑭ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ

系の受電開始を指示する。 

⑮ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を「入」

とし，Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電操

作を実施する。 

⑯ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電するための緊急

用メタクラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑰ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／

Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認

後，当直副長に報告し，Ａ－115V 系充電器盤，Ｂ－115V 系充電

器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤，

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電

源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

(c) 操作の成立性 

優先１の中央制御室操作でのガスタービン発電機によるＭ／Ｃ 

Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名及び現場

運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所

要時間は以下のとおり。 
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・ガスタービン発電機による給電開始まで 10 分以内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで 40 分以内

で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間 10

分以内で可能である。 

現場操作でのガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ 

Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急

時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから

の所要時間は以下のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで 50 分以内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで１時間５

分以内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間 10

分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない場

合において，号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用して他号炉のＭ

／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系までの電路を構成し，他号炉から給電することにより，発電用原

子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要

となる設備の電源を復旧する。 

また，他号炉で全交流動力電源が喪失し，当該号炉の電源が確保さ

れている場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉へ給電するこ
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とが可能である。 

なお，他号炉の常用高圧母線と当該号炉の常用高圧母線間にあらか

じめ敷設する号炉間電力融通ケーブル（常設）が使用できない場合は，

屋内に配備する号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用して電力融

通を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができな

い状況において，他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用

ディーゼル発電機Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを 

第 1.14－6 図及び第 1.14－7 図に，概要図を第 1.14－10 図に，タイ

ムチャートを第 1.14－11 図に示す。 

〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

（当該号炉で全交流動力電源が喪失し，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機Ａ系から号炉間電力融通ケーブル（常設）による当該

号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ受電する場合） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に号炉間電

力融通ケーブル（常設）による他号炉の非常用ディーゼル発電

機Ａ系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電

準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ

／Ｃ，Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引

ロック」又は「停止」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ
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／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外

の遮断器を「切」とする。 

④中央制御室運転員Ａは，号炉間電力融通に伴う受電遮断器のイ

ンターロック解除処置を実施する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，号炉間電力融通に伴う受電遮断器のイ

ンターロック解除処置を実施し，号炉間電力融通の受電準備が

完了したことを当直副長に報告する。 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に号炉間電力融通ケーブル（常

設）による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系から当該号炉

のＭ／Ｃへの給電開始を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，当該号炉の常用高圧母線の予備変受電

遮断器及び非常用高圧母線の母線連絡遮断器の「入」操作を行

う。 

⑧中央制御室運転員Ａは，他号炉の常用高圧母線及び非常用高圧

母線の母線連絡操作及び予備変受電遮断器を「入」操作及び受

電したＭ／Ｃの電圧確認を行い，給電が開始したことを当直副

長に報告する。 

⑨現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／

Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直長に報

告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

(c) 操作の成立性 

優先２の号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転

員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時

間は１時間 35 分以内で可能である。 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機，ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）

によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電が見込めない場合，高

圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続

プラグ盤に接続してＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系を受電し，発電用

原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必

要となる設備の電源を確保する。Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受

電完了後，Ａ－115V 系充電器盤，Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V

系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤，230V 系充電器盤（ＲＣ

ＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施

する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて

整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機，ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常

設）による給電ができない場合。 

(b) 操作手順 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の概

要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.14－6 図及び 

第 1.14－7 図に，概要図を第 1.14－12 図に，タイムチャートを 

第 1.14－13 図から第 1.14－15 図に示す。 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電
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の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，

緊急時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建

物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物西側近傍に配置

し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車

接続プラグ収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，

接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ， 

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止

引ロック」又は「停止」とする。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車による

Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／

Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負

荷以外の遮断器を「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完

了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において受電するＭ／Ｃへ

の切替え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機

車からＬ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確

認し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高

圧発電機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。 
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⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの

給電を開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策

本部に報告する。 

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電

状態の確認を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／

Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に

報告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給す

る。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，

緊急時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建

物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物南側近傍に配置

し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車

接続プラグ収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，

接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 
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⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ， 

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止

引ロック」又は「停止」とする。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車による

Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／

Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負

荷以外の遮断器を「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完

了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において受電するＭ／Ｃへ

の切替え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機

車からＬ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確

認し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高

圧発電機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの

給電を開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策

本部に報告する。 

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電

状態の確認を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／

Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に

報告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給す

る。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 
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〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタ

クラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合（故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる影響がある場合）〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，

緊急時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスター

ビン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開

始を指示する。 

③緊急時対策要員は，高圧発電機車をガスタービン発電機建物（緊

急用メタクラ）近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧

発電機車から緊急用メタクラ接続プラグ盤までの間に高圧発電

機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ， 

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止

引ロック」又は「停止」とし，緊急用メタクラの動力変圧器用

遮断器以外の遮断器の「切」を確認した後，Ｍ／Ｃを受電する

ための緊急用メタクラの遮断器を「入」操作し，当直副長にＭ

／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車による

Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／

Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負

荷以外の遮断器を「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完

了を報告する。 
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⑦緊急時対策要員は，緊急用メタクラの受電遮断器を「入」操作

するとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ動

力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備

完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高

圧発電機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの

給電を開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策

本部に報告する。 

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電

状態の確認を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／

Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に

報告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給す

る。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

(c) 操作の成立性 

優先３の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，

中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原

子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間 35 分以内で可能で

ある。 
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優先４の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，

中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原

子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間 35 分以内で可能で

ある。 

優先５の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタク

ラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる影響がある場合）は，中央制御室運転員１名，現場

運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急

用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間 40 分以内で可能である。 

緊急用メタクラ接続プラグ盤，原子炉建物西側及び原子炉建物南

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱からメタクラ切替盤間のケーブ

ルは常時敷設されており，ケーブル敷設作業が円滑に行うことが可

能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

高圧発電機車はプラント監視機能等を維持する上で必要な最低限

度の電力を供給する。プラントの被災状況に応じて使用可能な設備

の電源を供給する。 

ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ
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系ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル

（常設）及び高圧発電機車による給電ができない場合において，号炉

間電力融通ケーブル（可搬型）を使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系から当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電

路を構成し，他号炉から給電することにより，発電用原子炉及び燃料

プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の

電源を復旧する。 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケー

ブル（常設）及び高圧発電機車による給電ができない状況において，

他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機

Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを

第 1.14－6 図及び第 1.14－7 図に，概要図を第 1.14－16 図に，タイ

ムチャートを第 1.14－17 図に示す。 

〔優先６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

（当該号炉で全交流動力電源が喪失し，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機Ａ系から号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当

該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ受電する場合） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，

緊急時対策本部に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当

該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を依頼す

る。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に号炉間電力融通ケーブル
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（可搬型）による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受

電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系

から他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系までの間にケーブルを敷設し，接続

作業を行う。 

④当直副長は，運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によ

る他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系による当該号炉のＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ

／Ｃ，Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引

ロック」又は「停止」とする。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ

／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外

の遮断器を「切」及び受電するＭ／Ｃの受電遮断器を「入」と

し，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用

ディーゼル発電機Ａ系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電準備が完了したことを当直副長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に号

炉間電力融通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用ディー

ゼル発電機Ａ系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電準備が完了したことを報告する。 

⑧緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系

から他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系にケーブルを接続するとともに，絶

縁抵抗測定により当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系か

ら他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系までの間の電路の健全性を確認し，ケ

ーブル接続完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に給電準備が完了したことを報告す

る。 
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⑩当直副長は，運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によ

る他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系から当該号炉のＭ／Ｃ

への給電開始を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器の電

源「入」操作を実施する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器を「入」

操作する。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／

Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直長に報

告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

（当該号炉で全交流動力電源が喪失し，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機Ｂ系から号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当

該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ受電する場合） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，

緊急時対策本部に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当

該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を依頼す

る。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受

電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系

から他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系までの間にケーブルを敷設し，接続

作業を行う。 

④当直副長は，運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によ

る他号炉の非常用ディーゼル発電機Ｂ系による当該号炉のＭ／
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Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ

／Ｃ，Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引

ロック」又は「停止」とする。

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ

／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外

の遮断器を「切」及び受電するＭ／Ｃの受電遮断器を「入」と

し，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用

ディーゼル発電機Ａ系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電準備が完了したことを当直副長に報告する。

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に号

炉間電力融通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用ディー

ゼル発電機Ｂ系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電準備が完了したことを報告する。

⑧緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系

から他号炉のＭ／Ｃ Ｄ系にケーブルを接続するとともに，絶

縁抵抗測定により当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系か

ら他号炉のＭ／Ｃ Ｄ系までの間の電路の健全性を確認し，ケ

ーブル接続完了を緊急時対策本部に報告する。

⑨緊急時対策本部は，当直長に給電準備が完了したことを報告す

る。

⑩当直副長は，現場運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）

による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ｂ系から当該号炉のＭ

／Ｃへの給電開始を指示する。

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器の電

源「入」操作を実施する。

⑫現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器を「入」

操作する。
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⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／

Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直長に報

告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

(c) 操作の成立性 

優先６の号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転

員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してからの所要時間は４時間 25 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機の機能喪失，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブ

ル（常設），高圧発電機車及び号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によ

る交流電源の復旧ができない場合，Ｂ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V

系蓄電池（ＳＡ）から，24 時間以上にわたり直流母線へ給電する。ま

た，ＳＡ用 115V 系蓄電池及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）については，

負荷切離しなしで蓄電池にて 24 時間以上にわたり直流母線へ給電す

る。 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機の機能喪失後，充電器を経由した直流母線への給電から，

Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系蓄電
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池及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）による直流母線への給電に自動で切

り替わることを確認する。全交流動力電源喪失から８時間を経過した

時点で，Ｂ－115V 系直流盤の不要な負荷の切離しを実施する。その後，

Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）による給電に切り

替えることで，24 時間以上にわたり直流母線へ給電する。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から直流母

線へ給電している 24 時間以内に，ガスタービン発電機による給電の場

合，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系を受電し，その後，Ａ－

115V 系充電器盤， 

Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V

系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電して直流電源の機

能を回復させる。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から直流母

線へ給電している 24 時間以内に，号炉間電力融通ケーブル（常設），

高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電の場

合，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系を受電し，その後，Ａ－

115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（Ｓ

Ａ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電

して直流電源の機能を回復させる。 

なお，蓄電池を充電する際は水素ガスが発生するため，バッテリー

室の換気を確保した上で蓄電池の回復充電を実施する。また，ガスタ

ービン発電機によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系の受電完

了後は，中央制御室監視計器Ｃ系及びＤ系の復旧を行う。号炉間電力

融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可

搬型）によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系の受電完了後は，

中央制御室監視計器Ｃ系又はＤ系の復旧を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

〔Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V
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系蓄電池及び230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電の判断基準〕 

全交流動力電源喪失により，Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充

電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）

の交流入力電源の喪失が発生した場合。 

〔Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）への切替え

の判断基準〕 

全交流動力電源喪失から８時間が経過した時点で，ガスタービン

発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間

電力融通ケーブル（可搬型）による給電操作が完了していない場合。

又は全交流動力電源喪失後に，Ｂ－115V 系蓄電池の電圧が放電電圧

の最低値を下回るおそれがあると判断した場合。 

〔Ａ－115V系充電器盤の受電及び中央制御室監視計器Ｃ系の復旧

の判断基準〕 

全交流動力電源喪失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通

ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬

型）による給電により，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系の受電が完

了している場合。 

〔Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V

系充電器盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電及び中央制

御室監視計器Ｄ系の復旧の判断基準〕 

全交流動力電源喪失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通

ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬

型）による給電により，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＤ系の受電が完

了している場合。 

(b) 操作手順 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給

電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.14－6 図に，

概要図を第 1.14－18 図から第 1.14－20 図に，タイムチャートを第
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1.14－21 図から第 1.14－27 図に示す。なお，Ａ－115V 系蓄電池，

高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ

－原子炉中性子計装用蓄電池による給電手順については，

「1.14.2.6(2) 非常用直流電源設備による給電」にて整備する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＢ－115V

系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系蓄電池

及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電が開始されたことの

確認を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電

器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）

による給電が停止したことをＭ／Ｃ Ｄ系電圧にて確認し，当

直副長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系蓄電池及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）

による給電が開始され，Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充

電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（Ｒ

ＣＩＣ）にて負荷電圧が規定電圧であることを確認し，当直副

長に報告する。 

④当直副長は，中央制御室運転員に８時間経過後の蓄電池切替え

操作の時間的裕度を確保するため，原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位高（レベル８）近傍まで上昇させた後，原子炉隔離

時冷却系を停止するよう指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，８時間経過後の蓄電池切替え操作の時

間的裕度を確保するため，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位高（レベル８）近傍まで上昇させた後，原子炉隔離時冷却系

を停止する。 

⑥当直副長は，現場運転員に全交流動力電源喪失から８時間を経

過する時点でＢ－115V 系蓄電池の不要な負荷の切離し及びＢ
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－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）への切替えを

指示する。なお，Ｂ－115V 系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値

を下回るおそれがあると判断した場合は，経過時間によらず，

Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）への切替え

を指示する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，蓄電池の延命処置として全交流動力電

源喪失から８時間を経過した時点で制御電源及び直流照明を除

く直流負荷の切離しを実施する。 

⑧現場運転員Ｂ及びＣは，全交流動力電源喪失から８時間を経過

した時点でＢ－115V 系蓄電池による給電からＢ１－115V 系蓄

電池（ＳＡ）による給電への切替え操作を実施し，廃棄物処理

建物地下中１階（非管理区域）のＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）

蓄電池電圧指示値が規定電圧であることを確認し，切替え完了

を当直副長に報告する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に原子炉隔離時冷却系の再起動

を指示する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，原子炉隔離時冷却系を再起動する。 

⑪ａ当直副長は，蓄電池による給電開始から 24 時間経過するまで

にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及

びＤ系の受電が完了したことを確認した場合，運転員に交流電

源によるＡ－115V 系充電器盤，Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－

115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系

充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を指示する。 

⑪ｂ当直副長は，蓄電池による給電開始から 24 時間経過するまで

に号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電

力融通ケーブル（可搬型）によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ

系又はＤ系の受電が完了したことを確認した場合，運転員に交

流電源によるＡ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充電器盤，Ｂ



1.14－54 

１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V

系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を指示する。 

⑫ａＡ－115V 系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガ

スタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧

発電機車の負荷容量確認を依頼し，Ａ－中央制御室排風機及び

Ａ－115V 系充電器盤が使用可能か確認する。 

⑬ａ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用デ

ィーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ａ－中

央制御室排風機及びＡ－115V 系充電器盤の使用可否を当直長

に報告する。 

⑭ａ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ａ－中央制御室

排風機及びＡ－115V 系充電器盤が使用可能であれば，運転員に

バッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のた

め，Ａ－中央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示す

る。 

⑮ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－中央制御室排風機を起動するた

めの系統構成を実施する。  

⑯ａ中央制御室運転員Ａは，Ａ－中央制御室排風機を起動し，バ

ッテリー室が換気されたことを当直副長に報告する。  

⑰ａ当直副長は，運転員にＡ－115V 系充電器盤の受電開始を指示

する。 

⑱ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｃ系の遮断器を「入」操作

し，廃棄物処理建物１階（非管理区域）のＡ－115V 系充電器盤

の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認

するとともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

⑲ａ当直副長は，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｄ系復旧完了後，運

転員に中央制御室監視計器の復旧開始を指示する。 



1.14－55 

⑳ａ現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室監視計器Ｃ系の遮断器操

作又は受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧され

たことを確認し，当直副長に報告する。 

㉑ａ現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室監視計器Ｄ系の遮断器操

作又は受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧され

たことを確認し，当直副長に報告する。 

㉒ａ中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室監視計器

が復旧されたことを状態表示にて確認し，当直副長に報告する。 

⑫ｂＢ－115V 系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガ

スタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧

発電機車の負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及び

Ｂ－115V 系充電器盤が使用可能か確認する。 

⑬ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用デ

ィーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中

央制御室排風機及びＢ－115V 系充電器盤の使用可否を当直長

に報告する。 

⑭ｂ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室

排風機及びＢ－115V 系充電器盤が使用可能であれば，運転員に

バッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のた

め，Ｂ－中央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示す

る。 

⑮ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するた

めの系統構成を実施する。 

⑯ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バ

ッテリー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｂ当直副長は，運転員にＢ－115V 系充電器盤の受電開始を指示

する。 
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⑱ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作

し，廃棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＢ－115V 系充

電器盤の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であること

を確認するとともに，給電が開始したことを当直副長に報告す

る。 

Ｂ－115V 系充電器盤受電完了後，中央制御室監視計器の復旧を

実施する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作

手順⑲ａ～㉒ａと同様である。 

⑫ｃＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガ

スタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧

発電機車の負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及び

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）が使用可能か確認する。 

⑬ｃ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用デ

ィーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中

央制御室排風機及びＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）の使用可否

を当直長に報告する。 

⑭ｃ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室

排風機及びＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）が使用可能であれば，

運転員にバッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留

防止のため，Ｂ－中央制御室排風機によるバッテリー室の換気

を指示する。 

⑮ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するた

めの系統構成を実施する。 

⑯ｃ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バ

ッテリー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｃ当直副長は，運転員にＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）の受電
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開始を指示する。 

⑱ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作

し，廃棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＢ１－115V 系

充電器盤（ＳＡ）の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧

であることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副

長に報告する。 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電完了後，中央制御室監視計

器の復旧を実施する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作

手順⑲ａ～㉒ａと同様である。 

⑫ｄＳＡ用 115V 系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガ

スタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧

発電機車の負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及び

ＳＡ用 115V 系充電器盤が使用可能か確認する。 

⑬ｄ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用デ

ィーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中

央制御室排風機及びＳＡ用 115V 系充電器盤の使用可否を当直

長に報告する。 

⑭ｄ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室

排風機及びＳＡ用 115V 系充電器盤が使用可能であれば，運転員

にバッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止の

ため，Ｂ－中央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示

する。 

⑮ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するた

めの系統構成を実施する。 

⑯ｄ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バ

ッテリー室が換気されたことを当直副長に報告する。 
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⑰ｄ当直副長は，運転員にＳＡ用 115V 系充電器盤の受電開始を指

示する。 

⑱ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作

し，廃棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＳＡ用 115V

系充電器盤の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧である

ことを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長に報

告する。 

ＳＡ用 115V 系充電器盤受電完了後，中央制御室監視計器の復旧

を実施する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作

手順⑲ａ～㉒ａと同様である。 

⑫ｅ230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガ

スタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧

発電機車の負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及び

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）が使用可能か確認する。 

⑬ｅ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用デ

ィーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中

央制御室排風機及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の使用可否を

当直長に報告する。 

⑭ｅ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室

排風機及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）が使用可能であれば，

運転員にバッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留

防止のため，Ｂ－中央制御室排風機によるバッテリー室の換気

を指示する。 

⑮ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するた

めの系統構成を実施する。 

⑯ｅ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バ
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ッテリー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｅ当直副長は，運転員に 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開

始を指示する。 

⑱ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作

し，廃棄物処理建物地下中１階（非管理区域）の 230V 系充電器

盤（ＲＣＩＣ）の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧で

あることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長

に報告する。 

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電完了後，中央制御室監視計器

の復旧を実施する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作

手順⑲ａ～㉒ａと同様である。 

(c) 操作の成立性 

Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用 115V

系蓄電池及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電は，現場運転員

２名にて直流母線（Ｂ－115V 系直流盤，Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ），

ＳＡ対策設備用分電盤（２）及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ））へ自

動で給電されることを確認する。中央制御室近傍での電圧確認であ

るため，速やかに対応ができる。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給

電操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。 

・Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）受電切替え

完了及び不要負荷切離し操作完了まで 30 分以内で可能である。 

・Ａ－115V 系充電器盤受電完了まで 20 分以内で可能である。 

・Ｂ－115V 系充電器盤受電完了まで 20 分以内で可能である。 

・Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電完了まで 20 分以内で可能

である。 
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・ＳＡ用 115V 系充電器盤受電完了まで 20 分以内で可能である。 

・230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電完了まで 20 分以内で可能で

ある。 

・中央制御室監視計器Ｃ系及びＤ系復旧まで 40 分以内で可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

非常用交流電源設備の故障時に可搬型直流電源設備等の準備が完了

するまでに，直流母線電圧がＢ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系蓄電池又は 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）の枯

渇等により許容最低電圧値以上を維持できない場合に，所内常設直流

電源設備（３系統目）である 115V 系蓄電池－１（３系統目）及び 115V

系蓄電池－２（３系統目）又は 230V 系蓄電池（３系統目）から，24

時間にわたり直流母線へ給電する。 

115V 系蓄電池－１（３系統目）及び 115V 系蓄電池－２（３系統目）

によるＢ－115V 系直流盤及びＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）への給電につ

いては，115V 系蓄電池－１（３系統目）及び 115V 系蓄電池－２（３

系統目）の延命のため，全交流動力電源喪失から 30 分経過するまでに，

中央制御室に隣接する部屋において簡易な操作でＢ－115V 系直流盤

の不要な負荷を切り離すとともに，８時間を経過した時点で，Ｂ－115V

系直流盤の不要な負荷の切離しを実施する。その後，115V 系蓄電池－

１（３系統目）による給電から 14 時間を経過した時点で，115V 系蓄

電池－２（３系統目）からの給電に切り替えることで 24 時間以上にわ

たり直流母線へ給電する。 

115V 系蓄電池－１（３系統目）及び 115V 系蓄電池－２（３系統目）

によるＳＡ対策設備用分電盤（２）への給電については，負荷切離し
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なしで 115V 系蓄電池－１（３系統目）による給電から 14 時間を経過

した時点で，115V 系蓄電池－２（３系統目）からの給電に切り替える

ことで 24 時間以上にわたり直流母線へ給電する。 

230V 系蓄電池（３系統目）による 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への

給電については，負荷切離しなしで 230V 系蓄電池（３系統目）にて

24 時間以上にわたり直流母線へ給電する。 

(a) 手順着手の判断基準 

〔115V系蓄電池－１（３系統目）及び115V系蓄電池－２（３系統

目）によるＢ－115V系直流盤及びＢ－115V系直流盤（ＳＡ），Ｓ

Ａ対策設備用分電盤（２）への給電又は230V系蓄電池（３系統

目）による230V系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電の判断基準〕 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機の機能喪失時に可搬型直流電源設備等の準備が完了す

るまでに，直流母線電圧がＢ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電

池，ＳＡ用 115V 系蓄電池又は 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）の枯渇等

により直流母線電圧が許容最低電圧値以上を維持できない場合。 

〔115V系蓄電池－１（３系統目）による給電から115V系蓄電池－

２（３系統目）への切替えの判断基準〕 

115V 系蓄電池－１（３系統目）による給電開始から 14 時間を経

過した場合。又は 115V 系蓄電池－１（３系統目）の電圧が放電電圧

の最低値を下回るおそれがあると判断した場合。 

(b) 操作手順 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電手順の概要は以下

のとおり。手順の対応フローを第 1.14－6 図に，概要図を第 1.14－

28 図に，タイムチャートを第 1.14－29 図に示す。 

〔Ｂ－115V 系直流盤及びＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）への給電の場

合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に 115V 系蓄
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電池－１（３系統目）によるＢ－115V 系直流盤及びＢ－115V

系直流盤（ＳＡ）への給電を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，115V 系直流盤（３系統目）のＢ－115V

系直流盤（ＳＡ）用遮断器の「入」操作を実施し，当直副長に

報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系充電器盤及びＢ１－115V

系充電器盤の出力遮断器を「切」操作及びＢ－115V 系直流盤及

びＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）の母線連絡遮断器を「入」操作す

る。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）にてＢ１－

115V 系蓄電池による給電から 115V 系蓄電池－１（３系統目）

による給電への切替え操作を実施し，廃棄物処理建物地下中１

階（非管理区域）のＢ－115V 系直流盤及びＢ－115V 系直流盤（Ｓ

Ａ）電圧指示値が規定電圧であることを確認し，切替え完了を

当直副長に報告する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員に蓄電池の延命処置として 115V

系蓄電池－１（３系統目）による給電開始から 30 分を経過する

までに不要負荷の切離しを指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，蓄電池の延命処置として全交流動力電

源喪失から 30 分を経過するまでに不要負荷の切離しを実施し，

当直副長に報告する。 

⑦当直副長は，現場運転員に蓄電池の延命処置として 115V 系蓄電

池－１（３系統目）による給電開始から８時間を経過する時点

で不要負荷の切離しを指示する。 

⑧現場運転員Ｂ及びＣは，蓄電池の延命処置として 115V 系蓄電池

－１（３系統目）による給電開始から８時間を経過する時点で

不要負荷の切離しを実施し，当直副長に報告する。 

⑨当直副長は，運転員に 115V 系蓄電池－１（３系統目）による給
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電から 14時間を経過する時点で 115V系蓄電池－１（３系統目）

から 115V 系蓄電池－２（３系統目）への切替えを指示する。な

お，115V 系蓄電池－１（３系統目）の電圧が放電電圧の最低値

を下回るおそれがあると判断した場合は，経過時間によらず，

115V 系蓄電池－１（３系統目）から 115V 系蓄電池－２（３系

統目）への切替えを指示する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，115V 系蓄電池－１（３系統目）による

給電から 14 時間を経過した時点で 115V 系蓄電池－１（３系統

目）から 115V 系蓄電池－２（３系統目）への切替え操作を実施

し，当直副長に切替え操作完了を報告する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物地下中１階（非管理区

域）のＢ－115V 系直流盤及びＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）電圧指

示値が規定電圧であることを確認し，当直副長に報告する。 

〔ＳＡ対策設備用分電盤（２）への給電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に 115V 系蓄

電池－１（３系統目）によるＳＡ対策設備用分電盤（２）への

給電を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，115V 系直流盤（３系統目）のＨＰＡＣ

コントロールセンタ用遮断器の「入」操作を実施し，当直副長

に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系充電器盤の出力遮断器を

「切」操作する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系蓄電池による給電から

115V 系蓄電池－１（３系統目）による給電への切替え操作を実

施し，廃棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＳＡ対策設

備用分電盤（２）電圧指示値が規定電圧であることを確認し，

切替え完了を当直副長に報告する。 

⑤当直副長は，運転員に 115V 系蓄電池－１（３系統目）による給
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電から 14時間を経過する時点で 115V系蓄電池－１（３系統目）

から 115V 系蓄電池－２（３系統目）への切替えを指示する。な

お，115V 系蓄電池－１（３系統目）の電圧が放電電圧の最低値

を下回るおそれがあると判断した場合は，経過時間によらず，

115V 系蓄電池－１（３系統目）から 115V 系蓄電池－２（３系

統目）への切替えを指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，115V 系蓄電池－１（３系統目）による

給電から 14 時間を経過した時点で 115V 系蓄電池－１（３系統

目）から 115V 系蓄電池－２（３系統目）への切替え操作を実施

し，当直副長に切替え操作完了を報告する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物地下中１階（非管理区

域）のＳＡ対策設備用分電盤（２）電圧指示値が規定電圧であ

ることを確認し，当直副長に報告する。 

〔230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に 230V 系蓄

電池（３系統目）による 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電を

指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，230V 系直流盤（３系統目）の 230V 系

直流盤（ＲＣＩＣ）用遮断器の「入」操作を実施し，当直副長

に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の出力遮

断器を「切」操作する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，230V系直流盤（ＲＣＩＣ）にて230V系

蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電から230V系蓄電池（３系統目）

による給電への切替え操作を実施し，廃棄物処理建物地下中１

階（非管理区域）の230V系直流盤（ＲＣＩＣ）電圧指示値が規

定電圧であることを確認し，切替え完了を当直副長に報告する。 

  (c) 操作の成立性 
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所内常設直流電源設備（３系統目）による給電操作は，中央制御

室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してからの所要時間は以下のとおり。 

・Ｂ－115V 系直流盤及びＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）受電完了まで

25 分以内で可能である。 

・中央制御室に隣接する部屋において簡易な操作での不要な負荷

の切離し完了まで５分以内で可能である。 

・８時間を経過した時点のＢ－115V 系直流盤の不要な負荷の切離

し完了まで 25 分以内で可能である。 

・ＳＡ対策設備用分電盤（２）受電完了まで 20 分以内で可能であ

る。 

・230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）受電完了まで 15 分以内で可能であ

る。 

・115V 系蓄電池－１（３系統目）から 115V 系蓄電池－２（３系

統目）切替操作完了まで５分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機の機能喪失時に，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ），230V 系蓄

電池（ＲＣＩＣ），ＳＡ用 115V 系蓄電池，115V 系蓄電池－１（３系統

目），115V 系蓄電池－２（３系統目）及び 230V 系蓄電池（３系統目）

による給電ができない場合に，可搬型直流電源設備（高圧発電機車及

び充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤

及び 230V 系充電器盤（常用）））により直流電源を必要な機器に給電す

る。 

可搬型直流電源設備による給電（高圧発電機車によるＳＡ低圧母線，
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充電器盤への給電）の優先順位は以下のとおり。 

１．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続） 

２．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続） 

３．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施

する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて

整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失後，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替

直流電源設備又は所内常設直流電源設備（３系統目）による直流母

線への給電開始から 24 時間以内にガスタービン発電機，号炉間電力

融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によ

る給電操作が完了する見込みがない場合。 

(b) 操作手順 

可搬型直流電源設備による給電手順の概要は以下のとおり。 

手順の対応フローを第 1.14－6 図に，概要図を第 1.14－30 図及び

第 1.14－31 図に，タイムチャートを第 1.14－32 図から第 1.14－34

図に示す。 

なお，高圧発電機車によるＳＡコントロールセンタ受電の操作手

順については「1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機

車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操

作手順のうち，「高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコン

トロールセンタ受電」の操作手順と同様であるため，当該手順にて

実施する。 
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①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧発電

機車による充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用

115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））への給電準備開

始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高

圧発電機車による充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），

ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））への給電

準備を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車による充電

器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤

及び 230V 系充電器盤（常用））への給電準備開始を指示する。 

④中央制御室運転員Ａ及び緊急時対策要員は，充電器盤（Ｂ１－

115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系

充電器盤（常用））の受電に先立ち，「1.14.2.3(1)ａ．ガスター

ビン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡ

コントロールセンタ受電」の操作手順のうち，「高圧発電機車に

よるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操

作手順にてＳＡコントロールセンタの受電を実施する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，仮設ケーブル接続のためＣ／Ｃ Ｃ系

又はＣ／Ｃ Ｄ系の負荷「中央制御室排風機」の遮断器を「切」

とし，当直副長に報告する。 

⑥緊急時対策要員は，ＳＡコントロールセンタから中央制御室排

風機用のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系に仮設ケーブルを敷設

する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－中央制御室排風機又はＢ－中央制

御室排風機を起動するための系統構成を実施する。 

⑧緊急時対策要員は，ＳＡコントロールセンタから中央制御室排

風機用のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系に仮設ケーブルを接続
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するとともに，絶縁抵抗測定によりＳＡコントロールセンタか

ら中央制御室排風機用のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系までの

間の電路の健全性を確認し，仮設ケーブル接続完了を緊急時対

策本部に報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に給電準備が完了したことを報告す

る。 

⑩当直副長は，現場運転員に中央制御室排風機の電源の復旧を指

示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，仮設ケーブルを接続したＳＡコントロ

ールセンタの遮断器を「入」とし，中央制御室排風機の電源が

復旧したことを当直副長に報告する。 

⑫当直副長は，中央制御室運転員に中央制御室排風機の起動操作

を指示する。 

⑬中央制御室運転員Ａは，中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを確認し，起動操作が完了したことを当

直副長に報告する。 

⑭当直副長は，現場運転員にＳＡコントロールセンタから充電器

盤への給電開始を指示する。 

⑮現場運転員Ｂ及びＣは，充電器切替盤にて「Ｃ／Ｃ Ｃ系又は

Ｃ／Ｃ Ｄ系」から「ＳＡコントロールセンタ」へ受電切替え

操作を行い，充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ

用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））の運転状態及

び充電器盤充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認する

とともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急

時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから

の所要時間は以下のとおり。 
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優先１の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱に接続）による給電完了まで５時間 10 分以内で可能である。 

優先２の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱に接続）による給電完了まで５時間 10 分以内で可能である。 

優先３の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタク

ラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）による給電完了

まで５時間 50 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

ｄ．直流給電車による直流盤への給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機の機能喪失時，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直

流電源設備及び所内常設直流電源設備（３系統目）が機能喪失した場

合で，かつ可搬型直流電源設備による直流電源の給電ができない場合

に，直流給電車をＢ－115V 系直流盤，230V 系直流盤（ＲＣＩＣ），Ｂ

－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）に接続し，直流

電源を給電する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施

する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて

整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失後，24 時間以内にガスタービン発電機，号炉

間電力融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）

による給電操作が完了する見込みがない場合において，可搬型直流

電源設備による給電ができない場合。 

(b) 操作手順 
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直流給電車による直流盤への給電手順の概要は以下のとおり。手

順の対応フローを第 1.14－6 図に，概要図を第 1.14－35 図に，タイ

ムチャートを第 1.14－36 図及び第 1.14－37 図に示す。 

〔優先１．廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に

接続による直流盤への給電〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に直流

給電車によるＢ－115V系直流盤及び 230V系直流盤（ＲＣＩＣ）

への給電準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に直

流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩ

Ｃ）への給電準備開始を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に直流給電車（廃棄物処理

建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続）によるＢ－

115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備開

始を指示する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及

び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備のためＢ－115V 系

充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の出力遮断器を「切」

とし，当直副長にＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣ

ＩＣ）への給電前準備完了を報告する。 

⑤緊急時対策要員は，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備として直流電路の回路

構成，高圧発電機車及び直流給電車の起動準備を行い，緊急時

対策本部に給電準備完了を報告する。 

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，直流給電車による 

Ｂ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準

備が完了したことを緊急時対策本部へ報告するとともに，給電

開始を依頼する。 
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⑦緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車の起動及び

直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣ

ＩＣ）への給電開始を指示する。 

⑧緊急時対策要員は，高圧発電機車の起動後，直流給電車による

Ｂ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電操

作を実施し，給電が開始したことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に直流給電車によるＢ－115V 系直流

盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電が開始したことを報

告する。 

⑩当直副長は，現場運転員にＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流

盤（ＲＣＩＣ）の電圧確認を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＢ－115V 系直流盤及び

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電状況に異常がないこと及び

電圧指示値が規定電圧であることの確認を行い，給電が開始さ

れたことを当直副長に報告する。 

〔優先２．原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続

による直流盤への給電〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に直流

給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常

用）への給電準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に直

流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤

（常用）への給電準備開始を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に直流給電車（原子炉建物

南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続）によるＢ－115V 系

直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備開始を

指示する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤
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（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備のため 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）及び 230V 系充電器盤（常用）

の出力遮断器を「切」とし，当直副長にＢ－115V 系直流盤（Ｓ

Ａ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電前準備完了を報告する。 

⑤緊急時対策要員は，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）

及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備として直流電路の回路

構成，高圧発電機車及び直流給電車の起動準備を行い，緊急時

対策本部に給電準備完了を報告する。 

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，直流給電車による 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給

電準備が完了したことを緊急時対策本部へ報告するとともに，

給電開始を依頼する。 

⑦緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車の起動及び

直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流

盤（常用）への給電開始を指示する。 

⑧緊急時対策要員は，高圧発電機車の起動後，直流給電車による

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給

電操作を実施し，給電が開始したことを緊急時対策本部へ報告

する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に直流給電車によるＢ－115V 系直流

盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電が開始したこと

を報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員にＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V

系直流盤（常用）の電圧確認を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＢ－115V 系直流盤（Ｓ

Ａ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電状況に異常がないこと

及び電圧指示値が規定電圧であることの確認を行い，給電が開

始されたことを当直副長に報告する。 
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(c) 操作の成立性 

優先１の廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接

続による直流盤への給電操作は，現場運転員２名，緊急時対策要員

３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから直流給電車

によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電

完了まで４時間 15 分以内で可能である。 

優先２の原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続に

よる直流盤への給電操作は，現場運転員２名，緊急時対策要員３名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから直流給電車によ

るＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電

完了まで４時間 15 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ａ．ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機の機能喪失時に，Ｍ／Ｃ Ｄ系への給電のため，ＳＡ用

115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤への給電を実施し，Ｍ／Ｃ Ｄ

系の受電遮断器の制御電源を確保する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機の機能喪失時，ＳＡ用 115V 系蓄電池の電圧が規定電圧

である場合で，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常

設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によるＭ

／Ｃ Ｄ系への給電が可能となった場合。 

(b) 操作手順 

ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電手順の概要は
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以下のとおり。手順の対応フローを第 1.14－6 図に，概要図を 

第 1.14－38 図に，タイムチャートを第 1.14－39 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員にＳＡ

用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電準備開始を指示

する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系直流盤の負荷抑制として，

Ｂ－115V 系直流盤にてＭ／Ｃ Ｄ系遮断器制御電源以外の負

荷の遮断器を「切」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系蓄電池からＢ－115V 系

蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）へ放電させないために，

Ｂ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）の遮断器を

「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系充電器盤のＢ－115V 系

直流盤（ＳＡ）の遮断器並びにＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）のＳ

Ａ用 115V 系充電器盤受電遮断器及びＢ－115V 系直流盤の遮断

器を「入」操作し，当直副長にＢ－115V 系直流盤受電準備完了

を報告する。 

⑤当直副長は，現場運転員にＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V

系直流盤の受電開始を指示する。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系直流盤にてＢ－115V 系直流

盤（ＳＡ）の遮断器を「入」とし，Ｂ－115V 系直流盤受電を実

施する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物１階（非管理区域）の

ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧指示値が規定電圧であるこ

とを確認し，受電完了を当直副長に報告する。 

⑧当直副長は，運転員にＭ／Ｃ Ｄ系の受電操作開始を指示する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開
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始を判断してからＢ－115V 系直流盤受電完了まで 30 分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機及び非常用直流電源喪失後，ガスタービン発電機，号炉間電

力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可

搬型）による給電が可能な場合，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電後，Ａ－115V 系

充電器盤からＡ－115V 系直流盤へ給電し，遮断器の制御電源を確保す

る。 

なお，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電時に，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器の制御

電源が喪失している場合には，手動にて遮断器を投入後，受電操作を

実施する。 

また，給電手段，電路構成及びＭ／Ｃ Ｃ系受電前準備については

「1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ 

Ｄ系受電」，「1.14.2.1(1)ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用

したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」，「1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電

機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」及び「1.14.2.1(1)

ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電」と同様である。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電の優先順位は以下の

とおり。 

１．ガスタービン発電機 

２．号炉間電力融通ケーブル（常設） 

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続） 
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４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続） 

５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

(a) 手順着手の判断基準 

Ａ－115V 系直流盤の電圧が喪失した場合で，ガスタービン発電機，

号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通

ケーブル（可搬型）のいずれかの手段によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電

のための電路構成，Ｍ／Ｃ Ｃ系受電前準備及び起動操作が完了し

ている場合。 

(b) 操作手順 

非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電手順の概要は以

下のとおり。手順の対応フローを第 1.14－6 図に，概要図を第 1.14

－40 図から第 1.14－42 図に，タイムチャートを第 1.14－43 図から

第 1.14－46 図に示す。 

なお，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），高

圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）のいずれかの手

段によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電のための電路構成，Ｍ／Ｃ Ｃ系受

電前準備及び起動操作については「1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発

電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電」，「1.14.2.1(1)ｂ．

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電」，「1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」又は「1.14.2.1(1)ｄ．号炉間電力融通ケー

ブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」の

操作手順にて実施し，その後，本手順を実施する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＡ－115V
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系直流盤受電準備開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を手動操作

にて「入」とし，当直長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告

する。号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用した給電の場合，

Ｍ／Ｃ Ｃ系の母線連絡遮断器及びＭ／Ｃ Ａ系の受電遮断器

を手動操作にて「入」とし，当直副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準

備完了を報告する。 

〔優先１．ガスタービン発電機によるＡ－115V 系直流盤受電の場

合〕 

③ａ当直副長は，ガスタービン発電機による給電が可能な場合は，

運転員にＭ／Ｃ Ｃ系への給電開始を指示する。 

④ａ中央制御室運転員Ａは，ガスタービン発電機からＭ／Ｃ Ｃ

系へ給電するための緊急用メタクラの遮断器を「入」とし，ガ

スタービン発電機から給電が開始されたことを当直副長に報告

する。 

⑤ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／ＣのＣ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告するとともに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（常設）によるＡ－115V 系直

流盤受電の場合〕 

③ｂ当直副長は，号炉間電力融通ケーブル（常設）による電力融

通が可能な場合は，運転員にＭ／Ｃ Ｃ系への電力融通開始を

指示する。 

④ｂ中央制御室運転員Ａは，他号炉の常用高圧母線及び非常用高

圧母線の母線連絡及び予備変受電の遮断器を「入」とし，号炉
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間電力融通ケーブル（常設）による電力融通を開始する。 

⑤ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／ＣのＣ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告するとともに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱に接続）によるＡ－115V 系直流盤受電の場合〕 

③ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（原

子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による

給電が可能な場合は，緊急時対策本部にＭ／Ｃ Ｃ系の受電開

始を依頼する。 

④ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉

建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／

Ｃ Ｃ系の受電開始を指示する。 

⑤ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発

電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電を実施し，高圧発

電機車から給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑥ｃ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ

系への給電が開始したことを報告する。 

⑦ｃ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始されたことの確認を指示する。 

⑧ｃ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／ＣのＣ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告するとともに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源
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設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱に接続）によるＡ－115V 系直流盤受電の場合〕 

③ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（原

子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による

給電が可能な場合は，緊急時対策本部にＭ／Ｃ Ｃ系の受電開

始を依頼する。 

④ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉

建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／

Ｃ Ｃ系の受電開始を指示する。 

⑤ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発

電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電を実施し，高圧発

電機車から給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑥ｄ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ

系への給電が開始したことを報告する。 

⑦ｄ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始されたことの確認を指示する。 

⑧ｄ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／ＣのＣ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告するとともに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタ

クラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＡ－115V

系直流盤受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテ
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ロリズムによる影響がある場合）〕 

③ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（ガ

スタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接

続プラグ盤への接続）による給電が可能な場合は，緊急時対策

本部にＭ／Ｃ Ｃ系の受電開始を依頼する。 

④ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタ

ービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プ

ラグ盤への接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系の受電開始を指示する。 

⑤ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車（ガスタービン発電機建物

（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）

による給電を実施し，高圧発電機車から給電が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑥ｅ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ

系への給電が開始したことを報告する。 

⑦ｅ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始されたことの確認を指示する。 

⑧ｅ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／ＣのＣ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告するとともに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

〔優先６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によるＡ－115V 系

直流盤受電の場合〕 

③ｆ当直副長は，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による電力

融通が可能な場合は，運転員に当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系への電

力融通開始を指示する。 
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④ｆ現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器を

「入」とし，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による電力融

通を開始する。 

⑤ｆ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑥ｆ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により当該号炉のＭ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系の受電状態に異常がないことを確認後，

当直副長に報告するとともに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開

始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

(c) 操作の成立性 

上記優先１の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからガスタービン発

電機によるＡ－115V 系直流盤受電完了まで１時間 25 分以内で可能

である。 

上記優先２の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから号炉間電力融通

ケーブル（常設）によるＡ－115V 系直流盤受電完了まで１時間 45

分以内で可能である。 

上記優先３，優先４及び優先５の操作は，中央制御室運転員１名，

現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続），高圧発電機車（原子炉建物南側の高

圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）又は高圧発電機車（ガスター

ビン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤

への接続）（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

影響がある場合）によるＡ－115V 系直流盤受電完了まで１時間 30
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分以内で可能である。 

上記優先６の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及

び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によるＡ－115V 系直流盤

受電完了まで１時間 50 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直

流盤受電 

当該号炉で外部電源喪失及び非常用直流電源設備の機能喪失により

非常用ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保

できない場合において，他号炉のＣ／Ｃから号炉間連絡ケーブルを使

用して当該号炉のＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤を受電し，

非常用ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保

する。 

また，他号炉で外部電源喪失及び非常用直流電源設備が機能喪失し，

当該号炉の電源が確保されている場合は，同様の手段により当該号炉

から他号炉へ給電することが可能である。 

(a) 手順着手の判断基準 

直流電源の喪失により非常用ディーゼル発電機が起動できず，外

部電源，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），高

圧発電機車及び号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電が不

可能な状況において，他号炉のＬ／Ｃ Ｃ系又はＬ／Ｃ Ｄ系の電

圧が正常で他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系からの給電が可

能である場合。 

(b) 操作手順 
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号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V

系直流盤受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第

1.14－6 図に，概要図を第 1.14－47 図に，タイムチャートを第 1.14

－48 図に示す。 

（本手順は，当該号炉で外部電源喪失並びに非常用直流電源設備

が機能喪失した状況において，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ 

Ｄ系から号炉間連絡ケーブルを使用して当該号炉のＡ－115V 系直

流盤又はＢ－115V 系直流盤を受電する操作手順を示す。） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に他号

炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系を経由した当該号炉の 

Ａ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤の受電準備を指示す

る。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，バッテリー室換気のための空調機電源

が確保できないため，Ａ－115V 系蓄電池又はＢ－115V 系蓄電池

の遮断器を「切」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，当該号炉のＣ／Ｃ Ｃ系及びＡ－115V

系直流盤の受電前準備，又はＣ／Ｃ Ｄ系及びＢ－115V 系直流

盤の受電前準備としてＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系の負荷抑

制のためにあらかじめ定められた負荷の遮断器を「切」とし，

当直副長に受電準備完了を報告する。 

④当直副長は，現場運転員に他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ 

Ｄ系による当該号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系への給電

開始を指示する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ

系の母線連絡ラインの遮断器を「入」とし，当該号炉への給電

を開始したことを当直副長に報告する。 

⑥当直副長は，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系による当

該号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系への給電完了後，現場
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運転員に交流電源によるＡ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系

充電器盤の受電開始を指示する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充

電器盤へ給電するための遮断器を「入」とし，廃棄物処理建物

１階（非管理区域）のＡ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値及

びＡ－115V 系直流盤電圧指示値又は廃棄物処理建物地下中１

階（非管理区域）のＢ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値及び

Ｂ－115V 系直流盤電圧指示値が規定電圧であることにより確

認するとともに，当直副長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから他号炉のＣ／Ｃによる当該号炉Ａ－115V 系直流

盤又はＢ－115V 系直流盤受電完了まで 55 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及び

ＳＡコントロールセンタ受電 

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系が機能喪

失した場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が

必要な場合に，ガスタービン発電機又は高圧発電機車から代替所内電

気設備へ給電することで，発電用原子炉の冷却,原子炉格納容器内の冷

却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。 

なお，負荷への給電にあたっては，ＳＡ電源切替盤及び非常用コン

トロールセンタ切替盤の双方が健全であれば，ＳＡ電源切替盤での給

電を優先して使用する。 
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代替交流電源設備によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセ

ンタ（以下「ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ」という。）への給電の優

先順位は以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機 

２．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続） 

３．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続） 

４．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施

する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて

整備する。なお，ガスタービン発電機への燃料補給については，自動

給油である。 

(a) 手順着手の判断基準 

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系が機能

喪失した場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設

備が必要な場合で，ガスタービン発電機又は高圧発電機車からＳＡ

－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへ給電が可能な場合。なお，ガスタービ

ン発電機の現場起動については，ガスタービン発電機の中央制御室

起動が失敗した場合及び要員が確保されている場合に，他の手段と

同時並行で実施する。 

(b) 操作手順 

ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳ

Ａ－Ｃ／Ｃ受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第

1.14－6 図に，概要図を第 1.14－49 図に，タイムチャートを 

第 1.14－50 図から第 1.14－53 図に示す。 
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〔優先１．ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡ

コントロールセンタ受電の場合〕 

Ⅰ．ガスタービン発電機の中央制御室からの起動 

①ａ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転

員にガスタービン発電機の起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ

／Ｃの受電開始を指示する。 

②ａ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断

器以外の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を

起動し，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を電圧確認に

より実施し，ガスタービン発電機の起動，緊急用メタクラ及び

ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電が開始されたことを当直副長に報告する。 

③ａ当直副長は，ＳＡ電源切替盤による給電の場合には，現場運

転員にＳＡ電源切替盤による負荷への給電開始を指示する。 

当直副長は，非常用コントロールセンタ切替盤による給電の場

合には，運転員に非常用コントロールセンタ切替盤による給電

開始を指示する。 

④ａ現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤による給電の場合に

は，ＳＡ電源切替盤にて各電動弁電源を「ＳＡ側」へ切替えを

行い，切替え作業完了を当直副長へ報告し，非常用コントロー

ルセンタ切替盤による給電の場合には，不要な負荷の切離しを

行い，切離し作業完了を当直副長へ報告する。 

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ切替盤によ

る給電の場合には，ＣＳで非常用コントロールセンタ切替盤の

切替え及び不要な負荷のＣＳを「停止引ロック」又は「停止」

を行い，切替え作業完了を当直副長へ報告する。 

⑤ａ中央制御室運転員Ａは，電動弁の電源が復旧したことを状態

表示ランプにて確認する。 

Ⅱ．ガスタービン発電機の現場からの起動 
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①ｂ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由し

て，緊急時対策本部にガスタービン発電機の現場起動，緊急用

メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を依頼する。 

②ｂ緊急時対策本部は，緊急時対策要員にガスタービン発電機の

現場起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を指示

する。 

③ｂ緊急時対策要員は，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以

外の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を現場

起動し，緊急用メタクラの受電を電圧確認により，ＳＡ－Ｌ／

Ｃの受電を状態表示確認により実施し，ガスタービン発電機の

現場起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を緊急時

対策本部に報告する。 

④ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機の現場起動，緊急用

メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を当直長に報告する。 

⑤ｂ当直副長は，中央制御室運転員にＳＡ－Ｌ／Ｃの受電確認を

指示する。 

⑥ｂ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ガ

スタービン発電機から給電が開始されたことを当直副長に報告

する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷

への受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロー

ドセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ

～⑤ａと同様である。 

〔優先２．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロ

ールセンタ受電の場合〕 

①ｃ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転

員に高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ
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収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備

開始を指示する。 

②ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依

頼する。 

③ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉

建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ

－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示する。 

④ｃ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断

器以外の遮断器の「切」を確認した後，緊急用メタクラの非常

用高圧母線用遮断器の「入」操作を行い，当直副長にＳＡ－Ｌ

／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑤ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

緊急用メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が

完了したことを報告する。 

⑥ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物西側近傍に配

置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機

車接続プラグ収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設

し，接続作業を行う。 

⑦ｃ緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において給電する緊急用

メタクラへの切替え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により

高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の

電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告

する。 

⑧ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉

建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電

開始を指示する。 
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⑨ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始さ

れたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車か

ら給電が開始されたことを当直長に報告する。 

⑪ｃ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（原子炉建物

西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－ 

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。 

⑫ｃ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，Ｓ

Ａ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報

告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷

への受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロー

ドセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ

～⑤ａと同様である。 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロ

ールセンタ受電の場合〕 

①ｄ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転

員に高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ

収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備

開始を指示する。 

②ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依

頼する。 

③ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉

建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ
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－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示する。 

④ｄ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断

器以外の遮断器の「切」を確認した後，緊急用メタクラの非常

用高圧母線用遮断器の「入」操作を行い，当直副長にＳＡ－Ｌ

／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑤ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

緊急用メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が

完了したことを報告する。 

⑥ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物南側近傍に配

置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機

車接続プラグ収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設

し，接続作業を行う。 

⑦ｄ緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において給電する緊急用

メタクラへの切替え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により

高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の

電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告

する。 

⑧ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉

建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電

開始を指示する。 

⑨ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始さ

れたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車か

ら給電が開始されたことを当直長に報告する。 

⑪ｄ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（原子炉建物

南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－ 

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。 
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⑫ｄ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，Ｓ

Ａ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報

告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷

への受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロー

ドセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ

～⑤ａと同様である。 

〔優先４．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタ

クラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡロ

ードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合（故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場

合）〕 

①ｅ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転

員に高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ

及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備開始を指示する。 

②ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依頼する。 

③ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタ

ービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プ

ラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給

電準備開始を指示する。 

④ｅ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断

器以外の遮断器の「切」を確認し，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑤ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に
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緊急用メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が

完了したことを報告する。 

⑥ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車をガスタービン発電機建物

（緊急用メタクラ）近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，

高圧発電機車から緊急用メタクラ接続プラグ盤までの間に高圧

発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

⑦ｅ緊急時対策要員は，緊急用メタクラの受電遮断器を「入」操

作するとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＳＡ－

Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，

受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑧ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタ

ービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プ

ラグ盤への接続）による給電開始を指示する。 

⑨ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始さ

れたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車か

ら給電が開始されたことを当直長に報告する。 

⑪ｅ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（ガスタービ

ン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ

盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認

を指示する。 

⑫ｅ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，Ｓ

Ａ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報

告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷

への受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロー

ドセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ
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～⑤ａと同様である。 

(c) 操作の成立性 

優先１の中央制御室操作でのガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ

／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してからガスタービン発電機によ

るＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで 10 分以内で可能で

ある。 

現場操作でのガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－

Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員２名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからガスタービン発

電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで 55 分以内

で可能である。 

優先２の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，

中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高

圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ

－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間 35 分以内で可能である。 

優先３の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，

中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物南側の高

圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ

－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間 35 分以内で可能である。 

優先４の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタク

ラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ

及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作（故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響がある場合）は，中央制御室運転員１名及び
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緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳ

Ａ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間 40 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

送電線及び開閉所が破損又は破損する可能性のある大規模自然災害

が発生した場合，並びに外部電源及び非常用ディーゼル発電機による

給電が見込めない場合に，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子

炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ 

Ｄ系への給電を実施する。なお，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電を優先させ，その

後にＭ／Ｃ Ｃ系へ給電する。 

Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電操作完了後，Ａ－115V 系充電器

盤，Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V

系充電器盤，230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ

交流電源を供給する。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電の

優先順位は以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機 

２．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

３．号炉間電力融通ケーブル（常設） 

４．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続） 

５．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納
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箱に接続） 

６．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

７．号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

なお，優先２の手順については「ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先３の

手順については「ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ

／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先４，優先５及び優先６

の手順については「ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電」にて，優先７の手順については「ｅ．号炉間電力融通ケー

ブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて

整備する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施

する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて

整備する。なお，ガスタービン発電機への燃料補給は自動給油である。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源喪失，非常用ディーゼル発電機の故障によりＭ／Ｃ Ｃ

系及びＤ系へ給電ができない場合。なお，ガスタービン発電機の現

場起動については，ガスタービン発電機の中央制御室起動が失敗し

た場合及び要員が確保されている場合に，他の手段と同時並行で実

施する。 

(b) 操作手順 

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電手

順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.14－6 図及び第

1.14－7 図に，概要図を第 1.14－8 図に，タイムチャートを第 1.14

－9 図に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先
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１．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電

の場合〕の操作手順と同様である。 

(c) 操作の成立性 

上記の中央制御室操作のガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系

及びＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転

員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時

間は以下のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで 10 分以内で可能で 

ある。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで 40 分以

内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間

10 分以内で可能である。 

現場操作のガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ 

Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急

時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから

の所要時間は以下のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで 50 分以内で可能で 

ある。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで１時間

５分以内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間

10 分以内で可能である。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優

先１．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受

電の場合〕の操作の成立性と同様である。 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電 
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外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，非常用所

内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系の母線電圧が喪失し

ている状態で，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｈ

ＰＣＳ系及びＭ／Ｃ Ａ系を経由して非常用所内電気設備であるＭ／

Ｃ Ｃ系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ ＨＰ

ＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系及びＭ／Ｃ Ｂ系を経由して非常用所内電気設

備であるＭ／Ｃ Ｄ系へ給電する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，Ｍ／Ｃ 

Ｃ系及びＤ系の母線電圧が喪失している状態で，非常用ディーゼル

発電機による受電ができない場合において，高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系並びにＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｂ系及びＭ／Ｃ Ｄ系の使用が可能であって，さ

らに高圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合。 

(b) 操作手順 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｍ／Ｃ Ｄ系への受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フロ

ーを第 1.14－6 図及び第 1.14－7 図に，概要図を第 1.14－54 図及び

第 1.14－55 図に，タイムチャートを第 1.14－56 図に示す。 

〔高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｃ系受電の

場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ系を経由した 

Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として，受電するＭ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止

引ロック」又は「停止」とし，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機によるＭ／Ｃ Ａ系及びＣ系の受電準備が完了したこと
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を当直副長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のた

め，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系の受電遮断器のイ

ンターロック解除処置を実施し，受電準備が完了したことを当

直副長に報告する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員に高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系及びＣ系の受電遮

断器の「入」操作及び受電したＭ／Ｃの電圧確認を行い，給電

が開始したことを当直副長に報告する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／

Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に

報告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給す

る。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

〔高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｄ系受電の

場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ系及びＭ／Ｃ 

Ｂ系を経由したＭ／Ｃ Ｄ系の受電準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として，受電するＭ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止

引ロック」又は「停止」とし，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機によるＭ／Ｃ Ａ系，Ｂ系及びＤ系の受電準備が完了し

たことを当直副長に報告する。 
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③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のた

め，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系及

びＭ／Ｃ Ｂ系の受電遮断器のインターロック解除処置を実施

し，受電準備が完了したことを当直副長に報告する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員Ａに高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系への給電開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ａ系，Ｂ系及び

Ｄ系の受電遮断器の「入」操作及び受電したＭ／Ｃの電圧確認

を行い，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／

Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に

報告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給す

る。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同

様である。 

(c) 操作の成立性 

優先２の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転

員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時

間は１時間 20 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電
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機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電ができない場

合において，号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用して他号炉のＭ

／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系までの電路を構成し，他号炉から給電することにより，発電用原

子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要

となる設備の電源を復旧する。 

また，他号炉で全交流動力電源が喪失し，当該号炉の電源が確保さ

れている場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉へ給電するこ

とが可能である。 

なお，他号炉の常用高圧母線と当該号炉の常用高圧母線間にあらか

じめ敷設する号炉間電力融通ケーブル（常設）が使用できない場合は，

屋内に配備する号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用して電力融

通を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発

電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電ができな

い状況において，他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用

ディーゼル発電機Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第

1.14－6 図及び第 1.14－7 図に，概要図を第 1.14－10 図に，タイム

チャートを第 1.14－11 図に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

２．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕の操作手順と同様である。 

(c) 操作の成立性 

優先３の号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ
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系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転

員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時

間は１時間 35 分以内と想定する。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優

先２．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕の操作の成立性と同様である。 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）

によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電が見込めない場合，高

圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続

プラグ盤に接続してＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系を受電し，発電用

原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必

要となる設備の電源を確保する。Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受

電完了後，Ａ－115V 系充電器盤，Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V

系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤，230V 系充電器盤（ＲＣ

ＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施

する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて

整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常

設）による給電ができない場合。 

(b) 操作手順 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の概

要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.14－6 図及び第 1.14－

7 図に，概要図を第 1.14－12 図に，タイムチャートを第 1.14－13
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図から第 1.14－15 図に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕，〔優

先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕及

び〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタ

クラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合）〕の操作手順と同様である。 

(c) 操作の成立性 

優先４の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，

中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原

子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間 35 分以内で可能で

ある。 

優先５の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，

中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原

子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間 35 分以内で可能で

ある。 

優先６の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタク

ラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテ
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ロリズムによる影響がある場合）は，中央制御室運転員１名，現場

運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急

用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間 40 分以内で可能である。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優

先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕，〔優

先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕及

び〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタ

クラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合）〕の操作の成立性と同様である。 

ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電

機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，号炉間電力融通ケーブル

（常設）及び高圧発電機車による給電ができない場合において，号炉

間電力融通ケーブル（可搬型）を使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系から当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電

路を構成し，他号炉から給電することにより，発電用原子炉及び燃料

プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の

電源を復旧する。 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発

電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，号炉間電力融通ケー

ブル（常設）及び高圧発電機車による給電ができない状況において，
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他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機

Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを

第 1.14－6 図及び第 1.14－7 図に，概要図を第 1.14－16 図に，タイ

ムチャートを第 1.14－17 図に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕の操作手順と同様である。 

(c) 操作の成立性 

優先７の号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転

員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してからの所要時間は４時間 25 分以内と想定する。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優

先６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕の操作の成立性と同様である。 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク等からタンクローリへの補給 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水

ポンプ車，可搬式窒素供給装置に給油する。 

上記設備に給油するため，ガスタービン発電機用軽油タンク若しくは

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク（以下「非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク等」という。）とタンクローリをホースで接続し，タンクローリへ

軽油の補給を行う。 
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燃料補給設備によるタンクローリへの補給の優先順位は以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機用軽油タンク 

２．非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送

水ポンプ車，可搬式窒素供給装置を使用する場合。 

ｂ．操作手順 

〔優先１．ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ補

給する場合〕 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給手順の

概要は以下のとおり。概要図を第 1.14－57 図に，タイムチャートを第

1.14－58 図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要

員にガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ軽油の

補給開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，補給活動に必要な装備品・資機材を準備し，

車両保管場所へ移動し，タンクローリの健全性を確認する。 

③緊急時対策要員は，ガスタービン発電機用軽油タンクへ移動し，

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁の閉止フランジを取り

外し，燃料抜取り用バルブ付アタッチメントを取り付ける。 

④緊急時対策要員は，タンクローリの吐出口にホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，タンクローリに接続したホースをガスタービ

ン発電機用軽油タンクドレン弁に取り付けた燃料抜取り用バルブ

付アタッチメントへ接続し，ガスタービン発電機用軽油タンクド

レン弁を「開」操作する。 

⑥緊急時対策要員は，燃料抜取り用バルブ付アタッチメントの弁を

「開」操作する。 

⑦緊急時対策要員は，タンクローリへ軽油を補給するため，車両付
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ポンプを作動させた後，タンクローリの各バルブを「開」操作し，

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を開

始する。 

⑧緊急時対策要員は，タンクローリの補給状態をタンク頂部のハッ

チから目視で確認し，満タンとなったことを確認後，車両付ポン

プを停止し，タンクローリの各バルブ及び燃料抜取り用バルブ付

アタッチメントの弁を「閉」操作し，タンクローリからホースを

取り外した後（継続的にホースを使用する場合は，当該ホースを

ガスタービン発電機用軽油タンク側に接続したままとする），ガス

タービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給が完了し

たことを緊急時対策本部に報告する。 

⑨緊急時対策要員は，「(2)タンクローリから各機器等への給油」の

操作手順にて給油した後，タンクローリの軽油の残量に応じて，

上記操作手順④から⑧（⑤は軽油タンク側にホースを接続済みの

ため実施不要）を繰り返す。 

〔優先２．非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクロ

ーリへ補給する場合〕 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへの補

給手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.14－59 図に，タイムチャ

ートを第 1.14－60 図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要

員に非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリ

へ軽油の補給開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，補給活動に必要な装備品・資機材を準備し，

車両保管場所へ移動し，タンクローリの健全性を確認する。 

③緊急時対策要員は，補給先に指定された非常用ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク等へ移動し，閉止フランジを取り外し，ホースを

挿入する。 
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④緊急時対策要員は，タンクローリの吐出口にホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，タンクローリへ軽油を補給するため，車両付

ポンプを作動させた後，タンクローリの各バルブを「開」操作し，

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへの

補給を開始する。 

⑥緊急時対策要員は，タンクローリの補給状態をタンク頂部のハッ

チから目視で確認し，満タンとなったことを確認後，車両付ポン

プを停止し，タンクローリの各バルブを「閉」操作し，タンクロ

ーリからホースを取り外した後（継続的にホースを使用する場合

は，当該ホースを非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等に挿

入したままとする），非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等か

らタンクローリへの補給が完了したことを緊急時対策本部に報告

する。 

⑦緊急時対策要員は，「(2)タンクローリから各機器等への給油」の

操作手順にて給油した後，タンクローリの軽油の残量に応じて，

上記操作手順④から⑥を繰り返す。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，タンクローリ１台当たり緊急時対策要員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してからタンクローリへの補給完

了までガスタービン発電機用軽油タンクは１時間 50 分以内，非常用デ

ィーゼル発電機燃料貯蔵タンク等は２時間 30 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポ

ンプ車，可搬式窒素供給装置に対して，タンクローリを用いて給油する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送
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水ポンプ車，可搬式窒素供給装置を運転した場合において，各機器の

燃料が規定油量以上あることを確認した上で運転開始後，燃料保有量

及び燃料消費率からあらかじめ算出した給油時間※２となった場合。 

※２：給油間隔は以下のとおりであり，各設備の燃料が枯渇するまで

に給油することを考慮して作業に着手する。 

ただし，以下の設備は代表例であり各設備の燃料保有量及び燃

料消費率から燃料が枯渇する前に給油することとし，同一箇所

での作業が重複する際は適宜，給油間隔を考慮して作業を実施

する。 

〔ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合〕 

・大量送水車     ：運転開始後約１時間 35 分 

・高圧発電機車    ：運転開始後約１時間 30 分 

・大型送水ポンプ車  ：運転開始後約１時間 30 分 

・可搬式窒素供給装置 ：運転開始後約１時間 30 分 

〔非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等を使用した場合〕 

・大量送水車     ：運転開始後約１時間 40 分 

・高圧発電機車    ：運転開始後約１時間 35 分 

・大型送水ポンプ車  ：運転開始後約１時間 35 分 

・可搬式窒素供給装置 ：運転開始後約１時間 40 分 

ｂ．操作手順 

タンクローリから各機器等への給油手順の概要は以下のとおり。概

要図を第 1.14－61 図に，タイムチャートを第 1.14－62 図及び第 1.14

－63 図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要

員にタンクローリによる給油対象設備への給油を指示する。 

②緊急時対策要員は，給油対象設備の近傍まで移動し，タンクロー

リの給油前準備を行い，必要な距離分の給油ホースを引き出す。 

③緊急時対策要員は，タンクローリの車両付ポンプを作動させる。 
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④緊急時対策要員は，給油対象設備の燃料タンクの蓋を「開」とし，

給油ノズルレバーを握り，タンクローリによる給油対象設備への

給油を開始する。 

⑤緊急時対策要員は，給油対象設備の給油状態を目視で確認し，必

要量の給油完了を確認後，給油ノズルレバーを開放し，タンクロ

ーリによる給油対象設備への給油を完了する。 

⑥緊急時対策要員は，定格負荷運転時の給油間隔を目安に，上記操

作手順②から⑤を繰り返す。また，タンクローリの軽油の残量に

応じて，「(1)ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへの補給」の操作

手順にてタンクローリへ軽油を補給する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，タンクローリ１台当たり緊急時対策要員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとお

り。 

・タンクローリによる給油対象設備への給油は 30 分以内（１台当た

り）で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

なお，各設備の燃料が枯渇しないよう以下の時間までに給油を実施

する。 

・大量送水車の燃料消費率は，定格容量にて約 0.068m3/h であり，

起動から燃料枯渇までの時間は約３時間 

・高圧発電機車の燃料消費率は，定格容量にて約 0.115m3/h であり，

起動から燃料枯渇までの時間は約２時間 

・大型送水ポンプ車の燃料消費率は，定格容量にて約 0.31m3/h であ

り，起動から燃料枯渇までの時間は約３時間 

・可搬式窒素供給装置の燃料消費率は，定格容量にて約 0.047m3/h
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であり，起動から燃料枯渇までの時間は約８時間 

また，多くの給油対象設備が必要となる事象（雰囲気圧力・温度に

よる静的負荷（格納容器過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用す

る場合）を想定した場合，事象発生後７日間，それらの設備（ガスタ

ービン発電機，大量送水車及び大型送水ポンプ車等）の運転を継続す

るために必要な燃料（軽油）の燃料消費量は約 425m3 である。ガスタ

ービン発電機用軽油タンクにおいては，500m3以上となるよう管理する。 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が

健全な場合は，自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）による作動，又

は中央制御室からの手動操作により非常用ディーゼル発電機又は高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を起動し，非常用高圧母線に給電する。 

非常用ディーゼル発電機の運転により消費された燃料は，非常用ディ

ーゼル発電機燃料デイタンクの油面が規定値以下まで低下すると非常用

ディーゼル発電機燃料移送ポンプが自動起動し，非常用ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンクから非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクへの補給

が開始される。その後燃料補給の完了に伴い，非常用ディーゼル発電機

燃料移送ポンプが自動停止する。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の運転により消費された燃料は，

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクの油面が規定値以

下まで低下すると高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

が自動起動し，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクか

ら高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクへの補給が開始

される。その後燃料補給の完了に伴い，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料移送ポンプが自動停止する。 

ａ．手順着手の判断基準 

外部電源が喪失した場合又は非常用高圧母線の電圧がないことを確



1.14－111 

認した場合。 

ｂ．操作手順 

非常用交流電源設備による給電手順の概要は以下のとおり。概要図

を第 1.14－64 図に，タイムチャートを第 1.14－65 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に

非常用交流電源設備による給電開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機が自動起動信号（非常用高圧母線電圧

低）により自動起動し，受電遮断器が投入されたことを確認する。

あるいは，中央制御室からの手動操作により非常用ディーゼル発

電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を起動し，受電遮

断器を投入する。 

③中央制御室運転員Ａは，非常用高圧母線へ給電が開始されたこと

をＭ／Ｃ電圧指示値の上昇及び非常用ディーゼル又は高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル電力指示値の上昇により確認し，当直副長に

報告する。 

ｃ．操作の成立性 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

の自動起動は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機が自動起動し，受電遮断器が投入される（Ｍ／Ｃ Ｃ

系，Ｄ系又はＨＰＣＳ系が受電する）ことの確認完了まで１分以内で

可能である。 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

の手動起動は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を手動起動し，受電遮断器が投入（Ｍ／Ｃ Ｃ系，

Ｄ系又はＨＰＣＳ系が受電する）完了まで３分以内で可能である。 
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中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速

やかに対応できる。 

(2) 非常用直流電源設備による給電 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機の機能喪失後，充電器を経由した直流母線への給電から， 

Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池， 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ），230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中

性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池による直流母線へ

の給電に自動で切り替わることを確認する。蓄電池による給電が開始さ

れたことを確認後，Ａ－115V 系蓄電池については，蓄電池の延命のため，

Ａ－115V 系直流盤の不要な負荷の切離しを実施する。また，Ｂ－115V

系蓄電池については，外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失

後８時間が経過する時点で，Ｂ－115V 系直流盤の不要な負荷の切離しを

実施し，Ｂ－115V 系蓄電池による給電からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）

による給電に切替えを実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により，Ａ－115V 系充電器，Ｂ－115V 系充電器，

高圧炉心スプレイ系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），230V 系充

電器（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器及びＢ－原子炉中性

子計装用充電器の交流入力電源の喪失が発生した場合。 

ｂ．操作手順 

Ａ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子

計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池による給電手順の概

要は以下のとおり。概要図を第 1.14－66 図に，タイムチャートを第

1.14－67 図に示す。なお，Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池

（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電手順については，

「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源

設備による給電」にて整理する。 
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①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＡ－115V 系

蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄

電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池からの給電が開始された

ことの確認を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－115V 系充電器，高圧炉心スプレイ系

充電器，Ａ－原子炉中性子計装用充電器及びＢ－原子炉中性子計

装用充電器による給電が停止したことをＭ／Ｃ Ｃ系電圧，Ｍ／

Ｃ ＨＰＣＳ系電圧及びＭ／Ｃ Ｄ系電圧にて確認し，当直副長

に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系

蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用充蓄電池及びＢ－原子炉中性子

計装用蓄電池による給電が開始され，Ａ－115V 系直流盤，高圧炉

心スプレイ系直流盤，Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤及びＢ－

原子炉中性子計装用充電器盤電圧指示値が規定値であることを確

認し，当直副長に報告する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系蓄電池の延命処置として制御

電源及び直流照明を除く直流負荷の切離しを実施する。 

ｃ．操作の成立性 

Ａ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子

計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池からの給電は，現場

運転員２名にて直流母線（Ａ－115V 系直流盤，高圧炉心スプレイ系直

流盤，Ａ－原子炉中性子計装用分電盤及びＢ－原子炉中性子計装用分

電盤）へ自動で給電されることを確認する。 

Ａ－115V 系直流盤，Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤及びＢ－原子

炉中性子計装用充電器盤は，中央制御室近傍での電圧確認であるため，

速やかに対応ができる。 

高圧炉心スプレイ系直流盤は，現場にて速やかに対応する。 

不要な負荷の切離し操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場
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合，作業開始を判断してから不要な負荷の切離し完了まで 30 分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

1.14.2.7 その他の手順項目について考慮する手順 

常設代替交流電源設備による原子炉補機代替冷却系への給電手順につい

ては，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

また，操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の

計装に関する手順等」にて整備する。 

1.14.2.8 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フ

ローチャートを第 1.14－68 図に示す。 

(1) 代替電源（交流）による対応手順 

全交流動力電源喪失時に炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の

著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するための給電手段とし

て，ガスタービン発電機による給電，高圧発電機車による給電並びに号

炉間電力融通ケーブルを使用した他号炉の非常用ディーゼル発電機から

の電力融通による給電がある。 

短期的には，低圧代替注水で用いる低圧原子炉代替注水系（常設）へ

の給電，中長期的には，発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱で用い

る残留熱除去系への給電が主な目的となることから，これらの必要な負

荷を運転するための十分な容量があり，かつ短時間で給電が可能である

ガスタービン発電機による給電を優先する。 

ガスタービン発電機（優先１）から給電できず他号炉の非常用ディー

ゼル発電機からの給電が可能な場合は，号炉間電力融通ケーブル（常設）

（優先２）を使用した電力融通を行う。なお，号炉間電力融通ケーブル
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（常設）を使用した電力融通を行う場合は，電源を供給する号炉の非常

用ディーゼル発電機の運転状況及び電源を受電する号炉の受電体制を確

認した上で実施する。 

ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）による給電

ができない場合は，高圧発電機車を原子炉建物近傍又はガスタービン発

電機建物（緊急用メタクラ）へ移動させ，複数ある接続口から給電ルー

トを選択して非常用所内電気設備又は代替所内電気設備へ給電する。高

圧発電機車から非常用所内電気設備へ給電する場合は，高圧発電機車（原

子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）（優先３），高

圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

（優先４），高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響がある場合）（優先５）の順で高圧発

電機車の給電ルートを選択する。また，高圧発電機車から代替所内電気

設備へ給電する場合も同様な順で高圧発電機車の給電ルートを選択する。 

ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）及び高圧発電

機車から給電できず他号炉の非常用ディーゼル発電機からの給電が可能

な場合は，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）（優先６）を使用した電

力融通を行う。なお，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用した電

力融通を行う場合は，電源を供給する号炉の非常用ディーゼル発電機の

運転状況及び電源を受電する号炉の受電体制を確認した上で実施する。 

上記の優先１から優先３までの手順を連続して実施した場合，充電器

盤の受電完了まで７時間 20 分以内（あらかじめ他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機からの電力融通ができないと判断した場合は５時間 45 分以内）

で実施可能であり，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源

設備から給電されている 24 時間以内に十分な余裕を持って給電を開始

する。 

(2) 代替電源（直流）による対応手順 
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全交流動力電源喪失時，直流母線への給電ができない場合の対応手段

として，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，所内常

設直流電源設備（３系統目），可搬型直流電源設備及び直流給電車があ

る。 

原子炉圧力容器への注水で用いる原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉

代替注水系，発電用原子炉の減圧で用いる自動減圧系，原子炉格納容器

内の減圧及び除熱で用いる格納容器フィルタベント系への給電が主な目

的となる。短時間で給電が可能であり，長期間にわたる運転を期待でき

る手段から優先して準備する。 

全交流動力電源の喪失によりＢ－115V 系充電器を経由したＢ－115V

系直流盤への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開

始するまでの間，Ｂ－115V 系蓄電池にて８時間 30 分，Ｂ１－115V 系蓄

電池（ＳＡ）を組み合わせて使用することで合計 24 時間にわたり原子炉

隔離時冷却系の運転及び自動減圧系の作動等に必要な直流電源の供給を

行う。 

なお，蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回るおそれがあると判断

した場合は，経過時間によらず，蓄電池の切替えを実施する。 

全交流動力電源喪失後，可搬型直流電源設備等の準備が完了するまで

に，直流母線電圧が所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源

設備の枯渇等により許容最低電圧値以上を維持できない場合は，所内常

設直流電源設備（３系統目）である 115V 系蓄電池－１（３系統目），115V

系蓄電池－２（３系統目）及び 230V 系蓄電池（３系統目）から，直流母

線へ給電する。 

なお，115V 系蓄電池－１（３系統目）による給電開始から 14 時間を

経過した時点で 115V 系蓄電池－１（３系統目）から 115V 系蓄電池－２

（３系統目）への切替えを行い，蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下

回るおそれがあると判断した場合は，経過時間によらず，蓄電池の切替

えを実施する。 
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全交流動力電源喪失後，24 時間以内に代替交流電源設備による給電操

作が完了する見込みがない場合は，可搬型直流電源設備又は直流給電車

を用いて直流母線へ給電するが，短時間で給電が可能な可搬型直流電源

設備を優先して準備する。 

代替交流電源設備により交流電源が復旧した場合は，充電器盤を受電

して直流電源の機能を回復させる。 

全交流動力電源の喪失によりＡ－115V 系充電器を経由したＡ－115V

系直流盤への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開

始するまでの間，Ａ－115V 系蓄電池により自動減圧系の作動等に必要な

直流電源の供給を行う。Ａ－115V 系蓄電池が枯渇した場合は，遮断器の

制御電源が喪失しているため，遮断器を手動で投入してから代替交流電

源設備により交流電源を復旧し，Ａ－115V 系充電器を受電して直流電源

の機能を回復させる。 
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第1.14－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク 

非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及

びＤ系電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系電路 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※１ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）※１ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系蓄電池※２ 

高圧炉心スプレイ系充電器 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線

電路 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

Ａ－115V系蓄電池※２ 

Ｂ－115V系蓄電池※２ 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）※２ 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２ 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池※２ 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池※２ 

Ａ－115V系充電器 

Ｂ－115V系充電器 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 

Ａ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線

電路 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電

路 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（２／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁 

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

号
炉
間
電
力
融
通 

電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ

系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ

系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ

／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系電源確保」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー

ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（３／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備 

に
よ
る
給
電 

Ｂ－115V 系蓄電池※２ 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※２ 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２ 

ＳＡ用 115V 系蓄電池※２ 

Ｂ－115V 系充電器 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

ＳＡ用 115V 系充電器 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線

電路 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）

によるＢ－115V系直流盤受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復

旧」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（常設直流電源系統喪失） 

常
設
代
替
直
流
電
源 

設
備
に
よ
る
給
電 

ＳＡ用 115V 系蓄電池※２ 

ＳＡ用 115V 系充電器 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＡ用115V系蓄電池による

Ｂ－115V系直流盤受電」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（常設直流電源系統喪失） 

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備

（
３
系
統
目
）
に
よ
る
給
電 

115V 系蓄電池－１（３系統目） 

115V 系蓄電池－２（３系統目） 

230V 系蓄電池（３系統目） 

115V 系蓄電池－１（３系統目）～直流母線電路 

115V 系蓄電池－２（３系統目）～直流母線電路 

230V 系蓄電池（３系統目）～直流母線電路 

第３バッテリ操作盤 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「１１５Ｖ系蓄電池（３系統

目）による１１５Ｖ直流電源確

保」 

「２３０Ｖ系蓄電池（３系統

目）による２３０Ｖ（ＲＣＩＣ）

直流電源確保」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

ＳＡ用 115V 系充電器 

230V 系充電器（常用） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～直流母線電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～直流母線電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復

旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「高圧発電機車による直流電

源確保時の可搬ケーブルを使

用した中央制御室排風機電源

確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

直流給電車 115V 

直流給電車 230V 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

直流母線電路 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（廃棄物処理建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南

側）～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「直流給電車による直流盤受

電」 

原子力災害対策手順書 

「直流給電車を使用した直流

盤電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 



1.14－121 

対応手段，対処設備，手順書一覧（４／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

号炉間連絡ケーブル 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「低圧電源融通」 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用所内電気設備 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

ＳＡ電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ受電」 

「主要弁の電源切替」 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

非常用コントロールセンタ切替盤 

自
主
対
策
設
備 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁 

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 



1.14－122 

対応手段，対処設備，手順書一覧（５／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機 

に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）※１ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによる 

Ｃ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高

圧母線Ｃ系電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧

母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

自
主
対
策
設
備 

号
炉
間
電
力
融
通 

電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ

系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ

系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通による Ｃ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系電源確保」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー

ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

燃
料
の
補
給 

― 

燃
料
補
給
設
備 

に
よ
る
給
油 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタ

ンクローリへの燃料積載」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 



1.14－123 

第 1.14－2表 重大事故等対処に係わる監視計器 

 

監視計器一覧（１／１０） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 
判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 



1.14－124 

監視計器一覧（２／１０） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源

確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 



1.14－125 

監視計器一覧（３／１０） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）によるＢ－

115V 系直流盤受電」 

 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

蓄電池放電継続時間 Ｂ－115V 系蓄電池の放電時間が８時間以上となるおそれ 

操
作 

電源 Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

原子炉圧力容器内の 

水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

Ａ－115V 系充電器電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

Ｂ－115V 系充電器電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ）電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 
Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 － － 



1.14－126 

監視計器一覧（４／１０） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「１１５Ｖ系蓄電池（３系統目）による１

１５Ｖ直流電源確保」 
判
断
基
準 

電源 Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

蓄電池放電継続時間 
115V 系蓄電池－１（３系統目）の放電時間が 

14 時間以上となるおそれ 

操
作 

電源 
Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「１１５Ｖ系蓄電池（３系統目）による１

１５Ｖ直流電源確保」 判
断
基
準 

電源 ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

蓄電池放電継続時間 
115V 系蓄電池－１（３系統目）の放電時間が 

14 時間以上となるおそれ 

操
作 電源 ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「２３０Ｖ系蓄電池（３系統目）による２

３０Ｖ（ＲＣＩＣ）直流電源確保」 

 

判
断
基
準 

電源 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

操
作 

電源 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 



1.14－127 

監視計器一覧（５／１０） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「高圧発電機車による直流電源確保時の可

搬ケーブルを使用した中央制御室排風機電

源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

230V 系充電器（常用）電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 

「高圧発電機車による直流電源確保時の可

搬ケーブルを使用した中央制御室排風機電

源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

230V 系充電器（常用）電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ｄ．直流給電車による直流盤への給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「直流給電車による直流盤受電」 

原子力災害対策手順書 

「直流給電車を使用した直流盤電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作 

直流給電車運転監視 直流給電車電圧 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

 



1.14－128 

監視計器一覧（６／１０） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ａ．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系

直流盤受電」 

判
断
基
準 

電源 ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

操
作 

電源 
ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源

確保」 

「号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

操
作 電源 

Ａ－115V 系充電器電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「低圧電源融通」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

操
作 電源 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

  



1.14－129 

監視計器一覧（７／１０） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 



1.14－130 

監視計器一覧（８／１０） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

運転監視 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 
判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受

電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接

続プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 



1.14－131 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

運転監視 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 
判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監

視（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

  



1.14－132 

監視計器一覧（９／１０） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源

確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等タンクからタンクローリへの補給 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタンクローリへ

の燃料積載」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

タンクローリ油タンクレベル 

操
作 

補機監視機能 
ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

タンクローリ油タンクレベル 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタンクローリへ

の燃料積載」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

操
作 

補機監視機能 
ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

原子力災害対策手順書 

「タンクローリから各機器等への給油」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
タンクローリ油タンクレベル 

各機器油タンクレベル 

操
作 

補機監視機能 
タンクローリ油タンクレベル 

各機器油タンクレベル 

 



1.14－133 

監視計器一覧（１０／１０） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機運転

監視 

Ａ－ディーゼル発電機電圧 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

Ａ－ディーゼル発電機電力 

Ｂ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

Ａ－ディーゼル発電機周波数 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

補機監視機能 

ディーゼル燃料デイタンクレベル 

ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

Ａ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ｂ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(2) 非常用直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 電源 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

高圧炉心スプレイ系直流盤母線電圧 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 
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手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源

確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等タンクからタンクローリへの補給 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタンクローリへ

の燃料積載」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

タンクローリ油タンクレベル 

操
作 

補機監視機能 
ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

タンクローリ油タンクレベル 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタンクローリへ

の燃料積載」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

操
作 

補機監視機能 
ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

原子力災害対策手順書 

「タンクローリから各機器等への給油」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
タンクローリ油タンクレベル 

各機器油タンクレベル 

操
作 

補機監視機能 
タンクローリ油タンクレベル 

各機器油タンクレベル 
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凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７ 故障要因８

外部電源喪失

外部電源喪失

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

全交流動力電源喪失

非常用母線Ｃ系
電源喪失

非常用Ｌ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ａ系故障

非常用母線Ｄ系
電源喪失

非常用Ｌ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ｂ系故障

非常用母線
ＨＰＣＳ系電源喪失

非常用Ｃ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

ＨＰＣＳ系非常用
ＤＥＧ故障

全直流電源喪失
(115V直流電源喪失)

Ａ－115V系
直流盤
電源喪失

Ａ－115V系
直流母線機能喪失

Ａ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

Ａ－115V系蓄電池
機能喪失

Ａ－115V系
充電器盤からの
通常給電機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
直流盤
電源喪失

Ｂ－115V系
直流盤
電源喪失

Ｂ－115V系
直流母線機能喪失

Ｂ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

Ｂ－115V系蓄電池
機能喪失

Ｂ－115V系
充電器盤からの
通常給電機能喪失 交流電源喪失

ＨＰＣＳ－115V系
直流母線機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
蓄電池機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
充電器盤からの
通常給電機能喪失 交流電源喪失

非常用Ｃ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

ＨＰＣＳ系非常用
ＤＥＧ故障

230V系
直流盤（ＲＣＩＣ）

電源喪失

230V系直流母線
（ＲＣＩＣ）機能喪失

230V系直流母線
（ＲＣＩＣ）への
直流電源給電
機能喪失

230V系蓄電池
（ＲＣＩＣ）機能喪失

230V系充電器盤
（ＲＣＩＣ）からの

通常給電機能喪失 交流電源喪失

非常用Ｌ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ｂ系故障

非常用Ｌ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ａ系故障

非常用Ｌ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ｂ系故障

交流電源喪失

※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側

へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪

失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，

必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。

第 1.14－1図 機能喪失原因対策分析（補足）
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電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
受

電
操

作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

準
備

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

Ｃ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｄ
系

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
受

電
操

作

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

操
作

※
１

Ｍ
／
Ｃ
受
電
は
Ｄ
系
を
優
先
し
て
受
電
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
，
状
況
に
よ
っ
て
は
，
Ｃ
系
か
ら
受
電
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

※
２

タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
の
ス
タ
ー
ト
は
，
中
央
制
御
室
か
ら
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
の
起
動
失
敗
に
よ
り
，
現
場
か
ら
の
起
動
操
作
を
行
う
こ
と
を
判
断
し
た
時
と
す
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

（
中
央
制
御
室
操
作
に
よ
る
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

（
現
場
操
作
に
よ
る
起
動
）
※
２

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

２

１
時

間
1
0
分

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
へ

の
給

電
※

１

4
0
分

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
Ｄ

系
へ

の
給

電
※

１

１
時
間

10
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
へ
の
給
電
※
１

１
時

間
５

分
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

へ
の

給
電

※
１

第
1
.1
4
－

9
図
 

ガ
ス

タ
ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系

及
び

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト



  

1.14-146 

 

 

  
  

 
 

 
 

   

 

 

  
  

 

    

 

 

 
 

 

  

    
 

 

 
   

 
 

 

 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

66
kV

 
送
電
線
 

22
0k
V 

送
電
線
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

G 

22
0k
V
開
閉
所

 
66
kV

開
閉
所

 

起
動

 

変
圧
器

 
起
動

 

変
圧
器

 

所
内

 

変
圧
器

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 
非
常
用
メ

タ
ク
ラ

 
非
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非
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

準
備

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
処

置

受
電

確
認

移
動

，
受

電
準

備

移
動

，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

解
除

処
置

60
10
0

※
１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

備
考

※
１

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
受
電
を
示
す
。
ま
た
，
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電
に
つ
い
て
は
１
時
間
35
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
Ｍ

／
Ｃ

Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

20
80

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

40

１
時
間

35
分

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
に
よ
る
電
力
融
通

第
1.
14

－
11
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
※

２

高
圧

発
電

機
車

配
置

※
２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１

第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２

第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

 
 
 ま

た
，

第
４

保
管

エ
リ

ア
を

使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧

発
電

機
車

配
置

作
業

で
１

時
間

25
分
以

内
で

可
能

で
あ

る
。

※
３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電
を
示
す
。

ま
た
，
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
４
時
間
35
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
３

緊
急
時
対
策
要
員

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系

又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
へ
の
給
電

４
時
間

3
5
分

※
１

第
1
.1
4
－
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図
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
※

２

高
圧

発
電

機
車

配
置

※
２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１

第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２

第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

 
 
  
 
 ま

た
，

第
４

保
管

エ
リ

ア
を

使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧

発
電

機
車

配
置

作
業

で
１

時
間

25
分
以

内
で

可
能

で
あ

る
。

※
３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電
を
示
す
。

ま
た
，
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
４
時
間
35
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

36
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系

又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
３

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
へ
の
給
電

４
時
間

3
5
分

※
１
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図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
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Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ
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Ｄ

系
受

電
 

（
高

圧
発

電
機

車
（
原

子
炉
建
物

南
側

の
高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受
電

の
場

合
）
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

遮
断

器
操

作

移
動

，
送

電
操

作

※
１

第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
25
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２

第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

※
３

高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電
を
示
す
。

な
お
，
高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
，
４
時
間
40
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

27
0

30
60

90

高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急

用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に

接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受

電
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ

リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

※
３

備
考

経
過
時
間
（
分
）

36
0

12
0

15
0

18
0

24
0

33
0

21
0

30
0

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
へ
の
給
電

４
時
間

40
分

※
１
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が
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圧
器
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号

へ
 

緊
急

用
 

メ
タ

ク
ラ
 

③
 

優
先
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凡
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ン
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機
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発
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機
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非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

 

遮
断

器
 

変
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器
 

設
計
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対
象
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設

か
ら
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ー
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ル
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電
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号

炉
間
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力
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通
ケ

ー
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ル
（
可
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Ｃ
 
Ｃ

系
又

は
Ｍ
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Ｄ

系
受

電
 

（
号

炉
間

電
力

融
通

ケ
ー

ブ
ル
（

可
搬
型

）
を

使
用
し
た

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又
は
Ｍ

／
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Ｄ

系
受

電
の

場
合
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

準
備

受
電

確
認

※
１

移
動

，
受

電
準

備

受
電

準
備

受
電

操
作

移
動

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

ケ
ー

ブ
ル

接
続

※
２

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電
を
示
す
。
ま
た
，
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
４
時
間
25
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

20
22
0

24
0

26
0

40
28
0

備
考

60
80

10
0

12
0

16
0

18
0

20
0

14
0

30
0

※
１

他
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
か
ら
受
電
す
る
場
合
は
中
央
制
御
室
運
転
員
に
て
受
電
操
作
を
実
施
す
る
。

緊
急
時
対
策
要
員

３

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用

し
た
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

（
他
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ｂ
系

か
ら
受
電
す
る
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
２

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

４
時
間
25
分

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
に
よ
る
電
力
融
通
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Ｃ
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力
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流
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び
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流
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（
全
交
流

動
力
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源
喪

失
後
～
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時
間
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（
Ｂ

－
11

5
V
系
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電
池
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１
－

11
5V
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Ｓ
Ａ

）
切
替
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概

要
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１
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２
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備
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分
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盤
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Ａ
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備
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手
順
の
項
目

電
源

切
替

前
準

備
（

Ｒ
Ｃ

Ｉ
Ｃ

停
止

操
作

）

移
動

，
不

要
負

荷
の

切
離

し

受
電

切
替

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

1
0

1
1

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

6
7

8

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流

電
源
設
備
に
よ
る
給
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

9

８
時
間
30
分

Ｂ
－
11
5V
系
蓄
電
池
か
ら
Ｂ
１
－
11
5V
系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
へ
の
切
替
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所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ｂ

－
1
1
5
V
系
蓄

電
池

，
Ｂ
１
－

11
5V

系
蓄
電

池
（
Ｓ
Ａ

）
切
替

え
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト



 

 

1.14－159 

手
順
の
項
目

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

Ａ
－
1
1
5V
系
充

電
器

盤
受

電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

20
30

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

10
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

備
考

１
時
間

20
分

Ａ
－
11
5V

系
充
電
器
盤
受
電
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図
 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ａ
－
1
1
5V

系
充

電
器

盤
受
電

）
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト



1.14－160 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｂ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

Ｂ
－
1
1
5V
系
充

電
器

盤
受

電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間

20
分

Ｂ
－
11
5V

系
充
電
器
盤
受
電

第
1.
14

－
23

図
 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ｂ
－

11
5V

系
充

電
器

盤
受
電

）
タ
イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 



 

 

1.14－161 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｂ
１

－
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

（
Ｓ

Ａ
）

受
電

Ｂ
１
－

11
5
V系

充
電

器
盤

（
Ｓ

Ａ
）

受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

１
時
間

20
分

Ｂ
１
－
11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
受
電
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所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ｂ
１
－

11
5
V
系

充
電

器
盤
（
Ｓ

Ａ
）

受
電

）
タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 



 

 

1.14－162 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｓ
Ａ

用
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

Ｓ
Ａ
用

11
5
V系

充
電

器
盤

受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間

20
分

Ｓ
Ａ
用
11
5V

系
充
電
器
盤
受
電
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所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充

電
器
盤

受
電

）
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 



 

 

1.14－163 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

2
3
0
V
系

充
電

器
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

受
電

2
3
0V
系
充

電
器

盤
（

Ｒ
Ｃ

Ｉ
Ｃ

）
受

電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

１
時
間

20
分

23
0V
系
充
電
器
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
受
電
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内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
2
3
0V

系
充
電
器

盤
（

Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ

）
受
電

）
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 



 

 

1.14－164 

手
順
の
項
目

中
央

制
御

室
監

視
計

器
Ｃ

系
復

旧
確

認

中
央

制
御

室
監

視
計

器
Ｄ

系
復

旧
確

認

Ｃ
／

Ｃ
Ｃ

系
受

電
操

作
（

又
は

Ｃ
／

Ｃ
Ｃ

系
受

電
確

認
）

Ｃ
／

Ｃ
Ｄ

系
受

電
操

作
（

又
は

Ｃ
／

Ｃ
Ｄ

系
受

電
確

認
）

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

中
央
制
御
室
監
視
計
器
の
復
旧

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

40
分

中
央
制

御
室
監
視
計
器
の
復
旧
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内
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設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
中
央
制

御
室
監

視
計

器
Ｃ
系
及

び
Ｄ
系

復
旧

）
タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
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1
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図

 
所

内
常
設
直

流
電
源

設
備

（
３
系
統

目
）

に
よ

る
給

電
 

（
11
5
V
系

蓄
電
池

-1
（

３
系
統
目

）
及
び

11
5
V
系
蓄
電

池
-2
（

３
系

統
目

）
に

よ
る

 

Ｂ
－
11
5V

系
直

流
盤
及

び
Ｂ
－

11
5V

系
直

流
盤

（
Ｓ
Ａ
）

へ
の
給

電
）

 
概

要
図

（
１

／
３

）
 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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図

 
所

内
常
設
直

流
電
源

設
備

（
３
系
統

目
）

に
よ

る
給

電
 

（
11
5
V
系

蓄
電
池

-1
（

３
系
統
目

）
及
び

11
5
V
系
蓄
電

池
-2
（

３
系

統
目

）
に

よ
る

 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備
用

分
電

盤
（
２
）

へ
の
給

電
）

 
概
要
図

（
２

／
３

）
 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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所

内
常
設
直

流
電
源

設
備

（
３
系
統

目
）

に
よ

る
給

電
 

（
23
0
V
系

蓄
電

池
（

３
系
統
目
）

に
よ
る

23
0
V
系
直
流

盤
（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）
へ

の
給

電
）

 
概

要
図

（
３

／
３

）
 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。

 



1.14－168 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
，

Ｂ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
（

Ｓ
Ａ

）
受

電
準

備

不
要

負
荷

の
切

離
し

移
動
，
不
要
負
荷
の
切
離
し

移
動

，
Ｂ

－
1
1
5
V
系

直
流

盤
及

び
Ｂ

－
1
1
5
V
系

直
流

盤
（

Ｓ
Ａ

）
受

電
操

作

1
2
時
間

1
3
時
間

1
1
5
V
系

蓄
電

池
-
1
（

３
系

統
目

）
か

ら
1
1
5
V
系

蓄
電

池
-
2
（

３
系

統
目

）
へ

の
切

替
え

操
作

1
7
時
間

９
時
間

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）

に
よ
る
給
電

（
Ｂ
－

11
5
V系

直
流

盤
及

び
Ｂ

－
1
1
5V
系
直

流
盤

（
Ｓ
Ａ
）
へ
の
給
電
）

40
８
時
間

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

1
0
時
間

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

1
1
時
間

1
4
時
間

1
5
時
間

1
6
時
間

要
員
(
数
)

1
1
5V
系
蓄
電
池

-1
（

３
系

統
目

）
か

ら

1
1
5V
系
蓄
電
池

-2
（
３
系
統
目
）
へ
の
切
替
え

５
分

Ｂ
－
11
5V
系
直
流
盤
及
び

Ｂ
－
11
5V
系
直
流
盤
（
Ｓ
Ａ
）
受
電

25
分

不
要
負
荷
の
切
離
し

25
分

第
1.

1
4－

29
図

 
所

内
常
設
直

流
電
源

設
備

（
３
系
統

目
）

に
よ

る
給

電
 

（
Ｂ

－
11

5V
系

直
流
盤

及
び

Ｂ
－

11
5V

系
直
流

盤
（
Ｓ
Ａ

）
受
電

）
 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
１

／
３

）
 



 

 

1.14－169 

手
順
の
項
目

Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
受
電
準
備

移
動
，
Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
受
電
操
作

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）

に
よ
る
給
電

（
Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
受
電
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

1
5
時
間

1
6
時
間

1
7
時
間

1
8
時
間

1
9
時
間

1
1
5
V
系

蓄
電

池
-
1
（
３

系
統

目
）

か
ら

1
1
5
V
系

蓄
電

池
-
2
（
３

系
統

目
）

へ
の

切
替

え
操

作

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

1
4
時
間

1
1
5
V
系

蓄
電

池
-
1
（

３
系

統
目

）
か

ら

11
5V
系
蓄
電
池
-2
（
３
系
統
目
）
へ
の
切
替
え

５
分

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用
分

電
盤

（
２

）
受

電
20
分
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1
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29
図

 
所

内
常
設
直

流
電
源

設
備

（
３
系
統

目
）

に
よ

る
給

電
 

（
Ｓ

Ａ
対

策
設
備

用
分

電
盤
（
２

）
受
電

）
 
タ
イ
ム
チ

ャ
ー

ト
（

２
／

３
）
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手
順
の
項
目

2
3
0V
系
直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
受
電
準
備

移
動
，
23
0
V系

直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
受
電
操
作

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）

に
よ
る
給
電

（
23
0
V系

直
流

盤
（

Ｒ
Ｃ

Ｉ
Ｃ

）
受

電
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

23
0V
系
直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
受
電

15
分
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29
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所

内
常
設
直

流
電
源

設
備

（
３
系
統

目
）

に
よ

る
給

電
 

（
2
30

V
系

直
流
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ
Ｃ
）

受
電

）
タ
イ

ム
チ
ャ
ー

ト
（

３
／

３
）
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ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機
 

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

緊
急

用
M/
C 

SA
電

源
切

替
盤
 

充
電

器
 

電
源

 

切
替

盤
 

SA
電

源
切

替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電

器
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

M 
M 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

優
先

１
 

優
先

１
 優

先
３

 

優
先

２
 

優
先

２
 

【
略

語
】

 

M/
C：

メ
タ

ル
ク

ラ
ッ

ド
開

閉
装

置
 

L/
C：

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

 

C/
C：

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

変
圧

器
 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

高
圧

遮
断

器
 

配
線

用
遮

断
器

 

接
続

装
置

 

【
凡

例
】
 

電
動

切
替

装
置

 

低
圧

遮
断

器
 

メ
カ

ニ
カ

ル
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

 

M 

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

西
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｄ

系
）

 

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

南
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｃ

系
）

 

共
通

電
路

及
び

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

南
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｄ

系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

よ
る

受
電

電
路

 

共
通

電
路

及
び

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

西
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｃ

系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ

接
続

プ
ラ
グ

盤
 

１
台

 

１
台

 
１

台
 

 
 

第
1
.1

4－
3
0
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給

電
 

概
要

図



 

 

1.14－172 

 

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

G
T
G
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

緊
急
用

M
/C
 

4
6
0V

母
線
(
SA
) 

4
6
0V

母
線
 

(
区
分
Ⅰ
) 

4
6
0V

母
線
 

(
区
分
Ⅱ
) 

4
6
0V

母
線
 

(
区
分
Ⅱ
) 

4
6
0V

母
線

 
(
区
分
Ⅰ

) 
4
6
0V

母
線
 

(
区
分
Ⅱ
) 

2
3
0
V
系
 

蓄
電

池
 

(
常

用
) 

2
3
0
V
系
 

蓄
電

池
 

(
R
C
I
C
) 

S
A
用

11
5
V
系
 

蓄
電

池
 

B
1
-
1
1
5V

系
 

蓄
電

池
（
S
A）

 

2
3
0
V
系

直
流

盤
 

（
R
C
I
C）

 
2
3
0
V
系

直
流

盤
（

常
用

）
 

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

Ｓ Ａ 対 策 設 備 用 分 電 盤 ( ２ ) 

充 電 器 

充 電 器 

充 電 器 

充 電 器 

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系  

B
-
1
1
5V

系
直

流
盤
(
S
A)
 

Ｓ Ａ 対 策 設 備 用 分 電 盤 ( １ ) 

中
央
制
御
室
排
風
機
 

S
A
-L
/C
 

C
3
-C
/C

又
は

D
3-
C/
C 

仮
設

ケ
ー

ブ
ル

 
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
口
 

⑤
 

⑥
 

⑪
 

⑮
 

⑮
 

⑮
 

【
凡
例
】

 

蓄
電
池

 

メ
カ
ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

受
電
電
路

 

変
圧
器

 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
 

高
圧
遮
断

器
 

配
線
用
遮

断
器

 

低
圧
遮
断

器
 

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

 
   

第
1
.1
4
－

3
1
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

（
空
調

起
動

用
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
）

 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。

 

 



 

 

1.14－173 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
前

準
備

，
排

風
機

運
転

準
備

移
動

，
排

風
機

電
源

復
旧

移
動

，
充

電
器

盤
へ

の
給

電
，

受
電

操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

，
高

圧
発

電
機

車
準

備
，

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

，
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
の

検
電

，
接

続
作

業

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
高

圧
発

電
機

車
に

よ
る

送
電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１

第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
２
時
間
10
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２

第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
給
電
の
場

合
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

36
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

５
時
間
10
分

充
電
器
盤
受
電

２
時
間
40

分
高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
給
電

※
１

 
           

第
1
.
14
－

32
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る

給
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（

原
子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

給
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト



 

 

1.14－174 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
前

準
備

，
排

風
機

運
転

準
備

移
動

，
排

風
機

電
源

復
旧

移
動

，
充

電
器

盤
へ

の
給

電
，

受
電

操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

，
高

圧
発

電
機

車
準

備
，

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

，
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
の

検
電

，
接

続
作

業

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
高

圧
発

電
機

車
に

よ
る

送
電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１

第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
２
時
間
10
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２

第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
給
電
の
場

合
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

５
時
間
10
分

充
電
器
盤
受
電

２
時
間
40

分
高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
給
電

※
１

 
          

第
1
.
14
－

33
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る

給
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（

原
子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

給
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト



1.14－175 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
前

準
備

，
排

風
機

運
転

準
備

移
動

，
排

風
機

電
源

復
旧

移
動
，
充
電
器
盤
へ
の
給
電
，
受
電
操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

） 高
圧

発
電

機
車

配
置

遮
断

器
操

作

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
送

電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１

第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
２
時
間
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２

第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊

急
用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤

に
接
続
）
に
よ
る
給
電
の
場
合
（
故
意
に
よ
る
大
型
航

空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ

る
場
合
）
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

39
0

２
時

間
5
0
分

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
給

電
※

１
５

時
間

5
0
分

充
電

器
盤

受
電

第
1
.
14
－

34
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る

給
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

接
続

）
に

よ
る

 

給
電

の
場

合
（

故
意
に

よ
る
大
型

航
空
機

の
衝

突
そ
の
他

の
テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト



1.14－176 

第
1
.
14
－

35
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。

 



 

 

1.14－177 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

移
動

，
遮

断
器

操
作

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

） 高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

配
置

車
両

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

（
廃
棄
物
処
理
建
物
南
側
の
直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に
接
続
に
よ
る
直
流
盤
へ
の
給
電
の
場
合
）

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

36
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

４
時
間
15
分

 
               

第
1.

14
－

36
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 

（
廃

棄
物

処
理

建
物
南

側
の
直
流

給
電
車

接
続

プ
ラ
グ
収

納
箱
に

接
続

に
よ

る
直

流
盤

へ
の

給
電

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

 



 

 

1.14－178 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

移
動

，
遮

断
器

操
作

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

） 高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

配
置

車
両

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

（
原
子
炉
建
物
南
側
の
直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納

箱
に
接
続
に
よ
る
直
流
盤
へ
の
給
電

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

４
時
間
15
分

 
               

第
1.

14
－

37
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 

（
原

子
炉

建
物

南
側
の

直
流
給
電

車
接
続

プ
ラ

グ
収
納
箱

に
接
続

に
よ
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号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
か
ら
受
電
す
る
場
合
は
中
央
制
御
室
運
転
員
に
て
受
電
操
作
を
実
施
す
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

非
常
用
直
流
電
源
喪
失
時
の

Ａ
－
1
1
5V
系
直

流
盤

受
電

（
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）

に
よ
る

Ａ
－

11
5
V系

直
流

盤
受

電
の

場
合

（
他
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｂ
系
か
ら
受
電
す
る
場
合
）
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

１
時

間
5
0分

Ａ
－
1
1
5
V系

充
電

器
盤

受
電
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1
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4
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図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

（
号

炉
間

電
力
融

通
ケ

ー
ブ
ル
（

可
搬
型

）
に

よ
る
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

の
場

合
）

 

タ
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6
6
k
V
 
送

電
線
 

2
2
0
k
V 

送
電

線
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

G 

2
2
0
k
V
開
閉
所

 
6
6
k
V
開
閉
所

 

起
動

 

変
圧
器

 
起
動

 

変
圧
器

 

所
内

 

変
圧
器

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 
非
常
用
メ

タ
ク
ラ

 
非
常
用
メ

タ
ク
ラ

 

非
常
用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 
非
常
用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 
非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 

主
変
圧
器

 

１
号
 

２
号
 

3
号
へ
 

 
 

 
 

緊
急
用
 

メ
タ
ク
ラ
 

充 電 器  

蓄
電
池
 

直
流
盤
 

Ｓ
Ａ
 

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン

タ
 

⑦
 

②
 

⑤
 

 

【
凡
例
】

 

 
 
G
T
G
 
 
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

 
 
 
G
 

 
 
発

電
機

 

D
/
G
 
 
 
 
非
常
用

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

 

遮
断
器

 

変
圧
器

 

蓄
電
池

 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

号
炉
間
電

力
融
通

ケ
ー
ブ

ル
に
よ

る
受
電

電
路
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図

 
号

炉
間
連
絡

ケ
ー
ブ

ル
を

使
用
し
た

Ａ
－

11
5V

系
直
流

盤
又

は
Ｂ

－
11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

（
１
号
炉

か
ら
２

号
炉

）
 
概
要

図

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

移
動

，
蓄

電
池

遮
断

器
「

切
」

受
電

準
備

融
通

作
業 充
電

器
受

電

※
１

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
Ｂ
－
11
5
V系

直
流
盤
受
電
を
示
す
。
な
お
，
号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
Ａ
－
11
5V
系
直
流
盤
受
電
は
5
5分

以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

※
１

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
Ａ
－
11
5
V系

直
流

盤
又
は
Ｂ
－
11
5
V系

直
流
盤
受
電

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

55
分

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル

を
使
用
し
た

Ａ
－
11
5V
系
直
流
盤
又
は
Ｂ
－

11
5V
系
直
流
盤
受
電

第
1.
1
4－

48
図

 
号

炉
間
連
絡

ケ
ー
ブ

ル
を

使
用
し
た

Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤

又
は

Ｂ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

（
１
号
炉

か
ら
２

号
炉

）
 
タ
イ

ム
チ
ャ

ー
ト
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ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機
 

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

緊
急

用
M/
C 

SA
電

源
切

替
盤
 

充
電
器

 

電
源

 

切
替
盤

 
SA

電
源

切
替

盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電

器
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

M 
M
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

優
先
４

 
優
先
１

 

優
先
３

 

優
先
３

 
④

ｃ
 

④
ｄ

 

⑦
ｃ

 

⑦
ｄ

 

⑦
ｅ

 

⑦
ｃ

 

⑦
ｄ

 

④
ｃ

 

④
ｄ

 

④
a
 

④
a
 

優
先
２

 

優
先
２

 

【
略
語
】

 

M
/
C
：
メ

タ
ル
ク

ラ
ッ
ド

開
閉
装

置
 

L
/
C
：
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

C
/
C
：
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 

変
圧
器

 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
 

高
圧
遮
断

器
 

配
線
用
遮

断
器

 

接
続
装
置

 

【
凡

例
】
 

電
動
切
替

装
置

 

低
圧
遮
断

器
 

メ
カ
ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

M
 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

高
圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原
子
炉

建
物
西

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｄ
系
）

 

高
圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原
子
炉

建
物
南

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ
系
）

 

共
通
電
路

及
び

高
圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納
箱

 

（
原
子
炉

建
物
南

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｄ
系
）

 

緊
急
用
メ

タ
ク
ラ

接
続
プ

ラ
グ
盤

に
よ
る

受
電

電
路

 

共
通
電
路

及
び
高

圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納
箱

 

（
原
子
炉

建
物
西

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ
系
）

 

共
通
電
路

及
び

 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン

発
電
機

に
よ
る
受

電
電
路

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
 

３
台

 

３
台

 
３
台
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図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電
 

概
要

図
 

記
載
例

 
○

 
：
操
作
手

順
番

号
を

示
す

。
 

○
a
～

 
 
：
同
一
操

作
手

順
番

号
内

で
選

択
し

て
実

施
す

る
操

作
が

あ
る

場
合

の
操

作
手

順
の

優
先

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

Ｃ
／

Ｃ
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

） Ｃ
／

Ｃ
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

（
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
に
よ
る
負
荷
へ
の
受
電
の
場
合
）

（
中
央
制
御
室
に
よ
る
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
に
よ
る
負
荷

へ
の
受
電
の
場
合
）

（
中
央
制
御
室
に
よ
る
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

10
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

1
0分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ
受
電

 
   

第
1
.1
4－

5
0
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン
タ
及

び
Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ

受
電

の
場

合
）
（

中
央

制
御

室
に

よ
る

起
動

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

（
１

／
２
）
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手
順

の
項

目

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
遮

断
器

操
作

手
順

の
項

目

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

Ｃ
／

Ｃ
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
遮

断
器

操
作

※
１

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
の

ス
タ

ー
ト

は
，

中
央

制
御

室
か

ら
の

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
の

起
動

失
敗

に
よ

り
，

現
場

か
ら

の
起

動
操

作
を

行
う

こ
と

を
判

断
し

た
時

と
す

る
。

1
2
0

備
考

1
3
0

1
4
0

1
5
0

1
6
0

1
7
0

経
過

時
間

（
分

）

経
過

時
間

（
分

）

1
3
0

1
4
0

1
5
0

1
6
0

1
7
0

4
0

要
員

(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

2
0

3
0

1
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要

員
３

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

要
員

(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

備
考

1
0

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

（
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）
（

現
場

操
作

に
よ

る
起

動
）

※
１

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

（
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）
（

現
場

操
作

に
よ

る
起

動
）

※
１

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要

員
３

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

5
5
分

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

5
5
分

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

 
 

第
1
.1
4－

5
0
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン
タ
及

び
Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ
ー
ル

セ
ン

タ
受

電
の

場
合

）
（

現
場

操
作

に
よ

る
起

動
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

（
２

／
２
）

 

 



 

 

1.14－193 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
及
び
Ｓ
Ａ
低
圧
母
線
の
受
電
準
備

受
電

確
認

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
※

２

高
圧

発
電

機
車

配
備

※
２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

Ｃ
／

Ｃ
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
※

２

高
圧

発
電

機
車

配
備

※
２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１

第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
2
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２

第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

 
 
 
 
 
 
ま
た
，
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
し
た
場
合
は
，
移
動
，
車
両
健
全
性
確
認
及
び
高
圧
発
電
機
車
配
置
作
業
で
１
時
間
2
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間

時
間
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

3
9
0

4
2
0

4
5
0

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

緊
急
時
対
策
要
員

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
に
よ
る
負
荷
へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

備
考

3
0

6
0

経
過
時
間

時
間
）

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
に
よ
る
負
荷

へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

緊
急
時
対
策
要
員

３

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

4
5
0

3
6
0

3
9
0

4
2
0

2
1
0

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
3
5
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
3
5
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

 
第

1
.1
4－

5
1
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（
原

子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｓ
Ａ
ロ
ー

ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

受
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

 



 

 

1.14－194 

手
順
の
項
目

要
員
(数

)

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
及
び
Ｓ
Ａ
低
圧
母
線
の
受
電
準
備

受
電

確
認

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
※

２

高
圧

発
電

機
車

配
備

※
２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

手
順
の
項
目

要
員
(数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

Ｃ
／

Ｃ
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
※

２

高
圧

発
電

機
車

配
備

※
２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１

第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２

第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

  
  
  
ま
た
，
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
し
た
場
合
は
，
移
動
，
車
両
健
全
性
確
認
及
び
高
圧
発
電
機
車
配
置
作
業
で
１
時
間
25
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

42
0

45
0

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
に
よ
る
負
荷
へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

39
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間

時
間
）

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

42
0

45
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

39
0

90
12
0

15
0

18
0

21
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間

時
間
）

緊
急
時
対
策
要
員

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
に
よ
る
負
荷

へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

備
考

30
60

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
35

分
※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
35
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

 
 
 

第
1
.1
4－

5
2
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（
原

子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｓ
Ａ
ロ
ー

ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

受
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

 



 

 

1.14－195 

手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

） 高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

，
接

続

移
動
，
遮
断
器
操
作

移
動

，
送

電
操

作

手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

Ｃ
／

Ｃ
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

） 高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

，
接

続

移
動
，
遮
断
器
操
作

移
動

，
送

電
操

作

※
１

第
１

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
，

４
時

間
2
5
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

２
第

１
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
型

設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
速

や
か

に
対

応
で

き
る

。

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

）
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
へ

の
接

続
）

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

の
場

合
（

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）

（
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）

【
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要

員
３

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

3
3
0

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

時
間

）

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

3
6
0

3
9
0

4
2
0

備
考

4
5
0

緊
急

時
対

策
要

員
３

備
考

3
0

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

時
間

）

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

）
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
へ

の
接

続
）

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

の
場

合
（

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）

（
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）

【
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

3
6
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
9
0

4
2
0

4
5
0

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
４

時
間

4
0
分

※
１

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

高
圧

発
電

機
車
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

４
時

間
4
0分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ
ー

ル
セ
ン
タ

受
電
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ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
高
圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
へ

の
接

続
）

に
よ

る
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ
受

電
の
場

合
（

故
意
に
よ

る
大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

 

影
響
が
あ

る
場
合

）
）

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
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所
内

変
圧

器
 

A
-
M/
C 

C
-
M/
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D
-
M/
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B
-
M/
C 

H
P
CS

-M
/C
 

D
/G
 

所
内

変
圧

器
 

6
6k
V 

送
電
線
 

2
20
k
V 

送
電
線
 

【
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図
 
高

圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

概
要

図
 

（
高

圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

に
よ
る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
受

電
）

 

記
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例
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作

手
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番
号

を
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す
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所
内
変
圧
器

 

A
-
M/
C 

C
-
M/
C 

D
-
M/
C 

B
-
M/
C 

H
P
CS

-M
/C
 

D
/G
 

所
内
変
圧
器

 

6
6k
V 

送
電

線
 

2
20
k
V 

送
電
線
 

【
凡

例
】
 

 
 

 
  

発
電

機
 

 
 

  
高

圧
炉

心
ス
プ
レ

イ
系

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
機
 

 
  

遮
断

器
 

 
  

変
圧

器
 

 
Ｇ
 

D
/G
 

 

受
電

電
路
 

⑥
 

⑥
 

⑥
 

⑥
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図
 
高

圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

概
要

図
 

（
高

圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

に
よ
る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
）

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
Ｄ

系
受

電
準

備

移
動

，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

処
置

※
１

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
受
電
を
示
す
。
な
お
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電
に
つ
い
て
は
１
時
間
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

要
員
(
数
)

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間
20

分
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

第
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図
 

高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電
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ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

 

軽
油
タ
ン
ク

 

防 油 堰  

③
⑤
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

ド
レ
ン
弁
／
閉
止
フ
ラ
ン
ジ

 

③
⑥
⑧
燃
料
抜
取
り
用
バ
ル
ブ
付
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

 

⑦
⑧
給
排
用
バ
ル
ブ
（
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
付
）

 

④
ホ
ー
ス
ジ
ョ
イ
ン
ト
（
必
要
に
応
じ
て
）

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ

 

②
③
⑦
⑧

 

④
⑤
⑧
ホ
ー
ス
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図
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
等

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

へ
の

補
給

 

（
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

か
ら

タ
ン
ク
ロ

ー
リ
へ

の
補

給
）

 
概

要
図

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

）

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

配
置

バ
ル

ブ
付

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
接

続

補
給

準
備

補
給

補
給

片
付

け12
0

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

2

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

１
時
間

50
分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

 
  

手
順
の
項
目

補
給

準
備

補
給

補
給

片
付

け

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

（
２
回
目
以
降
）

緊
急
時
対
策
要
員

2

1
0

備
考

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

9
0

1
2
0

1
1
0

1
0
0

8
0

3
5
分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す
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図
 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給
 

（
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

か
ら

タ
ン
ク
ロ

ー
リ
へ

の
補

給
）
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
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図
 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給
 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
へ

の
補

給
）

 
概

要
図

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

）

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

配
置

抜
き

取
り

準
備

※
１

補
給

補
給

片
付

け

10
0

50
必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

要
員
(
数
)

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等

か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

2

60
70

80
90

※
１

「
抜
き
取
り
準
備
」
と

し
て
，
ホ
ー
ス
の
準
備
及
び
閉

止
フ
ラ
ン
ジ
の
取
り
外
し
を
行

い
，
２
回
目
以
降
は
，
ホ
ー
ス

を
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
に
挿
入
し

た
ま
ま
と
す
る
。

14
0

13
0

12
0

備
考

11
0

15
0

経
過
時
間
（
分
）

10
20

30
40

２
時
間
3
0分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

手
順
の
項
目

抜
き

取
り

準
備

補
給

補
給

片
付

け

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等

か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

（
２
回
目
以
降
）

緊
急
時
対
策
要
員

2

要
員
(
数
)

9
0

1
0
0

1
1
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

1
0

備
考

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

1
4
0

1
5
0

1
2
0

1
3
0

8
0

4
5
分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

第
1
.1

4－
60

図
 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給
 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
へ

の
補

給
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油

 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン

ク
～

給
油

対
象

設
備

移
動

，
給

油
準

備

給
油

片
付

け

※
移
動
時
間
及
び
給
油
時
間
は
対
象
設
備
の
配
置
場
所
及
び
燃
料
タ
ン
ク
容
量
に
よ
り
時
間
は
前
後
す
る
。

大
量
送
水
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
１
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
２
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
13
分
で
可
能
で
あ
る
。

高
圧
発
電
機
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
５
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
21
分
で
可
能
で
あ
る
。

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
７
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
23
分
で
可
能
で
あ
る
。

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
５
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
１
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
16
分
で
可
能
で
あ
る
。

移
動
は
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら
給
油
対
象

設
備
ま
で
を
想
定
す
る
。

左
記
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
は
標
準

的
な
場
合
の
時
間
を
示
す
。

80
90

要
員
(
数
)

備
考

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
を
使
用
し
た

場
合
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

10
20

30
40

50
60

70

以
降
，
各

機
器
等

へ
の
給

油
を
繰

り
返
し

，
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
の
軽

油
残
量

に
応
じ

て

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機
用

軽
油
タ

ン
ク

か
ら
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
へ
の

補
給
を

繰
り
返

す
。

30
分
※

 
 

          

第
1.
14

－
62

図
 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油

（
ガ
ス

タ
ー
ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン

ク
を

使
用

し
た

場
合

）
 

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
（

１
／
２
）

 



  

1.14－205 

手
順
の
項
目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

等
～

給
油

対
象

設
備

移
動

，
給

油
準

備

給
油

片
付

け

※
移
動
時
間
及
び
給
油
時
間
は
対
象
設
備
の
配
置
場
所
及
び
燃
料
タ
ン
ク
容
量
に
よ
り
時
間
は
前
後
す
る
。

大
量
送
水
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
８
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
２
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
20
分
で
可
能
で
あ
る
。

高
圧
発
電
機
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
１
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
17
分
で
可
能
で
あ
る
。

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
２
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
18
分
で
可
能
で
あ
る
。

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
１
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
１
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
12
分
で
可
能
で
あ
る
。

60
70

移
動
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら

給
油
対
象
設
備
ま
で
を
想
定
す

る
。

左
記
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
は
標
準

的
な
場
合
の
時
間
を
示
す
。

80
90

要
員
(
数
)

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
を

使
用
し
た
場
合
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50

以
降
，
各

機
器
等

へ
の
給

油
を
繰

り
返
し

，
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
の
軽

油
残
量

に

応
じ

て
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
等

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー

リ
へ

の
補

給
を

繰
り

返
す

。

3
0
分

※
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図

 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油
（

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
を

使
用

し
た

場
合

）
 

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
（

２
／
２
）

 



  

1.14－206 

手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
時

間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

〇
〇

〇

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

か
ら

各
機

器
等

へ
の

給
油

準
備

時
間

2
時

間
1
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

 
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン

ク
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給

緊
急

時
対

策
要

員
2

○
〇

〇

準
備

時
間

4
時

間
3
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

準
備

時
間

1
時

間
5
0
分

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置（
給

油
対

象
）

大
量

送
水

車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間  
 

 
 

 
 

 
 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

準
備

時
間

4
時

間
2
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

高
圧

発
電

機
車

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

燃
料

消
費

（
2
回

目
）

注
：

上
記

以
外

の
可

搬
設

備
を

使
用

す
る

場
合

は
，

各
車

両
の

燃
料

消
費

量
を

考
慮

し
給

油
を

実
施

す
る

。

燃
料

消
費

量

(
各

機
器

)

○
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

用
軽

油
タ

ン
ク

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

（
3
,
0
0
0
L
）

へ
の

補
給

▽
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
各

機
器

等
へ

の
給

油

 
 
 
 
燃

料
消

費
（

1
回

目
）

運
転
開
始

▽

▽

運
転
開
始

運
転
開
始

運
転

開
始

▽

▽

燃
料
消
費
量
(1
回
目

)：
2,
2
65
L

燃
料
消
費
量

(2
回
目
以
降

)：
2,
82
5
L

大
量
送
水
車

28
4L
（
25
0分

×
68
L
/h
×
1台

≒
  
2
84
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

22
4L
（
28
5分

×
47
L
/h
×
1台

≒
  
2
24
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

75
0L
（
14
5分

×
31
0L
/h
×
1台

≒
7
50
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,0
0
7L
（
17
5分

×
11
5L
/h
×
3台

≒
1,
0
07
L）

大
量
送
水
車

25
0L
（
22
0分

×
68
L
/h
×

1台
≒
  
2
50
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

17
3L
（
22
0分

×
47
L
/h
×

1台
≒
  
1
73
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

1,
13
7L
（
22
0分

×
31
0L
/h
×

1台
≒
1,
1
37
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,2
6
5L
（
22
0分

×
11
5L
/h
×

3台
≒
1,
2
65
L）

▽

【
想
定
時
間
内
訳
】

①
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
へ
の

補
給
（
1回

目
）

：
1時

間
50
分

②
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
（
2回

目
以
降
）
：

35
分

③
大

量
送
水
車

へ
の
給

油
：

15
分
（

給
油
間

隔
1時

間
35
分

）

④
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
の
給
油
：

20
分
（
給
油
間
隔
1時

間
30
分
）

⑤
大
型

送
水
ポ

ン
プ
車

へ
の
給

油
：

20
分
（
給
油
間

隔
1時

間
30
分

）

⑥
高

圧
発
電
機

車
へ
の

給
油

：
20
分
（
給
油
間

隔
1時

間
30
分

）

【
燃
料
枯
渇
時
間
に
対
す
る
給
油
間
隔
の
成
立
性
】

（
燃

料
枯
渇
時

間
の
短

い
高
圧

発
電
機

車
（
燃

料
枯
渇

時
間
2時

間
）
を
代

表
と
し

て
記
載

）

高
圧

発
電
機
車

へ
の
補

給
後
は

，
高
圧

発
電
機

車
の
給

油
間
隔

と
な
る

②
～
⑤

を
行
っ

た

後
に
高
圧
発
電
機
車
へ
の
補
給
を
行
う
。

・
高
圧
発
電

機
車
給

油
間
隔

：
1時

間
30
分

＝
②
35
分

＋
③
15
分
＋
④
20
分

＋
⑤
20
分

②
～

⑥
は
，
移

動
時
間

・
補
給

準
備
も

含
ま
れ

て
い
る

た
め
，

給
油
間

隔
＋
⑥
20
分

に

お
い

て
も
燃
料

枯
渇
時

間
以
内

で
の
対

応
と
な

る
た
め

成
立
す

る
。

・
1時

間
30
分
＋
⑥
20
分

＝
１
時
間
50
分

＜
燃
料
枯
渇

時
間
2時

間

▽
▽

▽

▽

▽

▽
▽

▽

▽

▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

▽
▽

▽
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図

 
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油

７
日

間
サ

イ
ク

ル
 

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

を
使

用
し
た
場

合
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
１

／
２

）
 

（
１
日

間
分

の
記

載
。

内
訳
に
つ

い
て
は

各
タ

イ
ム
チ
ャ

ー
ト
の

軽
油

補
給

，
燃

料
給

油
時

間
参

照
）
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

〇
〇

〇

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

準
備

時
間

2
時

間
1
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

 
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

2

○
〇

〇

準
備

時
間

4
時

間
3
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

準
備

時
間

1
時

間
5
0
分

準
備

時
間

4
時

間
2
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

可
搬
式
窒
素
供
給
装

置（
給
油
対
象
）

大
量
送
水
車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

高
圧
発
電
機
車

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

注
：
上
記
以
外
の
可
搬
設
備
を
使
用
す
る
場
合
は
，
各
車
両
の
燃
料
消
費
量
を
考
慮
し
給
油
を
実
施
す
る
。

燃
料
消
費
量

(
各
機
器
)

○
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
（
3
,
0
0
0
L
）
へ
の
補
給

▽
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

 
 
 
 
燃
料
消
費
（
1
回
目
）

燃
料
消
費
（
2
回
目
）

運
転
開
始

▽

▽

運
転

開
始

運
転

開
始

運
転

開
始

▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

燃
料
消
費
量

(1
回
目

)：
2,
2
74
L

燃
料
消
費
量

(2
回
目
以
降

)：
2,
95
4
L

大
量
送
水
車

28
9L
（
25
5分

×
68
L
/h
×
1台

≒
  
2
89
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

22
8L
（
29
0分

×
47
L
/h
×
1台

≒
  
2
28
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

75
0L
（
14
5分

×
31
0L
/h
×
1台

≒
7
50
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,0
0
7L
（
17
5分

×
11
5L
/h
×
3台

≒
1,
0
07
L）

大
量
送
水
車

26
1L
（
23
0分

×
68
L
/h
×
1台

≒
  
2
61
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

18
1L
（
23
0分

×
47
L
/h
×
1台

≒
  
1
81
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

1,
18
9L
（
23
0分

×
31
0L
/h
×
1台

≒
1,
1
89
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,3
2
3L
（
23
0分

×
11
5L
/h
×
3台

≒
1,
3
23
L）

▽
▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

【
想
定
時
間
内
訳
】

①
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
（
1回

目
）

：
2時

間
30
分

②
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
（

2回
目
以
降
）
：

45
分

③
大
量
送
水
車
へ
の
給
油

：
15
分
（
給
油
間
隔

1時
間
40
分
）

④
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
の
給
油

：
15
分
（

給
油
間
隔

1時
間
40
分
）

⑤
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
へ
の
給
油

：
20
分
（
給
油
間
隔

1時
間
35
分
）

⑥
高
圧
発
電
機
車
へ
の
給
油

：
20
分
（
給
油
間
隔

1時
間
35
分
）

【
燃
料
枯
渇
時
間
に
対
す
る
給
油
間
隔
の
成
立
性
】

（
燃
料
枯
渇
時
間
の
短
い
高
圧
発
電
機
車
（
燃
料
枯
渇
時
間

2時
間
）
を
代
表
と
し
て
記
載
）

高
圧
発
電
機
車
へ
の
補
給
後
は
，
高
圧
発
電
機
車
の
給
油
間
隔
と
な
る
②
～
⑤
を
行
っ
た

後
に
高
圧
発
電
機
車
へ
の
補
給
を
行
う
。

・
高
圧
発
電
機
車
給
油
間
隔
：

1時
間
35
分
＝
②

45
分
＋
③

15
分
＋
④

15
分
＋
⑤

20
分

②
～
⑥
は
，
移
動
時
間
・
補
給
準
備
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
，
給
油
間
隔
＋
⑥

20
分
に

お
い
て
も
燃
料
枯
渇
時
間
以
内
で
の
対
応
と
な
る
た
め
成
立
す
る
。

・
1時

間
35
分
＋
⑥

20
分

＝
１
時
間

55
分

＜
燃
料
枯
渇
時
間

2時
間

▽

▽
▽

 
 

第
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図

 
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油

７
日

間
サ

イ
ク

ル
 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
を
使
用
し

た
場
合

）
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

２
／

２
）

 

（
１
日

間
分

の
記

載
。

内
訳
に
つ

い
て
は

各
タ

イ
ム
チ
ャ

ー
ト
の

軽
油

補
給

，
燃

料
給

油
時

間
参

照
）
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D/G D/G D/G 

Ｇ 

2A-M/C 2B-M/C 

2C-M/C 2HPCS-M/C 2D-M/C 

② ② ② 

2C-L/C 2D-L/C 

Ａ－ディーゼル 

燃料デイタンク 

ＨＰＣＳ－ディーゼル 

燃料デイタンク 

Ｂ－ディーゼル 

燃料デイタンク 

Ａ－燃料移送 

ポンプ 

ＨＰＣＳ－燃料移送 

ポンプ 

Ｂ－燃料移送 

ポンプ 

Ａ－ディーゼル 

燃料貯蔵タンク 

ＨＰＣＳ－ 

ディーゼル 

燃料貯蔵タンク 

Ｂ－ディーゼル 

燃料貯蔵タンク 

66kV 送電線 220kV 送電線 

第 1.14－64図 非常用交流電源設備による給電 概要図

記載例 ○：操作手順番号を示す。 

【凡例】 

発電機 

非常用ディーゼル発電機 

遮断器 

低圧遮断器 

変圧器 

非常用ディーゼル発電機による受電電路（Ａ系） 

非常用ディーゼル発電機の燃料補給経路（Ａ系） 

非常用ディーゼル発電機による受電電路（Ｂ系） 

非常用ディーゼル発電機の燃料補給経路（Ｂ系） 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による受電電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料補給経路

Ｇ 

D/G 
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手
順
の
項
目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
又

は
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

る
給

電
確

認

手
順
の
項
目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
又

は
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
中

央
制

御
室

か
ら

の
起

動
に

よ
る

給
電

 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
中
央
制
御
室
か
ら
の
起

動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

 
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
自
動
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

３
分

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の

中
央
制
御
室
か
ら
の
起
動
に
よ
る
給
電

１
分

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
給
電
確
認
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手
順
の
項
目

移
動

，
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要
負

荷
の

切
離

し

非
常
用
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流
電
源
設
備
に
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現
場
運
転
員
Ｂ
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Ｃ

２
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経
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－
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（
１

）
代

替
電

源
（

交
流

）
に

よ
る

対
応

手
段

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
及
び
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機

を
使

用
し

た
Ｍ

／
Ｃ

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ

Ｄ
系

受
電

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ

タ
ク

ラ
）

の
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

接
続

プ
ラ

グ
盤

に
接

続
）
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よ
る

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

※
１

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

）
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

接
続

）
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

西
側

の
高

圧
発

電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

に
接

続
）

に
よ

る
Ｍ

／

Ｃ
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電
の
場
合

高
圧

発
電

機
車

原
子

炉
建

物
南

側
の

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

に
接

続
）

に
よ

る
Ｍ

／

Ｃ
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

の
場

合

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
（

常
設

）
を

使

用
し
た
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

高
圧

発
電

機
車

原
子

炉
建

物
西

側
の

高
圧

発
電

機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

外
部

電
源

喪
失

及
び

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
故

障

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
使

用
可

能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
負

荷
受

電
代
替
所
内
電
気
設
備
負
荷
受
電

原
子

炉
建

物
西

側
の

高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ

グ
収
納
箱
使
用
可
能

原
子

炉
建

物
南

側
の

高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ

グ
収
納
箱
使
用
可
能

号
炉

間
電

力
融

通

ケ
ー

ブ
ル

（
常

設
）

使
用
可
能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

Ye
s

Ye
s

No

Ye
s

N
o

Ye
s

No

Ye
s

No
Ye

s

N
o

Ye
s

No

Ye
s

No

凡
例

：
プ

ラ
ン

ト
状

態

：
操

作
，

確
認

：
判

断

：
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
１

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合

※
２

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
が

健
全

な
場

合
の

優
先

順
位

を
示

す

※
３

非
常

用
所

内
電

気
設

備
の

受
電

が
優

先
と

す
る

が
，

プ
ラ

ン
ト

状
況

に
よ

り

代
替

所
内

電
気

設
備

の
受

電
を

優
先

す
る

場
合

も
あ

る

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
使

用
可

能

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続

プ
ラ
グ
盤
使
用
可
能
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s

No

号
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間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
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可
搬
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用
し
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／
Ｃ

Ｃ
系

又
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Ｍ
／

Ｃ
Ｄ

系

受
電

優
先

1

優
先
2※

2

優
先

3※
2

優
先
4※

2

優
先

5
※

2

優
先

6※
2

優
先
1-
1 非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

優
先

2

優
先
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優
先
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優
先
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2※
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優
先
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優
先
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2※
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優
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優
先
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優
先

7
※

2

代
替

所
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電
気

設
備
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接
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す
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重
大

事
故

等

対
処
設
備
が
不
要

代
替

所
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電
気

設
備

に

接
続

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

が
不

要

代
替

所
内

電
気

設
備

に

接
続

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

が
不

要

Ye
s

No

Ye
s

No

Ye
s

No

Ye
s

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
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Ｓ
Ａ
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ド
セ
ン

タ
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Ｓ
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コ

ン
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ー

ル
セ

ン
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受
電

優
先
1-
2
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（
２
）
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替
電
源
（
直
流
）
に
よ
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対
応
手
段

（
３
）
代
替
電
源

直
流
）
に
よ
る
対
応
手
段

（
直
流
電
源
Ａ
系
喪
失
時
）

直
流
電
源
Ｂ
系
喪
失
時
）

外
部
電
源
喪
失
及
び

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
故
障

Ａ
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池

に
よ
る
給
電

代
替
交
流
電
源
設
備

に
よ
る
給
電

Ａ
－
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5V
系
充
電
器
に
よ
る

Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
受
電

交
流
電
源
復
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全
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流
動

力
電

源
喪

失
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時
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以
上
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の
お
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電
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喪
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時
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Ａ
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1
1
5
V
系
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流
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受

電

Y
e
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N
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及
び
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デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
故

障

Ｂ
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池

に
よ
る
給
電

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
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時
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能
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V
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Ａ

）

に
よ
る
給
電

全
交
流
動
力
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る
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能

N
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直
流
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源
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備
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可
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搬
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替
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源
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Y
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Y
e
s

Y
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電
源
復
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Ｂ
－
1
1
5
V
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受
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（
４

）
代

替
電

源
（

直
流

）
に

よ
る

対
応

手
段

（
５

）
代

替
電

源
（

直
流

）
に

よ
る

対
応

手
段
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直

流
電

源
Ｓ

Ａ
用

1
1
5
V
系

喪
失

時
）
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流
電

源
2
3
0
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系

喪
失

時
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外
部

電
源
喪
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及
び

非
常

用
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
故

障

Ｓ
Ａ
用

11
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系
蓄
電
池
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る

給
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交
流
動
力
電
源
喪
失
後
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間
以
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替
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電
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に
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可
能
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可
搬
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替
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復
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Ａ
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例
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ト
状
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作
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認

：
判
断

：
重
大
事

故
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対

処
設
備

Ｓ
Ａ
用
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系
直
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盤
電
圧

が

許
容
最
低
電
圧
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で
き
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か

所
内
常
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直
流
電
源
設
備
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系
統
目
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に
よ
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Ｓ
Ａ
用
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直
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可
搬
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直
流
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源
設
備
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可
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搬
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車
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Ｃ
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機
故
障
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池
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Ｃ
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1.15 事故時の計装に関する手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.15.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把

握するための手段及び設備 

ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測

範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及

び設備 

ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

ｅ．手順等 

1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障

(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合

ａ．代替パラメータによる推定 

ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電 

ｂ．常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融

通電気設備からの給電 
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ｃ．所内常設直流電源設備（３系統目），可搬型直流電源設備又は直流給

電車からの給電 

ｄ．設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備へ

の給電 

ｅ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

ｆ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 
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1.15 事故時の計装に関する手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合にお

いて当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必

要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示

されていること。 

 

【解釈】 

１ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを

推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止

対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが

必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能 

力を明確化すること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超え

た場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの

中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率な
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ど想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は

監視及び記録ができること。 

ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手

順等（テスター又は換算表等）を整備すること。 

 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により，

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合に，当該パラメータの推定に有効な情報を把

握するため，計器の故障（検出器の測定値不良，ケーブルの断線等）時の

対応，計器の計測範囲を超えた場合への対応，計器電源の喪失時の対応，

計測結果を記録する手順等を整備する。 
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1.15.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等時において，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等

を実施するため，発電用原子炉施設の状態を把握することが重要である。

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを，

「技術的能力に係る審査基準」（以下「審査基準」という。）1.1～1.15

の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効

性評価の判断及び確認に用いるパラメータを抽出する（以下「抽出パラ

メータ」という。）。 

なお，審査基準 1.16～1.19 の手順着手の判断基準及び操作手順に用い

られるパラメータについては，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対

策等を成功させるための手順ではないため，各々の手順において整備す

る。 

抽出パラメータのうち，当該重大事故等の炉心損傷防止対策，格納容

器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子

炉施設の状態を直接監視するパラメータ※１（以下「主要パラメータ」と

いう。）及び主要パラメータを計測するための重大事故等対処設備を選定

する。 

※１：原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器への注水量，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，

水素濃度及び放射線量率，未臨界の維持又は監視，最終ヒートシ

ンクの確保，格納容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建物

内の水素濃度，原子炉格納容器内の酸素濃度，燃料プールの監視。 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源

喪失により，主要パラメータを計測することが困難となった場合におい

て，主要パラメータの推定に必要なパラメータ（以下「代替パラメータ」

という。）を用いて対応する手段を整備し，重大事故等対処設備を選定す

る（第 1.15－1 図，第 1.15－2 図）。（以下「機能喪失原因対策分析」と
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いう。） 

さらに，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量

率等，想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータの記録手順

及びそのために必要となる重大事故等対処設備を選定する。抽出パラメ

ータのうち，発電用原子炉施設の状態を直接監視することができないパ

ラメータについては，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転

状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助

的に監視するパラメータ（以下「補助パラメータ」という。）に分類し，

第 1.15－4 表に整理する。なお，重大事故等対処設備の運転・動作状態

を表示する設備（ランプ表示灯等）については，各条文の「設置許可基

準規則」第四十三条への適合状況のうち，(2)操作性（「設置許可基準規

則」第四十三条第一項二）にて，適合性を整理する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段

及び自主対策設備※２を選定する。 

※２ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやす

べてのプラント状況において使用することは困難

であるが，プラント状況によっては，事故対応に

有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，審査基準だけでなく，「設置許可

基準規則」第五十八条及び「技術基準規則」第七十三条（以下「基準規

則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認す

るとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対

処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも１つ以上有す

るパラメータをいう。 
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・有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，

計測することが困難となった場合にその代替パラメータが重大事故

等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメー

タをいう。 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対

処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも１つ以上有す

るパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計

測されるパラメータをいう。 

また，主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備は以下

のとおり分類する。 

主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要計器 

重要監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境性を

有し，重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 

・常用計器 

主要パラメータを計測する計器のうち，重要計器以外の自主対策

設備の計器をいう。 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

重要代替監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境

性を有し，重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 

・常用代替計器 

代替パラメータを計測する計器のうち，重要代替計器以外の自主
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対策設備の計器をいう。 

なお，主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず，かつその

代替パラメータも重大事故等対処設備で計測できない場合は，重大事故

等時に発電用原子炉施設の状態を把握するため，主要パラメータを計測

する計器の１つを重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変

更する。 

以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを第 1.15－2 表に示す。併せて，設計基準を超える状態における

発電用原子炉施設の状態を把握する能力を明確化するために，重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び

非常用電源からの給電の有無についても整理する。 

整理した結果を踏まえ，原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並

びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメー

タの値が計測範囲を超えた場合，発電用原子炉施設の状態を推定するた

めの手段を整備する。 

重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し，記録する手

順等を整備する。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，監視機能の喪失として計器故障及び計

器の計測範囲（把握能力）を超過した場合を想定する。また，全交流動

力電源喪失及び直流電源喪失による計器電源の喪失を想定する。 

ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把

握するための手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器が故障した

場合，発電用原子炉施設の状態を把握するため，多重化された計器

の他チャンネル※３の計器により計測する手段及び代替パラメータ

を計測する計器により当該パラメータを推定する手段がある（第
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1.15－3 表）。 

※３ チャンネル：単一故障を想定しても，パラメータの監視機能

が喪失しないように，１つのパラメータを測定

原理が同じである複数の計器で監視しており，

多重化された監視機能のうち，検出器から指示

部までの最小単位をチャンネルと呼ぶ。 

他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとおり。 

・主要パラメータの他チャンネルの重要計器 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータを

計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための

設備のうち，当該パラメータの他チャンネルの重要計器は重大事故

等対処設備として位置付ける。代替パラメータによる推定に使用す

る設備のうち，重要代替計器は重大事故等対処設備として位置付け

る。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設

備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握するこ

とができる。また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，

その理由を示す。 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用代替計器 

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子

炉施設の状態を把握することが可能なことから代替手段として
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有効である。 

なお，電源は非常用電源から供給している。 

ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測

範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及

び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超えた場合は，

発電用原子炉施設の状態を把握するため，代替パラメータを計測す

る計器により必要とするパラメータの値を推定する手段及び可搬型

の計測器により計測する手段がある。 

代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のとおり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

可搬型の計測器による計測に使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型計測器 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータの

値が計器の計測範囲を超えた場合に，発電用原子炉施設の状態を把

握するための設備のうち，重要代替計器及び可搬型計測器は重大事

故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設

備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，当該パラメータを把握するこ

とができる。また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，

その理由を示す。 

・常用代替計器 
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耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子

炉施設の状態を把握することが可能なことから，代替手段とし

て有効である。 

ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

(a) 対応手段 

監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」という。）が喪失

し，監視機能が喪失した場合に，代替電源（交流，直流）から給電

し，当該パラメータの計器により計測又は監視する手段がある。 

また，計器電源が喪失した場合に，電源（乾電池）を内蔵した可

搬型の計測器を用いて計測又は監視する手段がある。計器の電源構

成を第 1.15－4 図に示す。 

代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・号炉間電力融通電気設備 

代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・所内常設直流電源設備（３系統目） 

・可搬型直流電源設備 

・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備 

可搬型の計測器による計測又は監視する設備は以下のとおり。 

・可搬型計測器 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，常設代替交流電源

設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，所内常設蓄電

式直流電源設備，常設代替直流電源設備，所内常設直流電源設備（３
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系統目），可搬型直流電源設備，可搬型計測器は，重大事故等対処設

備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設

備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握するこ

とができる。また，以下の設備は，プラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せ

て，その理由を示す。 

・直流給電車 

全交流動力電源喪失時には代替交流電源設備による給電を優

先して実施しているため，高圧発電機車は配備されており，可

搬型直流電源設備としては，電路構成等により対応することが

可能である。その状態に追加して直流給電車２台（直流給電車

115V及び直流給電車230V）の配備が必要となり時間を要するが，

給電可能であれば重大事故等の対処に必要となるパラメータの

監視が可能となることから代替手段として有効である。 

・号炉間電力融通電気設備 

耐震性は確保されていないが，１号炉のディーゼル発電機の

健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な

電源を確保するための手段として有効である。 

ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等時において，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，

水素濃度，放射線量率等，想定される重大事故等の対応に必要とな

る重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する手段

がある。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備

は以下のとおり。 
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・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，ＳＰＤＳデータ収

集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置により

構成される。 

また，重大事故等時の有効監視パラメータが使用できる場合は，

パラメータを記録する手段がある。 

有効監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

・中央制御室記録計 

なお，その他の記録として，プラントトリップ状態を記録する手

段がある。 

その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。 

・運転監視用計算機 

重要監視パラメータは，原則，安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）へ記録するが，可搬型計測器により測定したパラメータの

値，複数の計測結果を使用し計算により推定する監視パラメータ（計

測結果を含む。）の値は，記録用紙に記録する手順を整備する。 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備

である安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事故等対

処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設

備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，重要な監視パラメータを記録

することができる。また，以下の設備は，プラント状況によっては

事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

併せて，その理由を示す。 

・運転監視用計算機 



1.15－14 

・中央制御室記録計 

耐震性を有していないが，設備が健全である場合は重大事故

等の対処に必要となる監視パラメータの記録が可能なことから

代替手段として有効である。 

ｅ．手順等 

上記の「ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施

設の状態を把握するための手段及び設備」，「ｂ．原子炉圧力容器内の

温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への

注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発

電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」，「ｃ．計測に

必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備」及び「ｄ．重大事故

等時のパラメータを記録する手段及び設備」により選定した対応手段

に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操

作要領書（徴候ベース），原子力災害対策手順書及びＡＭ設備別操作要

領書に定める（第 1.15－1 表）。 
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1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

主要パラメータを計測する計器が，故障により計測することが困難と

なった場合，当該パラメータを推定する手順を整備する（第 1.15－3 表）。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するた

めに必要な重要監視パラメータを計測する重要計器が故障した場合※１。 

※１：重要計器の指示値に，以下のような変化があった場合 

・通常時や事故時に想定される値から，大きな変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大きい場

合 

・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にある場合 

・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した場合 

ｂ．操作手順 

計器の故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉施設の状態を把握するため

に必要な重要監視パラメータについて，他チャンネルの重要計器

がある場合には，当該計器により当該パラメータを計測する。 

また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用

する。 

②中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値が正常であることを，

計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定さ

れる値との間に大きな差異がないことより確認する。 

③当該パラメータが計測範囲外，又はプラント状況によりあらかじ

め推定される値との間に大きな差異がある場合には，当直副長は，

あらかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を中央制御室

運転員に指示する。 
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④中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値を当直副長に報告する。

なお，常用代替計器が使用可能であれば，併せて確認する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ重要

代替監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼す

る。 

⑥緊急時対策本部は，緊急時対策要員に重要代替監視パラメータの

値から主要パラメータの推定を指示する。 

⑦緊急時対策要員は，主要パラメータの推定結果を緊急時対策本部

へ報告する。 

⑧緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結果を報告す

る。 

ｃ．操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員１

名で対応が可能である。速やかに作業ができるように，推定手順を整

備する。 

ｄ．代替パラメータでの推定方法 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監

視機能が喪失した場合は，代替パラメータによる推定を行う。 

計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象進展状況を

踏まえ，関連するパラメータを複数確認し，得られた情報の中から有

効な情報を評価することで，発電用原子炉施設の状態を把握する。 

推定に当たっては，使用する計器が複数ある場合，代替パラメータ

と主要パラメータの関連性，検出器の種類，使用環境条件等，以下に

示す事項及び計測される値の不確かさを考慮し，使用するパラメータ

の優先順位をあらかじめ定める。 

・基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータについ

ては，急激な原子炉減圧等により基準配管の水が蒸発し，不確か

な指示を示すことがある。そのような状態が想定される場合は，
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関連するパラメータを複数確認しパラメータを推定する。なお，

原子炉水位，原子炉圧力及びサプレッション・プール水位を除き，

基準配管の水位変動に起因する不確かさを考慮する必要はない。 

・常用代替計器が監視機能を維持している場合，重大事故等の対処

に有効な情報を得ることができる。ただし，環境条件や不確かさ

を考慮し，重要計器又は重要代替計器で測定されるパラメータの

値との差異を評価し，パラメータの値，信頼性を考慮した上で使

用する。 

・重大事故等時に最も設置雰囲気の環境が厳しくなるのは，炉心損

傷及び原子炉圧力容器が破損した状態であるため，原子炉格納容

器内の圧力，温度，放射線量率等が厳しい環境下においても，そ

の監視機能を維持できる重要代替計器を優先して使用する。また，

重大事故等発生時と校正時の状態変化による影響を考慮する。 

・圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から

推定する場合は，水が飽和状態でないと不確かさを生じるため，

計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状況及び事象進展状況

を踏まえ，複数の関連パラメータを確認し，有効な情報を得た上

で推定する。 

・推定に当たっては，代替パラメータの誤差による影響を考慮する。 

代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下のとお

りであり，具体的な推定方法については，第 1.15－3 表に整理す

る。 

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度，中性子

束及び酸素濃度）により推定するケース 

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及びポンプ出

口圧力により推定するケース 

・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定す

るケース 
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・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定するケース 

・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース 

・注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定するケース 

・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケース 

・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度を推定

するケース 

・装置の作動状況により水素濃度を推定するケース 

・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事象が発

生したことを推定するケース 

・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格納容器

内圧力により推定するケース 

・燃料プールの状態を同一の物理量（水位），あらかじめ評価した水

位と放射線量率の相関関係及びカメラによる監視により，燃料プ

ールの水位又は必要な水遮蔽が確保されていることを推定するケ

ース 

・原子炉圧力容器内の圧力とサプレッション・チェンバの圧力の差

圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定するケース 

ｅ．重大事故等時の対応手段の選択 

主要パラメータを計測する計器が故障した場合の，対応手段の優先

順位を以下に示す。 

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障に

より計測することが困難となった場合に，他チャンネルの重要計器に

より計測できる場合は，他チャンネルの重要計器により主要パラメー

タを計測する。 

他チャンネルの重要計器の故障により，計測することが困難となっ

た場合は，他チャンネルの常用計器により主要パラメータを計測する。 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監

視機能が喪失した場合は，第 1.15－3 表にて定める優先順位にて代替



1.15－19 

計器により代替パラメータを計測し，主要パラメータを推定する。 

(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器への注水量を計測するパラメータのうち，パラメータの

値が計器の計測範囲を超えるものは，原子炉圧力容器内の温度と水位で

ある。なお，これらのパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合に

は，可搬型計測器により計測することも可能である。可搬型計測器によ

り計測可能な計器について第 1.15－2 表に示す。 

・原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は，０～500℃

である。原子炉の冷却機能が喪失し，原子炉圧力容器内の水位が燃

料棒有効長頂部以下になった場合，原子炉圧力容器温度の計測範囲

を超える場合があるが，重大事故等時における損傷炉心の冷却失敗

及び原子炉圧力容器の破損徴候を検知する温度は，300℃であり計測

範囲内で判断可能である。 

なお，原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える（500℃以上）場合

は，可搬型計測器により原子炉圧力容器温度を計測する。 

・原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は，０～11MPa

［gage］である。原子炉圧力容器の最高使用圧力（8.62MPa［gage］）

の1.2倍（10.34MPa［gage］）を監視可能であり，重大事故等時にお

いて原子炉圧力容器内の圧力は，計器の計測範囲内で計測が可能で

ある。 

・原子炉圧力容器内の水位 

原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は，気水分離

器下端を基準とした－900cm～150cmであり，原子炉水位制御範囲（レ

ベル３～８）及び燃料棒有効長底部まで計測できるため，重大事故

等時において原子炉圧力容器内の水位は，計器の計測範囲内で計測
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が可能である。 

原子炉圧力容器内の水位のパラメータである，原子炉水位の計測

範囲を超えた場合，高圧原子炉代替注水流量，原子炉隔離時冷却ポ

ンプ出口流量，高圧炉心スプレイポンプ出口流量，代替注水流量（常

設），低圧原子炉代替注水流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉

心スプレイポンプ出口流量，残留熱代替除去系原子炉注水流量のう

ち，機器動作状態にある流量計より崩壊熱除去に必要な水量の差を

算出し，直前まで判明していた水位に変換率を考慮することにより

原子炉圧力容器内の水位を推定する。 

また，発電用原子炉の満水確認は原子炉圧力又は原子炉圧力（Ｓ

Ａ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により，原子

炉圧力容器内の水位が燃料棒有効長頂部以上であることは原子炉圧

力容器温度により監視可能である。 

・原子炉圧力容器への注水量 

原子炉圧力容器への注水量を監視するパラメータは，高圧原子炉

代替注水流量，原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，高圧炉心スプレ

イポンプ出口流量，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，

残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流量，残

留熱代替除去系原子炉注水流量である。 

高圧原子炉代替注水流量の計測範囲は，０～150m3/hとしており，

計測対象である高圧原子炉代替注水ポンプの最大注水量は，93m3/h

であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定

が可能である。 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量の計測範囲は，０～150m3/hとし

ており，計測対象である原子炉隔離時冷却ポンプの最大注水量は，

99m3/hであるため，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は，０～1,500m3/h

としており，計測対象である高圧炉心スプレイ・ポンプの最大注水



1.15－21 

量は，1,314m3/hであるため，重大事故等時において計器の計測範囲

内での流量測定が可能である。 

低圧原子炉代替注水系（常設）による代替注水流量（常設）の計

測範囲は，０～300m3/hとしており，計測対象である低圧原子炉代替

注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は，

230m3/hであるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流

量測定が可能である。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による低圧原子炉代替注水流量

の計測範囲は，０～200m3/h（狭帯域は０～50m3/h）としており，計

測対象である低圧原子炉代替注水系（可搬型）の原子炉圧力容器へ

の注水時の最大注水量は，70m3/hであるため，重大事故等時におい

て計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

残留熱除去ポンプ出口流量の計測範囲は，０～1,500m3/hとしてお

り，計測対象である残留熱除去ポンプの最大注水量は1,380m3/hであ

るため，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は，０～1,500m3/h

としており，計測対象である低圧炉心スプレイ・ポンプの最大注水

量は1,314m3/hであるため，計器の計測範囲内での流量測定が可能で

ある。 

残留熱代替除去系原子炉注水流量の計測範囲は，０～50m3/hとし

ており，計測対象である残留熱代替除去系による原子炉圧力容器へ

の注水時の最大注水量は30m3/hであるため，重大事故等時において

計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

・原子炉格納容器への注水量 

原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータは，代替注水流

量（常設），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量である。 

格納容器代替スプレイ系（常設）による代替注水流量（常設）の
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計測範囲は，０～300m3/hとしており，計測対象である格納容器代替

スプレイ系（常設）による格納容器スプレイ時の最大注水量は，

120m3/hであるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流

量測定が可能である。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格納容器代替スプレイ

流量の計測範囲は，０～150m3/hとしており，計測対象である格納容

器代替スプレイ系（可搬型）による格納容器スプレイ時の最大注水

量は，120m3/hであるため，重大事故等時において計器の計測範囲内

での流量測定が可能である。 

ペデスタル代替注水系（常設）による代替注水流量（常設）の計

測範囲は，０～300m3/hとしており，計測対象であるペデスタル代替

注水系（常設）による原子炉格納容器下部注水時における最大注水

量は，200m3/hであるため，重大事故等時において計器の計測範囲内

での流量測定が可能である。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル代替注水流量

の計測範囲は，０～150m3/h（狭帯域は０～50m3/h）としており，計

測対象であるペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部注水時における最大注水量は，120m3/hであるため，重大事故

等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

残留熱代替除去系による残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

の計測範囲は，０～150m3/hとしており，計測対象である残留熱代替

除去系による格納容器スプレイ時における最大注水量は，120m3/h

であるため，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

ａ．代替パラメータによる推定 

重大事故等時において，計器の計測範囲を超過した場合，代替パラ

メータによる推定を行う手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位を監視するパラメータ
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が計器の計測範囲を超過し，指示値が確認できない場合。 

(b) 操作手順 

計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉施設の状態を把握するた

めに必要な重要監視パラメータについて，他チャンネルの重要

計器がある場合には，当該計器により当該パラメータを計測す

る。 

また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使

用する。 

②中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値が正常であることを，

計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定

される値との間に大きな差異がないことより確認する。 

③当該パラメータが計測範囲外にある場合には，当直副長は，あ

らかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を中央制御室

運転員に指示する。 

④中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値を当直副長に報告す

る。なお，常用代替計器が使用可能であれば，併せて確認する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ重

要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依

頼する。 

⑥緊急時対策本部は，緊急時対策要員に重要代替監視パラメータ

の値から主要パラメータの推定を指示する。 

⑦緊急時対策要員は，主要パラメータの推定結果を緊急時対策本

部へ報告する。 

⑧緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結果を報告

する。 

(c) 操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員
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１名で対応が可能である。速やかに作業ができるように，推定手順

を整備する。 

ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

重大事故等時において，主要パラメータが計器の計測範囲を超過し

た場合，可搬型計測器による計測を行う手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を超過し，指

示値が確認できない場合。 

(b) 操作手順 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，

タイムチャートを第 1.15－6 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型計

測器によるパラメータの計測開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，可搬型計測器を使用する前に電池容量

を確認し，残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物１階のあらかじめ定め

た端子台にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計

測器を接続し，測定を開始する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，可搬型計測器に表示される計測結果を

読み取り，換算表により工学値に換算し，記録する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作対応は 1 測定点当たり，現場運転員２名にて実施し，

作業開始を判断してから所要時間は 20 分以内で可能である。２測定

点以降は 10 分追加となる。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡

設備を整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がな

いことを確認する。 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 
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主要パラメータを計測する計器の計測範囲を超過した場合の，対応

手段の優先順位を以下に示す。 

主要パラメータを計測する計器の計測範囲を超過したことにより，

主要パラメータの指示値が確認できない場合は，第 1.15－3 表にて定

める優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測し，主要パラ

メータを推定する。 

代替計器により代替パラメータを計測し，主要パラメータの推定が

困難となった場合は，可搬型計測器により主要パラメータを計測する。 
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1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

全交流動力電源喪失及び直流電源喪失等により計器電源が喪失した場

合に，代替電源（交流，直流）から計器へ給電する手順及び可搬型計測

器により，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は

監視する。 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，所内常設蓄電式直流電源設

備であるＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び常設代

替直流電源設備であるＳＡ用 115V 系蓄電池からの給電に関する手順

は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整理する。 

なお，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から

の給電により計測可能な計器について第 1.15－2 表に示す。 

ｂ．常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融

通電気設備からの給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電源設備であ

るガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車，

自主対策設備の号炉間電力融通電気設備である号炉間電力融通ケーブ

ル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）からの給電に関す

る手順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

ｃ．所内常設直流電源設備（３系統目）,可搬型直流電源設備又は直流給

電車からの給電 

全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそれがある場

合に，所内常設直流電源設備（３系統目）である 115V 系蓄電池（３系

統目）又は可搬型直流電源設備である高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充

電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器又は可搬型直流電源設備に関連す

る自主対策設備である直流給電車からの給電に関する手順は，「1.14 

電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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ｄ．設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備へ

の給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，設計基準事故対処設備と重

大事故等対処設備を兼用する計装設備のうち，常設代替直流電源設備

であるＳＡ用 115V 系蓄電池からの給電が必要な計装設備の電源切替

え手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失から８時間が経過した時点で，ガスタービン

発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間

電力融通ケーブル（可搬型）による給電操作が完了していない場合。

又は全交流動力電源喪失後に，Ｂ－115V 系蓄電池の電圧が放電電圧

の最低値を下回るおそれがあると判断した場合。 

(b) 操作手順 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備

への給電手順の概要は以下のとおり。また，タイムチャートを第

1.15－5 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＳＡ用

115V 系蓄電池からの給電が必要な設計基準事故対処設備と重

大事故等対処設備を兼用する計装設備の電源切替えを指示する。 

②現場運転員Ｂ，Ｃは，中央制御室及び廃棄物処理建物１階のあ

らかじめ定めた制御盤にて，電源切替え操作を実施し，当直副

長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作対応は，現場運転員２名にて実施し，作業開始を判断

してから所要時間は 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡

設備を整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がな

いことを確認する。 
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ｅ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央制御室での

パラメータ監視が不能となった場合に，重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータのうち，手順着手の判断基準及び操作に必要なパ

ラメータを可搬型計測器で計測又は監視を行う手順を整備する。 

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメータにチ

ャンネルが複数ある場合は，いずれか１つの適切なチャンネルを選定

し計測又は監視する。同一の物理量について複数のパラメータがある

場合は，いずれか１つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。 

なお，可搬型計測器により計測可能な計器については第 1.15－2 表

に示す。 

(a) 手順着手の判断基準 

計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータ監視ができない場合。 

(b) 操作手順 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，

タイムチャートを第 1.15－6 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型計

測器によるパラメータの計測開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ，Ｃは，可搬型計測器を使用する前に電池容量を

確認し，残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。 

③現場運転員Ｂ，Ｃは，廃棄物処理建物１階のあらかじめ定めた

端子台にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測

器を接続し，測定を開始する。 

④現場運転員Ｂ，Ｃは，可搬型計測器に表示される計測結果を読

み取り，換算表により工学値に換算し，記録する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作対応は１測定点当たり，現場運転員２名にて実施し，

作業開始を判断してから所要時間は 20 分以内で可能である。２測定
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点以降は 10 分追加となる。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡

設備を整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がな

いことを確認する。 

ｆ．重大事故等時の対応手段の選択 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により，計器電源が喪失した

場合に，計器に給電する対応手段の優先順位を以下に示す。 

全交流動力電源喪失が発生した場合には，所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備から計測可能な計器に給電される。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から給電さ

れている間に，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は

号炉間電力融通電気設備から計器に給電する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融

通電気設備からの給電が困難となった場合で直流電源が枯渇するおそ

れがある場合は，所内常設直流電源設備（３系統目），可搬型直流電源

設備又は直流給電車から計器に給電する。 

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となった場合は，可搬型

計測器により重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測

又は監視する。 
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1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，安全パラメータ表

示システム（ＳＰＤＳ）により計測結果を記録する。 

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ（使

用した計測結果を含む。）の値，現場操作時のみ監視する現場の指示値及び

可搬型計測器で計測されるパラメータの値は，記録用紙に記録する。 

主要パラメータのうち記録可能なものについて，自主対策設備である運

転監視用計算機及び中央制御室記録計により計測結果等を記録する。 

有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し，第 1.15－5 表に

示す。 

(1) 手順着手の判断 

重大事故等が発生した場合。 

(2) 操作手順 

重大事故等が発生し，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タの計測結果を記録する手順の概要は以下のとおり。 

ａ．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，常時記録であり，非

常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機又は可搬型代替電源

設備である緊急時対策所用発電機から給電可能で，14 日間の記録容量

を持っている。重大事故等時のパラメータの値を継続して確認できる

よう，記録された計測結果が記録容量を超える前に定期的にメディア

（記録媒体）に保存する。 

ｂ．現場指示計の記録 

現場運転員は，現場操作時に監視する手順着手の判断基準及び操作

に必要なパラメータの現場指示計がある場合には，記録用紙へ記録す

る。 

ｃ．可搬型計測器の記録 

現場運転員は，「1.15.2.1(2)b.可搬型計測器によるパラメータ計測
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又は監視」又は「1.15.2.2(1)ｅ.可搬型計測器によるパラメータ計測

又は監視」で得られた可搬型計測器で計測されたパラメータの値を記

録用紙に記録する。 

ｄ．運転監視用計算機の記録 

(a) 運転日誌 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，定められたプロセスの計

測結果を定時ごとに自動で記録し，中央制御室にて日ごとに自動で

帳票印刷する。 

(b) 状態変化記録 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，プロセス値の異常な状態

変化を記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

プラントの過渡変化によるトリップ事象発生時，その発生順序（シ

ーケンス），トリップ状態，工学的安全施設作動信号及び工学的安全

施設作動状況を記録し，中央制御室にて事象発生時に自動で帳票印

刷する。 

(c) 事故時データ収集記録 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，事象発生前後のプラント

状態の推移を把握するため，定められたプロセス値のデータを自動

で収集，記録し，中央制御室にて事象発生時に自動で帳票印刷する。 

ｅ．中央制御室記録計による記録 

中央制御室記録計が稼働状態であれば，定められたプロセスの計測

結果を，中央制御室にてチャート用紙に自動で記録する。 

(3) 操作の成立性 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録は，安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）の記録容量（14 日間）を超える前に，緊

急時対策所にて緊急時対策要員１名で行う。室内での端末操作であるた

め，対応が可能である。 

現場指示計及び可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であり，現場
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運転員２名で対応が可能である。 

また，中央制御室記録計に記録されたチャート紙の交換は，中央制御

室運転員１名で対応が可能である。 
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1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

審査基準 1.9，1.10，1.11，1.14，1.18 については，各審査基準におい

て要求事項があるため，以下のとおり各々の手順において整備する。 

原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。 

原子炉建物内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素爆発による原

子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。 

燃料プールの監視に関する手順は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための手順等」にて整備する。 

全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は「1.14 電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に関する手順は「1.18 緊急

時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。
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第1.15－1表 事故時に必要な計装に関する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／２） 

 

分類 
機能喪失を想定する 

重大事故等対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

監
視
機
能
喪
失
時 

計器の故障 

他
チ
ャ
ン
ネ
ル 

に
よ
る
計
測 

主要パラメータの他チャンネルの重要計器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「重要計器の監視・復旧」 

主要パラメータの他チャンネルの常用計器 自
主
対
策 

設
備 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ 

に
よ
る
推
定 

重要代替計器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

常用代替計器 自
主
対
策 

設
備 

計器の計測範囲を超

えた場合 代
替
パ
ラ
メ
ー
タ 

に
よ
る
推
定 

重要代替計器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「重要計器の監視・復旧」 

常用代替計器 自
主
対
策 

設
備 

可
搬
型
計
測
器 

に
よ
る
計
測 

可搬型計測器 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「可搬型計測器による計測」 

計
器
電
源
喪
失
時 

全交流動力電源喪失 

直流電源喪失 代
替
電
源
（
交
流
） 

か
ら
の
給
電 

常設代替交流電源設備 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

 

可搬型代替交流電源設備 

代替所内電気設備 

号炉間電力融通電気設備 自
主
対
策

設
備 

代
替
電
源
（
直
流
） 

か
ら
の
給
電 

所内常設蓄電式直流電源設備 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

常設代替直流電源設備 

所内常設直流電源設備（３系統目） 

可搬型直流電源設備 

直流給電車 自
主
対
策 

設
備 

設
計
基
準
事
故
対

処
設
備
と
重
大
事

故
等
対
処
設
備
を

兼
用
す
る
計
装
設

備
へ
の
給
電 

常設代替直流電源設備 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「重要計器の電源切替」 

可
搬
型
計
測
器 

に
よ
る
計
測 

可搬型計測器 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「可搬型計測器による計測」 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（２／２） 

分類 
機能喪失を想定する 

重大事故等対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

－ － 

パ
ラ
メ
ー
タ
記
録 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ，ＳＰＤ

Ｓデータ表示装置） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「SPDSによるパラメータ記録

結果の保存」 

運転監視用計算機 自
主
対
策 

設
備 － 

中央制御室記録計 
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第
1.
15
－

2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(１
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－

3 
図
№
 

① 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～

50
0℃

 
最
大
値
：
 

3
02
℃

 

重
大
事
故

等
時
に
お

け
る
損

傷
炉
心
の

冷
却

状
態
を

把
握
し
，

適
切
に

対
応
す
る

た

め
の

判
断

基
準

（
30
0
℃

）
に

対
し

て
，
 

5
00
℃
ま
で
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㉝
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
１
 

「
⑫
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
除
去
系
）」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

② 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

原
子
炉
圧
力

※
２
 

２
 

０
～
10
M
Pa
［

ga
ge
］

 
最
大
値
：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

重
大
事
故

等
時
に
お

け
る
原

子
炉
圧
力

容
器

最
高

圧
力
（

8.
6
8M
P
a
［

ga
g
e
］
）
を

包

絡
す
る
範

囲
と
し
て

設
定
。

な
お
，
逃

が
し

安
全
弁

の
手
動
操

作
に
よ

り
変
動
す

る
範

囲
に
つ

い
て
も
計

測
範
囲

に
包
絡
さ

れ

て
お
り
，
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㉞
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～
11
M
Pa
［

ga
ge
］

 
最
大
値
：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

原
子
炉
圧
力
容
器
最
高
使
用
圧
力

（
8.
62
M
Pa
［

ga
ge
］
）
の
1.
2倍

 
（

10
.3
4
MP
a［

g
ag
e］
）
を
監
視
可
能
。

 
－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

㉟
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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第
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2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(２
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

③ 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

２
 

－
40
0～

15
0
cm

※
３
 

－
79
8～

13
2
cm

※
３
 

炉
心
の
冷

却
状
況
を

把
握
す

る
上
で
，

原

子
炉
水
位

制
御
範
囲

（
レ
ベ

ル
３
～
８

）
及

び
燃
料

棒
有
効
長

底
部
ま

で
監
視
可

能
で
あ
る
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊱
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２
 

２
 

－
80
0～

－
30
0c
m※

３
 

Ｓ
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊲
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
90
0～

15
0
cm

※
３
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊳
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び

区
分
Ⅱ
無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
 



 

 

1.15－38 

第
1.
15
－

2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(３
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ １ ／ ２ ） 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

高
圧
原
子

炉
代
替
注

水
ポ
ン

プ
の
最
大

注

水
量
（
93
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
で
あ
る
。

 
－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

①
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

１
 

０
～
30
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

低
圧
原
子

炉
代
替
注

水
ポ
ン

プ
の
最
大

注
水
量
（
23
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

超
音
波
式

流
量
 

検
出
器
 

－
 

②
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

２
 

０
～
20
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

大
量
送
水

車
を
用
い

た
低
圧

原
子
炉
代

替
注

水
系
（

可
搬
型
）

に
お
け

る
最
大
注

水

量
（
70
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
ま
た
，
崩
壊

熱
相
当
の
注
水
量
（

12
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

③
ａ
 

③
ｂ
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
） 

２
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※
８
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

０
～
99
m
3 /
h 

原
子
炉
隔

離
時
冷
却

ポ
ン
プ

の
最
大
注

水
量
（

99
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源
 

②
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑥
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
3
14
m
3 /
h 

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ

・
ポ
ン

プ
の
最
大

注
水
量
（
1,
31
4m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅲ
 

交
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑦
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

３
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
3
80
m
3 /
h 

残
留

熱
除

去
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
1,

38
0
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

②
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑧
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
3
14
m
3 /
h 

低
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ

・
ポ
ン

プ
の
最
大

注

水
量
（
1,
31
4m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑨
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

１
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※
８
 

残
留
熱
代

替
除
去
系

原
子
炉

注
水
の
最

大

注
水
量
（
30
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑩
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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第
1.
15
－

2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(４
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ ２ ／ ２ ） 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
35
5
18
）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。

 

 
 



 

 

1.15－40 

第
1.
15
－

2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(５
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

⑤ 原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

２
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

大
量
送
水

車
を
用
い

た
格
納

容
器
代
替

ス
プ

レ
イ
系

（
可
搬
型

）
に
お

け
る
最
大

注

水
量
（
12
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

④
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

２
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

大
量
送
水

車
を
用
い

た
ペ
デ

ス
タ
ル
代

替
注

水
系
（

可
搬
型
）

に
お
け

る
最
大
注

水

量
（

1
20
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
ま
た
，
崩

壊
熱
相
当
の
注
水
量
（

12
m
3 /
h）

を
監
視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑤
ａ
 

⑤
ｂ
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
） 

２
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※
８
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※
８
 

残
留
熱
代

替
除
去
系

格
納
容

器
ス
プ
レ

イ

の
最
大
注
水
量
（

12
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。 

Ｓ
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑪
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

※
１
 

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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第
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2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(６
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－

3 
図
№
 

⑥ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

７
 

０
～
30
0℃

 
最
大
値
：
14
5℃

 
原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊴
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
30
0℃

 
最
大
値
：
14
5℃

 
原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊵
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～
30
0℃

 
－

※
８
 

原
子
炉
格

納
容
器
下

部
に
溶

融
炉
心
が

落
下

し
た
場

合
に
お
け

る
原
子

炉
圧
力
容

器

の
破
損
検
知
が
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊶
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最
大
値
：
88
℃
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
温
度
（

20
0℃

）

を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊷
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最
大
値
：
88
℃
 

原
子
炉
格

納
容
器
の

限
界
圧

力
（
２

Pd
：

8
53
k
Pa
［

ga
g
e］
）
に
お
け
る
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
の
飽
和
温
度
（
約
17
8℃

）

を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

測
温
 

抵
抗
体
 

可
 

㊸
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び

区
分
Ⅱ
無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(７
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

⑦ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
1,
0
00
k
Pa
［
ab
s］

 
最
大
値
：
 

3
24
k
Pa
［

ga
ge
］

 

原
子
炉
格

納
容
器
の

限
界
圧

力
（
２

Pd
：

8
53
k
Pa
［

ga
ge
］
）
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㊹
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
1,
0
00
k
Pa
［
ab
s］

 
最
大
値
：
 

2
06
k
Pa
［

ga
ge
］

 
－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㊺
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び

区
分
Ⅱ
無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(８
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

⑧ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

３
 

－
3.
0m

※
５
，

 
－

1.
0m

※
５
，

 

＋
1.
0m

※
５
 

－
※
８
 

重
大
事
故

等
時
に
お

い
て
，

溶
融
炉
心

の
冷

却
に
必

要
な
原
子

炉
格
納

容
器
下
部

へ
の
事
前
注
水
量
を
監
視
可
能
。
 

残
留
熱
代

替
除
去
系

に
よ
る

代
替
循
環

冷
却

実
施
時

に
お
け
る

ペ
デ
ス

タ
ル
代
替

注
水

系
（
可

搬
型
）
に

よ
る
注

水
の
停
止

の

判
断
基

準
（

格
納
容

器
底

面
＋

1.
0m
）

を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
極
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊼
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
0.
80
～

5.
50
m
※
４
 

－
0.
5～

０
m※

４
 

ウ
ェ
ッ
ト

ウ
ェ
ル
ベ

ン
ト
操

作
可
否
判

断

を
把
握
で
き
る
範
囲
を
監
視
可
能
。
 

（
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
を
水
源

と
す

る
非
常

用
炉
心
冷

却
系
の

起
動
時
に

想

定
さ
れ
る
変
動
（
低
下
）
水
位
：
－
0.
5m
 に

つ
い
て
も
監
視
可
能
。）

 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊻
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

４
 

＋
0.
1m

※
６
，

 
＋

1.
2m

※
６
，

 

＋
2.
4m

※
６
，

 
＋
2.
4m

※
６
 

－
※
８
 

重
大
事
故

等
時
に
お

い
て
，

原
子
炉
格

納
容

器
下
部

に
溶
融
炉

心
の
冷

却
に
必
要

な

水
深
（

＋
2.
4m
）

が
あ

る
こ
と

を
監
視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
極
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊽
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量

※
１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量

※
１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。

 



 

 

1.15－44 

 
 

第
1.
15
－

2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(９
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

⑨ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

※
２
 

１
 

０
～
５
vo
l％

／
 

０
～

10
0
vo
l％

 
０
～

2.
0
vo
l％

 
重

大
事
故

等
時
に
原

子
炉
格

納
容
器
内

の
水

素
濃
度

が
変
動
す

る
可
能

性
の
あ
る

範

囲
（
０
～
90
.4
v
ol
％
）
を
監
視
可
能
。

 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

②
 

熱
伝
導
式
 

水
素
 

検
出
器
 

－
 

㊾
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～

10
0
vo
l％

 
０
～

2.
0
vo
l％

 
重

大
事
故

等
時
に
原

子
炉
格

納
容
器
内

の
水

素
濃
度

が
変
動
す

る
可
能

性
の
あ
る

範
囲
（
０
～
90
.4
v
ol
％
）
を
監
視
可
能
。

 
－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

③
 

熱
伝
導
式
 

水
素
 

検
出
器
 

－
 

㊿
 

⑩ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
Sv
/
h未

満
※
９
 

炉
心
損
傷

の
判
断
値

（
原
子

炉
停
止
直

後

に
炉

心
損

傷
し

た
場
合

は
約

10
S
v/
h
）

を
把

握
す
る

上
で
監
視

可
能
（

上
記
の
判

断
値

及
び
推

定
値
は
原

子
炉
停

止
後
の
経

過

時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

電
離
箱
 

－
 

○51
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
Sv
/
h未

満
※
９
 

炉
心
損
傷

の
判
断
値

（
原
子

炉
停
止
直

後
に

炉
心
損

傷
し

た
場
合

は
約

10
S
v/
h
）

を
把

握
す
る

上
で
監
視

可
能
（

上
記
の
判

断

値
及
び
推

定
値
は
原

子
炉
停

止
後
の
経

過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

電
離
箱
 

－
 

○52
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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第
1.
15
－

2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(1
0
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器

の
種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

⑪ 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 

中
性
子
源
領
域
計
装

※
２
 

４
 

10
－
１
～
10

６
ｓ

-1
 

（
1.
0×

10
３
～
 

1
.0
×
10

９
 

cm
-2
･ｓ

-1
）

 

定
格
出
力
の
 

約
21
倍

 

原
子
炉
の
停
止
時
か
ら
起
動
時
の
中
性
子

束
を
監
視
可
能
。
 

な
お
，
中
性
子
源
領
域
計
装
が
測
定
で
き

る
範
囲
を
超
え
た
場
合
は
，
中
間
領
域
計

装
，
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
っ
て
監
視

可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

直
流
電
源

※
1
3  

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

③
※
1
3  

核
分
裂
 

計
数
管
 

－
 

○55
 

中
間
領
域
計
装

※
２
 

８
 

０
～
40
％
 

又
は
０
～
12
5％

 

（
1.
0×

10
８
～
 

1.
5×

10
13
cm

-2 ・
s-

1 ）
 

原
子
炉
の
停
止
時
か
ら
起
動
時
の
中
性
子

束
を
監
視
可
能
。
 

な
お
，
中
間
領
域
計
装
が
測
定
で
き
る
範

囲
を
超
え
た
場
合
は
，
平
均
出
力
領
域
計

装
に
よ
っ
て
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

直
流
電
源

※
1
3  

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

③
※
1
3  

核
分
裂
 

電
離
箱
 

－
 

○54
 

平
均
出
力
領
域
計
装

※
２
 

６
※
７
 

０
～
12
5％

 
（
1.
2×

10
12
～
 

2
.8
×
10

14
 

c
m-

2 ･
s-

1 ）
 

原
子
炉
の
起
動
時
か
ら
定
格
出
力
運
転
時

の
中
性
子
束
を
監
視
可
能
。
 

な
お
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等

時
，
一
時
的
に
計
測
範
囲
を
超
え
る
が
，

負
の
反
応
度
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
効
果
に
よ

り
短
期
間
で
あ
り
，
か
つ
出
力
上
昇
及
び

下
降
は
急
峻
で
あ
る
。
12
5％

を
超
え
た
領

域
で
そ
の
指
示
に
基
づ
き
操
作
を
伴
う
も

の
で
な
い
こ
と
か
ら
，
現
状
の
計
測
範
囲

で
も
運
転
監
視
上
影
響
は
な
い
。
ま
た
，

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
も
再
循
環
ポ
ン

プ
ト
リ
ッ
プ
等
に
よ
り
中
性
子
束
は
低
下

す
る
た
め
，
現
状
の
計
測
範
囲
で
も
対
応

が
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

②
 

核
分
裂
 

電
離
箱
 

－
 

○53
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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第
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2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(1
1
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

「
⑫
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
除
去
系
）」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水

流
量

※
２
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

流
量

※
２
 

「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭
水
源
の
確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(1
2
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系 

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
 

８
 

 
－

※
８
 

系
統
待
機

時
に
お
け

る
ス
ク

ラ
バ
容
器

水

位
の

範
囲

（
1,

70
0
mm

～
1,
90
0
mm

）
及

び
フ

ィ
ル
タ

装
置
機
能

維
持
の

た
め
の
系

統
運

転
時
の

下
限
水
位

か
ら
上

限
水
位
の

範

囲
（

）
を
監
視
可
能
。

 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㉔
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
 

４
 

０
～
１
MP
a［

ga
ge
］

 
－

※
８
 

格
納
容
器

ベ
ン
ト
実

施
時
に

，
格
納
容

器
フ

ィ
ル

タ
ベ

ン
ト

系
の

最
高

使
用

圧
力

（
0.
85
3
MP
a［

g
ag
e］
）
が
監
視
可
能
。

 
－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㉕
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度
 

４
 

０
～

30
0℃

 
－

※
８
 

格
納
容
器

フ
ィ
ル
タ

ベ
ン
ト

系
の
最
高

使

用
温
度
（

20
0℃

）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と

す
る
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㉖
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
 

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
 

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

－
※
８
 

格
納
容
器

ベ
ン
ト
実

施
時
（

炉
心
損
傷

し
て

い
る
場

合
）
に
，

想
定
さ

れ
る
第
１

ベ
ン

ト
フ
ィ

ル
タ
出
口

の
最
大

放
射
線
量

率

（
約

1.
6×

1
0１

Sv
/
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
離
箱
 

－
 

㉗
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

－
※
８
 

格
納
容
器

ベ
ン
ト
実

施
時
（

炉
心
損
傷

し
て

い
な
い

場
合
）
に

，
想
定

さ
れ
る
第

１
ベ

ン
ト
フ

ィ
ル
タ
出

口
の
最

大
放
射
線

量

率
（
約
6.
5×

1
0－

２
m
Sv
/
h）

を
監
視
可
能
。 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
離
箱
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
 

１
 

０
～
20
v
ol
％
／
 

０
～

10
0
vo
l％

 
－

※
８
 

格
納
容
器

ベ
ン
ト
停

止
後
の

窒
素
に
よ

る

パ
ー
ジ
を

実
施
し
，

第
１
ベ

ン
ト
フ
ィ

ル
タ

出
口
配

管
内
に
滞

留
す
る

水
素
濃
度

が
可
燃
限
界
（
４

vo
l％

）
未
満
で
あ
る
こ
と

を
監
視
可
能
。
 

－
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

①
 

熱
伝
導
式

水
素
濃
度

検
出
器
 

－
 

㉘
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

※
１
 

「
⑨
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

10
0
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ

と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
10
：
基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。

 
※

11
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
12
：
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
13
：
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(1
3
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－

3 
図
№
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

残 留 熱 除 去 系 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
1
85
℃
以
下
 

残
留
熱
除
去
系
の
運

転
時
に
お
け
る
，
残

留
熱

除
去

系
系

統
水

の
最

高
使

用
温

度
（

18
5℃

）
を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

①
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

⑬
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

２
 

０
～
20
0℃

 
1
85
℃
以
下
 

残
留
熱
除
去
系
の
運

転
時
に
お
け
る
，
残

留
熱

除
去

系
系

統
水

の
最

高
使

用
温

度

（
18
5℃

）
を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

①
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

⑭
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

※
１
 

２
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
2
18
m
3
/h
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交

換
器
冷
却
水
流
量
の

最
大
流
量
（

1,
2
18
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。

 
移
動
式
代
替
熱
交
換

器
設
備
の
最
大
流
量

（
60
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

②
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑮
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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第
1.
15
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2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(1
4
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

⑬ 格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態  

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力

※
２
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態  

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態  

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

３
 

０
～
４
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

1
.0
M
Pa
［

ga
ge
］

 

残
留
熱
除
去
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残

留
熱

除
去

系
系

統
の

最
高

使
用

圧
力

（
1.

0M
P
a［

ga
g
e］
）
を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

⑯
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

１
 

０
～
５
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

2
.0
M
Pa
［

ga
ge
］

 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
運
転
時
に
お
け

る
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
系
統
の
最
高

使
用
圧
力
（
2.
0
MP
a［

g
ag
e］
）
を
監
視
可

能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

○21
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(1
5
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－

3 
図
№
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ １ ／ ２ ） 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

１
 

０
～
1,
5
00
m
3 

（
０
～

12
,5
42
m
m）

 
－

※
８
 

低
圧
原
子

炉
代
替
注

水
槽
の

底
部
か
ら

上

端
（
０
～

1,
49
5m

3 ）
を
監
視
可
能
で
あ
る
。 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

⑰
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑧
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
」
及
び
「
⑤
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
35
5
18
）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(1
6
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－

3 
図
№
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ ２ ／ ２ ） 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
 

圧
力

※
１
 

２
 

０
～
４
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※
８
 

重
大
事
故

等
時
に
お

け
る
，

低
圧
原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
最

高
使

用
圧

力
（

3.
92
M
Pa
［

ga
ge
］
）
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

⑱
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
10
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

9
.0
2
MP
a［

g
ag
e］

 
 原

子
炉
隔

離
時
冷
却

系
の
運

転
時
に
お

け
る

，
原
子

炉
隔
離
時

冷
却
系

系
統
の
最

高

使
用

圧
力

（
9.
02
M
Pa
［

ga
ge
］
）

を
監

視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源
 

②
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

⑲
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
12
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大
値
：
 

8
.9
3
MP
a［

g
ag
e］

 
 高

圧
炉
心

ス
プ
レ
イ

系
の
運

転
時
に
お

け
る

，
高
圧

炉
心
ス
プ

レ
イ
系

系
統
の
最

高
使

用
圧

力
（

8.
93
M
Pa
［

ga
ge
］
）

を
監

視

可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅲ
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

○20
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～
３
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※
８
 

重
大
事
故

等
時
に
お

け
る
，

残
留
熱
代

替
除

去
ポ
ン

プ
の

最
高
使

用
圧

力
（

2.
5M
Pa

［
ga
ge
］
）
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

⑫
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判

断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
35
5
18
）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
 

 
 



 

 

1.15－52 

第
1.
15
－

2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(1
7
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

⑮ 原 子 炉 建 物 内 の 水 素 濃 度 

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

１
  

６
 

０
～
10
v
ol
％

 
 

０
～
20
v
ol
％

 
－

※
８
 

重
大
事
故

等
時
に
お

い
て
，

原
子
炉
建

物
内

の
水
素

燃
焼
の
可

能
性
（

水
素
濃
度

：

４
vo
l
％

）
を

把
握

す
る

上
で

監
視

可
能

（
な
お
，

静
的
触
媒

式
水
素

処
理
装
置

に
て

，
原
子

炉
建
物
内

の
水
素

濃
度
を
可

燃

限
界

で
あ

る
４

vo
l
％

未
満

に
低

減
す

る
）
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

②
 

触
媒
式
 

水
素
 

検
出
器
 

 
熱
伝
導
式

水
素
 

検
出
器
 

－
 

㉒
 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度

※
１
 

 静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

※
１
 

２
  

２
 

０
～

10
0℃

 
 

０
～

40
0℃

 
－

※
８
 

重
大
事
故

等
時
に
お

い
て
，

静
的
触
媒

式
水

素
処
理

装
置
作
動

時
に
想

定
さ
れ
る

温
度
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㉓
ａ
 

 
㉓

ｂ
 

⑯ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 酸 素 濃 度 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

※
２
 

１
 

０
～
５
vo
l％

／
 

０
～
25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％
以
下
 

重
大
事
故

等
時
に
お

い
て
，

原
子
炉
格

納
容

器
内
の

酸
素
濃
度

が
変
動

す
る
可
能

性

の
あ

る
範

囲
（

０
～

4.
4v
ol
％

）
を
監

視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源
 

②
 

熱
磁
気
風

式
酸
素
 

検
出
器
 

－
 

○56
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～
25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％
以
下
 

重
大
事
故

等
時
に
お

い
て
，

原
子
炉
格

納
容

器
内
の

酸
素
濃
度

が
変
動

す
る
可
能

性
の

あ
る
範

囲
（

０
～

4.
4v
ol
％

）
を
監

視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

③
 

磁
気
力
式

酸
素
 

検
出
器
 

－
 

○57
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）

※
１
 

「
⑩
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

※
１
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
35
5
18
）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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第
1.
15
－

2表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）

(1
8
／
1
8
)
 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測
範
囲
 

設
計
基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
15
－
3 

図
№
 

⑰ 燃 料 プ ー ル の 監 視 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
4.
30
～

7.
30
m
※

10
 

（
EL
31
2
18
～
42
81
8）

 
6
,9
8
2m
m
※

10
 

（
EL
42
5
00
）

 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性

の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部
か
ら
底
部
付
近

ま
で
の
範
囲
に
わ
た
り
水
位
を
監
視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源
 

②
 

 

ガ
イ
ド
 

パ
ル
ス
式
 

水
位
検
出

器
 

－
 

㉙
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
※
11
 

－
1,

00
0～

6
,7
1
0m
m
※

10
 

（
EL
34
5
18
～
42
22
8）

 

6
,9
8
2m
m
※

10
 

（
EL
42
5
00
）

 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性

の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部
か
ら
使
用
済
燃

料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
近
傍
ま
で
の
範
囲
に

わ
た
り
水
位
を
監
視
可
能
。
 

Ｃ
（
Ｓ
ｓ
）
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源
 

①
 

熱
電
対
 

可
 

㉚
 

０
～
15
0℃

 
最
大
値
：
 

6
5℃

 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性

の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
の
温
度
を
監
視
可

能
。
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

1
0１

～
1
0８

mS
v
/h
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性

が
あ
る
放
射
線
量
率
の
範
囲
（

10
－
３
～
1
0

７
mS
v/
h）

に
わ
た
り
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
離
箱
 

－
 

㉛
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
 

－
※
８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
燃
料
プ
ー
ル
の

状
況
を
監
視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

カ
メ
ラ
：
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

赤
外
線
 

カ
メ
ラ
 

－
 

㉜
 

冷
却
設

備
：
Ｓ
Ａ
用

交
流
電
源
 

②
 

※
１
：
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 

※
３
：
基
準
点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル
よ
り

1
,
32

8
cm
）
。

 
※
４
：
基
準
点
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
通
常
水
位
（
EL

56
10
）
。

 

※
５
：
基
準
点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
10

1
00
）。

 
※
６
：
基
準
点
は
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
上
表
面
（

EL
67

06
）。

 

※
７
：
局
部
出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出
力
領
域
計
装
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は

14
個
又
は

17
個
の
信
号
が
入
力
さ
れ
る
。

 

※
８
：
重
大
事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
時
は
値
な
し
。

 

※
９
：
炉
心
損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
レ
ベ
ル
の
値
で
判
断
す
る
。
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h
（
経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
値
を
下
回
る
。

 

※
1
0：

基
準
点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）
。
 
※

1
1
：
検
出
点
は
７
箇
所
。

 

※
1
2：

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
に
よ
り
計
測
可
能
な
計
器
は
，
Ｓ
Ａ
用
直
流
電
源
，
区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電
交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

 

※
1
3：

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(
非
常
用
)
か
ら
の
電
源
供
給
に
期
待
せ
ず
，
交
流
電
源
復
旧
後
に
充
電
器
を
介
し
て
直
流
電
源
を
供
給
す
る
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(１
／

17
)
 

 【
推
定
ケ
ー
ス
】
 

ケ
ー
ス
１
：
同
一
物
理
量
（
温
度
，
圧
力
，
水
位
，
放
射
線
量
率
，
水
素
濃
度
，
中
性
子
束
及
び
酸
素
濃
度
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス
２
：
水
位
を
注
水
源
若
し
く
は
注
水
先
の
水
位
変
化
又
は
注
水
量
及
び
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス
３
：
流
量
を
注
水
源
又
は
注
水
先
の
水
位
変
化
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス
４
：
除
熱
状
態
を
温
度
，
圧
力
，
流
量
等
の
傾
向
監
視
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス
５
：
圧
力
又
は
温
度
を
水
の
飽
和
状
態
の
関
係
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス
６
：
注
水
量
を
注
水
先
の
圧
力
か
ら
注
水
特
性
の
関
係
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス
７
：
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
制
御
棒
の
挿
入
状
態
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス
８
：
酸
素
濃
度
を
あ
ら
か
じ
め
評
価
し
た
パ
ラ
メ
ー
タ
の
相
関
関
係
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス
９
：
水
素
濃
度
を
装
置
の
作
動
状
況
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス

10
：
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
の
傾
向
監
視
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
事
象
が
発
生
し
た
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス

11
：
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流
入
の
有
無
を
原
子
炉
格
納
容
器
内
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス

12
：
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
同
一
の
物
理
量
（
水
位
），

あ
ら
か
じ
め
評
価
し
た
水
位
と
放
射
線
量
率
の
相
関
関
係
及
び
カ
メ
ラ
に
よ
る
監
視
に
よ
り
，

 

燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
又
は
必
要
な
水
遮
蔽
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

ケ
ー
ス

13
：
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
の
圧
力
の
差
圧
に
よ
り
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
状
態
を
推
定
す
る
。
 

 

な
お
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定
に
あ
た
っ
て
は
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
誤
差
に
よ
る
影
響
を
考
慮
す
る
。
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ケ
ー
ス
１
 

①
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す

る
。
 

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容

器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
を
推
定
す
る
。
ま
た
，
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
後
，
原
子
炉
水
位
が
燃
料
棒
有
効
長

頂
部
に
到
達
す
る
ま
で
の
経
過
時
間
よ
り
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
を
推
定
す
る
。

 

③
残
留
熱
除
去
系
が
運
転
状
態
で
あ
れ
ば
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

 

②
原
子
炉
圧
力
 

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
５
 

③
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

ケ
ー
ス
１
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(２
／

17
)
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
５
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力
 

ケ
ー
ス
１
 

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
５
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(３
／

17
)
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
），

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
），

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
），

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
），

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原

子
炉

注
水
流
量
の
う

ち
機
器
動
作
状

態
に
あ

る
流
量
よ
り
，

崩
壊
熱
に
よ
る

原
子
炉

水
位
変
化
量
を

考
慮

し
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。
 

④
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

③
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
 

③
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

③
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

③
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

③
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

③
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

 

ケ
ー
ス
２
 

④
原
子
炉
圧
力
 

④
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス

13
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃

料
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
），

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
），

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原

子
炉

注
水
流
量
の
う

ち
機
器
動
作
状

態
に
あ

る
流
量
よ
り
，

崩
壊
熱
に
よ
る

原
子
炉

水
位
変
化
量
を

考
慮

し
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
 

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

 

ケ
ー
ス
２
 

③
原
子
炉
圧
力
 

③
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス

13
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(４
／

17
)
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
３
 

①
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
３
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の
水
量
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
環
境
悪
化
の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
３
 

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は
，
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
３
 

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
３
 

①
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
３
 

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
３
 

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
３
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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3
表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(５
／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

  
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

 
ケ
ー
ス
３
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の
水
量
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注

水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。
 

②
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
水

位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
環
境
悪
化
の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

 

ケ
ー
ス
６
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

ケ
ー
ス
３
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
６
 

①
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
を
推
定
す
る
。 

①
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
変

化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

ケ
ー
ス
３
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

ケ
ー
ス
３
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は
，
注
水
先
の
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
及
び
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ
流
量
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

 

①
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

ケ
ー
ス
６
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
ポ

ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら
残

留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
推

定
す
る
。
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(６
／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。
 

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
５
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。
 

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を

推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
５
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ケ
ー
ス
１
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
５
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(７
／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
５
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
５
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(８
／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
 

②
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
 

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

ケ
ー
ス
２
 

①
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
の
停
止
判
断
に
用
い
る
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
計
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替

注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な

お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
 

①
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

ケ
ー
ス
２
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
，

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る

流
量
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

②
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定

す
る
。
 

③
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
），

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）

を
優
先
す
る
。
 

③
［
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
］

※
２
 

ケ
ー
ス
１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ケ
ー
ス
１
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
），

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ

イ
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

②
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

ケ
ー
ス
２
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(９
／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 

水 素 濃 度 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
［
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）
］

※
２
 

ケ
ー
ス
１
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

②
［
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）
］

※
２
 

ケ
ー
ス
１
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
を
優
先
す
る
。
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 

放 射 線 量 率 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２
 

ケ
ー
ス
１
 

①
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉

格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２
 

ケ
ー
ス
１
 

①
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

②
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉

格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(1
0
／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 

中
性
子
源
領
域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
中
間
領
域
計
装
 

②
平
均
出
力
領
域
計
装
 

ケ
ー
ス
１
 

①
中
性
子
源
領
域
計
装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
中
性
子
源
領
域
計
装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
間
領
域
計
装
，
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

③
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２
 

ケ
ー
ス
７
 

中
間
領
域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
中
性
子
源
領
域
計
装
 

②
平
均
出
力
領
域
計
装
 

ケ
ー
ス
１
 

①
中
間
領
域
計
装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
中
間
領
域
計
装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装
，
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

③
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２
 

ケ
ー
ス
７
 

平
均
出
力
領
域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
中
性
子
源
領
域
計
装
 

②
中
間
領
域
計
装
 

ケ
ー
ス
１
 

①
平
均
出
力
領
域
計
装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
平
均
出
力
領
域
計
装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装
，
中
間
領
域
計
装
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

③
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２
 

ケ
ー
ス
７
 

［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
］

※
２
 

①
中
性
子
源
領
域
計
装
 

②
中
間
領
域
計
装
 

③
平
均
出
力
領
域
計
装
 

ケ
ー
ス
７
 

①
制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源

領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
中
間
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
低
出
力
領
域
を
監
視
す
る
中
性
子
源
領
域
計
装
を
優
先
す
る
。
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(1
1／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評
価
か
ら
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
３
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。
 

③
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
出

口
圧
力

か
ら
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
の
注

水
特
性

を
用

い
て

流
量

を
推

定

し
，
こ
の
流
量
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。
 

④
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

③
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

③
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

ケ
ー
ス
６
 

④
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
４
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
流
量
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

 

①
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

 

ケ
ー
ス
６
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
ポ

ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら
残

留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
推

定
す
る
。
 

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
冷
却
に
お
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不

可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す
る
。
 

推
定
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
４
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(1
2／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

 

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系 

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ケ
ー
ス
１
 

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

 

ケ
ー
ス
１
 

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
健
全
性
を
推
定

す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ケ
ー
ス
１
 

①
ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
放

射
線

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ケ
ー
ス
１
 

①
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備
 

②
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

②
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
が
故
障
し
た
場
合
は
，
予
備
の
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素

ガ
ス
が
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
配
管
内
を
通
過
す
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

及
び
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備
を
優
先
す
る
。
 

残 留 熱 除 去 系 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

①
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す
る
。
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

ケ
ー
ス
１
 

①
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評
価
か
ら
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量
に
よ
り
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す

る
。
 

推
定
は
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
を
優
先
す
る
。
 

②
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

 

ケ
ー
ス
４
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

ケ
ー
ス
６
 

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
注
水
特
性
を
用
い
て
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

推
定
す
る
。
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(1
3／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
），

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ

ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
），

原
子
炉
水

位
（
燃
料
域
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
５
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力
 

ケ
ー
ス
１
 

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
５
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ケ
ー
ス
１
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し

て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
５
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 

ケ
ー
ス
５
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(1
4／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２
 

ケ
ー
ス
10
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
 

出
口
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］

※
２
 

ケ
ー
ス
10
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(1
5／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

水 源 の 確 保 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

ケ
ー
ス
２
 

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と

す
る
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を
推
定
す
る
。
 

②
注
水
先
の
原
子
炉
水
位
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
原
子
炉

代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を

推
定
す
る
。
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽
水
位
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
優
先
す
る
。
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

位

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

①
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

 

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 

②
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

ケ
ー
ス
２
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
の
水
位
容
量
曲
線
を
用
い
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
注
水
す
る
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
原
子
炉

隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
と
経
過
時
間
よ
り
算
出
し

た
注
水
量
か
ら
推
定
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
代

替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
除

去
ポ
ン
プ
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
推
定
す
る
。
 

③
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
注
水
量
を
優
先
す
る
。
 

③
［
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
］

※
２
 

ケ
ー
ス
１
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(1
6／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

 

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 建 物 内 の 

水 素 濃 度 

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ケ
ー
ス
１
 

①
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
及
び

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度
の
温
度
差
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度

 

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

 

 
ケ
ー
ス
９
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 

酸 素 濃 度 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
又
は
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
に
て
炉
心
損
傷
を
判
断
し
た
後
，
初
期
酸
素
濃
度
と
保
守
的
な
Ｇ
値
を
入
力
と
し
た

評
価
結
果
（
解
析
結
果
）
に
よ
り
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
を
推
定
す
る
。

 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
格
納
容
器
内

圧
力
が
正
圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
事
故
後
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流

入
有
無
を
把
握
し
，
水
素
燃
焼
の
可
能
性
を
推
定
す
る
。
 

③
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用
計
器
）
に
よ
り
，
酸
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

②
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
）
 

②
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

ケ
ー
ス
８
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
11
 

③
［
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系
）
］

※
２
 

 
ケ
ー
ス
１
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

ケ
ー
ス
１
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
又
は
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
に
て
炉
心
損
傷
を
判
断
し
た
後
，
初
期
酸
素
濃
度
と
保
守
的
な
Ｇ
値
を
入
力
と
し
た

評
価
結
果
（
解
析
結
果
）
に
よ
り
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
格
納
容
器
内

圧
力
が
正
圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
事
故
後
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流

入
有
無
を
把
握
し
，
水
素
燃
焼
の
可
能
性
を
推
定
す
る
。
 

③
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用
計
器
）
に
よ
り
，
酸
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
を
優
先
す
る
。
 

②
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
）
 

②
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

ケ
ー
ス
８
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
11
 

③
［
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系
）
］

※
２
 

 
ケ
ー
ス
１
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表
 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定

(1
7／

17
)
 

※
１
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

 

※
２
：［

 
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

※
１
 

推
定
ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

燃 料 プ ー ル の 監 視 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
12
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
 

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推
定

す
る
。
 

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。
 

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
12
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
水
位
・
温
度
を
推
定
す
る
。
 

②
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）
に
て
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
判
断

し
た
後
，
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。
 

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

燃
料

プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
12
 

①
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合

は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
水
位
を
計
測
し
た
後
，
水
位
と

放
射
線
率
の
関
係
に
よ
り
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

②
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。
 

推
定
は
，
燃
料
プ
ー
ル
を
直
接
監
視
す
る
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を

優
先
す
る
。
 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー
ス
12
 

①
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
），

燃

料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
），

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）

に
て
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
推
定
す
る
。
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第1.15－4表 補助パラメータ(１／２) 
分類 補助パラメータ 補助パラメータの分類理由 

電源関係 220kV第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 外部電源の受電状態を確認するパラメータ 

220kV第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧※１ 非常用高圧母線の受電状態を確認するパラメータ 

Ｄ－メタクラ母線電圧※１ 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧※１ 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧※１ 非常用低圧母線のロードセンタの受電状態を確認するパラメー

タ Ｄ－ロードセンタ母線電圧※１ 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）電圧 直流電源の受電状態を確認するパラメータ 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧※１ 

Ｂ－115V系充電器電圧 

Ａ－115V系直流盤母線電圧※１ 

Ｂ－115V系直流盤母線電圧※１ 

230V系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧※１ 

230V系直流盤（常用）母線電圧※１ 

ＳＡ用115V系充電器電圧 

230V系充電器（ＲＣＩＣ）電圧 

230V系充電器（常用）電圧 

Ａ－115V系充電器電圧 

Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）母線電圧※1 

高圧炉心スプレイ系直流盤母線電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧※１ 

ＳＡ用115V系充電器盤蓄電池電圧※１ 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 

ディーゼル発電機電圧 非常用ディーゼル発電機等の運転状態を確認するパラメータ 

ディーゼル発電機周波数 

ディーゼル発電機電力 

ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

ディーゼル発電機電力（他号炉） 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

ガスタービン発電機電圧 代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

直流給電車電圧 

緊急用メタクラ電圧※１ 緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ 

ＳＡロードセンタ母線電圧※１ ＳＡロードセンタの受電状態を確認するパラメータ 

ディーゼル燃料デイタンクレベル 燃料の確保状態を確認するパラメータ 

ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

各機器油タンクレベル 

補機関係 高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ 

高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力 

高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力 

可搬型回転計 原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン回転速度 

復水貯蔵タンク水位 復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

ペデスタル注入流量 

消火ポンプ出口圧力 消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力 移動式代替熱交換設備の運転状態を確認するパラメータ 

大量送水車ポンプ出口圧力 大量送水車の運転状態を確認するパラメータ 

大型送水ポンプ車出口圧力 大型送水ポンプ車の運転状態を確認するパラメータ 

ほう酸水注入ポンプ出口圧力 ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ 

ほう酸水貯蔵タンク液位 

※１：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事故等対処設備とする。 
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第1.15－4表 補助パラメータ(２／２) 
分類 補助パラメータ 補助パラメータの分類理由 

補機関係 非常用ガス処理系排ガス・モニタ 耐圧強化ベントラインの運転状態を確認するパラメータ 

その他 制御棒駆動水圧系系統流量 制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ 

制御棒駆動水圧系充てん水ヘッダ圧力 

制御棒駆動水圧系駆動水差圧 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力※１ 逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ 

Ｎ２ガスボンベ圧力※１ 

窒素ガス代替供給系窒素ガスボンベ圧力 

窒素ガス代替供給系窒素ガス供給圧力 

ドライウェル床ドレンサンプ水位 原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ 

残留熱除去系配管周囲温度 

原子炉隔離時冷却系配管周囲温度 

スクラバ水ｐＨ 格納容器フィルタベント系の運転状態を確認するパラメータ 

薬液タンク水位 原子炉格納容器内のｐＨを確認するパラメータ 

ＦＣＳ系統入口流量 可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ 

ブロワ入口圧力 

ＦＣＳブロワ入口流量 

再結合器ガス温度 

ＦＣＳ加熱器ガス温度 

ＦＣＳ加熱器出口温度 

ＦＣＳ加熱器壁温度 

ＦＣＳ再結合器壁温度 

非常用ガス処理系系統流量 非常用ガス処理系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉給水流量 復水・給水系の運転状態を確認するパラメータ 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

復水器真空度 

原子炉浄化系系統流量 原子炉浄化系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉浄化系系統入口温度 

原子炉浄化系非再生熱交出口温度 

残留熱代替除去ポンプ出口流量 残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力※１ 原子炉補機冷却系の動作状態を確認するパラメータ 

原子炉補機冷却系常用流量 

ＲＣＷ熱交換器出口温度※１ 

ＲＣＷサージタンク水位※１ 

原子炉補機海水ポンプ出口圧力 原子炉補機海水ポンプの動作状態を確認するパラメータ 

原子炉ウェル水位 原子炉ウェル代替注水系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉棟排気高レンジモニタ 原子炉建物の放射線量率を確認するパラメータ 

換気系モニタ 

燃料取替階放射線モニタ 燃料プールの状態を確認するパラメータ 

燃料プールスプレイ流量 

スキマサージタンク水位 

燃料プール冷却ポンプ出口流量 

純水タンク水位 代替水源の確保状態を確認するパラメータ 

ろ過水タンク水位 

１号ろ過水タンク水位 

非常用ろ過水タンク水位 

補助消火水槽水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

モニタリング・ポスト 屋外の放射線量を確認するパラメータ 

※１：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事故等対処設備とする。 
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第1.15－5表 有効監視パラメータ（自主対策設備）の監視・記録について 

分類 パラメータ 

可搬型計測器での対応 記録 

計測 
要否理由 記録先 備考 

可否 要否 

原子炉格納容器内の放

射線量率 
エリア放射線モニタ 否 － 可搬型計測器での計測対象外。 

中央制御室 

記録計 
－ 

格納容器バイパスの監

視 

未臨界の維持又は監視 制御棒手動操作・監視系 否 － 可搬型計測器での計測対象外。 

安全パラメータ 

表示システム 

（ＳＰＤＳ） 

－ 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開し

ている。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にある

ことを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原

因対策分析」を確認することとする。 

 

 

 

 

 

第1.15－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７

他チャンネル監視不能

計測範囲を超えた場合

計器故障

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

外部電源喪失

パラメータ監視不能
１チャンネル監視不能

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

計器電源喪失
（直流電源）

計器電源喪失
（交流電源）

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

非常用ＤＥＧ
故障

非常用ＤＥＧ
故障

直流母線機能喪失

直流母線への
直流電源給電
機能喪失

蓄電池
機能喪失

充電器盤からの
通常給電機能喪失 交流電源喪失
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重
大

事
故
等
発

生
時
に

必
要

な
パ
ラ
メ
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タ

の
選

定
フ

ロ
ー

 

※
１
：
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
各
技
術
的
能
力
等
に
用
い
ら
れ
る
，
以
下
に
示
す
パ
ラ
メ
ー
タ
。

・
「

技
術

的
能

力
に

係
る

審
査

基
準

」
1
.
1
～

1
.
1
5
（

「
設

置
許

可
基

準
規

則
」

第
四

十
四

～
五

十
八

条
）

の
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操
作

手
順

に
用

い
ら

れ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
。

・
有

効
性

評
価

の
監

視
項

目
に

係
る

パ
ラ

メ
ー

タ
。

・
各
技
術
的
能
力
等
で
使
用
す
る
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
含
む
。
）
の
運
転
・
動
作
状
態
を
表
示
す
る
設
備
（
ラ
ン
プ
表
示
灯
等
）
に
つ
い
て
は
パ
ラ

メ
ー

タ
と

し
て

は
抽

出
し

な
い

。

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

は
，

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
（

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
以

外
の

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
等

）
若

し
く

は
有

効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

に
よ

る
推

定
手

段
を

整
備

す
る

。

※
３

：
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
運

転
・

動
作

状
態

を
表

示
す

る
設

備
（

ラ
ン

プ
表

示
灯

等
）

に
つ

い
て

は
，

「
設

置
許

可
基

準
規

則
」

第
四

十
四

～
五

十
八

条
の

「
設

置
許
可
基
準
規
則
」
第
四
十
三
条
へ
の
適
合
状
況

の
う
ち
，
（
２
）
操
作
性
（
「
設
置
許
可
基
準
規
則
」
第
四
十
三
条
第
一
項
二
）
に
て
，
適
合
性
を
整
理
す
る
。

※
４

：
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
活

用
す

る
手

順
等

の
着

手
の

判
断

基
準

と
し

て
用

い
る

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
は

，
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
す

る
。

対
象

外
※

３

Y
es

N
o

当
該

重
大

事
故

等
時

に
対

処
す

る
た

め

に
各
技
術
的
能
力
等
に
用
い
ら
れ
る

パ
ラ

メ
ー

タ
か

※
１

発
電

用
原

子
炉

施
設
等
の

状
態

を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ

主
要
パ

ラ
メ

ー
タ

は
耐

震
性

，
耐

環

境
性

の
あ

る
計

器
で

確
認

で
き

る
か

N
o

N
o

当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
に
耐
震
性
，
耐
環
境

性
の

あ
る

計
測

機
器

で
確

認
で

き
る

代

替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
あ
る
か

抽
出

パ
ラ

メ
ー

タ

Y
es

炉
心

損
傷

防
止

対
策

，
格

納
容

器
破

損

防
止

対
策

等
を

成
功

さ
せ

る
た

め
に

把

握
す

る
こ

と
が

必
要

な
発

電
用

原
子

炉

施
設
の
状
態
を
直
接
監
視
す
る
パ
ラ

メ
ー

タ
か

N
o

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ

※
４

電
源

設
備

の
受

電
状

態
，

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
転

状
態

及
び

そ
の

他
設

備
の

運
転

状
態

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
態

を
補

助
的

に
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の

要
求

事
項

を
満

た
さ

な
い

パ
ラ

メ
ー

タ

Y
es

Y
es

主
要

パ
ラ
メ

ー
タ

有
効

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ

自
主

対
策

設
備

の
計

器
で

の
み

計
測

さ
れ

る
が

，
計

測
す

る
こ

と
が

困

難
と
な
っ
た
場
合
に
そ
の
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
重
大
事
故
等
対
処
設
備

と
し

て
の

要
求

事
項

を
満

た
し

た
計

器
で

計
測

さ
れ

る
パ

ラ
メ

ー
タ

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

計
器

が
重

大
事

故

等
対
処
設
備
と
し
て
の
要
求
事
項
を
満
た
し
た
計
器
を
少
な
く
と
も
１

つ
以

上
有

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

２

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
要

求
事

項
を

満
た

し
た

計
器

を
少

な

く
と
も
１
つ
以
上
有
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

当
該
パ
ラ
メ

ー
タ
の
代
替
パ

ラ
メ
ー

タ

主
要

パ
ラ
メ

ー
タ
又

は

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

仕
様

変
更

等
の

実
施

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

計
器

は
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と

し
て

の
要

求
事

項
を

満
た

し
た

計
器

へ
変

更

た
だ

し
，

目
視

等
に

よ
り

容
易
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1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等」の記載

内容に同じ。 
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1.17 監視測定等に関する手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.17 監視測定等に関する手順等」の記載内容に同じ。 
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1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」の記載

内容に同じ。 
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1.19 通信連絡に関する手順等 

記述は，令和 3年 9月 15日付け原規規発第 2109152号をもって設置変更許可

を受けた島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追

補１の記述のうち，「1.19 通信連絡に関する手順等」の記載内容に同じ。 

 

 

 

 



追補 

「1.2.2 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための 

体制の整備」の追補 

添付書類十 Ⅱ「1.2.2. 特定重大事故等対処施設の機能を維持する 

ための体制の整備」の記述に次のとおり追補する。 

「1.2.2. 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備」 

の追補の記載内容は営業秘密又は防護上の観点から公開出来ません。 



 

 

 

 

添付書類十一の一部補正 

 

 

 

 

 

 



－1－ 

添付書類十一を以下のとおり補正する。 

頁 行 補正前 補正後 

－ 

 

 （記載追加） 別紙１を追加する。 

 

  



 

〔 別 添 ６ 〕 

 

添 付 書 類 十 一 

 

変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る 

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

 

別紙１ 



 

11－1 

1. 概要 

本説明書は，変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係

る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書として，品質管理に関する

事項に基づき，発電用原子炉施設の当該設置変更許可申請（以下「本申請」

という。）に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の

工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項を記載する。 
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2. 基本方針 

本説明書では，本申請における「実施した設計活動に係る品質管理の実

績」及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事

項」を以下のとおり説明する。 

(1) 設計活動に係る品質管理の実績 

「設計活動に係る品質管理の実績」として，実施した設計の管理の方

法を「3. 設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 本申請における設計に係る組織（組

織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について「3.2 

本申請における設計の各段階とその審査」に，品質管理の方法について

「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に，調達管理の方法

について「3.4 本申請における調達管理の方法」に，文書管理について

「3.5 本申請における文書及び記録の管理」に，不適合管理について

「3.6 本申請における不適合管理」に記載する。 

(2) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につ

いては，「4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に記載す

る。 

具体的には，組織について「4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組

織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について「4.2 

その後の設計，工事等の各段階とその審査」に，品質管理の方法につい

て「4.3 その後の設計に係る品質管理の方法」，「4.4 工事に係る品質

管理の方法」及び「4.5 使用前事業者検査の方法」に，設計及び工事の

計画の認可申請（以下「設工認」という。）における調達管理の方法につ

いて「4.6 設工認における調達管理の方法」に，文書管理について「4.7 

その後の設計，工事等における文書及び記録の管理」に，不適合管理に

ついて「4.8 その後の不適合管理」に記載する。 

また，設工認に基づき，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基
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準に関する規則（平成 25 年６月 28 日原子力規制委員会規則第６号）（以

下「技術基準規則」という。）」への適合性を確保するために必要となる

設備（以下「適合性確認対象設備」という。）の施設管理について，「5. 

適合性確認対象設備の施設管理」に記載する。 
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3. 設計活動に係る品質管理の実績 

本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は，発電用原子炉設置変

更許可申請書本文における「十一 発電用原子炉施設の保安のための業務

に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」（以下「設置許可本文十

一号」という。）に基づき以下のとおり実施する。 

なお，本申請における設計及び調達に係る業務のうち，「原子力利用にお

ける安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律等の一部を改正する法律」に基づき変更認可された原子炉施設

保安規定の施行までに実施した業務は，設置許可本文十一号に基づくもの

ではないことから，「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律」

に基づき変更認可された原子炉施設保安規定の施行までに実施した業務の

実績については，本申請における活動実績に応じて記載する。 

3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。） 

設計及び調達は，第１図に示す本社組織及び発電所組織に係る体制で実

施する。 

また，設計（「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」）並びに

調達（「3.4 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管する箇

所を第１表に示す。 

第１表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に関する

設計並びに調達について，責任と権限を持つ。 

3.1.1 設計に係る組織 

設計は，第１表に示す主管箇所のうち，「3.3 本申請における設計に係

る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施する。 

この設計に必要な資料の作成を行うため，第１図に示す体制を定めて設

計に係る活動を実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 
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3.1.2 調達に係る組織 

調達は，第１表に示す本社組織及び発電所組織の調達を主管する箇所で

実施する。 

3.2 本申請における設計の各段階とその審査 

本申請における設計は，本申請における申請書作成及びこれに付随する

基本的な設計として，設置許可本文十一号「7.3 設計開発」のうち，必要

な事項に基づき以下のとおり実施する。 

本申請における設計の各段階と設置許可本文十一号との関係を第２表に

示す。 

設計を主管する箇所の長は，第２表に示すアウトプットに対する審査（以

下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，第１表に示す設計を

主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，本申請における設計として，「3.3.1 設計

開発に用いる情報の明確化」，「3.3.2(1) 申請書作成のための設計」及び

「3.3.2(2) 設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。 

以下に各段階の活動内容を示す。 

3.3.1 設計開発に用いる情報の明確化 

設計を主管する箇所の長は，本申請に必要な設計開発に用いる情報を明

確にする。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，本申請における設計を以下のとおり実施す

る。 

(1) 申請書作成のための設計 

設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書作成のための設計
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を実施する。 

また，設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書の作成に必

要な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる，「調達による

解析」及び「手計算による自社解析」について，個別に管理事項を実施

し品質を確保する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(2) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.2 設計及び設計のアウトプットに

対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「3.3.1 設計開発に

用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対する適合性を確認した

上で，要求事項を満たしていることの検証を，組織の要員に指示する。 

なお，この検証は当該業務を直接実施した原設計者以外の者に実施さ

せる。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(3) 申請書の作成 

設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書作成のための設計

からのアウトプットを基に，本申請に必要な書類等を取りまとめる。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(4) 申請書の承認 

本申請の提出手続きを主管する箇所の長は，原子力発電保安委員会の

審議及び確認を得た本申請における申請書について，原子力規制委員会

への提出手続きの承認を得る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

3.3.3 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった場合，各設計結

果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，影響を受けた

段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 
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3.3.4 新検査制度移行に際しての本申請における設計管理の特例 

設計を主管する箇所の長が実施する本申請における設計管理の対象とな

る業務のうち，「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律」に基

づき変更認可された原子炉施設保安規定の施行までに実施した本申請にお

ける申請書作成に係る社内手続き又は基本設計に係る調達製品の検証につ

いては，設置許可本文十一号に基づく設計管理は適用しない。 

3.4 本申請における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は，調達管理を確実にするために，設置許可本

文十一号に基づき以下に示す管理を実施する。 

3.4.1 供給者の技術的評価 

調達を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品

を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実施

する。 

3.4.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，本申請における設計に必要な調達を行う場

合，調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管する箇所の長へ供給者

の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「3.4.1 供給者の技術的評価」で，

技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

供給者に対しては品質保証計画書を提出させレビューする。 

3.4.3 調達管理 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質保証活動を行うに当たっ

て，以下に基づき業務を実施する。 

(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，設置許可本文十一号

に基づく調達要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況

を適切に管理する。（「3.4.3(2) 調達した役務の検証」参照） 
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(2) 調達した役務の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達した役務が調達要求事項を満たして

いることを確実にするために調達した役務の検証を行う。 

供給者先で検証を実施する場合は，あらかじめ仕様書で検証の要領及

び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

3.4.4 社外監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質保証活動及び

健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行わ

れていることを確認するために，社外監査を実施する。 

3.5 本申請における文書及び記録の管理 

本申請における設計に係る文書及び記録については，設置許可本文十一

号に定める品質マネジメント文書，それらに基づき作成される品質記録で

あり，これらを適切に管理する。 

3.6 本申請における不適合管理 

本申請に基づく設計において発生した不適合については，適切に処置を

行う。 
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4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につい

ては，設置許可本文十一号に基づき以下のとおり実施する。 

4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。） 

その後の工事等の活動は，第１図に示す本社組織及び発電所組織に係る

体制で実施する。 

4.2 その後の設計，工事等の各段階とその審査 

4.2.1 設計及び工事等のグレード分けの適用 

設計及び工事等におけるグレード分けは，発電用原子炉施設の安全上の

重要度に応じて行う。 

4.2.2 設計及び工事等の各段階とその審査 

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は，そ

の後における設計及び工事等の各段階において，レビューを実施するとと

もに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，設計及び工事を主管

する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

4.3 その後の設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性

を確保するための設計を実施する。 

4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

その後の設計を主管する箇所の長は，設工認に必要な要求事項を明確に

する。 

4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

その後の設計を主管する箇所の長は，各条文の対応に必要な適合性確認

対象設備を抽出する。 

4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への
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適合性を確保するための設計を実施する。 

(1) 基本設計方針の作成（設計１） 

設計を主管する箇所の長は，技術基準規則等の適合性確認対象設備に

必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，技術基準規則

の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にした

基本設計方針を作成する。 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計

２） 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対し，変更があっ

た要求事項への適合性を確保するための詳細設計を，「設計１」の結果を

用いて実施する。 

(3) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活

動となる「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について，

個別に管理事項を実施し，品質を確保する。 

(4) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「4.3.3 設計及び設計のアウトプットに

対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「4.3.1 適合性確認

対象設備に対する要求事項の明確化」及び「4.3.2 各条文の対応に必要

な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に対する適

合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，組織の要

員に指示する。 

なお，この検証は当該業務を直接実施した者以外の者に実施させる。 

(5) 設工認申請書の作成 

設計を主管する箇所の長は，その後の設計からのアウトプットを基に，

設工認に必要な書類等を取りまとめる。 

(6) 設工認申請書の承認 

設工認申請書の取りまとめを主管する箇所の長は，設計を主管する箇
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所の長が作成した資料を取りまとめ，原子力発電保安運営委員会へ付議

し，審議及び確認を得る。 

4.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった場

合，各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，

影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

4.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，具体的な設備の設計の実施及びその結果を

反映した設備を導入するために必要な工事を，「4.6 設工認における調達

管理の方法」の管理を適用して実施する。 

4.4.1 具体的な設備の設計の実施（設計３） 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，要求事項に適合するた

めの具体的な設計（設計３）を実施し，決定した具体的な設備の設計結果

を取りまとめる。 

4.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，要求事項に適合する設備を設置するための

工事を実施する。 

4.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合してい

ることを確認するため，使用前事業者検査を計画し，工事実施箇所からの

独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

4.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合してい

ることを確認するために，以下の項目について検査を実施する。 

(1) 実設備の仕様の適合性確認 

(2) 品質マネジメントシステムに係る検査 
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4.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認

に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合

していることを確認するため，使用前事業者検査を計画する。 

4.5.3 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者

検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。 

4.5.4 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，検査体制を確立して実施する。 

4.6 設工認における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実にするために，

品質管理に関する事項に基づき以下に示す管理を実施する。 

4.6.1 供給者の技術的評価 

調達を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品

を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実施

する。 

4.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安

全に対する影響，供給者の実績等を考慮し，業務の重要度に応じてグレー

ド分けを行い管理する。 

4.6.3 調達製品の調達管理 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質保証活動を行うに当たっ

て，原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し，以下の調達管

理に基づき業務を実施する。 

(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，品質管理に関する事

項に基づく調達要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状

況を適切に管理する。（「4.6.3(2) 調達製品の管理」参照） 
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(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納

品されるよう調達製品が納入されるまでの間，製品に応じた必要な管理

を実施する。 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしている

ことを確実にするために調達製品の検証を行う。 

なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要

領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

4.6.4 社外監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質保証活動及び

健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行わ

れていることを確認するために，社外監査を実施する。 

4.7 その後の設計，工事等における文書及び記録の管理 

その後の設計，工事等における文書及び記録については，設置許可本文

十一号に示す文書，それらに基づき作成される品質記録であり，これらを

適切に管理する。 

4.8 その後の不適合管理 

その後の設計，工事及び試験・検査において発生した不適合については

適切に処置を行う。 
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5. 適合性確認対象設備の施設管理 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，技術基準規

則への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し，適合性確

認対象設備の使用開始後においては，施設管理に係る業務プロセスに基づ

き発電用原子炉施設の安全上の重要度に応じた点検計画を策定し保全を実

施することにより，適合性を維持する。 
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第１表 設計及び調達の実施の体制 

プロセス 主管箇所 

3.3 

本申請における

設計に係る品質

管理の方法 

本社 電源事業本部（原子力管理） 

本社 電源事業本部（原子力安全技術） 

本社 電源事業本部（電源土木） 

本社 電源事業本部（電源建築） 

3.4 
本申請における

調達管理の方法 

本社 電源事業本部（原子力管理） 

本社 電源事業本部（原子力安全技術） 

本社 電源事業本部（電源土木） 

本社 電源事業本部（電源建築） 

発電所 品質保証部（品質保証） 

発電所 技術部（技術） 

発電所 技術部（燃料技術） 

発電所 技術部（核物質防護） 

発電所 技術部（建設管理） 

発電所 廃止措置・環境管理部（放射線管理） 

発電所 発電部（第一発電） 

発電所 発電部（第二発電） 

発電所 保修部（保修管理） 

発電所 保修部（保修技術） 

発電所 保修部（電気） 

発電所 保修部（計装） 

発電所 保修部（３号電気） 

発電所 保修部（原子炉） 

発電所 保修部（タービン） 

発電所 保修部（３号機械） 

発電所 保修部（土木） 

発電所 保修部（建築） 

  発電所 保修部（ＳＡ工事プロジェクト） 
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